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幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
の
動
静

渋
江
和
光
日
記
断
章

は
じ
め
に

幕
藩
制
後
期
の
引
渡

・
廻
座
の
諸
相

渋
江
和
光
の
勤
番
と
中
城

１
　
御
相
手
番

２
　
廻
文
と
町
触

渋
江
和
光
の
武
と
文

１
　
武
芸

２
　
教
養
等

結
び
に
か
え
て

は

じ

め

に

秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
秋
田
藩
の
中
枢
に
あ

っ
た
多
く
の
藩
士
が
記
し
た

大
冊
の
日
記
類
を
収
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
、
幕
藩
制
社
会
に
お

け
る
秋
田
藩
の
政
治

・
経
済

・
文
化
を
究
明
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

渡

音Б

紘

ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
幕
藩
制
社
会
そ
の
も
の
の
解
明
に
寄
与

で
き
る
有
益
か
つ
貴
重
な
史
料
群
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
に
、

「
梅
津
政
景
日

記
」
と

「
石
井
忠
運
日
記
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
文
が

『
大
日
本
古
記
録
』

と

『
新
秋
田
叢
書
』

へ
収
録

・
刊
行
さ
れ
　
広
く
国
内
の
研
究
者
に
よ

っ
て
活

用
さ
れ
て
い
る
。

当
館
と
し
て
も
、
か
か
る
研
究
状
況
に
か
ん
が
み
、
そ
れ
以
外
の
日
記
類
の

中
で
特
に
史
料
的
価
値
が
高
い
と
思
わ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち

「
岡
本
元
朝
日

記
」
、

「
渋
江
和
光
日
記
」
、

「
宇
都
宮
孟
綱
日
記
」
等
に
つ
い
て
は
、
県
立

秋
田
図
書
館
収
蔵
時
に
翻
刻
事
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
て
そ
の
成
果

を
引
き
継
ぎ

つ
つ
、
新
た
に
公
文
書
館
の
事
業
と
し
て
翻
刻

・
刊
行
を
行
う
こ

と
と
し
、
平
成
七
年
か
ら
刊
行
事
業
を
開
始
し
た
。
事
業
は
、
ま
ず

『
渋
江
和

光
日
記
』
の
刊
行
で
始
ま

っ
た
。
収
録

・
刊
行
に
あ
た

っ
て
は
、
全
九
八
冊
を

十
二
巻
に
編
集
し
直
し
、
翌
八
年
に
は
第

一
巻
の
刊
行
に
こ
ぎ

つ
け
た
。
こ
の

事
業
は
現
在
も
継
続
中
で
、
平
成
十

一
年
度
末
で
第
七
巻
に
到
達
し
て
い
る
。

既
刊
ま
で
の
収
録
分
は
、
文
化
十

一
年
か
ら
天
保
初
年
ま
で
で
あ
る
が
、
こ



幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

れ
ら
の
年
代
は
、
秋
田
藩
内
で
も
幕
藩
制
社
会
の
矛
盾
が
顕
在
化
し
、
そ
れ

ヘ

の
領
主
的
対
応
が
積
極
的
に
行
わ
れ
、
そ
の
成
否
が
問
わ
れ

つ
つ
あ

っ
た
段
階

で
あ
る
。
こ
の
変
革
期
の
さ
な
か
に
あ

っ
て
、
御
相
手
番
と
い
う
家
老
に
つ
ぐ

地
位
に
あ

っ
た
渋
江
和
光
と
い
う
人
物
が
、
何
を
考
え
、
い
か
な
る
政
治
理
念

や
生
活
観
に
も
と
づ
い
て
行
動
し
た
の
か
、
ま
た

『
日
記
』
か
ら
は
他
に
ど
の

よ
う
な
事
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
か
。

『
渋
江
和
光
日
記
』

の
刊
行
も
ほ
ぼ

半
ば
を
越
え
た
今
日
、
そ
ろ
そ
ろ
こ
の
よ
う
な
興
味
や
関
心
に
、
何
ら
か
の
手

掛
り
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
微
力
な
が
ら
も
刊
行
に
携
わ

っ
て
い
る
者
と
し
て

の
責
務
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
、
小
稿
を
草
し
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

『
渋
江
和
光
日
記
』
は
、
筆
者
で
あ
る
渋
江
堅
治
和
光
が
佐
竹
家
家
臣
団
に

あ

っ
て
、
廻
座
で
は
梅
津
小
太
郎
に
次
ぐ
高
禄
で
召
し
抱
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
家
柄
か
ら
家
老
や
そ
れ
に
次
ぐ
役
職
で
あ
る
御
相
手
番
が
相
当
職
で
あ
り
、

こ
の
時
期
台
頭
し
つ
つ
あ

っ
た
実
務
官
僚
に
は
就
か
な
い
立
場
で
あ

っ
た
だ
け

に
、
内
容
面
で
は
、
藩
の
政
策
展
開
に
つ
い
て
の
具
体
的
記
述
が
少
な
い
こ
と

は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
逆
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
な
立
場
に
あ

り
、
い
わ
ば
幕
藩
制
社
会
の
本
流
に
あ
る
と
も
い
え
る
重
臣
の
、
変
革
期
に
お

け
る
言
動
を
う
か
が
い
知
る
う
え
で
は
極
め
て
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。

渋
江
和
光
及
び

『
渋
江
和
光
日
記
』

の
概
要
、
更
に
は
渋
江
氏
の
系
譜
等
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
煙
山
英
俊
氏
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小

稿
で
は
、
今
ま
で
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
か

っ
た
幕
藩
制
後
期
の
秋
田
藩
に
お

け
る
上
級
武
士
の
動
向
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、

『
日
記
』

の
記
載
内
容
か
ら

御
相
手
番
と
し
て
の
渋
江
和
光
の
行
動
、
変
革
期
の
新
し
い
動
き
に
対
す
る
和

二

光
の
考
え
方
や
対
応
、
そ
し
て
彼
が
実
践
し
た
武
士
と
し
て
の
教
養
と
武
芸
等

に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

一　

幕
藩
制
後
期
の
引
渡

・
廻
座
の
諸
相

本
項
で
は
、
渋
江
和
光
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

い
秋
田
藩
の
大
身
と
称
せ
ら
れ
た
上
級
武
士
た
ち
の
中
核
を
な
す
引
渡

・
廻
座

に
格
づ
け
ら
れ
た
人
々
の
、
幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
諸
相
に
つ
い
て
、
文
化
八

（
一
八

一
一
）
年
の
分
限
帳
や
そ
の
前
後
の
職
歴
、
さ
ら
に
は
久
保
田
城
下
の

屋
敷
の
配
置
等
を
手
掛
か
り
に
、
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、
論
題
に
も
付
し
て
あ
る
上
級
武
士
の
概
念
に
つ
い
て
、
若
干

の
私
見
を
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
上
級
武
士
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
を
指
す

の
か
と
い
う
こ
と
は
、　
三
一一口
で
明
快
に
解
答
す
る
こ
と
は
出
来
得
な
い
難
間
で

あ
る
。
幕
藩
制
社
会
が
厳
格
な
身
分
制
社
会
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
ま

ず
第

一
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
は
家
格
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

幕
府
と
藩
と
で
は
全
く
異
な
る
こ
と
や
、
藩
同
士
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
の
成
り

立
や
家
臣
団
の
構
成
の
仕
方
等
に
よ

っ
て
異
な
る
こ
と
か
ら
、　
一
様
に
扱
う
に

は
無
理
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
知
行

高
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
何
石
で
区
切
る
の
か
、
ま
た
幕
府
と
藩
を
区
別
し
て

良
い
も
の
か
ど
う
か
、
藩
と
は
い
っ
て
も
大
藩
と
小
藩
は
同
列
に
扱
え
る
の
か

ど
う
か
と
言
う
こ
と
等
が
問
題
と
な
り
、　
一
定
の
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
は
難

し
い
。



小
稿
で
述

べ
る
上
級
武
士
と
は
、
前
述
の
よ
う
な
諸
問
題
の
解
決
を
残
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
普
遍
的
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
秋
田
藩
に
限
定
し
て
考
え

て
み
た
も
の
で
あ
る
。
表
題
を
、
秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
云
々
と
し
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。

さ
て
、
秋
田
藩
の
場
合
、
何
が
そ
の
基
準
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
は

や
は
り
家
格
で
あ
る
。
こ
れ
は
幕
府
が
大
名
に
お
こ
な

っ
た
様
々
な
格
付
け
、

す
な
わ
ち
将
軍
と
の
親
疎
関
係
、
国
持
ち
と
非
国
持
ち
、
そ
れ
に
官
位
別
、
更

に
は
江
戸
城
中
控
間
等
に
よ
っ
て
大
名
の
家
格
を
示
し
、
大
名
統
制
を
お
こ
な

っ

て
い
る
事
実
を
見
て
も
、
基
準
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
秋

田
藩
の
場
合
は
、　
一
門

・
引
渡

・
廻
座
と
平
士
に
区
別
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は

大
身
と
称
さ
れ
た
廻
座
ま
で
を
上
級
武
士
と
考
え
た
い
。
そ
の
理
由
は
後
述
す

る
。
第

二
は
知
行
高
で
あ
る
。
知
行
高
は
武
家
の
俸
禄
で
あ
り
、
軍
役
の
単
位

と
な
る
べ
き
高

で
あ
る
点
で
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
平
士
の
中

で
上
士
と
さ
れ
た

一
騎
以
上
が
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
引
渡
や
廻
座
と
違

っ

て
、　
一
騎
は
軍
役
の
負
担
基
準
で
あ
る
か
ら
知
行
高
と
連
動
し
て
お
り
、
秋
田

藩
の
場
合
は
、　
一
五
〇
石
以
上
と
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
文
化
年
間
の
分
限

帳
で
も

一
五
〇
石
以
上
を

一
騎
と
し
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
知
行
高
に

つ
い
て
は
、
こ
の

一
五
〇
石
が
指
標
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
初
代

藩
主
佐
竹
義
宣
が
大
坂
の
陣
に
際
し
て
の
陣
立
に
あ
た

っ
て
、
　
コ

一〇
〇
石

一

騎
」
と
厳
命
し
て
い
る
事
実
や
、
寛
政
三

（
一
七
九

一
）
年
に
制
定
さ
れ
た
家

臣
の
屋
敷
割
に
か
か
わ
る
御
定
の
適
用
上
限
が
二
九
〇
石
に
と
ど
め
ら
れ
、
そ

れ
以
上
の
者

へ
の
制
限
は
な
い
こ
と
か
ら
、
三
〇
〇
石
以
上
を
上
級
武
士
と
す

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
訳
で
も
な
い
。
以
上
の
理
由
で
小
稿
で
は
、
上
級
武

士
を
取
り
敢
え
ず
は
家
格
を
基
準
と
し
て
見
る
こ
と
と
し
、
廻
座
以
上
と
考
え

る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
秋
田
藩
に
お
け
る
上
級
武
士
の
基
準
と
し
て
提
示
し
た

一
門
、
引
渡
、

廻
座
に
つ
い
て
は
、

『
国
典
類
抄
』
の
前
編
嘉
部
に

一‐引
渡
回
座
起
之
事
」
と

題
さ
れ
た

一
項
目
に
関
連
記
録
が
集
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
発
祥
等
に
つ
い
て

記
さ
れ
て
い
る
電

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
引
渡

・
廻
座
と
い
っ
た
座
格
は
常
陸
時
代

に
は
な
か

っ
た
も
の
で
、
秋
田
入
部
当
初
も
盃
を
賜
る
と
き
の
座
列
は
特
に
定

ま

っ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
座
格
の
萌
芽
に
つ
い
て
は
、

『
梅
津
政

景
日
記
』
を
引
用
し
、
元
和
五
年
正
月
元
日
に
御
親
類
衆
を

一
番

・
二
番
に
分

け
て
左
右
に
列
座
さ
せ
て
お
吸
物
之
儀
を
お
こ
な
い
、
更
に
元
和
七
年
の
正
月

元
日
よ
り
引
渡
御
膳
で
饗
応
し
た
こ
と
に
よ
り
、
親
類
衆
を
引
渡
衆
と
称
呼
す

る
よ
う
に
な

っ
た
と
記
す
。

『
義
宣
家
譜
』

で
初
め
て
こ
の
盃
酒
の
儀
が
記
さ

れ
る
の
は
、
ま
さ
に
元
和
五
年
正
月
元
日
の
条
で
あ
り
、
こ
の
年
の
正
月
元
日

の
儀
の
座
席
は
、
単
に

一
番
座

・
二
番
座

・
三
番
座
と
の
み
あ

っ
て
座
席
名
は

記
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
意
味
で
は

『
国
典
類
抄
』
の
説
明
は
、
概
ね

納
得
で
き
る
。

『
国
典
類
抄
』
は
更
に
続
け
る
。
し
か
し
、
宿
老
以
下
の
主
な

面
々
の
座
席
に
つ
い
て
は
特
に
取
り
決
め
や
名
称
は
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
寛

永
八
年

（
一
六
三

一
）
、
初
め
て
御
座
奉
行
を
お
い
て
座
並
を
定
め
、
彼
ら
を

廻
座
衆
と
称
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
。
こ
う
し
て
、
寛
永
期
に
は
佐
竹
親
類
衆

を
は
じ
め
宿
老

・
重
臣
の
座
並
が
確
定
し
、
前
者
は
引
渡
座
着
座
の
引
渡
衆
、

後
者
は
廻
座
衆
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
定
着
し
た
。
こ
れ
を
、
元
和
五
年
の
番
座

三



座  格 氏 名 知 行 高 職 歴 等

和光
日言己
記載

1 引渡二番座 佐 竹  山 城 6,328石 余 東家・組下持 ◎
廻 l■

~
梅 津  小太良Б 3,449 組下持・御相手番 ◎

廻 座 渋 江  堅 治 2,962 組下持・御相手番 本人

廻 座 向   飛 騨 2、 542 組 下持・御相手番 ◎

廻 座 須 田  内 記 2.108 御相手番 ◎

廻 座 梅 津 与左衛門 1,997 御相手番 ◎

引渡一番座 岡 本  又太郎 1,680 家老 ◎

廻   座 小 場  勘解由 1,635 御相手番 ◎

廻   座 真 崎  兵 庫 1,346 ◎
廻 座 渋 江  十兵衛 1,107 寺社奉行 ◎

引渡一番座 石 塚  源一郎 1,104 御相手番 ◎
弓1湾 一 番 座 小野岡  大 和 1,056 家老 ◎
廻 座 小野崎  庄九郎 981 御用番 ◎
廻 座 疋 田  斎 966 家 老 ◎

廻   座 梅 津  頼 母 943 大番頭記録方支配 ◎
廻    座 大 越  源十郎 890 ◎
引渡二番座 真 壁  掃部助 874 ◎
廻 座 梅 津  兵 馬 841 大番頭記録方支配 ◎

1渡 二番座 宇都宮  帯 刀 784 家 老 ◎

廻 座 佐 藤 源右衛 門 781 大番頭記録方支配 ◎

廻 座 大  坂  才  蔵 724 大御番頭 ◎

廻 座 梅 津  留 治 683
乙回 座 信 太  勘九郎 579
廻 座 小田野  沖 負 561 大御番頭 ◎

引渡一番座 今 宮  大 学 531 ◎

引渡二番座 伊 達 外  記 530
廻 座 寺 崎 蔵にノLttβ 508 大御番頭
引渡二番座 塩 谷 右  膳 498
そ回 座 福 原  彦大夫 449 ◎
l回 座 小野崎  三 郎 440 ◎

廻 座 赤 坂  直 治 424
廻 座 貫 宇右衛門 415 rOl

廻 座 黒 沢 重右衛門 402
廻 座 荒 り‖  宗十虫『 394 ◎

廻 座 酒 出  金大夫
| 365 1大番頭記録方支配 ◎

廻 座 松 野 茂右衛「 1 355 大御番頭・組下持 ◎

【回 ly~ 平 早  人 347 ◎

廻 座 Jヽ 瀬 又七郎 324 大番頭記録方支配 ◎

廻 座 山方 太郎左衛門 307 ◎

廻   座 舟 尾  宇兵衛 296
廻 座 和 田 掃部之助 293 寺社奉行 ◎
廻 座 宇留野 源兵衛 283 ◎

廻 座 細 井 伝右衛門 267 ◎

44 廻 座 茂  木 /1ヽ []良F 239
廻 F4~ 土 屋  源 蔵 224 ◎
廻 犀 小野寺 桂之介 216 大御番頭 ◎

廻 座 今 宮 伊 織 215 | ◎
4回 座 」ヽ野寺  孫十郎 215
廻 「7~ 玉 生  八兵衛 209 ◎

廻 座 岡 本  東 馬 200 ◎

廻 座 小野岡  数 馬 197 0
及回 座 八 末  作  助 195

表 1 文化 8(18‖ )年秋田藩引渡・廻座氏名・知行高一覧

I 久保田在番

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
の
動
静



AFnl 厚 早 川  喜太良 194
廻 FT~ 白 川  七 郎 186 ◎
引渡二番座 箭田野  八 郎 185 ◎
引渡二番座 武 茂  権大夫 169 ◎

廻 座 岡 谷  伊 織 151 ◎

廻 座 真 壁  左 膳 155 ◎

廻 座 中 川  主 馬 150
廻 座 田 代  周 助 138 ◎

廻 座 塩 谷  伝十郎 117
廻 座 武 茂  新九郎 110
廻 座 箭田野  清 治 109 ◎
乙回 座 諄  太  一  学 100 大御番頭 ◎

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
の
動
静

座格・ 氏名・ 知行高は当館所蔵「 久保田分限帳」写 (文 化 8年)(整 理記号 25-1
06)に 拠 った。

上記「分限帳」では、檜山所持 と廻座に関わると思われる箇所が綴 じ込 まれて判読で
きないため、表への掲載は控えてある。
一門と引渡については城中座席に注 目して引渡座としてまとめ、その番座については
当館所蔵「秋田藩引渡廻座人別録」 (同 421-109)拠 った。
職歴については「御亀鑑」秋府 (同 AS289-18)、 「渋江和光 日記」 (同 A2
89-319)よ り、文化 8年から同 13年 までの ものを記 した。

註  1

と
比
定
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は

一
番

・
二
番
両
座
が
引
渡

で
、
三
番
座
が
廻
座

と
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
秋
田
入
部
後
の
佐
竹
氏
は
常
陸
時
代
と
は
異
な

り
、
家
臣
団
の
縮
小
を
行
う

一
方
で
宗
家
の
権
力
強
化
を
図

っ
た
こ
と
か
ら
引

渡
衆

・
廻
座
衆
の
選
任
に
あ
た

っ
て
は
少
数
精
鋭
を
目
指
し
、

『
義
宣
家
譜
』

元
和
七
年
正
月
朔
日
の
条
で
は
、
こ
れ
も
ま
た

『
梅
津
政
景
日
記
』
を
引
用
し

て

一
番

・
二
番
座
す
な
わ
ち
引
渡
が
二

一
名
、
三
番
座
す
な
わ
ち
後
の
廻
座
は

二
四
名
と
記
さ
れ
て
い
る
。

引
渡

・
廻
座
の
呼
称
は
、
前
述
の
と
お
り
久
保
田
城
中
御
広
間
の
座
席
を
指

す
も
の
で
は
あ
る
が
、
城
中
座
席
こ
そ
が
家
格
の
空
間
的
表
現
で
あ
り
、
こ
こ

に
至

っ
て
親
類
衆
と
宿
老

・
重
臣
は
引
渡
、
廻
座
と
公
称
さ
れ
、
他
の
家
臣
と

は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
名
実
と
も
に
秋
田
藩
の
上
級
家
臣
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
文
化
八

（
一
八

一
一
）
年
の
久
保
田
分
限
帳
を
素
材
と
し

て
、
文
化
期
の
引
渡

・
廻
座
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ

の
分
限
帳
は
写
し
で
は
あ
る
が
、
転
載
者
名
及
び
転
載
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
、
引
渡

・
廻
座
の
氏
名
が
、
当
時
御
相
手
番
で
あ

っ
た
渋
江
和
光
と

梅
津
与
左
衛
間
が
御
座
奉
行
を
務
め
た
文
化
九
年
の
正
月
元
日
の
御
目
見
参
列

者
と

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が
出
来
る
と
判
断
し
た
も

の
で
あ
る
。

表
１
は
、
同
分
限
帳
か
ら
引
渡

・
廻
座
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
城

中
座
格
の
観
点
か
ら
、　
一
門
も
引
渡
に
加
え
て
あ
る
。
ま
ず
員
数
で
あ
る
が
、

引
渡
は

一
八
名
、
廻
座
は
五
四
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
分
限
帳
に
は

一
部

五

一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

H 所預および在々廻座

1 弓 渡一番座 佐 竹  岩  甲 6.957 西家・ 大館所持 0組下持 ◎

2 渡一番座 戸 村  十大夫 6,555 横手所持・組下持 ⑥
3 涯 一 番 座 佐 竹  河 内 5,570 北家・ 角館所持 0細 下持 ◎

渡二番座 佐 竹  左衛門 5,532 南家・ 湯沢所持・組下持 ◎
5 渡二番座 茂 木  幸 楠 3.832 十二所所持・組下持 ◎

渡二番座 大 山  日 向 695 院内所持・組下持 ◎

7 清 一 番 座 古 内  蔵  人 589 大館在番 ◎
廻 l■

~
松  lFf 芹 司 罵 289 檜山在番
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破
損
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
部
分
の
正
確
な
判
読
は
不
可
能
で
あ
る
。
幸
い
残
欠

か
ら
能
代
所
預
多
賀
谷
氏
と
廻
座
古
内
氏
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
を
加
え
て
、
引
渡
は

一
九
名
、
廻
座
は
五
五
名
と
し
て
お
き
た
い
。

引
渡
は
本
来
は
二
〇
名
で
あ

っ
た
が
、
引
渡
筆
頭
の
声
名
家
が
断
絶
し
た
た

め
実
質

一
九
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
断
絶
後
も
、
図
１
の
如
く
御
座
の
み
は
引

渡
第

一
番
座
主
座
と
し
て
配
置
さ
れ
、
記
録
に
も
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

席
は
当
日
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
空
席
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
引
渡
第

一
番

の
主
座
が
文
化
期
に
お
い
て
も

一
貫
し
て
声
名
氏
名
で
配
座
さ
れ
、
当
日
に
は

欠
座
と
し
て
空
席
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
級
家
臣
団
統
制
の

一
策
と
も
受
け

止
め
ら
れ
、
こ
う
し
た
配
慮
に
こ
そ
、
秋
田
藩
の
家
格
制
の
厳
格
さ
と
重
さ
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
秋
田
藩
の
最
上
級
の
座
格
す
な
わ
ち

家
格
で
あ
る
引
渡
座
は
、
文
化
期
に
お
い
て
も
二
〇
名
に
固
定
さ
れ
て
い
た
が
、

廻
座
は
、
時
代
の
進
展
と
と
も
に
、
重
職
就
任
の
為
の
家
格
操
作
や
功
労
に
対

す
る
御
恩
と
し
て
次
第
に
増
え
、
元
禄
十
五
年
に
は
す
で
に
五
三
名
を
数
え
て

い
る
。

次
に
役
職
を
見
て
み
よ
う
。
引
渡
の
役
職
を
み
る
と
、
佐
竹
石
見

（
西
家
）

・

戸
村
十
大
夫

・
佐
竹
河
内

（北
家
）

・
佐
竹
左
衛
門

（南
家
）

・
茂
木
幸
楠

・

大
山
日
向

・
そ
し
て
表
に
は
な
い
も
の
の
多
賀
谷
下
総
と
所
持

（所
預
）
が
続

く
、
久
保
田
在
住
で
は
佐
竹
山
城

（東
家
）
が

一
門
と
し
て
の
重
き
を
な
す
と

と
も
に
、
岡
本
又
太
郎

・
小
野
岡
大
和

・
宇
都
宮
帯
刀
は
家
老
と
軒
並
み
重
役

で
あ
り
、
石
塚
源

一
郎
も
御
相
手
番
で
あ
る
。
加
え
て
佐
竹
四
家
と
戸
村

・
茂

木
は
そ
れ
ぞ
れ
組
下
持
ち
で
あ
る
。
他
方
廻
座
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
疋
田
斎
定

図 1 引渡座席図
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綱
は
家
老
、
梅
津
小
太
郎

・
そ
し
て

『
和
光
日
記
』
筆
者
で
あ
る
渋
江
堅
治

・

向
飛
騨

・
須
田
内
記

・
梅
津
与
左
衛
門

・
小
場
勘
解
由
が
家
老
職
に
次
ぐ
重
役

と
さ
れ
た
御
相
手
番
で
あ
る
。
ま
た
梅
津
頼
母

・
梅
津
兵
馬

・
佐
藤
源
右
衛
門

・

小
田
野
沖
負

・
酒
出
金
太
夫

・
小
瀬
又
七
郎

・
小
野
寺
桂
之
介

・
早
川
喜
太
良

等
は
い
ず
れ
も
大
番
頭
と
し
て
、
警
備
担
当
で
あ
る
番
方
の
司
令
職
に
就
任
し

て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
寺
社
奉
行
を
務
め
る
の
は
和
田
掃
部
之
介
で
あ
る
。

こ
の
年
代
、
御
相
手
番
で
あ

っ
た
梅
津
与
左
衛
門
と
須
田
内
記
、
大
番
頭
勤
務

の
小
瀬
又
七
郎
の
三
名
は
、
後
に
家
老
に
昇
任
す
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、　
一
門
は
、
佐
竹
四
家
が
久
保
田
に
は
東
家
、
残
り
三

家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
館

（
西
家
）

・
角
館

（北
家
）

。
湯
沢

（南
家
）
支
配
の

最
高
責
任
者
と
し
て
久
保
田
参
勤
御
免
の
資
格
を
与
え
ら
れ
、
組
下
を
持

っ
て

現
地
に
在
住
す
る
所
預
を
、
こ
の
時
点
で
も
代
々
歴
任
し
続
け
て
い
る
こ
と
、

他
の
所
預
、
す
な
わ
ち
十
二
所

ｏ
桧
山

・
院
内
所
預
は
、
茂
木

・
多
賀
谷

・
大

山
と
い
っ
た
引
渡
が
代
々
世
襲
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
家
老
職
や
御
相
手

番
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
点
で
も
、
特
に
引
渡

・
廻
座
の
別
な
く
両
方
か
ら
登

用
さ
れ
て
い
る
。
初
代
佐
竹
義
宣
か
ら
十
二
代
佐
竹
義
尭
ま
で
の
家
老
の
登
用

回
数
に
つ
い
て
五
回
以
上
の
家
を
あ
げ
て
み
る
と
、
最
多
を
占
め
る
の
が
梅
津

家
で
二
〇
回
、
渋
江
家
が
二
番
目
に
多
く
十

一
回
、
以
下
、
岡
本
家
と
小
野
岡

家
が
各
九
回
、
戸
村

・
石
塚
両
家
が
各
八
回
、
宇
都
宮

・
真
壁
両
家
が
各
七
日
、

向

・
須
田

・
大
越

・
疋
田

・
山
方
の
五
家
が
各
六
回
、
小
瀬

・
小
野
寺
両
家
が

五
回
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
引
渡
と
廻
座
に
分
け
て
み
る
と
、
岡
本

・
小
野
岡

・

戸
村

・
石
塚

・
宇
都
官

・
真
壁
の
六
家
が
引
渡
、
廻
座
は
梅
津

・
渋
江

・
向

・

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

須
田

・
大
越

・
疋
田

・
山
方

・
小
瀬

・
小
野
寺
の
九
家
で
あ
る
．

こ
■
（
ち
悔

津
家
が
群
を
抜
い
て
就
任
回
数
が
多
い
の
は
、
藩
政
確
立
期
の
功
労
者
で
あ
る

梅
津
憲
忠

・
政
景
の
子
孫
と
分
流
が
廻
座
に
多
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
九
代
藩
主
義
和
以
降
は
二
回
に
減

っ
て
お
り
、
幕
末
維
新
期
に
は

全
く
登
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
変
革
期
に
お
け
る
大
身
の
動
向
を
見
る
う

え
で
、
興
味
深
い
。
渋
江
家
も
梅
津
家
同
様
、
藩
政
確
立
期
の
功
臣
で
あ
る
渋

江
政
光
家
で
あ
り
、
家
老
職
の
就
任
回
数
が
梅
津
家
に
つ
い
で
二
番
目
に
多
い

の
も
う
な
づ
け
る
が
、
渋
江
家
か
ら
も
ま
た
、
九
代
義
和
、　
一
〇
代
藩
主
義
厚

の
代
で
は
家
老

へ
の
登
用
は
な
い
。
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
家
老
職

へ
の
就
任

に
つ
い
て
は
、
引
渡

・
廻
座
の
差
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
数
に
お
い
て
は
、

十
九
家
し
か
存
在
し
な
い
引
渡
諸
家
の
比
較
的
安
定
し
た
就
任
状
況
が
う
か
が

え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
知
行
高
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
時
期
、
佐
竹
壱
岐
守
が
新
田
二
万
石

を
拝
領
し
て
い
る
が
、
家
臣
団
で
高
禄
な
の
は
や
は
り

一
門
の
佐
竹
四
家
で
あ

り
、
そ
の
知
行
高
は
大
館
所
預
佐
竹
石
見
の
六
九
五
七
石
余
を
筆
頭
に
、
湯
沢

所
預
佐
竹
左
衛
門
の
五
五
三
二
石
余
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
六
千
石
前
後
で

あ
る
。
引
渡
で
は
、
檜
山
所
預
の
多
賀
谷
氏
が
不
明
で
あ
る
が
、
横
手
所
預
の

戸
村
十
大
夫
の
六
五
五
五
石
余
を
筆
頭
に
十
二
所
所
預
茂
木
幸
楠
の
三
八
三
二

石
と
続
き
、
比
較
的
多
く
の
家
老
を
輩
出
し
て
い
る
岡
本

・
石
塚

・
小
野
岡
三

家
は

一
千
石
台
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
引
渡

二
番
座
の
箭
田
野
八
郎
と
武
茂

権
大
夫
の

一
〇
〇
石
台
は
多
少
気
に
は
な
る
が
、
両
名
と
も
先
に
述
べ
た

一
騎

の
基
準
で
あ
る

一
五
〇
石
は
上
回

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、　
一
応
面
目
は
保
た

一一一
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れ
て
い
る
。
廻
座
で
は
、
こ
の
時
期
御
相
手
番
と
し
て
同
職
で
あ

っ
た
梅
津
小

太
郎

・
渋
江
堅
持

・
向
飛
騨

・
須
田
内
記

・
梅
津
与
左
衛
門

・
小
場
勘
解
由
が
、

梅
津
の
三
四
四
九
石
余
を
筆
頭
に
二
千
石
台
三
名
、　
一
千
石
台
二
名
と
高
禄
で

あ
る
反
面
、　
一
騎
の
基
準
と
な
る

一
五
〇
石
に
達
し
な
い
者
も
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
知
行
高
は
必
ず
し
も
座
格
と
は

一
致
し
な
い
。

つ
ま
り
座
格

は
廻
座
で
あ

っ
て
も
知
行
高
で
は
引
渡
よ
り
高
い
場
合
や
、
表
１
か
ら
は
割
愛

し
て
あ
る
が
、
平
士
で
あ

っ
て
も
五
〇
〇
石
以
上
の
者
も
お
り
、
家
格
と
知
行

高
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、　
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
に
せ
よ
、
細
部
で
は
整
合
し
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
が
指
摘

で
き
よ
う
。
こ
の
ほ
か
廻
座
の
職
務
と
し
て
は
、
大
番
頭

・
大
番
組
頭
等
の
い

わ
ゆ
る
番
方
勤
務
が
中
心
で
、
主
と
し
て
城
中
警
備
を
担
当
し
て
い
る
。
政
務

を
担
当
す
る
表
方
の
職
務
に
就
く
こ
と
は
、
寺
社
奉
行
を
除
い
て
は
殆
ど
無
く
、

無
役
の
廻
座
も
多
数
存
在
し
た
。
彼
ら
は

「
無
役
同
列
」
と
称
さ
れ
、
正
月
な

ど
の
節
目
節
目
の
諸
行
事
で
藩
主
の
謁
見
を
賜
る

一
方
で
、
規
定
に
拠

っ
て
定

期
的
な
登
城
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
上
級
武
士
た
ち
の
久
保
田
城
下
内
町
に
お
け
る
配
置
を

見
て
み
よ
う
。
た
だ
し
引
渡

・
廻
座
す
べ
て
を
示
す
の
は
、
紙
面
の
ス
ペ
ー
ス

か
ら
無
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は

『
渋
江
和
光
日
記
』
が
書
き
始
め
ら

れ
た
文
化
十

一

（
一
八

一
四
）
年
の
佐
竹
四
家

・
家
老

・
御
相
手
番

・
そ
れ
に

主
な
る
所
預
の
屋
敷
配
置
を
、
当
館
収
蔵
城
下
絵
図
の
な
か
で
、
年
代
が

一
番

近
い
文
政
四

（
一
八
二

一
）
年
の
御
城
下
絵
図
に
よ
り
確
認
し
、
若
千
の
検
討

を
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
城
下
絵
図
は
端
裏
書
に

「
御
国
日
附
下
向
之
節
指

八

出
候
御
城
下
絵
図
」
と
あ
り
幕
府
の
国
日
付
に
提
出
し
た
絵
図
の
控
え
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
記
載
内
容
は
正
確
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
家
老
に
つ
い
て
は
、
疋
田
斎
定
綱

・
岡
本
又
太
郎
元
長

・
小
野
岡
大

和
義
音

・
宇
都
宮
帯
刀
重
綱
の
四
氏
を
見
る
。
御
相
手
番
は
石
塚
主
殿
義
保

ｏ

小
場
勘
解
由
敦
愛

・
向
飛
騨
政
中

・
渋
江
堅
治
和
光

・
梅
津
与
左
衛
門
忠
融

・

梅
津
小
太
郎
忠
信

・
須
田
内
規
盛
胤
の
七
氏
を
見
る
。
ま
た
本
城
下
絵
図
の
幕

府
御
目
付
提
出
年
代
で
あ
る
文
政
四
年
時
の
家
老
は
、
疋
田
斎
定
綱

・
宇
都
宮

帯
刀
重
綱

・
小
瀬
又
七
郎
伊
紀

・
石
塚
主
殿
義
保
の
四
氏
で
あ
る
。
こ
の
四
氏

も
含
め
た
重
職
と
佐
竹
四
家
及
び
そ
の
ほ
か
の
所
預
の
屋
敷
を
先
の
絵
図
で
確

認
し
、
そ
の
位
置
に
記
号
を
付
し
た
の
が
図
２
で
あ
る
。

城
中
三
の
丸
か
ら
見
て
く
る
と
、
上
中
城
の
追
手
間
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
向

（飛
騨

ｅ
御
相
手
番

・
廻
座

ｏ
二
五
四
二
石
）
家
屋
敷
が
あ

っ
て
正
門

へ
の
備

え
を
成
し
、
山
の
手
で
は
岡
本

（
又
太
郎

・
家
老

・
引
渡

ｏ
一
六
八
〇
石
）
家

屋
敷
が
追
手
北
門
を
守
り
、
同
じ
く
山
の
手
に
は
戸
村

（十
大
夫

・
横
手
所
預

・

引
渡

・
六
五
五
五
石
）
家
在
府
屋
敷
が
あ

っ
て
北
の
守
り
を
成
す
。
下
中
城
で

は
中
土
橋
を
渡

っ
て
す
ぐ
両
側
に
佐
竹
藩
政
確
立
期
に
初
代
藩
主
義
宣
に
よ

っ

て
重
用
さ
れ
て
功
績
を
あ
げ
た
来
歴
を
持

つ
渋
江

（和
光

・
御
相
手
番

・
廻
座

・

二
九
六
二
石
）

・
梅
津

（小
太
郎

・
御
相
手
番

・
廻
座

・
三
四
四
九
石
）
両
家

が
広
大
な
屋
敷
を
構
え
、
中
土
橋
を
守
る
。

次
に
城
外
に
出
て
三
の
曲
輪
を
み
る
と
、
大
手
正
面
に
展
開
す
る
土
手
谷
地

町
に
は
、
須
田

（内
記

・
御
相
手
番

・
廻
座

・
二

一
〇
八
石
）

・
梅
津

（与
左

衛
門

・
廻
座

・
御
相
手
番

・
一
九
九
七
石
）

・
宇
都
宮

（帯
刀

・
家
老

・
引
渡

・
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図 2 文化11年の秋田藩重職屋敷配置

◎家老 △御相手番 □一門及び主な所預  (○文政 4年時の家老)

註 原図は「御国日付下向文節指出候御城下絵図」 (県 C-179)で ある。
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七
八
四
石
）
の
三
家
が
な
ら
び
大
手
前
面
を
固
め
て
い
る
。
広
小
路
に
は
、
東

か
ら
多
賀
谷

（
下
総

・
桧
山
所
預

ｏ
引
渡

・
推
定
三
五
〇
〇
石
前
後
）
家

・
佐

竹
北

（
川
内

・
角
館
所
預

・
引
渡

・
五
五
七
〇
石
）

・
同
西

（岩
見

・
大
館
所

預

・
引
渡

・
六
九
五
七
石
）

・
同
南

（左
衛
門

・
湯
沢
所
預

・
引
渡

・
五
五
三

二
石
）
家
在
府
屋
敷
が
ず
ら
り
と
並
び
、
同
小
路
の
中
土
橋
の
対
面
に
は
、
茂

木

（筑
後

・
十
二
所
所
預

・
引
渡

・
三
八
三
二
石
）
在
府
屋
敷
と
石
塚

（主
殿

・

御
相
手
番

・
引
渡

一
一
〇
四
石
）

・
小
場

（勘
解
由

・
御
相
手
番

・
廻
座

・
一

六
三
五
石
）
両
家
が
屋
敷
を
構
え
、
梅
津

ｏ
渋
江
両
家
と
も
ど
も
堀
を
挟
ん
中

土
橋
を
警
護
す
る
配
置
に
な

っ
て
い
る
。
疋
田

（斎
定
綱

・
家
老

・
廻
座

・
九

六
六
石
）
家
と
小
野
岡

（
大
和

・
家
老

ｅ
引
渡

。
一
〇
五
六
石
）
家
も
ま
た

一

方
は
広
小
路
角
、
他
方
は
穴
門
と
通
町
橋
付
近
と
要
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

文
政
四
年
時
の
家
老
に
つ
い
て
は
、
疋
田

・
宇
都
宮

・
石
塚
各
家
に
つ
い
て
は

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
小
瀬

（
又
七
郎

・
廻
座

・
三
二
四
石

・
文

政
五
年
に
は
二
〇
〇
石
加
増
さ
れ
五
二
四
石
と
な
る
）
家
も
ま
た
、
追
手
門
前

の
多
賀
谷
下
総
家
の
隣
に
屋
敷
割
さ
れ
て
お
り
大
手
の
備
え
と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
久
保
田
に
あ

っ
て
佐
竹
御
苗
字
衆
と
し
て
重
き
を
な
し
て
き
た
佐
竹
東

（
山
城

・
久
保
田
在
住

・
引
渡

・
六
三
二
四
石
）
家
は
、
内
町
三
の
曲
の
表
玄

関
と
も
い
う
べ
き
追
手
ニ
ノ
門
の
前
に
広
大
な
屋
敷
を
配
さ
れ
、
院
み
を
き
か

せ
て
い
る
。

以
上
が
、
文
化
十

一
年
代
を
中
心
に
み
た
所
預

ｏ
家
老

・
御
相
手
番
の
屋
敷

配
置

で
あ
る
。
城
下
の
屋
敷
割
は
役
職
を
基
準
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
家
格

を
配
慮
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
級
武
士
に
つ
い
て
は
時
代

に
よ
る
大
幅
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
文
化
十

一
年
に
は
重
職
に
就
い
て
い
な

く
と
も
、
代
々
何
人
か
の
家
老
を
輩
出
し
て
い
る
家
々
、
例
え
ば
今
宮

・
小
田

野

・
真
崎
家
等
は
城
中
止
中
城
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
文
化
十

一
年
と
い
え
ば
、
九
代
藩
主
で
あ
る
佐
竹
義
和
の
晩
年
に
あ
た

る
が
、
佐
竹
義
和
こ
そ
は
、
宝
暦
―
天
明
期
以
降
に
秋
田
藩
に
お
い
て
も
顕
在

化
し
て
く
る
幕
藩
制
社
会
の
諸
矛
盾
に
対
し
て
、
本
格
的
な
領
主
的
対
応
を
試

み
た
人
物
で
、
そ
の
評
価
は
多
様
で
は
あ
る
も
の
の
、
秋
田
藩
で
は
初
代
藩
主

の
義
宣
に
つ
い
で
強
力
な
領
主
権
を
発
揮
し
た
藩
主
で
あ
る
。
そ
し
て
、
義
和

の
改
革
の
担
い
手
と
し
て
実
務
を
遂
行
し
た
の
が
、
藩
校
明
徳
館
等
を
通
じ
て

育
成
さ
れ
た
人
材
で
、
か
れ
ら
は
家
格
か
ら
い
え
ば
、
平
士
で
あ

っ
た
。
し
か

も

一
騎
に
も
及
ば
な
い
駄
輩

（
七
〇
石
―

一
四
九
石
）
出
身
者
が
い
る
。
こ
の

分
限
帳
で
は
、
財
用
奉
行
の
蓮
沼
仲
は

一
五
二
石
で

一
騎
で
あ
る
が
、
勘
定
奉

行
の
金
易
右
衛
門
は
九
八
石
余
、
郡
奉
行
の
諸
橋
文
大
夫
や
御
学
館
祭
酒
の
金

宇
平
治
は
、
前
者
が
九
九
石
余
、
後
者
が
七
五
石
余
で
あ
る
。
ま
た
御
学
館
教

授
で
文
化
十
二
年
に
は
評
定
奉
行
と
な
る
野
上
国
佐
は
野
上
藤
蔵
と
記
さ
れ
、

四
九
石
余
と
微
禄
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
彼
ら
は
、
家
格
な
ど
に
は
と
ら
わ
れ

な
い
有
能
な
実
務
官
僚
と
し
て
諸
政
策
を
断
行
し
、
政
治
面
で
は
藩
の
官
僚
支

配
が
強
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

今
ま
で
検
討
し
て
き
た
事
実
か
ら
は
、
そ
う
し
た
義
和
が
、
家
老
や
御
相
手

番
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
政
策

レ
ベ
ル
で
の
官
僚
人
事
と
は
逆
に
、
伝
統
的
手

法
を
堅
持
し
て
お
り
、
家
老
人
事
で
は
、
引
渡
か
ら
は
岡
本

ｏ
小
野
岡

・
宇
都

宮
の
実
力
者
を
、
廻
座
か
ら
は
、
手
堅
い
行
政
手
腕
で
義
和
の
幼
君
時
代
は
勿

〇



論
、
成
人
に
至

っ
て
か
ら
も
家
老
と
し
て
補
佐
し
た
疋
田
定
常
の
子
定
綱
を
登

用
し
、
御
相
手
番
に
は
、
藩
政
確
立
期
の
功
労
者
で
あ
る
梅
津

・
渋
江
宗
家
か

ら
梅
津
小
太
郎

・
渋
江
堅
治
を
登
用
し
て
い
る
ほ
か
、
重
職
輩
出
経
験
が
多
く

禄
高
も
梅
津

・
渋
江
に
続
く
高
禄
の
家
か
ら
登
用
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
万
事

に
行
き
届
い
た
堂
々
た
る
布
陣
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
義
和
が
、
人
事
は
硬

軟
両
様
の
人
材
登
用
方
法
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
盤
石
な
体
制
で
、
藩
を
あ

げ
て
の
藩
政
改
革
を
推
進
し
て
い
る
こ
と
を
、
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

表
中
の
◎
印
は

『
和
光
日
記
』
に
散
見
さ
れ
る
面
々
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
の

広
さ
か
ら
は
、
渋
江
家
の
上
級
家
臣
団
に
お
け
る
位
置
の
重
さ
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
し
て
も
久
保
田
城
下
の
上
級
武
士
の
屋
敷
割
は
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。

屋
敷
割
り
は
役
職
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
先
程
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る

が
、
こ
の
配
置
は
引
渡

・
廻
座
が
単
な
る
家
格
に
と
ど
ま
ら
ず
、
藩
の
中
枢
部

を
担
う
家
老
や
御
相
手
番
さ
ら
に
は
番
方
の
指
令
と
し
て
の
大
番
頭
を
出
す
家

柄
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
限
り
有
効
に
機
能
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼

ら
の
禄
高
と
そ
の
軍
役
負
担
能
力
を
考
慮
す
れ
ば
、
人
材
の
交
替
が
あ

っ
て
も

全
体
的
に
は
城
の
防
御
体
制
に
変
化
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
久
保
田
城

下
内
町
が
軍
事
上
の
機
能
を
最
重
視
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
引
渡

・
廻
座
に
始
ま
る
秋
田
藩
の
家
格
制
は
、
少
な
く
と
も
幕
藩

制
後
期
初
頭
に
は
未
だ
有
効
に
機
能
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
の
動
静

一
一　
渋
江
和
光
の
勤
番
と
中
城

１
　
御
相
手
番

享
和
三

（
一
八
①
三
）
年
渋
江
宗
家
の
養
子
と
な

っ
た
堅
治
が
、
歴
史
に
登

場
し
て
く
る
の
は
文
化
元

（
一
八
〇
四
）
年
か
ら
で
、
四
月
朔
日
に
家
督
出
仕

し
、
文
化
四

（
一
八
〇
七
）
年
五
月
に
は
御
相
手
番
に
任
ぜ
ら
れ
乗
輿
御
免
、

一
〇
月
に
は
武
芸
頭
取
に
就
任
し
た
。
宗
家
の
家
督
を
相
続
し
て
か
ら
四
年
目

で
十
六
歳
。
家
督
出
仕
し
た
文
化
元
年
に
は
藩
主
義
和
か
ら

「
和
」
の

一
字
を

賜

っ
て
和
光
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
も
お
り
、
ま
ず
は
順
調
な
滑
り
出
し

で
あ

っ
た
と
言
え
る
．
藩
主
の
義
和
は

一
和
」
を

「
ま
さ
」
と
読
ん
で

「
よ
し

ま
さ
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

「
和
」
を
御
下
字
と
し
て
拝
領
し
た
こ
と

は
、
和
光
す
な

わ
ち

一
ま
さ
み
つ
」
と
読
め
る
わ
け
で
、
秋
田
渋
江
宗
家
の
祖

で
、
人
坂
の
陣
で
戦
死
し
た
渋
江
政
光
に
通
じ
、
知
行
高
も
先
祖
抜
群
の
功
に

よ
り
減
封
は
な
く
、
梅
津
家
に
継
ぐ
高
禄
な
廻
座
と
し
て
ご
奉
公
の
緒
に
つ
き
、

翌
文
化
五
年
に
は
三
番
火
消
頭
取
に
就
任
し
た
。

こ
こ
で
は
、

『
渋
江
和
光
日
記
』
を
中
心
に
、
覚
え
と
し
て
記
録
に
残
さ
れ

い
た
御
相
手
番
の
職
務
と
、
和
光
に
よ
る
実
際
の
勤
番
ぶ
り
を
見
て
み
た
い
。

最
初
に
御
相
手
番
の
職
務
覚
え
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は

『
国
典
類
抄
』
に

「
御
相
手
番
」
と
い
う
項
目
に
、
明
和
二

（
一
七
六

五
）
五
月
九
日
付
き
の
勤
番
覚
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
主
要
な
部
分

を
抜
き
出
し
、
勤
務
心
得
を
見
た
う
え
で
、

『
和
光
日
記
』
か
ら
勤
番
の
実
態

を
見
て
比
較
し
、
御
相
手
番
の
役
割
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

三



幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

史
料
１御

相
手
番
勤
方
覚

一
正
月
元
日
当
番
無
之
候
、
同
晩
御
香
会
御
料
理
召

二
而
同
役
不
残
罷
出
候

一
同
二
日
よ
り
当
番
相
勤
候
、
朝
御
膳
前
よ
り
御
座
之
間

二
相
詰
御
相
伴
致

候
、
非
番
之
同
役
右
之
通
相
詰
御
祝
儀
之
御
膳
相
済
退
出
致
候
　
御
意

ニ

依
非
番
之
同
役
も
御
相
判
被
　
仰
付
候
事
御
座
候
、
御
料
理
相
済
御
広
間

江
被
為
　
出
候
節
当
番
は
御
広
間
江
相
詰
申
候
、
非
番
之
者
も
御
相
伴
之

時
は
当
番
同
前

二
御
広
間
江
相
詰
申
候

但
近
年
は
当
番
斗
朝
御
膳
御
相
伴
被
　
仰
付
候
、
非
番
は
不
罷
出
候

三
日
七
日
右
之
通

二
候

一
御
初
野
之
節
当
番
非
番
共

二
御
供
仕
候
献
上
物
仕
候

一
平
日
当
番
之
者
四
ツ
時
よ
り
登
　
城
仕
候
　
御
直
御
暇
式
は
御
膳
番
其

外
御
側
之
者
を
以
御
暇
被
下
候

一
御
具
足
之
餅
御
披
之
節
当
番
非
番
共

二
罷
出
候

但
近
年
は
当
番
斗
罷
出
候

一
御
発
駕
之
節
当
番
朝
御
料
理
御
相
伴
仕
候
、
非
番
は
登
　
城
御
日
見
致
退

出
中
候

一
御
発
駕
之
節
当
番
非
番
共
に
御
茶
橋
迄
罷
出
候

一
御
着
城
之
節
は
当
番
非
番
共
に
御
所
野
ま
て
罷
出
候
而
御
跡
よ
り
登
　
城

御
座
之
間
江
相
詰
申
候
、
当
番
は
御
相
伴
仕
候
、
非
番
は
御
目
見
相
済
退

出
申
候

一
御
入
部
御
着
城
御
当
日
同
役
無
残
登
　
城
御
規
式
御
吸
物
冷
酒
頂
戴
仕
候

一
二

尤
御
料
理
御
相
伴
被
　
仰
付
候

一
不
時
之
御
祝
儀
等

二
て
御
料
理
被
下
候
節
当
番
非
番
無
差
別
被
為
　
召
候

一
二
之
丸
江
御
馬
事

二
而
被
為
　
出
候
節
当
番
之
者
　
御
意
次
第
罷
出
候

一
鉄
砲
　
上
覧
之
節
は
同
役
不
残
罷
出
候

但
近
年
は
当
番
斗
り

一
御
渡
野

二
御
出
之
節
は
当
番
非
番
共
に
登
　
城
当
番
は
御
相
伴
非
番
之
者

は
退
出
致
候

但
　
御
帰
城
之
節
も
同
断

一
八
月
十
五
日
朝
当
番
御
相
伴
同
晩
御
月
見
同
役
不
残
被
為
　
召
罷
出
候
、

尤
献
上
物
仕
候

但
近
年
都
而
御
礼
相
止
当
番
斗
四
ツ
時
登
　
城
仕
候

一
御
格
之
　
御
成
之
節
同
役
不
残
御
供
仕
候
、
諸
寺
院
　
御
成
之
節
も
右
之

通
不
時
　
御
立
寄
之
節
は
当
番
斗
御
供
仕
候

一
御
施
餓
鬼
之
節
当
番
斗
金
之
間

二
而
御
相
伴
仕
候

一
御
施
餓
鬼
御
勤
中
当
番
非
番
共

二
御
広
間
江
相
詰
申
候

一
鷹
鉄
砲
　
田
心
召
を
以
御
免

二
御
座
候

こ
れ
が
、
明
和
二
年
の
御
相
手
番
勤
番
覚
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

御
相
手
番
の
主
な
任
務
は
、
正
月
行
事
、
初
野
、
社
寺
参
詣
、
御
具
足
餅
、
参

勤
交
代
の
発
駕
、
入
部
帰
城
、
馬
事
、
鉄
砲
上
覧
等
々
の
藩
主
に
か
か
わ
る
主

要
な
公
式
行
事

へ
の
相
伴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
次
に

『
和
光
日
記
』
か
ら
、
文
化
十

一
年
の
和
光
の
御
相
手
番
と
し



て
の
勤
務
に
関
連
す
る
部
分
を
月
ご
と
に
抜
き
出
し
て
、
双
方
を
突
き
合
わ
せ

て
見
る
こ
と
に
す
る
。
抽
出
す
る
内
容
は
登
城
等
勤
番
回
数
、
御
目
見
回
数
、

主
な
用
務
な
ど
で
あ
る
。

一
　

月
　
登
城

二
回
　
一
一九
日
初
御
目
見
。
家
老
岡
本
又
太
郎

へ
先
祖
内
膳

政
光

三
百
ケ
年
供
養
御
礼
。

一
一　
月
　
登
城

一
一
回
　
一
一
・
五

・
一
七

・
二
〇

・
二
三
日
御
目
見
。
引
渡

・

廻
座
御
目
見
。
継
目
出
仕
披
露
。
大
小
姓
御
帳
披
露
。

藩
主
義
和
天
徳
寺
参
詣
の
為
、
登
城
の
上
先
発
。

〓
一　
月
　
登
城
六
回
　
一二
・
一
五

・
二
〇
日
御
目
見
。
朝
御
料
理
御
相
伴
。

引
渡

・
廻
座
登
城
御
目
見
。
義
和
参
勤
交
代
の
為
発
駕
に
つ
き
白

州

へ
詰
め
、
御
茶
橋
で
見
送
り
。

（御
供
老
中
疋
田
斎
）

四
　
月
　
登
城

一
回
　

一
六
日
御
姫
様

・
直
千
代
様

へ
藩
主
上
着
の
御
歓
中

し
上
げ
る
。

五
　
月
　
登
城

一
回
　
五
日
節
句
に
つ
き
御
姫
様

・
直
千
代
様

へ
祝
辞
。

（
同
役

一
同
）

一ハ
　
月
　
登
城

一
回
　
五
日
土
用
入
り
に
つ
き
御
姫
様

・
直
千
代
様

へ
御
機

嫌
伺
い
。

七
　
月
　
天
徳
寺
に
て
天
祥
院

一
〇
〇
回
忌
。
東
家
病
気
に
つ
き
小
野
岡
大

和
執
行
、
御
曹
司
代
香
渋
江
和
光

・
御
前
様
代
香
梅
津
与
左
衛
門

・

御
姫
様
代
香
小
田
野
沖
負
。

八
　
月
　
登
城

一
回
　

一
六
日
御
二
方
様

へ
雲
雀
御
拝
領
の
御
歓
申
し
上
げ

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

一る

ｃ

九
　
月
　
登
城

一
回
　
竹
千
代
様
逝
去
、
五
日
間
鳴
り
物
停
止
。

十
　
月
　
　
　
　
　
　
和
光
実
父
中
風
当
り
直
し
看
病
休
暇
。

十

一
月
　
登
城

一
回
　
御
二
方
様

へ
寒
入
り
ご
機
嫌
伺
い
。

（
同
役

一
同
）

十
二
月
　
登
城
三
回
　
十
九
日
岡
木
又
太
郎
演
説
。
利
瑳
姫
、
松
平
加
賀
守

嫡
子
勝
千
代
と
縁
組
と
の
こ
と
。

二
十

一
日
同
役
相
揃
御

二
方
様

へ
恐
悦
申
し
上
げ
る
。
二
十
六
日
同
じ
く
雁
御
拝
領
之
御
歓
申
し

上
げ
る
。

以
上
が

『
和
光
Ｆ
記
」
に
見
え
る
文
化
十

一
年
の
勤
務
状
況
で
あ
る
。
た
だ

し

一
月
前
半
は
、
忌
中
の
為

（前
年
十
二
月
妻
逝
去
）
登
城
は
控
え
、

二
九
日

が
初
登
城
と
な
っ
て
い
る
。
文
中
に
あ
る
同
役
と
は
御
相
手
番
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
年
、
義
和
は
江
戸
参
勤
の
為
三
月
に
は
発
駕
し
て
い
る
こ
と
か
ら
和
光
の

勤
務
回
数
も
極
端
に
減
少
し
、
も

っ
ぱ
ら
姫
君
と
友
千
代
様
お
二
方

へ
の
儀
礼

が
役
日
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
。
義
和
は
翌
文
化
十
二
年
七
月
に
没
し
和
光
は

御
相
手
番
と
し
て
家
老
岡
本
又
太
郎
、
小
野
岡
大
和
の
指
揮
の
も
と
で
、
殿
付

手
紙
で
登
城
の
命
を
受
け
、
城
中
御
広
間
で
逝
去
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
葬

儀
の
段
取
り
、
城
主
亡
き
後
の
留
守
居
役
等
滞
り
な
く
務
め
を
全
う
し
て
い
る
。

そ
の
後
義
厚
の
代
に
な

っ
て
も
、

『
和
光
日
記
』
か
ら
は
御
相
手
番
が
政
務

に
係
わ
る
記
事
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
は
な
く
、
藩
主
在
国
の
時
は
年
中
諸
行
事

の
座
配
や
藩
主

へ
の
相
伴
、
藩
主
在
府
の
時
は
藩
主
の
代
参
や
諸
行
事
の
座
配
、

そ
し
て
時
に
は
廻
座
の
纏
め
役
と
し
て
動
き
が
散
見
す
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て



幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

く
る
と
、
御
相
手
番
の
職
務
は
先
に
示
し
た

「
勤
方
覚
」
と
ほ
ぼ
符
号
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
時
代
は
湖
る
が
寛
延
二

（
一
七
四
九
）
年
に
新
任
の
御
相

手
番
で
あ

っ
た
梅
津
藤
馬
に
対
し
て
小
野
岡
宇
兵
衛
と
宇
都
宮
四
郎
が
中
し
た

と
い
う

「
御
相
手
番
は
前
々
よ
り
御
役
儀
御
訴
訟
之
儀
無
之
格

二
候
」
云
々
は
、

和
光
の
年
代
で
も
該
当
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
“
。

次
に
御
相
手
番
相
当
の
家
格
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今

宮
義
透
が
享
保
三

（
一
七

一
八
）
年
に
家
老
に
進
言
し
た
諸
役
改
革
案
に
次
に

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

史
料
２

一
、
御
相
手
番

但
、
此
役
之
名
な
し
に
、
御
引
渡
衆
を
無
残
右
之
勤
方
に
被
仰
付
候
は
可

然
候
。
大
禄
次
第
に
廻
座
之
内
よ
り
被
仰
付
候
は
は
、
近
く
は
御
家
風
の

根
元
に
相
障
り
、
遠
く
は
疎
卑
を
し
て
親
貴
に
鍮
し
む
る
の
明
戒
に
背
き
、

共
害
数

々
有
之
事
。

こ
れ
は
、
如
何
に
も
引
渡

一
番
座
の
家
格
を
持

つ
今
官
ら
し
い
進
言
で
は
あ

る
が
、
御
相
手
番
の
持

つ
意
味
の
大
き
さ
が
逆
に
伝
わ

っ
て
来
る
。
今
官
は
、

こ
の
地
位
に
廻
座
を
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
家
格
の
秩
序
が
乱
れ
る
こ
と
を

憂
い
、
異
議
を
唱
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
進
言
は
採
用
さ
れ
て
は
い
な
い
。

以
上
、
様

々
な
問
題
を
有
す
る
御
相
手
番
で
あ
る
が
、
私
見
で
は
、
御
相
手

番
は
、
引
渡
と
廻
座
か
ら
選
ば
れ
た
い
わ
ば
藩
内
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
藩
主

が
係
わ
る
諸
行
事
の
座
配
や
相
伴
、
さ
ら
に
は
定
期
的
な
御
目
見
を
通
し
て
藩

主
や
家
老
と
通
じ
、
藩
政
や
軍
政
を
大
所
か
ら
見
て
そ
の
要
諦
を
学
び
つ
つ
、

将
来
の
家
老
候
補
と
し
て
育
成
さ
れ
る
者
の
た
め
の
役
職
で
あ
る
と
同
時
に
、

藩
主
と
引
渡

・
廻
座
と
の
主
従
関
係
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
持
続
し
て
行
く

為
の
装
置
と
し
て
も
機
能
し
た
と
考
え
る
も
の
で
、あ
る
。
ち
な
み
に
、
文
化
十

一
年
時
点
で
和
光
と
共
に
御
相
手
番
を
勤
め
て
い
た
六
名
の
う
ち
、
石
塚
主
殿

と
梅
津
与
左
衛
門
、
そ
し
て
須
田
内
記
の
三
名
は
後
に
家
老
に
登
用
さ
れ
て
い

（豹
）

′
り
。渋

江
和
光
は
、
御
相
手
番
を
延
べ
二
十
三
年
に
渡

っ
て
務
め
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
文
政
四

（
一
八
二

一
）
年
と
文
政
十

一

（
一
八
二
八
）
年
の
二
回
、
職

を
解
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
い
ず
れ
も
御
座
奉
行
の
役
方
問
題
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
る
。
図
３
は
寛
政
五

（
一
七
九
三
）
年
の
城
中
御
座
の
間
に
お

け
る
月
見
の
節
の
御
座
配
置
で
あ
る
が
、
ほ
か
の
行
事
に
つ
い
て
も
御
相
手
番

の
中
か
ら
御
座
奉
行
が
任
命
さ
れ
詳
細
な
御
座
配
置
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

空
間
的
基
準
と
な

っ
た
の
が
御
座
の
畳
の
位
置
と
畳
縁
で
あ
る
。
城
中
座
席
こ

そ
は
家
格
順
位
そ
の
も
で
あ

っ
た
が
、
時
代
と
と
も
に
、
配
座
も
旧
来
通
り
に

は
行
か
な
い
場
合
が
生
じ
た
ら
し
い
。
こ
れ
が
和
光
が
二
回
と
も
梅
津
外
記
と

一
緒
に
処
分
さ
れ
た
直
接
的
な
理
由
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
の
理
由
は
ほ

か
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

二
人
の
罷
免
問
題
は
、
義
和
な
き
あ
と
の
文
政

期
以
降
の
政
局
と
の
か
か
わ
り
で
、
考
え
て
見
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。 四



２
　
廻
文
と
町
触

『
渋
江
和
光
日
記
』
に
は
、
手
紙
や
廻
文
が
几
帳
面
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
、
和
光
自
ら
が
出
し
た
も
の
、
和
光
宛
の
も
の
、
さ
ら
に
は
同
役

（御

1蜜

相
手
番
）
宛
の
も
の
、
無
役
同
列

（無
役
の
廻
座
）
宛
の
も
の
な
ど
実
に
多
様

で
あ
る
。
形
式
的
に
は
、
個
人
宛
の
登
城
を
促
す
様
な
命
令
書
は
殿
付
の
手
紙

と
言
わ
れ
、
宛
て
先
が
複
数
人
に
及
ぶ
場
合
は
廻
文
形
式
を
取
る
の
が
普
通
で

あ

っ
た
。

『
同
日
記
』
で
は
、
町
触
は
内
町
の
場
合
、　
一
町
単
位
で
廻
文
形
式

で
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
情
報
伝

達
の
実
態
の

一
端
を
見
て
み
よ
う
。

史
料
３

（殿
付
手
紙
と
返
書
）

①
　
　
　
渋
　
江
　
堅
　
治
殿

御
用
有
之
候
間
、
明
十

一
日
四
ツ
時
登

十
二
月
十
日

②
　
　
　
疋
　
田
　
　
　
斎
様

江
　
堅
　
持

日
四
ツ
時
登

御
手
紙
致
拝
見
候
、
然
は
御
用
之
義
有
之
候
間
、

城
可
致
旨
奉
畏
候
、
已
上

十
二
月
十
日

こ
れ
は
、
文
政
十

（
一
八
二
七
）
年
、
和
光
が
御
相
手
番
に
再
任
さ
れ
た
時

の
呼
出
状
で
あ
る
が
、
氏
名
の
末
尾
に
殿
が
付
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
殿
付
手

紙
と
称
さ
れ
、
返
書
は
様
付
で
即
刻
し
た
た
め
使
い
番
に
渡
す
べ
き
も
の
で
あ

っ

た
。
こ
の
形
式
は
、
藩
庁
か
ら
緊
急
の
登
城
を
命
令
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
、

家
老
名
で
出
さ
れ
使
い
番
が
宛
先

へ
直
接
持
参
し
た
。

史
料
４

（
廻
座
家
督

へ
の
廻
文
）

図 3 寛政 5年 8月 15日 御月見座席

註)城中諸武御座間等各席略図 (A383-30)回 印が御相手番席

明
十 渋

′
井
‘

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
の
動
静

疋
　
田
　
　
　
斎

城
可
被
致
候
、
以
上

五



幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

以
廻
文
致
啓
達
候
、
然
は
拙
者
義
今
日
不
存
寄
御
相
手
番
被
仰
付
、
且
乗

輿
御
免
被
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
為
御
知
如
此
御
坐
候
、
乍
御
六
ケ

敷
御
順
達
被
下
度
候
、
以
上

十
二
月
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渋
　
江
　
堅
　
治

（氏
名
省
略
）

追
啓
、
御
同
姓
様
方

へ
も
御
伝
可
被
下
候

こ
れ
は
、
疋
田
の
手
紙
で
登
城
し
、
藩
主
義
厚
の
御
目
見
を
済
ま
し
た
上
で

家
老
の
疋
田
よ
り
御
相
手
番
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
和
光
が
、
そ
の
こ
と
を
廻
座

の
面
々
に
廻
文
で
挨
拶
芳
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
廻
文
で
あ
る
か
ら
文
面
に

も
あ
る
よ
う
に
順
達
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
追
啓
と
し
て
御
同
姓
云
々

と
あ
る
の
は
別
家
や
分
家
に
も
知
ら
せ
て
欲
し
い
と
の
依
頼
で
あ
る
。
こ
の
件

は
、
久
保
田
在
住
の
佐
竹
東
家
を
始
め
上
司
と
な
る
家
老
、
及
び
同
列

（御
相

手
番
職
）
や
親
戚
筋
に
は
本
人
が
直
接
あ

っ
て
挨
拶
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

御
相
手
番
同
士
の
廻
文
は
し
ば
し
ば
の
事
で
、
主
と
し
て
病
気
治
療
暇
、
妻
の

産
褥
暇
等
に
よ
る
勤
番
の
交
代
、
あ
る
い
は
藩
庁
よ
り
の
呼
び
出
し
に
よ
る
勤

番
交
代
等
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

次
に
、
藩
の
町
触
や
幕
府
の
公
儀
被
仰
渡
に
か
か
わ
る
廻
文
を
見
る
。

史
料
５

（町
触

・
公
儀
被
仰
渡
）

従
御
評
定
所
被
仰
渡
候
御
書
付
、
於
御
会
所
写
取
壱
通
相
廻
候
間
、
御
順

達
被
下
度
奉
存
候
、
以
上

覚

一
六

六
郡
村
々
野
火
焼

・
柴
笹
焼
払

・
鹿
子
畑
切
開
候
義
、
御
停
止
之
義
は
前

以
厳

二
被
仰
渡
候
得
共
、
今
以
不
相
止
不
届
之
至

二
候
、

（中
略
）
野
火

焼
有
之
候

ハ
ハ
、
他
郷
地
形
た
り
と
も
早
速
駆
集
消
留
可
申
候
、

右
之
趣
、
壱
丁
並
支
配
有
之
面
々
ハ
其
方

へ
も
可
被
申
渡
候
、
以
上

覚

此
度
東
海
道
関
宿
、
奥
州
氏
家

。
大
田
原
両
宿
困
窮

二
付
、
人
馬
賃
せ
ん

割
増
左
之
通
可
受
取
旨
申
渡

ス

（後
略
）

戊
十
二
月

右
之
趣
従
　
公
儀
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
被
相
心
得
、
壱
丁
並
支
配
有
之
面
々

ハ
其
方

へ
も
可
申
渡
候
、
以
上

文
中
の
末
尾
に
あ
る

「
壱
丁
」
と
は
和
光
の
居
住
す
る
中
城
を
さ
す
。
文
政

十
二

八
二
八
）
年
の

『
町
触
』
控
と

『
和
光
日
記
』
掲
載
触
書
と
比
較
し
た

と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
が
合
致
し
た
。
こ
う
し
て
同
日
記
か
ら
は
、
今
ま
で
判
然

と
し
な
か

っ
た
町
触
や
公
儀
被
仰
渡
の
伝
達
が
、　
一
町
毎
に
廻
文
に
よ

っ
て
順

達
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
組
下
持
の
者
は
、

組
下

へ
も
下
達
す
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
享
保
年
間
の
内
町
の
個
々
の
町
名
は
表
２
の
と
お
り
で
、
各
町
に
当

番
町
役
が
い
て
、
廻
文
等
の
命
令
伝
達
事
務
を
担
当
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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表 2 文化13(1816)年 の城下町久保田の内町各町

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
の
動
静

〓
一

『渋
江
和
光
日
記
』
か
ら
見
た
和
光
の
武
と
文

１
　
武
芸

こ
こ
で
は
、
同
日
記
に
散
見
さ
れ
る
武
芸
や
教
養
関
係
の
記
録
を
読
み
な
が

ら
、
和
光
の
武
と
文
を
垣
間
見
、
そ
れ
を
通
し
て
幕
藩
制
後
期
の
秋
田
藩
の
上

級
武
士
の
武
士
と
し
て
の
た
し
な
み
と
教
養
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
検
討

に
あ
た

っ
て
は
同
日
記
の
中
か
ら
、
和
光
の
二
〇
歳
代
の
日
録
を
成
す
文
化
十

一
年
の
も
の
と
、
三
〇
歳
代
後
半
の
日
録
で
あ
る
文
政
十
年
の
も
の
を
主
な
対

象
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

二
つ
の
年
代
を
意
識
し
て
検
討
す
る
の
は
、
そ

の
間
の
変
化
の
有
無
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
武
芸
の
ほ
う
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
〇
歳
代
の
和
光
の

武
芸
に
か
か
わ
る
記
事
で
は
、
武
術
鍛
錬
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
中
で

目
を
ひ
く
の
が
馬
術
と
鉄
砲
で
あ
る
。
ま
ず
日
常
の
鍛
練
と
し
て
行
わ
れ
て
い

た
の
は
、
責
馬
で
あ
る
。
廻
座
二
千
九
〇
〇
石
と
な
れ
ば
、
戦
陣
で
は
当
然
軍

将
を
務
め
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
乗
馬
は
欠
か
せ
な
い
。
責
馬
は
字
面
で
は
馬

を
責
め
鍛
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
平
時
に
あ

っ
て
は
何
よ
り
も
騎
士
自
身
を
鍛

え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
和
光
は
、
そ
の
為
に
自
宅
の
内
馬
場
で
さ
ま
ざ
ま

な
癖
馬
を
乗
り
こ
な
す
こ
と
を
心
掛
け
、
憚
馬
に
手
こ
ず
る
こ
と
も
稀
で
は
な

か

っ
た
。
責
馬
は
向
か
い
の
梅
津
小
太
郎
屋
敷
で
も
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
訪
問

し
会

っ
て
責
馬
に
興
ず
る
こ
と
も
時
折
あ

っ
た
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
藩

と
し
て
の
正
式
な
乗
馬
訓
練
は
要
馬
会
で
あ
る
。
こ
れ
は
藩
の
厩
で
用
場
と
し

て
飼
育
し
て
い
る
馬
の
試
乗
と
鍛
練
で
あ
る
が
、
城
中
二
の
丸
馬
場
と
上
野
馬

一
七

・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

保戸野愛宕町 西根小屋町 手形西新町 築地中町 築地西町

同 諏訪町 同  中町 同 東新町 長野下新町南町 楢山本新丁上町

同 新町 同  下町 同 谷地町 槍山古川新町 同 本新丁下町

同 上中町 デて「1 同 御堀端町 同 愛宕下新町 亀町西土手町

同 下中町 上長町 長野町 田町 同 西土手町末町

同 本町 中長町 同 下夕新町 長野下御堀端町 同 虎口

同 川端町 下長町 同 新町南横町 亀町御堀端町 同 外張御堀端町

同 後町 土手長町 同 新東町 同 本新町 中亀町御堀端町

中島 本町 同 中町 築地東上町 長野下新町末南町 同  上町

同 中町 同 中横町 同 窪町 槍山虎口新町 同  末町

御鷹匠町 同 下町 同 四 ツ辻町 同 外張新町 同  南土手町

御台所町 中城 同 下東町 同 本町下町 同  東土手町

土手谷地町 手形山ノ手 同 南横町 同 中町

中谷地町 同 御休下町 同 Jヒ町 同 本横町

東根小屋町 同 本新町 同 上東町 同 上本町

註  「久保田分限帳」 (25-106)よ り作成



幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

場

。
中
島
馬
場
を
会
場
と
し
た
が
、
担
当
役
人
の
ほ
か
の
参
会
者
は
あ
ま
り
多

く
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
化
十

一
年
八
月
二
十
日
の
条
で
は
、
要
馬
会

つ
い
て
の
記
述
の
な
か
で
、
参
会
者
が
同
列
と
平
士
と
い
う
言
葉
で
分
け
ら
れ

て
お
り
、
同
列
す
な
わ
ち
廻
座
と
平
士
の
家
格
の
差
が
日
常
生
活
の
中
に
定
着

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
馬
術
の
次
に
記
載
回
数
の
多
い
の
が
射

撃
訓
練
で
、
武
器
は
鉄
砲
で
あ
る
。
場
所
は
渋
江
家
の
濁
川
下
屋
敷
星
場
と
矢

橋
大
筒
星
場
で
あ

っ
た
。
濁
川
下
屋
敷
星
場

へ
は
梅
津
小
太
郎
も
訪
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
も
ま
た
、
梅
津
氏
と
の
親
密
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
ほ
か
の
も

の
と
し
て
は
、
和
光
宅
で
の
小
姓
相
手
の
弓
百
射
会
や
鑓
会
が
散
見
さ
れ
、
夏

場
に
は
具
足
の
虫
干
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
武
芸
の
中
で
、
和
光
が
比

較
的
得
意
と
し
た
の
は
乗
馬
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
三
〇
歳
代
に
入

っ
て
か
ら
の
和
光
の
武
芸
は
ど
う
か
。
内
馬
場
で
の

責
馬
等
は
相
変
わ
ら
ず
で
あ
る
が
、
新
し
く
騎
射
馬
会
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は

実
際
に
馬
上
か
ら
弓
を
射
る
正
馬
会
と
、
馬
を
擬
し
た
木
馬
か
ら
射
る
木
馬
会

と
が
あ

っ
た
が
、
木
馬
会
は
い
か
に
も
泰
平
の
世
を
連
想
さ
せ
る
。
日
本
近
海

に
お
け
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
列
強
の
動
き
に
連
動
し
て
か
、
さ
す
が
に
鉄
砲
の
訓

練
は
回
数
が
増
え
、
川
口
・
濁
川
の
両
下
屋
敷
は
私
的
な
鍛
練
場
と
し
て
、
同

列
及
び
そ
の
家
臣
の
鍛
練
は
矢
橋

・
槍
山
の
大
小
の
星
場
に
お
い
て
お
こ
な
わ

れ
、
和
光
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。

以
上
、
種

々
の
武
術
の
鍛
練
を
見
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
重
役

以
外
は
主
と
し
て
番
方
の
勤
務
を
主
務
と
し
、
無
役
の
者
も
い
る
廻
座
の
た
し

な
み
と
し
て
、
随
時
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。

一
八

２
　
教
養
等

こ
こ
で
は
、
前
項
と
同
じ
方
法
で
和
光
の
学
問

・
教
養
に
関
連
す
る
記
述
に

っ
い
て
紹
介
し
、
そ
の
傾
向
等
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
二
〇
歳
代
で
あ
る
が
、　
一
番
目
立
つ
記
述
事
項
は
、
定
期
的
に
行
わ
れ

て
い
る
講
読
会
や
学
習
会
で
あ
る
。
和
光
邸
で
行
わ
れ
る
通
鑑
会
と
、
中
山
政

吉
宅
で
行
わ
れ
和
光
も
必
ず
参
加
し
て
い
る
近
思
録
会
が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
ず

通
鑑
会
は
文
化
十

一
年
で
月
ニ
ー
三
回
開
か
れ
て
お
り
、
主
な
参
会
者
は
和
光
、

そ
れ
に
鈴
木
正
左
衛
門

・
勝
村
勘
左
衛
門

・
角
田
宇

一
等
の
渋
江
家
家
臣
が
常

連
で
、
同
姓
の
渋
江
左
膳
が
客
分
と
し
て
時
折
姿
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
講
師
役
は
和
光
自
身
が
努
め
た
も
の
と
お
も
わ
れ
、
そ
の
目
的
は
、
渋

江
家
家
臣
団
の
教
養
を
高
め
、
佐
竹
家
陪
臣
な
が
ら
も
幕
藩
制
社
会
の
支
配
層

の

一
員
と
し
て
論
持
を
持
た
せ
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

他
方
、
近
思
録
会
は
、
中
山
政
吉
宅
を
会
場
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

中
山
政
吉
は
、
中
山
文
右
衛
門
す
な
わ
ち
藩
校
明
徳
館
の
前
身
で
あ
る
明
道
館

初
代
祭
主
中
山
青
我
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
青
我
を
学
問
の
師
と
仰
ぐ
和
光

の
肝
入
り
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
封
建
教
学
の
朱
子
学
の
基
礎
を
学
ぶ
会

で
あ

っ
た
。
参
会
者
は
通
鑑
会
と
ほ
ぼ
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
月

一
―
二
回
行
わ
れ
、

客
分
と
し
て
は
や
は
り
渋
江
左
膳
、
時
に
は
宇
都
宮
四
郎
も
聴
講
す
る
こ
と
が

あ

っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
は
詩
会
が
開
か
れ
た
が
、
こ
れ
は

座
興
的
な
意
味
合
い
も
あ

っ
て
、
時
に
は
懇
話
会
に
な

っ
た
。

三
〇
歳
代
に
入
る
と
、
今
述
べ
た
二
つ
の
講
読
会
に
変
わ

っ
て
綱
鑑
補
会
が

月
四
―
五
回
の
ペ
ー
ス
で
開
か
れ
て
い
る
。
メ
ン
バ
ー
は
荒
川
才
吉

・
渋
江
東
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表 3 渋江氏の蔵書状況

重
曰 名 冊数 圭

曰 名 冊数 圭
曰 名 冊数

十三経註疏 160 Jヽ学集成 5 和漢算法大成

淵源類 Lll 200 近思録示蒙 大和本草

四書大全 管子全書 本草綱 目

四書蒙引 荀子全書 倭漢三才図絵

四書集註 註解楚辞全集 7 香道秘伝

四書大宗集註 楚辞義註 香道奥之栞

四書古義 唐本類衆考 3 農業全書

唐書四書大全 22 論語序説抄 狙篠集

唐本四書集註 大学啓蒙集 7 翁問答

五経大全 六諭衛義 1 靖献遺言

五経集註 115 六諭術義大意 1 靖献遺言講義 1

五経 白文 陶淵明全集 大和小学

易経蒙引 李太白詩集 軍法極秘伝書

唐本通鑑綱目 121 杜詩集註 武家諸法度 1

通鑑綱 目 上下 10] 唐詩訓解 庭訓往来 1

性理大全 102 大学講義 武家厳制録

朱子語類 中庸講義 柳営秘鑑 11

唐本朱子文集 論語講義 善隣国宝記

事文類衆 100 孟子講義 本朝文粋

儀礼経伝通解 17 小学講義 歴史鋼鑑補

儀礼経伝痛解 続 近思録講義 職原抄 2

大学或問 家礼講義 歴代官制沿革図補

中庸或問 楚辞講義    1  3 度量衡考 1

論語或問 書経講義 3 知恵海

論語義疏 春秋左氏伝講義 万世秘事枕

孟子通鑑綱 目 礼記講義 1 江戸図鑑綱 目 1

文体明弁 論語 江戸巡 1

五倫書 孟子 日光名跡志 1

春秋大全 近思録 名医方考 7

詩経説約 史記評林 古今名医類案

詩経古註 5 易学啓蒙 2 眼 日明鑑 5

礼記古註 文 論 1 小児医療手引草 3

尚書古註 6 詩論 1 鍼灸重宝記 2

杜註左伝 日本王代一覧 7 新刀弁疑

小学 日本人物史 耕作起之事 ]

小学大全 貞観政要 17 量地指南

卜学句読 本朝改元考 1 検地斗代割合 1

一
九

註 1 「渋江氏蔵書目録」 (AH029-7)に より作成。
2 これが「同目録」に収録されている蔵書のすべてではなく、ここでは紙数の関係で

主要な蔵書を抜粋するにとどめている。
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一
郎
等
渋
江
家
に
連
な
る

一
族
を
客
分
と
し
て
、
石
井
忠
四
郎

ｏ
熊
谷
元
吉

・

斎
藤
四
方
助
等
の
渋
江
家
家
臣
が
常
連
と
な

っ
て
い
る
。

そ
し
て
二
〇
歳
代
か
ら
連
綿
と
引
き
続
い
て
い
る
の
が
、
角
間
川
の
儒
者
落

合
文
六
す
な
わ
ち
落
合
東
堤
に
よ
る
儒
学
講
釈
の
受
講
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
化

十
三

（
一
八

一
六
）
年
四
月
か
ら
梅
津
小
太
郎
屋
敷
で
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、

和
光
も
小
太
郎
の
同
意
を
得
て
受
講
す
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

講
釈
会
は
、
東
堤
の
滞
在
期
間
も
含
め
れ
ば
二
十
日
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、

実
に
息
長
く
続
け
ら
れ
て
い
る
。
落
合
東
堤
と
い
え
ば
、
天
明
五

（
一
七
八
五
）

年
、
す
な
わ
ち
佐
竹
義
和
が
幼
君
な
が
ら
も
九
代
藩
主
を
襲
封
し
た
年
に
、
上

書
を
提
出
し
た
儒
者
で
、
産
物
取
立
抑
制
論
を
展
開
し
た
人
物
で
あ
る
。
文
化

・

文
政
期
の
秋
田
藩
と
い
え
ば
、
義
和
の
代
に
始
ま

っ
た
殖
産
政
策
が
漸
く
軌
道

に
乗
り
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
秋
田
藩
の
廻
座
の
代
表

格
で
あ
り
、
し
か
も
城
中
の
中
城
町
に
屋
敷
を
配
さ
れ
て
い
る
梅
津
家
に
お
い

て
、
か
か
る
来
歴
を
持

つ
者
の
講
釈
会
を
定
着
さ
せ
、
こ
れ
に
渋
江
家
も
同
調

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
藩
校
明
徳
舘
で
は
、
こ
の
こ
ろ
実
学
と
し
て
の
折
衷

学
も
重
視
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
の
、
廻
座
の
筆
頭
格
で
あ
る
梅

津

・
渋
江
両
家
の
右
の
動
き
に
つ
い
て
、
藩
当
局
と
し
て
は
、
内
心
穏
や
か
な

ら
ざ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
当
館
に
は
、
そ
の
時
の
講
義
録
と
思
わ
れ
る
も
の
が
残
さ
れ
て

い
る
の
で
紹
介
し
て
み
よ
う
。

『
東
提
先
生
孟
子
講
義
』
、

『
東
提
先
生
中
庸

講
義
』
、

『
論
語
講
義
』
、

『
近
思
録
講
義
』
、

『
小
学
講
義
』
、

『
詩
教
講

義
』
、

『
書
経
講
義
』
が
こ
れ
で
、
安
政
七

（
一
八
六
〇
）
年
に
信
田
節
斎
が

二
〇

写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
文
化
年
間
の
も
の
で
あ
る

『
東
堤
先
生
随

筆
』
も
収
蔵
し
て
い
る
。
当
館
で
は
ま
た
、
渋
江
家
蔵
書
目
録

（
写
）
も
収
蔵

し
て
い
る
。
蔵
書
目
録
に
は
四
六
五
件
、
三
二
五
四
冊
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

渋
江
家
の
学
問
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
中
に
は
前
述
の
講
義
録

と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

『
孟
子
講
義
』
、

『
小
学
講
義
』
、

『
論
語
講
義
』
、

『
近
思
録
講
義
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
蔵
書
目
録
を
見
る

と
、
さ
す
が
渋
江
家
の
蔵
書
で
あ
る
と
思
う
と
と
も
に
、
同
家
が
い
か
に
儒
学

を
大
切
に
考
え
て
い
た
か
が

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
目
録
は
、
少
な
く
と
も

文
化

・
文
政
期
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

そ
の

一
部
を
、
表
３
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
気
に
な
る
の
は
、
こ
の
表

の
み
な
ら
ず
目
録
そ
の
も
の
に
、
日
本
の
著
作
物
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
こ
と

と
、
洋
学
関
係
書
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
録
が
写
本
で
あ
る
こ

と
か
ら
は
た
し
て
渋
江
家
蔵
書
の
全
貌
を
示
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
含
め
て
、

今
後
も
史
料
を
探
索
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

以
上
、

『
渋
江
和
光
日
記
』
を
と
お
し
て
、
幕
藩
制
後
期
の
秋
田
藩
の
上
級

武
士
の
動
静
を
、
廻
座
で
は
梅
津
家
と
と
も
に
父
祖
が
秋
田
藩
の
確
立
期
の
功

績
大
で
あ

っ
た
渋
江
和
光
の
動
き
を
見
な
が
ら
述
べ
て
き
た
が
、
肝
心
の

『
和

光
日
記
』
の
紹
介
が
少
な
か

っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。
こ
の
日
記
を
社
会
史
の

立
場
で
み
れ
ば
、
興
味
あ
る
事
実
が
ま
だ
ま
だ
発
見
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で



そ
う
し
た
活
用
は
大
歓
迎
で
あ
る
。

最
後
に
、
和
光
の
民
衆
観
と
時
代
観
に
つ
い
て
少
し
触
れ
、
結
び
に
か
え
た

い
と
思
う
。
基
本
的
に
和
光
は
儒
教
的
仁
政
主
義
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
和
光
の

学
問
や
行
動
に
よ
く
現
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
彼
の
民
衆
観
に
も

あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
天
保
四

（
一
八
三
三
）
年
の
土
崎
湊
の
騒
擾
に
つ
い

て
の
和
光
の
見
方
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を

「
つ
ま
ら
ぬ
事
な
り
」
と
事
も
な

げ
に
断
ず
る
感
覚
は
如
何
か
と
思
わ
れ
る
が
、

「
右
等
之
事
も
皆
郡
方
甚
不
宜

候
た
め
也
」
と
為
政
者
と
し
て
の
郡
方
の
方
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

翌
年
の
北
浦

一
揆
に
際
し
て
も

「
騒
立
と
申
候
而
も
申
サ

ハ
取
扱
之
者
不
宜
よ

り
に
て
之
事
に
候
」
と
し
て
藩
の
実
務
担
当
者
の
責
任
を
問
い
、
藩
主
義
厚
の

巡
回
に
つ
い
て
は

「
却
而
不
宜
、
余
り
軽

々
敷
事
に
相
当
り
申
候
」
と
反
対
で

あ
る
。
和
光
の
考
え
で
は
、
仁
君
た
る
も
の
、
部
下
の
失
政
の
つ
け
を
軽
々
し

く
肩
代
わ
り
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
民

衆
は
責
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
民
衆
は
撫
育
す
る
も
の
で
あ
る
と

す
る
九
代
藩
主
義
和
に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
幕
府
の
寛
政
改
革
を
お
こ

な

っ
た
松
平
定
信
と
の
関
係
が
極
め
て
よ
か

っ
た
義
和
で
は
あ

っ
た
が
、
定
信

の
よ
う
に
朱
子
学
以
外
は
ご
法
度
と
い
う
よ
う
な

一
徹
な
人
物
で
は
な
く
、
現

実
を
見
極
め
的
確
な
改
革
を
お
こ
な

っ
た
藩
主
で
あ

っ
た
。
目
指
す
君
主
像
は

や
は
り
仁
君
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
人
が
若

い
時
分
、
す
な
わ
ち
義
和
の
時
代
で
は
、
儒
教
的
仁
政
の
実
践
と

の
か
か
わ
り
で
、
有
る
べ
き
家
臣
の
モ
デ
ル
と
も
い
う
べ
き
憲
忠

・
政
景
に
連

な
る
梅
津
小
太
郎
、
同
じ
く
内
膳
政
光
に
連
な
る
渋
江
堅
治
、
こ
の
両
者
に
対

幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る
一
上
級
武
士
の
動
静

す
る
期
待
は
大
な
る
も

の
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

三
十
代

に
入
り
、
そ
の
言
動
に
も
重
み
を
ま
し
て
き
た
文
政
年
間

に
な

っ
て
か
ら
の
、
両
者

の
時
代

の
変
化
を
見
極
め
る
日
と
そ
れ
ら

へ
の
対
応

が
、
幼
君
義
厚

の
も
と

で
推
進
さ
れ
る
新
進
官
僚

に
よ
る
藩
政

の
展
開

の
仕
方

と
、
同
じ
方
向
を
む

い
て
い
た
の
か
ど
う
か
。

『
和
光

日
記
』

か
ら
は
こ
う
し

た
中

で
重
役
た
ち

の
動
き
も

一
様

で
は
な
く
な

っ
て
い
る
様
子
が
ほ
の
見
え
る
。

三
度

に
渡
る
御
相
手
番

の
罷
免

の
意
味
を
も
含
め
て
、
変
革
期

に
お
け
る
上
級

武
士

の
動
向

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
刊
行
さ
れ

て
行
く

『
渋
江
和
光

日
記
』

を
読
み
込
み
な
が
ら
、
更
な
る
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
と
考

え
る
も

の
で
あ

る
。
大
方

の
寛
恕
あ
る
ご
叱
正
を

い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

註
（
１
）

①
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
大
日
本
古
記
録
』
梅
津
政
景
日
記

一
―
九

（昭
和
二
十
八
年
―
四
十

一
年
）

（原
本
　
慶
長
十
七
年
―
寛
永
十
年
　
二

一
冊
　
〓調
求
記
号
Ａ
三
一
二
―

一
三
〇
）

②
新
秋
田
叢
書
編
集
委
員
会
編
　
第
二
期

『新
秋
田
叢
書
』
四
―
七

（昭
和
四

十
八
年
２
四
十
九
年
）

（原
本
　
宝
暦
七
年
―
安
永
四
年
　
一
八
冊
　
同
Ａ

三
一
二
―
二
二
）

（２
）

①

『
岡
本
元
朝
日
記
』

（元
禄
八
年
と
正
徳
二
年
　
六
四
冊
　
同
七
―
三
八
〇
）

②

『渋
江
和
光
日
記
』

（文
化
十

一
年
―
天
保
十
年
　
九
八
冊
　
同
Ａ
二
八
一

―
三
一
九
）

③

『宇
都
宮
孟
綱
日
記
』

（天
保
十
二
年
―
安
政
四
　
同
Ａ
Ｓ
三
一
二
―
四
五
）

（
３
）
　

「渋
江
和
光
日
記
」
小
考

（秋
田
県
公
文
書
館

『
研
究
紀
要
』
第
五
号
所
収
）

（
４
）
　

『
国
典
類
抄
』
前
編
軍
部
十

一

「大
坂
御
陳
」

（同
Ａ
Ｓ
二
〇
九
―

一
七

一

―
一
一
）

一一
一



幕
藩
制
後
期
秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
の
動
静

（
５
）
　

『
当
用
式
』
全
　
屋
敷
割
御
定
之
事

（
同
Ａ
Ｔ
二
〇
九
―
五
三
）

（
６
）
　

『
国
典
類
抄
』
前
編
嘉
部
三
十
九
　

「
引
渡
回
座
起
之
事
」

（同
Ａ
Ｓ
二
〇
九

―

一
七
五
―
三
九
）

（
７
）
　

『
久
保
田
分
限
帳
』
写

（
同
二
五
―

一
〇
六
）
石
塚
源
之
進

（
８
）
　

『
御
亀
鑑
』
秋
府
三
二
　
正
月
元
日
の
条
　
（同
Ａ
Ｓ
二
八
九
―

一
八
―

一
）

（
９
）
　

『
国
典
類
抄
』
前
編
嘉
部
三
十
九

「
引
渡

一
番
座
二
番
座
及

一
同
列
座
附
廻
座

（
‐４

）

順
列
」

（
同
Ａ
Ｓ
二
〇
九
―

一
七
五
）
」

『
秋
田
藩
執
政
年
代
調
』

（同
Ａ
三

一
七
―
二
八
）

『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
近
世
編
上

一
〇
六
頁

『
御
国
日
付
下
向
之
節
指
出
候
御
城
下
絵
図
』

（
同
県
Ｃ
Ｉ

一
七
九
）

疋
田
定
常
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
加
藤
民
夫
氏
が
、
主
著
で
あ
る

『
明
徳
館
の

研
究
』
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
ま
た
前
述

『
秋
田
藩
執
政
年
代
調
』
よ
れ
ば

疋
田
父
子
の
家
老
職
経
歴
は
父
定
常
が
在
職
二
〇
年
、
息
子
の
定
綱
が
在
職
三

〇
年
を
数
え
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
渡
辺
浩

一
氏
は
、
上
級
家
臣
が
城
に
近
い
場
所
に
位
置
す
る

の
は
、
藩
主
謁
見
の
際
の
城
中
座
席
と
照
応
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、
城
中

の

「
儀
礼
空
間
を
都
市
空
間
に
反
映
さ
せ
た
も
の
」
で

「
近
世
の
社
会
秩
序
を

表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い
る

（
「
近
世
久

保
田
の
都
市
景
観
」

『
あ
き
た
史
記
』
所
収
）。
一
般
論
と
し
て
は
う
な
ず
け
な

い
訳
で
は
な
い
が
、
廻
座
の
高
禄
者
が
上
下
両
中
城
に
、　
一
門
や
引
渡
が
三
ノ

曲
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秋
田
藩
の
儀
礼
空
間
す
な
わ
ち
座
格
の
位
置

づ
け
と
、
城
下
町
の
軍
事
的

・
政
治
的
機
能
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
の
論
及
も

加
え
て
判
断
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
‐５
）
　

刊
本

『
渋
江
和
光
日
記
』
第

一
巻
巻
頭
概
説

（
‐６
）
　

『
国
典
類
抄
』
後
編
嘉
部
四
八

「御
相
手
番
」

（同
Ａ
Ｓ
二
〇
九
―

一
七
六
―

四
八
）

（
‐７
）
　

『
渋
江
和
光
日
記
』

一
―
四

（同
Ａ
二
八
九
―
三

一
九
―

一
―
四
）

（
‐８
）
　

『
国
典
類
抄
』
後
編
嘉
部
四
八
「
御
相
手
番
宍
同
Ａ
Ｓ
二
〇
九
―
七
六
―
四
八
）

（
‐９
）

秋
田
県

『
秋
田
縣
史
』
第
二
冊
　
四
〇

一
頁

一
一
二

（
２０
）
　

『
秋
田
藩
執
政
年
代
調
』

（同
Ａ
三

一
七
―
二
八
）

（
２‐
）
　

『
城
中
諸
式
御
座
間
等
各
席
略
図
』

（同
Ａ
三
八
三
―
三
〇
）

（
２２
）
　

『
渋
江
和
光
日
記

』
五
二
巻

（
同
Ａ
二
八
九
―
三

一
九
―
五
二
）

（
２３
）
　

同

　

　

右

　

五
二
巻

（
　

　

　

同
　
　
　
　
　
）

（
２４
）
　

同
　
　
　
右
　
　
四
二
巻

（同
Ａ
二
八
九
―
三

一
九
―
四
二
）

（
２５
）

①
同
　
　
　
右
　
　
一
巻
■
一巻
上
二
巻
（
同
Ａ
二
人
九
―
三

一
九
―

一
二
下
三
）

②
同
　
　
　
右
　
　
五
〇
巻

・
五

一
巻

・
五
二
巻

（
同
Ａ
二
人
九
―
三

一
九
―

五
Ｏ

ｏ
五

一
・
五
二
）

（
２６
）
　

同
　
　
　
右
　
　
一
一巻
　
文
化
十

一
年
五
月
二
十
六
日
の
条

（同
Ａ
二
人
九
―
三

一
九
―
二
）

（
２７
）

渡
部
紘

一
「
秋
田
藩
に
お
け
る
国
産
奨
励
政
策
の
展
開
」

（
『
秋
大
史
学
』
三

五
号
所
収
）

（
２８

）

①

『
東
堤
先
生
孟
子
講
義
』

（同
七
―
二
七
六
）

②

『
東
堤
先
生
中
庸
講
義
』

（
同
七
―
二
七
五
）

③

『
論
語
講
義
』

（
同
七
―
二
七
四
）

④

『
近
思
録
講
義
』

（同
七
―
二
七
七
）

⑤

『
小
学
講
義
』

（同
七
―
二
六
八
）

⑥

『
詩
経
講
義
』

（同
七
―
二
六
九
）

⑦

『
書
経
講
義
』

（同
七
―
二
七
〇
）

③

『
東
堤
先
生
随
筆
』

（同
七
―
二
七
三
）

『
渋
江
氏
蔵
書
目
録
』

（同
Ａ
Ｈ
〇
二
九
―
七
）

『渋
江
和
光
日
記
』
七
三
巻
　
八
月

一
人
日
の
条
（同
Ａ
二
八
九
―
三
一
九
―
七
三
）

『渋
江
和
光
日
記
』
七
五
巻
　
一
一月
二
七
日
の
条
（同
Ａ
二
八
九
―
三
一
九
―
七
五
）

義
和
の
遺
書

『
如
不
及
斎
別
号
録
』
に
際
し
て
定
信
は
序
文
を
寄
せ

「
毎
に
予

と
言
論
反
復
を
共
に
せ
る
は
、
道
を
修
め
、
義
を
明
ら
か
に
し
、
民
を
撫
し
俗

を
善
く
す
る
の
事
に
あ
ら
ぎ
る
は
な
し
」
と
記
し
て
い
る
と
い
う
。

（
刊
本

『
国
典
類
抄
』
第

一
巻
解
題
）

（古
文
書
課
長
　
わ
た
な
ベ
　
ン」
う
い
ち
）

（
１０

）

（
ｎ

）

（
・２

）

（
・３

）

（
２９

）

（
３０

）

（
３‐

）

（
３２

）



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

佐

は
じ
め
に

一　

秋

田
県
史
の
編
纂

と
地
域
史
料

の
調
査
と
収
集

１
　
秋

田
県
史

の
編
纂
と
史
料
調
査

２
　
秋

田
県
歴
史
資
料
目
録

の
刊
行

一
一　
秋

田
県
公
文
書
館

に
お
け
る
地
域
史
料

の
調
査
と
収
集

ｌ
　
史
料
所
在
調
査

に
つ
い
て

２
　
史
料

の
収
集

に

つ
い
て

〓
一　
秋

田
県
内

の
市
町
村

の
状
況

１
　
県
内
市
町
村
史
等

の
刊
行
状
況

２
　
公
文
書
館
と
市
町
村

の
史
料
保
存
担
当
者
と
の
連
携

お
わ
り
に

は

じ

め

に

都
道
府
県

立
文
書
館

に
お
け
る
史
料

の
収
集

の
方
法
は
、
大
き
く
分
け
て

，

つ
あ
る
。　
一
つ
は
親
機
関

で
あ
る
県
庁
か
ら
の
公
文
書

の
引
継
、
も
う

一
つ
は

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

史
料
原
蔵
者
で
あ
る
個
人
か
ら
の
寄
贈

・
寄
託
な
ど
で
あ
る
。
当
館
で
は
、
引

継
公
文
書
の
所
管
は
公
文
書
課
で
あ
り
、
寄
贈

・
寄
託
の
個
人
文
書
の
所
管
は

古
文
書
課
と
な

っ
て
い
る
。
寄
贈

・
寄
託
の
ほ
か
、
購
入
や
マ
イ
ク

ロ
収
集
、

あ
る
い
は
場
合
に
よ

っ
て
は
借
用
と
い
う
方
法
も
あ
る
が
、
当
館
で
は
現
在
そ

れ
ら
の
方
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
．

秋
田
県
内
で
は
、
昭
和

三
〇
年
代
の

『
秋
田
県
史
』

の
編
纂
に
伴

っ
て
各
地

域
の
史
料
の
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
断
絶
し
、
現
在
そ
の
所
蔵
が
確
認

で
き
な
い
史
料
も
あ
る
。
当
館
で
は
開
館
以
来
、
各
市
町
村
の
史
料
所
在
の
状

況
を
調
査
し
て
お
り
、
平
成
十

一
年
度
で
県
内
市
町
村
の
約
八
割
を
終
了
し
た
。

ま
た
、
各
市
町
村
の
史
料
保
存
担
当
者
を
集
め
た
協
議
会
を
実
施
し
、
第
四
回

一乞
絡奴
えヽ
一に
。

史
料
の
現
地
保
存
主
義
と
の
兼
ね
合
い
を
ど
う
す
る
か
、
集
め
た
史
料
の
所

在
状
況
を
ど
う
市
町
村
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
か
な
ど
、
様
々
な
課
題
は
あ

る
が
、
地
域
文
書
館
の
持

つ
大
き
な
役
割
の

一
つ
で
あ
る
地
域
史
料
の
調
査

・

収
集
に
関
す
る
秋
田
県
公
文
書
館
の
取
り
組
み
を
報
告
し
、
今
後
の
課
題
を
さ

ぐ
り
た
い
。

一一一一一

Ｆ
覆
奮
電

・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



資料 1 『秋田県史』編纂に関わる保存簿冊 (公文書書庫収蔵、未公開)

2411

3冊

7冊

l③
県史原稿 (筆者自筆原稿)  簿冊形態 72冊、封筒入 り   30袋

＞

　

　

”

ヽ
　

　

和

３．
　
　
昭

和

＞

＜

昭

３８

綴

＜
　
”　
係

綴

３６

関

係

和

会

関

昭

議

纂

＜

協

編

綴

料

史

係

資

県

関

史

〓　
△
ム

歴

秋
田
県
公
文
書
館

に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

④日録・翻刻原稿類

目録 ・武家史料目録 (湯沢・横手)

目録 6冊、翻刻 27冊

・秋田・南秋田郡内所在史料 目録

・ 小笠原文書

・増田安倍文書

・秋田家文書

・上肴町山日]文書

・醍醐本寸1汗煎1日 言己

・蓮沼舎翁 年中運気考抄

・北秋田郡・山本部内所在史料日録  ・ 山利郡内所在史料 日録

・雄勝郡内所在史料 目録       ・仙北郡内所在史料 目録

翻刻 0下川沿佐藤文書   0亀 田小川文書   ・阿仁片岡文書

・清水寺田文書

・入江氏文書

・横手古澤文書

・今戸遠藤文書

・内黒瀬鎌田文書

・久保田鍛冶町記録  ・ 久保日米澤町記録 (一 )

O lft岡氏系譜 全 ・富樫氏系譜 ・大友文書抄

・滑川文書

・湯沢佐貫文書

・糸井氏文書

・瀧俣吉尾文書

・児玉辰右衛門日記別冊綴

・能代市高橋 日記抜抄

二
四

一　

秋
田
県
史
の
編
纂
と
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

１
　
秋
田
県
史
の
編
纂
と
史
料
調
査

『
秋
田
県
史
』
は
、
旧
版
が
大
正
四
―
七
年
に
か
け
て
七
巻

（藩
治
部
三
巻
、

県
治
部
四
巻
）
が
発
刊
さ
れ
、
戦
後
新
版
が
昭
和
三
十
六
―
四
十

一
年
に
か
け

て

一
六
巻

（通
史
編
七
巻
、
資
料
編
六
巻
、
考
古
編
、
民
俗

・
Ｉ
芸
編
、
文
芸

・

教
学
編
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
す
で
に
新
版
刊
行
後
四
〇
年
近
く
を
経
過
し
て
い

る
が
、
新
し
い
県
史
の
編
纂
計
画
は
な
い
。

戦
後
の
県
史
編
纂
に
関
わ
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
詳

細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
館
に
残
さ
れ
た
事
務
関
係
簿
冊

（資
料
ｌ
①
）

か
ら
類
推
す
る
と
、
県
史
の
編
纂
に
伴
う
史
料
調
査
は
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

秋
田
県
内
の
史
料
調
査
が
本
格
化
し
た
の
は
、
県
史
編
纂
に
伴

っ
て
昭
和
三

十
三
年
か
ら
在
方
資
料
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
県
史
の
在
方
資
料

調
査
で
は
、
県
内
に
九
人
お
か
れ
た
参
与
を
中
心
と
し
た
活
動
で
あ

っ
た
ら
し

く
、
資
料
を
借
用
し
必
要
な
も
の
は
筆
写
し
た
上
で
返
却
し
て
お
り
、
そ
の
際

の
公
借
証
や
返
却
の
催
促
状
な
ど
の
や
り
取
り
が
記
録
と
し
て
残

っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
調
査
で
筆
写
さ
れ
た
も
の
は
、
県
史
執
筆
者
の
段
階
で
と
ど
め
ら

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
筆
写
資
料
の

一
部
と
思
わ
れ
る
も
の
の
み
が
当
館

に
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

（資
料
ｌ
④
）
。

こ
の
調
査
は
、
県
史
の
刊
行
が
始
ま

っ
た
昭
和
三
十
六
年
に
は
、
歴
史
資
料

収
集
協
議
会

（会
長
は
副
知
事
）
に
発
展
し
、
各
地
域
に
調
査
員
を
任
命
し
、



そ
の
調
査
員
の
報
告
に
基
づ
い
て
目
録
を
作
成
す
る
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
に

な

っ
た
。
調
査
の
方
針
と
し
て
は
、

「
委
託
を
第

一
に
考
え
、
こ
れ
と
写
真
を

併
用
し
、
購
入
は
避
け
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
収
集
場
所
と
し
て
県
立
図

書
館
内
に
資
料
部
を
お
く
こ
と
と
し
た
。
こ
の
段
階
で
文
書
館
を

つ
く
る
提
言

も
な
さ
れ
、
既
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
山
口
県
文
書
館
の
視
察
な
ど
も
行
わ
れ
た

よ
う
で
あ
る
が
実
現
せ
ず
、
さ
ら
に
図
書
館
内
に
資
料
部
も
お
か
れ
な
か

っ
た

た
め
、
体
系
的
な
史
料
の
収
集
は
行
わ
れ
ず
、
そ
の
成
果
も
残
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
形
で
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
各
地
域
の
資
料
調
査
が
は
じ

ま

っ
た
。
調
査
に
伴
い
県
立
図
書
館
に
六
件
の
史
料
群
の
寄
贈

ｏ
寄
託

（現
在

は
全
て
当
館
に
移
管
）
が
行
わ
れ
、　
一
方
で
市
町
村
史
の
編
纂
は
最
初
の
ピ
ー

ク
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
資
料
調
査
の
内
容
は
、

「秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
」

が
昭
和
三
十
九
年
か
ら
年

一
冊
の
ペ
ー
ス
で
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
。

２
　
秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
の
刊
行

「
秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
」
は
、
昭
和
三
十
九
年
に
第

一
巻
が
発
刊
さ
れ
て

以
来
、
平
成
五
年
に
当
館
が
開
館
す
る
前
年
ま
で
、
全
二
九
冊
を
数
え
る
。
各

集
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
資
料
２
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

第
七
集
ま
で
は
、
市
町
村
の
調
査
員
の
報
告
に
基
づ
く
目
録
と
、
協
議
会
が

直
接
調
査
を
し
た
資
料
の
日
録
の
二
本
立
て
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
昭
和
四
十
七
年
に
歴
史
資
料
収
集
協
議
会
が
廃
止
さ
れ
、
第
八
集

か
ら
は
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
に
設
置
さ
れ
た
古
文
書
係
を
中
心
に
目
録
が
編

ま
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

古
文
書
係
の
設
置
に
よ

っ
て
、
収
集
場
所
と
し
て
の
県
立
図
書
館
が
位
置
づ

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
図
書
館

へ
の
文
書
の
寄
贈
は
、
昭
和
四
十
六
年
か
ら

五
十

一
年
の
五
年
間
で
八
件
を
数
え
た

（
こ
の
史
料
群
も
全
て
当
館
に
移
管
さ

れ
て
い
る
）
。

一
方
、
県
立
図
書
館
に
日
録
の
編
集
実
務
が
移
る
と
、
最
初
の
数
年
は
篤
志

の
調
査
報
告
が
載
せ
ら
れ
た
が
、
昭
和
五
十

一
年
の
第

一
二
集
か
ら
は
図
書
館

所
蔵
史
料
の
目
録
と
市
町
村
史
編
纂
室
の
目
録
を
転
載
す
る
形
に
な

っ
た
。
そ

の
前
提
と
し
て
は
、
昭
和
五
〇
年
代
か
ら
市
町
村
史
編
纂
が
本
格
化
し
た
事
実

が
あ
る
。
し
か
し
、
自
治
体
史
編
纂
は
全
県
的
に

一
斉
に
展
開
し
た
訳
で
は
な

く
、
市
町
村
に
よ
る
格
差
が
大
き
く
、
全
県
的
な
レ
ベ
ル
で
の
史
料
調
査
は
、

こ
の
段
階
で
頓
挫
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

平
成
五
年
二
月
の
第
二
九
集
を
最
後
に
歴
史
資
料
目
録
の
編
纂
は
終
了
し
、

同
年
十

一
月
の
当
館
開
館
に
伴
い
、
図
書
館
古
文
書
係
の
職
務
は
当
館
古
文
書

課
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

秋
田
県
内
の
史
料
所
在
日
録
と
し
て
は
唯

一
の
も
の
で
あ
る
歴
史
資
料
目
録

は
、
実
質
的
に
調
査
に
よ
る
日
録
と
し
て
機
能
し
た
の
は
、
昭
和
五
〇
年
代
初

め
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
後
は
各
市
町
村
に
よ
る
自
治
体
史
編
纂
に
よ
る
調
査
と

い
う
形
と
な
り
、
全
県
的
な
情
報
が
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

昭
和
三
〇
―
四
〇
年
代
の
全
国
的
な
都
道
府
県
史
編
纂
の
動
き
が
、
地
元
史

料
の
収
集
と
保
存
に
大
き
く
影
響
し
、
収
集
の
成
果
を
も
と
に
作
ら
れ
た
文
書

館
施
設
も
多
い
が
、　
一
方
で
資
料
の
散
逸
や
現
状
破
壊
を
促
し
た
こ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

秋
田
県
に
お
い
て
は
、
県
史
編
纂
の
動
き
が
県
内
史
料
の
収
集
に
直
接
結
び

一一五



資料 2 「秋田県歴史資料目録」 (第 1～ 29集)の内容    注)

0第 1集 (昭和39年 1月 )秋田県歴史資料収集協議会発行
内容 市町村調査員報告文書 (昭和町役場ほか)

☆山崎文庫

矢島文書 (藩政時代 )

☆県庁文書 (藩政時代 )

・第 2集 (昭和40年 1月 )秋田県歴史資料収集協議会発行
内容 市町村調査員報告資料 (増 田町役場ほか)

☆秋田県庁所蔵資料 (明 治 5～ 29年 )

・第 3集 (昭和42年 1月 )秋田県歴史資料収集協議会発行
内容 市町村調査員報告資料 (☆ 吉成文書ほか)

協議会直接調査資料

辻兵吉所蔵資料 (秋 田市大町)

三浦盛典所蔵資料 (秋 田市金足)

その他 (上肴町文書ほか)

☆秋田県庁所蔵資料 (明 治30～37年 )

・第 4集 (昭和43年 3月 )秋田県歴史資料収集協議会発行
内容 市町村調査員報告資料 (東成瀬村資料ほか)

協議会調査資料 (上法久雄家資料ほか)

・第 5集 (昭和44年 3月 )秋田県歴史資料協議会発行
内容 市町村調査員報告資料 (天徳寺文書ほか)

協議会直接調査資料 (☆長岐文書ほか)

・第 6集 (昭和45年 3月 )秋田県歴史資料収集協議会発行
内容 市町村調査員報告資料 (柳 南文庫ほか)

協議会直接調査資料 (誓願寺文書ほか)

・第 7集 (昭和46年 3月 )秋 田県歴史資料収集協議会発行
内容 市町村調査員報告資料 (六郷町文化財目録ほか)

協議会直接調査資料 (警察史資料ほか)

第 8集 (昭和47年 3月 )秋田県立秋田図書館発行
内容 篤志の報告による調査報告資料 (山本町役場文書ほか)

文書係直接調査資料 (原武男所蔵文書ほか)

第 9集 (昭和48年 3月 )秋田県立秋田図書館発行
内容 地方所在文書 (篤志の報告)(中仙町文書ほか)

図書館保管・所蔵文書 (☆湊文書、☆落穂文書ほか)

第10集 (昭和49年 3月 )秋田県立秋田図書館発行
内容 地方所在文書 (大雄村土田家史料 目録ほか)

図書館保管・所蔵文書 (☆雄勝町安東家文書ほか)

第11集 (昭和50年 3月 )秋 田県立秋田図書館発行
内容 県内所在文書 (本荘市古文書日録ほか)

図書館所蔵文書 (☆山崎文庫 日録ほか)

・第12集 (昭和51年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 本荘市古文書日録 (木村文治郎氏所蔵文書ほか)

矢島町古文書日録第二集 (矢島町文化財調査会編 )

☆は現在当館所蔵
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秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

ニツ丼町史資料 (ニ ツ丼町史編纂委員会編 )

秋田市・伊藤清兵衛家文書

金浦町・佐藤与惣右工門家文書
・第13集 (昭和52年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容☆元禄家伝文書 (系図類をまとめたもの)

・第14集 (昭和53年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 山本町所蔵古文書目録 (山本町史編纂委員会調査 )

本荘市古文書 目録 (本荘市史編纂委員会調査 )

神岡町・斎藤正一氏所蔵文書

西仙北町・深浦次郎氏所蔵文書
・第15集 (昭和54年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容☆渡部斧松文書 (上 )

・第16集 (昭和55年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容☆渡部斧松文書 (下 )

・第17集 (昭和56年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 秋田県歴史資料 目録収載所蔵者名 目録 (第 1～ 16集分)

日本武道文庫分類 目録、石井文庫図書 日録

栗田文庫分類 目録、合同文庫図書 目録
・第18集 (昭和57年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 千秋文庫史料日録 (東京都千代田区九段南 )

☆山本郡沼田村文書目録 (峰浜村 )

工藤文書 目録 (合川町)

・第19集 (昭和58年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 鳥海町所在資料一 (鳥海町町史編纂委員会編 )

・第20集 (昭和59年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 鳥海町所在資料二 (鳥海町町史編纂委員会編 )

・第21集 (昭和60年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 出羽国秋田郡南比内大葛金山荒谷家文書 目録 (国 立史料館蔵)

☆小坂町立総合博物館郷土館所蔵資料目録

☆山本郡塙村文書 目録

☆山本郡塙村枝郷横内村白鳥家文書目録
・第22集 (昭和61年 3月 )秋 lll県 立秋田図書館発行

内容 本荘市史編纂室収集資料一～二 (鈴木専大郎家文書ほか)

・第23集 (昭和62年 3月 )秋 田県立秋田図書館発行

内容 本荘市史編纂室収集資料三 (加 藤岡1家文書ほか)

・第24集 (昭和63年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 本荘市史編纂室収集資料四 (鎌 田定明家文書ほか)

・第25集 (平成元年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 本荘市史編纂室収集資料五 (田 口隆久家文書ほか)

・第26集 (平成 2年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容☆佐竹文庫 日録四 (角 館佐竹家 1日 蔵文書追加分 )

青柳清家文書 (角 館町下延 )

0第 27集 (平成 3年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 本荘市史編纂室収集資料六

斎藤昭一郎家文書 (由 利郡仁賀保町)

・第28集 (平成 4年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 本荘市史編纂室収集資料七～八 (池 田祐次家文書ほか)

・第29集 (平成 5年 3月 )秋田県立秋田図書館発行

内容 本荘市史編纂室収集資料八 (大竹部落文書ほか)
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秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

つ
か
な
か

っ
た
し
、
文
書
館
施
設
の
建
設
に
も
直
結
し
な
か

っ
た
。
史
料
の
所

在
情
報
は
目
録
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も

一
時
期
お
よ
び

一
部
地
域
に

と
ど
ま

っ
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
史
料
所
在
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
は

秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
し
か
な
く
、
す
べ
て
の
史
料
所
在
調
査
は
こ
の
目
録
が

前
提
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

一
一　
秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

―
　
史
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
歴
史
資
料
目
録
は
昭
和
五
十

一
年
以
降
大
き
く
変
容

し
、
図
書
館
所
蔵
資
料
と
自
治
体
史
編
纂
室
の
日
録
の
転
載
と
い
う
形
に
な

っ

て
い
っ
た
た
め
、
各
市
町
村
の
状
況
を
中
央
セ
ン
タ
ー
と
し
て
把
握
す
る
と
い

う
点
に
欠
け
て
い
た
。

お
よ
そ
二
〇
年
後
、
秋
田
県
公
文
書
館
の
開
館
に
よ

っ
て
、
図
書
館
古
文
書

係
の
仕
事
が
当
館
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
県
内
の
史
料
所
在
の
情
報
は
既
に
古

び
て
い
た
状
況
で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
当
館

で
は
、
県
内
に
お
け
る
史
料
所
在
を
確
認
す
る
作
業
か
ら
開

始
す
る
こ
と
と
し
、
「
史
料
所
在
調
査
収
集
要
領
宍
資
料
３
）
が
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
要
領
に
基
づ
き
、
平
成
五
年
度
か
ら
調
査
が
始
め
ら
れ
た
。　
一
年
間
で

一
〇
市
町
村
を
目
処
に
行

い
、
平
成
十

一
年
度
ま
で
で
県
内
六
九
市
町
村
の
う

ち
五
四
市
町
村
を
終
え
、
残
り

一
五
町
村
と
な

っ
て
い
る

（調
査
内
容
に
つ
い

一一八

て
は
文
末
の
参
考
１
を
参
照
）
。

調
査
の
具
体
的
や
り
方
は
、
ま
ず
市
町
村
教
委
に
連
絡
し
、
市
町
村
内
の
古

文
書
の
所
在
状
況
を
確
認
し
、
市
町
村
で
掌
握
し
て
い
る
個
人
宅
を
紹
介
し
て

も
ら
う
。
当
日
は

一
市
町
村

一
日
行
程
で
、
午
前
は
教
委
で
状
況
を
直
接
聞
い

た
り
、
直
接
保
存
し
て
い
る
史
料
を
確
認
し
、
午
後
は
個
人
宅
に
伺

っ
て
所
蔵

史
料
を
見
せ
て
も
ら
う
、
と
い
う
形
で
あ
る
。
文
書
保
存
施
設

（公
民
館
や
資

料
館
等
）
が
別
に
あ
る
場
合
は
、
そ
ち
ら
を
見
せ
て
も
ら
う
場
合
も
あ
り
、
個

人
宅
を
教
委
で
全

く
把
握
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、
そ
の
都
度
や
り
方

は
変
わ
る
が
、
原
則
的
に
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
調
査
後
、
そ
の
内
容
は
史

料
所
在
調
査
票

（資
料
４
）
に
ま
と
め
る
。

し
た
が

っ
て
、
調
査
と
は
い
っ
て
も
実
際
に
史
料
を
全
て

一
点

一
点
調
査
す

る
訳
で
は
な
く
、
教
委
で
あ
れ
個
人
宅
で
あ
れ
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
第

一

の
目
的
に
な
る
。
さ
ら
に
保
存
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
れ
ば
、
わ
か
る

範
囲
で
回
答
し
、
保
存
環
境
の
向
上
に
関
し
て
助
言
す
る
。
当
館
で
使
用
し
て

い
る
中
性
紙
封
筒
を
渡
し
て
、
当
館
の
保
存
方
法
を
説
明
し
て
い
る
の
で
、
中

性
紙
封
筒
に
よ
る
整
理
の
や
り
方
は
だ
い
ぶ
浸
透
し
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
史
料
所
在
調
査
は
古
文
書
課
の
み
が
担
当
し
て
行

っ
て
お
り
、
明

治
以
降
の
近
現
代
文
書
や
行
政
文
書
に
関
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
が
弱
い
と
い
う
き

ら
い
が
あ
り
、
往
々
に
し
て
教
委
や
個
人
宅
で
も
、
近
世
の
古
文
書
は
大
事
に

す
る
が
明
治
以
降
の
文
書
は
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
今
後
は
歴
史
資
料
と
し

て
の
観
点
か
ら
、
近
世
期
に
拘
ら
ず
、
広
く
史
料
の
保
存
に
関
わ

っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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資料 3 史料所在調査収集要領 (1993.9.30)

1、 所在調査の目的
本県の歴史資料は、本館が所蔵するもののほかに、県内外の諸機関、個人で所蔵されているも

のが多 くある。それらについては、その所在が明らかで日録等 も整備されているものもあるが、
多 くは未整理の状態であったり、所在が明らかでないものも少なくない。本館は既存の史料を保
存利用するだけでなく、それら未発見・未整理の史料の発掘・整理を行い、本県の歴史研究の発
展に資する責務がある。そのためにこの要領を定め、計画的に県内外の本県関係史料の所在調査
を実施する。

2、 調査の対象
現秋田県領域の歴史に関係する文書、記録、絵図等の史料のすべてを調査の対象にする。時代

も特に限定 しない。

4、 所在調査の報告
所在調査帰任後、次の項 目について報告書を提出するものとする。その報告にもとづき、その

後の処理について協議するものとする。
①調査先 (住所、氏名、機関名、責任者名、電話番号)

②調査目的 (調査に至る契機、斡旋者、事前情報の有無・内容、事前準備)

③所蔵史料の保存状況 (所蔵場所、保存容器、汚損・破損・虫害・湿害の状況、整理状況)

④所蔵史料の311要 (史料の伝来の経緯、史料の性格、形態、数量等)

⑤所蔵史料の利用状況 (過去・現在の利用の経歴)

⑥今後の保存管理の見通し

5、 史料の収集
①現地保存の原則

史料の保存は、その史料の原所蔵者、原所蔵地に保存されるのが史料価値の観点から最も
ふさわしい。しかし原所蔵者、現所蔵者の史料に対する関′い、収蔵施設等の問題から現所蔵
者による保存が無理な場合は、次善の策として居住市町村の公的機関に保存管理をゆだねる
ことが望ましい。さらにその市町村での収蔵施設、史料整理能力等に難点がある場合には、
本館での収集保存を考える。

②原史料の収集
本館で原史料を収集する場合は、その史料が廃棄 0損亡の危機にあり、現所蔵者に寄贈あ

るいは寄託の意思があること、当該市町村の公的機関での保存が無理であること、史料の性
格上県で保有することが適当であること、のいずれかの条件に合致した場合とする。
原史料の寄贈・寄託の場合は、別に定める寄贈・寄託の規定によることとする。

③複製物による収集
原史料を収集しないときは、マイクロフィルムに撮影して複製物として収集することとす

る。その場合、本館が一時借用して撮影するか、現地で撮影するかは、現所蔵者と協議して
実施する。

6、 史料の整理
①収集史料の整理

別に定める古文書整理要領による。
②複製物による収集史料の整理

前記古文書整理要領に準じて整理を行い、目録を作成 lノ ヽその一部を現所蔵者に寄贈する
こととする。

③収集史料の一般公開
寄贈・寄託史料の場合は寄贈・寄託の際の取り決めに従い、複製史料の場合は原史料の所

蔵者の了解のもとに行うこととする。
二
九
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資料 4 史料所在調査票

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

NO.

日調査 )

)

史料所在調査票
(平成  年

(担 当者 :

剛 爾驚

卜5面面

三
〇

ま
た
、
県
外
の
史
料
所
在
状
況

（資
料
５
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
開
館
以

来
毎
年
行

っ
て
い
る
。
県
外
史
料
の
収
集
に
つ
い
て
は
開
館
前
の
文
書
広
報
課

ｅ

社
会
教
育
課

・
県
立
図
書
館
の
三
者
協
議
で

「
過
去
に
県
外

へ
流
出
し
た
重
要

史
料
は
で
き
る
だ
け
マ
イ
ク
ロ
収
集
に
努
め
る
」
と
し
て
お
り
、
そ
ろ
そ
ろ
調

査
か
ら
収
集
の
段
階

へ
と
入
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る

（
こ
れ
ま
で
マ
イ
ク
ロ
収

集
の
予
算
が
な
か

っ
た
が
、
平
成
十
二
年
度
予
算
見
積
で
は
じ
め
て
県
外
史
料

収
集
費
を
請
求
し
た
）
。

な
お
、
史
料
調
査
に
つ
い
て
は
、
国
立
史
料
館
の
安
藤
正
人
氏
を
中
心
に
す

る

「
記
録
史
料
学
的
整
理
論
」
と
、
一房
総
史
料
調
査
会
の
吉
田
伸
之
氏
を
中
心

と
す
る

一～現
状
記
録
論
」
の
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
安
藤
氏
は
史
料
の

『
原

状
』
に
基
づ
い
た
史
料
群
の
構
造
分
析
を
そ
の
最
終
目
的
と
し
段
階
的
整
理
を

提
唱
し
て
お
り
、
吉
田
氏
は
安
藤
氏
の
方
法
を
文
書
館
学
的
と
し
て
、
あ
く
ま

で
も
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
史
料
の

『
現
状
』
を
重
ん
じ
る
べ
き
と
し
て

い
る
。
い
ず
れ
の
立
場
で
も
、
形
態
に
よ
る
荒
仕
分
け
を
行

っ
て
、き
た
従
来
の

史
料
整
理
論
に
対
す
る
批
判
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
近
の
史
料
整
理

論
の
中
核
を
担

っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
実
践
報
告
も
数
多
く
出
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

安
藤
氏
の
い
う
段
階
的
整
理
の
四
段
階

（①
概
要
調
査
、
②
内
容
調
査
、
③

構
造
分
析
、
④
多
角
的
検
索
）
と
、
吉
田
氏
の
野
外
調
査
の
三
段
階

（①
所
在

調
査
、
②
現
状
調
査
、
③
内
容
調
査
）
で
見
て
み
る
と
、
当
館
の
所
在
調
査
は
、

吉
田
氏
の
①
所
在
調
査
、
安
藤
氏
の
①
概
要
調
査
の
予
備
調
査
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
り
、
史
料
整
理
の
ほ
ん
の
端
緒
に
過
ぎ
な
い
。
中
心
と
な
る
べ
き
、
そ
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資料 5 県外史料調査の状況

平成 6年度 盛岡市中央公民館 (担当 :菊池)※複製絵図作成のための基礎調査

平成 7年度 千秋文庫・ 国立史料館 (加藤民 ◆菊池)

お茶の水図書館 (伊藤・越中)※真壁文書の調査

東北大学附属図書館 ( 〃 )※秋田家文書の調査①
東大史料編纂所 (加藤民・須藤)※秋田藩採集文書等の調査

謙堂文庫 ( ″ )
平成 8年度 札幌 0上松家文書調査 (伊藤・煙山)

東大史料編纂所 (伊藤・加藤昌)※秋田藩関係史料の調査①
平成 9年度 東大史料編纂所 (伊藤 。加藤昌)※    ″     ②

国立史料館 ( 〃 )※ 佐竹南家文書の調査①
平成10年度 国立史料館 (渡部・加藤昌)※   〃   ②

千秋文庫 ( 〃 )※佐竹文書 (宗家)の調査

平成11年度 国立史料館 (佐藤・加藤昌)※佐竹南家文書の調査③
国立公文書館 ( 〃 )※秋田県関係史料の調査

茨城県立歴史館 ( ″ )    ″

栃木県立文書館 ( ″ )    〃

福島県歴史資料館 (佐藤・平田) 〃

東北大学附属図書館 ( ″ )※秋田家文書の調査②

資料 6 寄贈及び寄託受入れ要綱 (1994.1.5)

(趣 旨)

第 1条  この要綱は、秋田県公文書館管理規則第 6条の規定に基づき、古文書の寄贈又は寄託の

受入れ等に関 し、必要な事項を定めるものとする。

(申込み)

第 2条 古文書の寄贈又は寄託を受けるときには、古文書寄贈 (寄託)申込書 (様式第 1号)に
よるものとする。

(寄贈古文書の受入れ)

第 3条 寄贈された資料を受入れたときは、日録を添付 し、寄贈古文書受領書 (様式第 2号 )を
交付するとともに、感謝状 (様式第 3号 )及 び記念品を贈呈するものとする。
(寄託古文書の受入れ)

第 4条 資料寄託契約書 (様式第 4号)に 目録を添付 し受託するとともに、感謝状を贈呈するも
のとする。

(寄託契約の期間)

第 5条 寄託契約の期間は、おおむね10年以上とする。

(寄贈及び寄託文書の管理 )

第 6条 寄贈古文書、寄託古文書の整理、保管及び補修については、既に収蔵する公文書館の古
文書と同等に行 うものとする。
2 館長は、寄託古文書の通常の管理に必要な経費を負担するものとする。

(寄託古文書の利用 )

第 7条 館長は、寄託古文書の複製物作成、出版については、既に収蔵する公文書館の古文書の

例に準 じて行 うことができるものとする。ただし、館外貸出 しについては寄託者の承諾を得た

ものに限 り許可することができるものとする。
2 前項の条件は、寄託者の申出により特約を付与することをさまたげないものとする。

(損害賠償の免除)

第 8条 天災地変その他不可抗力により寄託古文書が損害を受けたときは、その損害を賠償 しな
いものとする。

(委任)

第 9条  この要綱に定めるもののほか、古文書の寄贈及び寄託に関 し必要な事項は、館長が別に

定める。



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

の
後
の
本
調
査
は
市
町
村
に
お
任
せ
の
状
態
で
あ
る
。
現
在
は
各
市
町
村
の
状

況
を
把
握
し
そ
の
情
報
を
ま
と
め
る
こ
と
が
第

一
義
で
あ
る
が
、
今
後
は
そ
の

上
で
、
さ
ら
に
市
町
村
を
主
体
と
す
る
概
要
調
査

（現
状
調
査
）
と
次
の
内
容

調
査

へ
の
関
わ
り
を
深
め
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
つ
の
整
理
論
は
、
両
氏
の
言
う
よ
う
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
理
想

と
現
実
の
違

い
、
あ
る
い
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
足
場
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
っ

た
立
脚
点
の
違

い
で
あ
り
、
実
際
の
調
査
で
は
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
い
ず
れ
か
が

生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
の
は

「
原
秩
序
保
存

の
法
則
」
や

「
現
状
の
保
存
」
と
よ
ば
れ
る
史
料
保
存

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
原
状
と
現
状
に
つ
い
て
の
認
識
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ

を
変
え
な
い
こ
と
は
二
つ
の
整
理
論
の
要
請
で
あ
る
。

網
野
善
彦
氏
の

『
古
文
書
返
却
の
旅
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
史
料
の
抜
き

取
り
に
よ
る
史
料
群
の
破
壊
、
形
態
別

・
主
題
別

ｏ
年
代
別
分
類
に
よ
る
現
状

破
壊
を
い
か
に
し
て
防
い
で
い
く
か
、
そ
れ
が
文
書
館
施
設
の
地
元
史
料

へ
の

関
わ
り
の
中
で
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
し
あ
た

っ
て
の
調
査
の
要
点
と
し
て
は
、
史
料
群
の
ま
と
ま
り
を
崩
さ
な

い
こ
と
、
現
状
記
録
を
き
ち
ん
と
残
す
形
で
調
査
を
行
う
こ
と
、
保
存
の
た
め

の
助
言
を
す
る
こ
と
、
そ
の
後
の
対
応
の
た
め
に
地
元
教
委
と
連
携
す
る
こ
と
、

等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
当
館
の
調
査
で
は
、
史
料

一
点
ず

つ

の
撮
影
は
し
な
い
が
、
史
料
の
状
況
、
保
存
場
所
、
全
体
の
ま
と
ま
り
の
様
子

な
ど
を
写
真
撮
影
し
て
記
録
と
し
て
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
録
が
あ
れ
ば
極

力
入
手
し
、
そ
の
時
点
で
の
史
料
の
全
体
像
を
残
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

〓
一二

さ
ら
に
当
館
の
史
料
所
在
調
査
の
意
義
と
し
て
は
、
公
文
書
館
に
対
す
る
認

知
が
低
い
現
状
に
あ

っ
て
、
公
文
書
館
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
啓
蒙
と
い
う
意

味
も
大
き
い
。
市
町
村
教
委
の
中
に
は
公
文
書
館
自
体
を
知
ら
な
い
と
い
う
場

合
も
あ
り
、
名
前
を
知

っ
て
い
て
も
仕
事
の
中
身
ま
で
知

っ
て
い
る
人
は
わ
ず

か
で
あ
る
。
関
係
機
関
で
さ
え
そ
う
で
あ
り
、
史
料
所
蔵
者
で
あ
る
個
人
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
を
持
参
し
、
当
館
の
説
明
を
す
る

こ
と
も
調
査
の
大
事
な

一
環
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
も
あ

っ
て
、
と
り
あ

え
ず
六
九
市
町
村
を
全
て

一
巡
す
る
と
い
う
方
針
を
立
て
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

一
巡
し
た
後
が
本
当
の
意
味
で
の
史
料
所
在
調
査
の
段
階
に
は
い
る
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

今
後
は
新
し
い
史
料
整
理
論
を
も
う
少
し
意
識
し
た
調
査
、
例
え
ば
、
史
料

の
現
状
の
記
録
を
詳
細
に
取
る
、
保
管
場
所
と
保
管
状
況
を
記
録
し
史
料
の
保

存
や
補
修
に
つ
い
て
の
方
策
を
所
蔵
者
と
き
ち
ん
と
話
し
合
う
、
そ
の
後
の
具

体
的
な
調
査
に
つ
い
て
よ
り
緊
密
に
連
絡
を
取
り
相
談
に
の
る
、
と
い
っ
た
方

法
を
と
る
必
要
が
あ
る
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
意

識
し
て
行
う
か
ど
う
か
が
実
際
の
調
査
で
は
史
料
の
現
状
保
存
に
大
き
く
影
響

す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
段
階
で
の
当
館
の
調
査
は
史
料
整
理
と
い
う
意
味
で
は
、

そ
の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
大
藤
修
氏
の
言
う
よ
う
に

「
地
元
の
史

料
保
存
機
関
や
教
育
委
員
会
、
研
究
者
は
、
当
該
地
域
の
史
料
が
湮
滅

・
散
供

し
な
い
よ
う
、
常
に
日
配
り
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
」
て
お
り
、

「‘史
料

所
蔵
者
と
史
料
保
存

・
研
究
に
携
わ
る
者
と
の
人
間
的
信
頼
関
係
と
協
力
こ
そ



が
、
史
料
を
社
会
的

・
文
化
的
遺
産
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
上
で
何
よ
り

も
大
切
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
当
館
の
現
状
は
ま
さ
に
人
間
的
信
頼

関
係
と
協
力
を
築
き
上
げ
る
地
道
な
作
業
の
途
中
な
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

２
　
史
料
の
収
集
に
つ
い
て

史
料
収
集

の
原
則
と
し
て
は
、
前
述

の
開
館
前
年
の
三
者
協
議
に
お
い
て

「
原
史
料
に
つ
い
て
は
所
有
者
保
存
又
は
地
元
公
共
的
保
存
機
関
に
よ
る
保
存

を
原
則
と
」
す
る
旨
、
す
な
わ
ち

『
現
地
保
存
の
原
則
』
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

当
館
の

「
史
料
所
在
調
査
収
集
要
領
」
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

ま
ず
原
所
蔵
者

（現
所
蔵
者
）
の
保
存
を
第

一
Ｌ
し
、
次
善
の
策
と
し
て
居
住

市
町
村
の
公
的
機
関
の
保
存
、
最
後
に
当
館
で
の
収
集
と
い
う
順
と
な
る
。

日
立
史
料
館
編

『
史
料
の
整
理
と
管
理
』
で
も
、
史
料
の
収
集
に
つ
い
て
、

「
史
料
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
史
料
の
作
ら
れ
た
場
所
で
読
み
研
究

す
る
こ
と
が
も

っ
と
も
望
ま
し
く
、
現
地
保
存
を
原
則
と
す
る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
」
と
し
、
保
存
機
関
に
お
け
る
史
料
の
受
入
れ
に
つ
い
て
も
、

「
各
機
関

の
性
格
に
も
と
づ
く
収
集
方
針
で
史
料
の
収
集
が
施
行
さ
れ
る
場
合
で
、も
、
史

料
の
現
地
保
存
主
義
を
第

一
に
優
先
し
て
、
か
つ
そ
の
文
書
が
も

っ
と
も
関
係

の
あ
る
地
域
で
保
存
さ
れ
る
と
い
う
原
則
は
、

つ
ね
に
確
認
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

収
集
の
方
法
は
寄
贈
と
寄
託
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
受
入
れ
方
は
、

「
古

文
書
の
寄
贈
及
び
寄
託
受
入
れ
要
綱
」

（資
料
６
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
所

有
権
の
移
動
を
伴
わ
な
い
寄
託
は
史
料
の
受
入
れ
の
上
で
は
便
が
あ
る
が
、
利

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

用
に
お
け
る
制
限
や
契
約
終
了
後
の
問
題
等
か
ら
、
当
館
で
は
寄
託
を
で
き
る

だ
け
避
け
、
は

っ
き
り
と
所
有
権
の
移
動
す
る
寄
贈
を
主
に
お
願
い
し
て
い
る
。

現
地
保
存
の
原
則
、
寄
託
よ
り
寄
贈
を
中
心
に
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
最
も

大
き
な
理
由
と
し
て
は
館
蔵
史
料
整
理
の
進
捗
状
況
な
ど
か
ら
、
開
館
以
来
の

寄
贈

・
寄
託
件
数
は
六
件

（資
料
７
）
と
、
他
県
の
機
関
と
比
べ
る
と
非
常
に

少
な
い
数
と
な

っ
て
い
る
。

寄
贈
と
寄
託
の
ど
ち
ら
に
重
き
を
置
く
か
は
、
館
に
よ

っ
て
考
え
方
に
違
い

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
栃
木
県
立
文
書
館
は
大
半
が
寄
託
史
料
と
な

っ

て
い
る
が
、
そ
の
方
が
史
料
を
収
集
し
や
す
く
、
寄
贈
に
し
た
場
合
の
県
有
財

産
と
し
て
の
処
理
が
な
く
受
け
入
れ
や
す
い
と
い
う
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ

っ
た
。
ま
た
、
茨
城
県
立
歴
史
館
で
は
財
団
の
た
め
、
財
産
権
の
移
動
が
伴

う
寄
贈
は
受
け
づ
ら
い
と
い
う
面
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

寄
託
よ
り
寄
贈
の
方
が
数
が
減
る
の
は
確
か
で
あ
り
、
収
集
に
対
し
て
積
極

的
か
ど
う
か
と
い
う
館
の
姿
勢
が
、
寄
贈
と
寄
託
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
と

い
う
点
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
館
の
場
合
は
、
ま
ず
所
蔵
史
料
の

整
理
が
第

一
に
あ
り
、
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
、
公
開
利
用
の
便
宜

を
優
先
さ
せ
寄
贈
だ
け
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
頑
な
な
立
場

を
と

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
見
方
に
よ

っ
て
は
、
自
館
の
都
合
の
み
を
考
え

た
立
場
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
開
館
以
来

一
定
の
年
数
が
過
ぎ
て
か
ら
は
積

極
的
に
収
集
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
地
元
史
料
を
守
る
こ
と
に
貢
献
す
る
の
も

公
文
書
館
の
大
き
な
役
割
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
現
在
、
そ
の
転
換
の

時
期
に
さ
し
か
か
り
つ
つ
あ
り
、
積
極
的
な
収
集
に
対
応
で
き
る
館
内
の
体
制

一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



資料 7 開館後の寄贈 0寄託史料 リス ト (6件 )

①H6 2月
② 〃  6月
③H7 9月
④H8 9月
⑤Hl1 4月
⑥ 〃 9月

児玉辰右衛門文書

吉成文庫

鎌田家文書

伊沢慶治氏収集資料

吉田家文書

桐沢家文書 (※ )

八竜町 0児玉英三氏

角館町・吉成一樹氏

秋田市・井上隆明氏

横手市・伊沢美佐子氏

ニツ丼町・吉田敏氏

秋田市・桐沢京子氏

40′点

1,821/点

26点

約3,000点

約100点

4/点

整理状況

整 理 済

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

済

済

済

理

理

理

理

整

〃

整

整

整

未

※博物館旧蔵史料・桐沢家文書 (24点 )に追加

資料 8 秋田県内の自治体史編纂状況 (年代別) ※複数巻の場合は開始年
2つ ある場合は新版

数 1寄 贈 ・ 寄 託 者

(数 )(年代)(自治体名 )

昭和30年代後半 S361秋田県、雄勝町

40年代前半 401湯沢市

421角館町

431八竜町、象潟町

後半 451由利町

471仁賀保町

491天王町

50年代前半 501小坂町、藤里町、五城 目町

511雄和町

521ニ ツ丼町、八郎潟町

531大館市

541山本町、矢島町

後半 55

56

57

58

59

西木村、雄物川町

若美町、大森町

本荘市、鹿角市

中仙町

大山市、平鹿町、稲川町

60年代前半 河辺町、象潟町           (由 利町)

鷹巣町、昭和町、井川町、千畑町

比内町

平成 ヒ ト桁前半 H 1 八森町、東由利町、山内村

琴丘町、金浦町、大内町

六郷町、東成瀬村

阿仁町、仙南村

上小阿仁村、皆瀬村

2

5

後半 7 能代市、男鹿市、峰浜村、西仙北町

秋田市、岩城町、十文字町      (象 潟町 )

田沢湖町、増田町

西 日町               (大 山市 )

自治体史なし   13 横手市、森吉町、田代町、

神岡町、協和町、南外村、

羽後町、大潟村

合り|1町 、飯田川町、

仙北町、太田町、大雄村、 一二
四



づ
く
り
が
必
要
に
な

っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

当
館
の
寄
贈
の
具
体
的
な
例
に
挙
げ
る
と
、
あ
る
家
の
場
合
は
、
当
主
の
死

亡
に
よ

っ
て
未
整
理
の
ま
ま
残
さ
れ
た
収
集
資
料
が
家
人
で
は
整
理
が
出
来
ず
、

地
元
自
治
体

で
も
整
理
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
当
主
の
死
亡
が
史
料
散
逸
の
大
き
な
要
因
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
ど

こ
の
家
に
も
見
ら
れ
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
た
ま
た
ま
散
逸
前
に
当

館
に
連
絡
が
き
た
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
地
元
自
治
体

に
保
存
し
て
も

ら
え
れ
ば
次
善
の
策
と
な
る
。
個
人
か
ら
直
接
当
館
に
連
絡
が
来
る
場
合
が
多

い
が
、
必
ず
地
元
教
委
に
も
連
絡
を
取

っ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
、
地
元
で
の
保

存
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
さ
ら
に
緊
急
性
が
あ
る

（す
ぐ
に

ど
こ
か
が
引
き
受
け
な
い
と
散
逸
し
て
し
ま
う
）
場
合
に
受
入
れ
を
す
る
形
を

取

っ
て
い
る
。
当
館

へ
の
受
入
れ
に
至
ら
ず
、
地
元
教
委
で
対
応
す
る
こ
と
に

な

っ
た
例
も
あ
る
。

い
ま
ひ
と

つ
の
例
を
挙
げ
る
と
、
引
越
し
の
た
め
家
を
取
り
壊
す
の
に
際
し

て
地
元
教
委
に
史
料
引
き
取
り
の
要
請
が
あ
り
、
教
委
か
ら
当
館
に
受
入
れ
の

要
請
が
来
た
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
体
制
は
当
館
と
市
町
村
教
委
が
普
段
か
ら
連
絡
を
取

り
合
え
る
状
況
を
作

っ
て
お
く
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
さ
ら
に
、
市
町
村
教
委

が
地
元
の
史
料
所
在
の
状
況
を
つ
か
ん
で
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
当
館

へ
の
個
人
か
ら
の
直
接
の
要
請
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
史
料
所
蔵
者
が
史
料
保
存

機
関
と
し
て
の
公
文
書
館
を
認
知
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

寄
贈

・
寄
託
だ
け
で
な
く
、
史
料
の
保
存
に
関
す
る
相
談
で
も
気
軽
に
問
い
合

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

わ
せ
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
所
蔵
者

。
地
元
教
グ

・

公
文
書
館
の
緊
密
な
関
係
の
中
で
よ
り
よ
い
収
集
の
方
策
が
図
ら
れ
る
こ
と
が

理
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
と
し
て
は
、
栃
木
県
立
文
書
館
で
行

っ

て
い
る

「
古
文
書
保
存
の
た
め
の
相
談
週
間
」
な
ど
が
参
考
に
な
る
。

ま
た
、
現
地
保
存
の
原
則
と
は
い
え
、
史
料
所
在
調
査
の
状
況
か
ら
見
て
、

市
町
村
に
よ
る
差
は
あ
る
も
の
の
、
総
じ
て
市
町
村
単
位
で
地
元
史
料
の
保
存

を
全
面
的
に
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
の
は
無
理
が
あ
り
、
今
後
は
当
館
に
お
け
る

史
料
受
入
れ
の
柔
軟
な
対
応
と
市
町
村
と
の
よ
り
緊
密
な
連
絡
関
係
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〓
一　
秋
田
県
内
の
市
町
村
の
状
況

１
　
県
内
市
町
村
史
等
の
刊
行
状
況

秋
田
県
内
の
市
町
村
史
の
刊
行
は
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
の

『
秋
田
県
史
』

刊
行
を
う
け
て
、
昭
和
四
十
年
の
湯
沢
市
史
の
編
纂
か
ら
本
格
化
す
る

（資
料

８
参
照
、
ま
た
最
後
に
参
考
２
と
し
て
各
市
町
村
史
の
刊
行
状
況
の
全
体
の
リ

ス
ト
を
の
せ
た
）
。
以
後
西
暦
の
十
年
ご
と
の
区
切
り
で
見
る
と
、　
一
九
六
〇

年
代
が
六
市
町
村
、
七
〇
年
代
が

一
二
市
町
村
、
八
〇
年
代
が

一
七
市
町
村
、

九
〇
年
代
が
三
二
市
町
村
と
、
確
実
に
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
市
史
編
纂
を
中
心
に
し
て
み
る
と
、
三
つ
の
ピ
ー
ク
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。　
一
つ
目
の
ピ
ー
ク
は
前
述
し
た
県
史
編
纂
を
契
機
に
し
た
も
の
で
、

二
つ
目
の
ピ
ー
ク
は
昭
和
五
十
五
年
の
角
川
書
店
と
平
凡
社
の
地
名
辞
典
の
編

一二
五

二
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秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

纂
に
伴
う
も
の
で
、
五
十
七
年
に
刊
行
が
始
ま

っ
た
本
荘
市
史
、
鹿
角
市
史
は

現
在
ま
で
刊
行
が
続
い
て
い
る
。
三
つ
目
の
ピ
ー
ク
は
特
に
契
機
と
な
る
出
来

事
は
な
い
が
、
平
成
七
年
か
ら
の
能
代
市
史
、
翌
八
年
か
ら
の
秋
田
市
史
の
刊

行
を
中
心
と
し
た
動
き
で
あ
る
。

市
史
編
纂
事
業
は
周
辺
の
町
村
の
自
治
体
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

例
え
ば
本
荘
市
史
編
纂
に
伴

っ
て
行
わ
れ
た
由
利
郡
全
域
の
史
料
調
査
に
よ

っ

て
、
周
辺
町
村
の
自
治
体
史
の
編
纂
が
進
み
、
西
日
町
史
の
編
纂
を
最
後
に
由

利
郡
は
全
て
自
治
体
史
編
纂
を
終
了
す
る
予
定
に
な

っ
て
い
る
。
今
後
は
能
代

市
周
辺
、
秋
田
市
周
辺
町
村
に
市
史
編
纂
が
影
響
を
与
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
と

予
想
さ
れ
る
。

埼
史
協
編

の

『
諸
家
文
書
の
収
集
と
整
理
』
に
よ
る
と
、
自
治
体
史
編
纂
に

関
わ
る
問
題
点
と
し
て
、
昭
和
四
〇
年
代
後
半
以
降
の
自
治
体
史
編
纂
の
動
き

が
逆
に
諸
家
文
書
の
散
逸
に
つ
な
が

っ
た
例
を
挙
げ
て
お
り
、
秋
田
県
で
も
事

情
は
同
じ
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

同
書
で
は
、
そ
の
問
題
の
克
服
の
た
め
、

「
諸
家
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、

文
書
館
が
主
体
と
な
り
つ
つ
も
、
所
蔵
者
の
意
向
を
く
み
な
が
ら
、
史
料
の
お

か
れ
て
い
る
地
域
全
体
の
な
か
で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
地
域

文
書
館
が
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
第

一
に

「
地
域
内
に
所

在
す
る
諸
家
文
書
を
調
査
し
、
常
に
そ
の
保
存

・
管
理
状
況
を
把
握
す
る
」
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
サ

イ
ド
と
の
連
携
に
よ
る
所
在
確
認
調
査
を
あ
げ
て
お
り
、
当
館
の
史
料
所
在
調

査
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
い
え
る
。

一一一六

埼
史
協
の
い
う

「
地
域
文
書
館
が
セ
ン
タ
ー
と
な

っ
て
地
域
全
体
で
保
存
し

て
い
く
と
い
う
考
え
方
」
は
、
当
館
に
と

っ
て
も
地
域
史
料
保
存
の
大
原
則
と

い
え
よ
う
。
地
域
の
実
情
に
よ

っ
て
、
そ
の
原
則
を
ど
う
具
体
化
し
て
い
く
か

が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
特
に
今
後
は
、
情
報
公
開

・
個
人
情
報
保
護
の
動
き
と
、
急
速
と

予
想
さ
れ
る
市
町
村
合
併
の
動
き
に
伴

っ
て
、
地
元
史
料
の
散
逸
は
公
文
書

・

私
文
書
を
問
わ
ず
進
む
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
公
文
書
館
が
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担

っ
て
い
く
か
、
地
元
史
料
の
収
集
保
存
に
直
接
関
わ
る
自
治
体
史
編
纂
事

業
や
市
町
村
の
文
書
担
当
者
と
ど
の
よ
う
に
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
い
く
か
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

２
　
公
文
書
館
と
市
町
村
の
史
料
保
存
担
当
者
と
の
連
携

市
町
村
の
史
料
保
存
担
当
者
は
、
文
化
財
全
般
の
担
当
を
始
め
様
々
な
職
務

を
兼
ね
て
お
り
、
必
ず
し
も
文
書
資
料
の
み
を
担
当
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

博
物
館
や
図
書
館
の
連
絡
協
議
会
も
あ
り
、
そ
れ
ら
も
同
時
に
担
当
し
て
い
る

が
、
古
文
書
の
保
存
や
調
査
す
る
職
務
と
し
て
専
門
的
な
知
識
が
必
要
だ
し
、

周
辺
地
域
の
相
互
の
連
絡
も
必
要
と
な
る
。
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
、
当
館

が
主
催
し
て
協
議
会
を
実
施
し
て
い
る
。

開
館

二
年
目
の
平
成
六
年
に

「
市
町
村
の
歴
史
的
公
文
書
等
の
保
存
状
況
に

関
す
る
調
査
」
と
し
て
各
市
町
村
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
し
、
そ
れ
を
踏
ま

え
て
翌
七
年
に

「
市
町
村
史
料
保
存
に
関
す
る
実
務
担
当
者
会
議
」
を
開
催
し

た
。
三
五
市
町
村
五
〇
名
の
参
加
が
あ
り
、
内
容
と
し
て
は
伝
達
講
習
と
全
体

協
議
で
あ
り
、
そ
の
中
で

「
県
内
の
古
文
書
の
中
央
セ
ン
タ
ー
の
役
割
を
果
た



す
べ
き
」
と
い
う
提
言
が
あ

っ
た
。

平
成
九
年
か
ら
は

「
県
内
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
協
議
会
」
と
名
称
を

変
え
、
将
来
的
に
は
自
主
運
営
団
体
を
め
ざ
し
、
内
容
と
し
て
は
情
報
提
供
と

情
報
交
換
の
場
と
し
て
設
定
し
、
十

一
年
度
で
三
回
日
と
な

っ
て
い
る
。
十

一

年
度
は
こ
れ
ま
で
と
趣
向
を
少
し
か
え
て
、
情
報
提
供
に
は
当
館
以
外
に
市
町

村
か
ら
の
報
告
を
入
れ
、
情
報
交
換
で
は
古
文
書
と
公
文
書
を
分
け
分
科
会
方

式
で
行

っ
た

（
平
成
十

一
年
度
は
三
二
市
町
村
四
三
名
参
加
）
。

毎
回
行

っ
て
い
る
会
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
自
主
運
営
団
体
と
し
て
の
活

動
は
、
趣
旨
と
し
て
は
賛
成
で
あ
る
が
時
期
尚
早
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
多
く
、

当
分
当
館
の
運
営
に
よ
る
協
議
会
を
毎
年
継
続
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
市
町
村
の
担
当
者
の
個
々
の
状
況
に
応
じ
た
様
々

な
要
請
に
ど
う
応
え
て
い
く
か
、
文
化
財
全
体
の
中
に
文
書
資
料
を
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
担
当
と
し
て
関
わ

っ
て
い
く
か
、
個
人
の
文
書
の
把
握
と
保
存
措

置
を
ど
う
す
る
か
等
、
山
積
の
状
態

で
あ
る
。
ま
ず
は
公
的
機
関
の
充
実
、
特

に
人
的
充
実
を
図

っ
て
い
く
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
い
え
よ
う
。

新
井
浩
文
氏
の
報
告
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
都
道
府
県
史
料
協

（史
料
保

存
や
自
治
体
史
編
纂
を
目
的
と
し
た
都
道
府
県
や
郡
単
位
の
協
議
会
）
は
、
現

在
全
国
で

一
三
あ
り
、
さ
ら
に
準
備
中
の
所
も
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
た
、
古
文

書
や
公
文
書
の
取
扱
い
に
関
す
る
技
術
講
習
と
い
う
形
で
、
県
内
の
担
当
者
を

集
め
て
指
導
し
て
い
る
文
書
館
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

当
館
の
場
合
は
、
い
ず
れ
都
道
府
県
史
料
協
の
形
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
を

め
ざ
し
つ
つ
、
技
術
講
習
的
な
場
、
担
当
者
同
士
の
情
報
交
換
的
な
場
と
し
て

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

設
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

特
に
今
後
は
、
自
治
体
史
編
纂
の
面
だ
け
で
な
く
、
情
報
公
開
の
点
か
ら
も

市
町
村
に
お
い
て
も
公
文
書
の
引
継

・
公
開
の
面
を
ど
う
し
て
い
く
か
が
問
わ

れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
し
、
都
道
府
県
の
文
書
館
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
積
極
的
に

関
わ

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
活
動
の
中
か
ら
市
町
村
文
書
館
の
構
想
が

生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
建
物
が
あ
る
か
な
い
か
で
は
な
く
、
史
料

保
存
に
対
す
る
姿
勢
そ
の
も
の
が
間
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
は
各
市
町

村
と
の
間
で
史
料
保
存
の
意
識
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
、
そ
の
始
ま
り
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

本
稿
は
、
平
成
十

一
年
十

一
月
に
国
立
史
料
館
主
催
の
史
料
管
理
学
研
修
会

（短
期
研
修
課
程
）
が
秋
田
を
会
場
に
開
か
れ
て
、

「
地
域
史
料
の
調
査
と
収

集
」
と
い
う
講
義
を
持

っ
た
際
に
ま
と
め
た
資
料
が
も
と
と
な

っ
て
い
る
。

史
料
所
在
調
査
は
ま
だ

一
五
町
村
を
残
し
て
お
り
、
終
了
ま
で
あ
と
二
年
の

予
定
で
あ
る
。
今
後
は
市
町
村

へ
の
史
料
所
在
情
報
の
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
、
市

町
村
の
史
料
保
存
担
当
者
の
自
主
運
営
団
体
の
立
ち
上
げ
等
、
残
さ
れ
た
課
題

は
多
い
。
し
か
し
、
地
域
史
料
の
保
存
に
関
す
る
情
報
セ
ン
タ
ー
の
役
割
を
担

う
と
い
う
当
館
開
館
時
か
ら
の
課
題
は
、
少
し
ず

つ
で
は
あ
る
が
進
ん
で
い
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

何
に
も
増
し
て

『
新
秋
田
県
史
』
の
編
纂
が
、
県
内
の
歴
史
資
料
の
調
査
と

三
七



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

収
集

（
原
本
で
は
な
く

マ
イ
ク
ロ
収
集
と
な
ろ
う
）
に
決
定
的
な
影
響
力
を
持

つ
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
い
つ
に
な
る
か
分
か
ら
な
い

県
史
編
纂
室
の
立
ち
上
げ
ま
で
、
た
だ
座
し
て
い
る
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。

日
々
地
域
史
料
は
散
逸

・
消
滅
の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

公
文
書
館

の
機
能
に
つ
い
て
、
当
初
の
基
本
構
想

（昭
和
五
十
九
年
二
月
の

秋
田
県
立
図
書
館

・
公
文
書
館
基
本
構
想
策
定
委
員
会
報
告
）
に
は

「‐県
史

・

各
種
制
度
の
変
遷
史
等
の
編
さ
ん
」
が
盛
り
込
ま
れ
お
り
、
県
史
編
纂
の
際
に

は
公
文
書
館
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
旨
も
仄
聞

す
る
が
、
県
史
編
纂
の
見
込
み
も
な
く
、
実
際
に
は
各
市
町
村
の
自
治
体
史
編

纂
が
そ
の
役
割
を
担

っ
て
い
る
現
在
、
各
自
治
体
の
史
料
保
存
に
出
来
る
だ
け

協
力
し
て
い
く
こ
と
、
各
自
治
体
の
状
況
を
全
県
的
に
掌
握
す
る
情
報
セ
ン
タ
ー

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
こ
の
一
百
朴が
当
館
に
課
せ
ら
れ
た
当
面
の
課
題
と
い

えゝ
ス
も

県
内
市
町
村
の
史
料
所
在
調
査
が
終
了
し
た
後
、
ど
の
よ
う
な
形
で
地
域
史

料
の
保
存
に
関
わ

っ
て
い
く
か
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
考
え
る
べ
き
時
期
に
来
て

い
る
。

全
国
的
な
地
域
史
料
の
保
存
と
管
理
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
秋
田
県
そ
し
て

当
館
の
現
状
は
ま
だ
ま
だ
途
半
ば
の
感
が
強
い
。
し
か
し
、
当
館
の
活
動
が
秋

田
県
内
の
地
域
史
料
の
保
存
に
少
し
で
も
役
立

つ
方
向
に
進
ん
で
い
く
こ
と
を

願

っ
て
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

一二
人

註
（
１
）

安
藤
正
人

『
記
録
史
料
学
と
現
代
』
第
二
章
　
記
録
資
料
調
査
の
理
論
と
方
法

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
八
）

（
２
）

吉
田
仲
之

「
現
状
記
録
論
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『
近
世
一房
総
地
域
史
研
究
』
東
大

出
版
会
、　
一
九
九
二
）

（
３
）
　

た
と
え
ば
児
玉
幸
多
編

『
古
文
書
調
査

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

（吉
川
弘
文
館
、　
一

九
八
三
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
多
量
な
史
料
の
時
は
第

一
段
階
と
し
て
荒
仕
分
け
を
す
る
」

「
荒
仕
分
け
の

最
初
の
作
業
と
し
て
、
記
録
帳
簿
の
冊
子
類
と

一
紙
も
の
の
証
文

。
書
付
類
と

に
形
態
的
に
大
別
す
る
」

「分
別
さ
れ
た
史
料
の
各
プ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
年
代
順

・

作
帳
者
別
に
順
序
を
揃
え
る
」

（
Ｐ
２６
２
２７
）

（
４
）

牛
久
市
史
編
さ
ん
委
員
会

『
牛
久
市
小
坂

・
斎
藤
家
文
書
概
要
調
査
報
告
』

（
一
九
九
三
）
な
ど

（
５
）

中
公
新
書
、　
一
九
九
九

（
６
）

国
立
史
料
館
編

『
史
料
の
整
理
と
管
理
』
第
Ｉ
部
第
六
章
　
史
料
所
在
調
査
法

（岩
波
書
店
、　
一
九
八
八
）

（
７
）
　

同
、
第
Ｉ
部
第
二
章
　
史
料
の
受
入
れ

（
８
）

埼
玉
県
地
域
史
料
保
存
活
用
連
絡
協
議
会

『
地
域
文
書
館
の
設
立
の
向
け
て
３

諸
家
文
書
の
収
集
と
整
理
』

（ぎ
ょ
う
せ
い
、　
一
九
九
二
）

（
９
）

新
井
浩
文

「
都
道
府
県
史
料
協
の
成
果
と
課
題
」

（
『
埼
玉
県
立
文
書
館
紀
要
』

第
１２
号
、　
一
九
九
九
）

（古
文
書
課
専
門
員
　
さ
と
う
　
た
か
し
）
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比内町

田代町

鷹巣町

森吉町

阿ti町

ニ ツ丼 町

重[凸緋駆蜆壁
P呵嚇漱 澁 欠蒜菅嫌咎鵡藪

=覇降   協響学霊製馘 裏

史料所在調査の内容 (平成 6ヽ′11年度 ) く市Ell村 別〉

調査年月日:平成 7年 6月 7目      調査llJ当 :菊調査年月日 :平成 7年 6月 7目      調査llJ当 :菊池・湊・越中

整 墾 窒 型 墜 酒
妻 蓼

壁 壁
鰺 喫 勇

:誦基 重 輛 翫 可 亜
~~三

コ

家蔵文書原本、「秋田史館青印状 |)
―

―
―

―

一 -1

村岡己美子氏宅 (藤琴村肝煎文書)、 生空木美穂氏宅 _(粕 毛村肝煎文書 )

調査年月日:平成10年 10月 22日      調査担当 :渡部・煙山・柴田

「 lツ 丼町教育委員会・ニツ丼町史編纂室 (菊地・秋林・ Iヨ ロ文書コピー、秋林は当館所蔵以外)

調査年月日 :平成11年 4月 14日 調査担当 :佐 藤・加藤 (昌 )

吉田家文書=梅津家旧蔵文書、約lC10′ 点、当館寄託)

Ｊ

Д

電

|

――――一一―――――一―一」

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



大潟村

井川町

飯田川町

天王町

昭和町

河辺町

協和町

雄和町

未調査

秋田市 調套■月_旦 _llttW■ 1月 2QЛ_____調 査担当_1生産 f_王甲
佐竹史料館 (館蔵史料約1,600点 、竹島コレクションはか)

岩城町 調査年月日:平成 9年 2月 21日     調査担当
岩城町史料館 (「皆川家文書 。大井家文書」ほか)、

鈴木・桜庭 。煙山

和田孝子氏宅 (岩城藩士、藩政 。商業関係)

大内町 調査年月日:平成10年 3月 6日     調査担当 :鈴木・桜庭・煙山
大内町歴史民俗資料館 (所蔵史料の調査)、 伊藤祐蔵氏宅 (「岩屋之内町村江草苅山之事 |ほ か)

本荘市

一”
日一鰍

牌
一臨

籠
一赦

頗
一組

‥平一餅
脚
一俎

酢
一姉

調
一本

調査担当 :加藤 (民 )。 佐々木・湊
印藤良生氏宅 (所蔵文書は市史編纂室によって整理済)

西日町 調査年月日:平成11年 10月 26日     調査担当 :佐藤 。平田
西日町教育委員会 (町史編纂室)(公民館保管史料、町役場史料 。鈴木家文書・町内会史料ほか)

佐藤孝夫氏宅 (西 目潟干拓関係ほか、118点 )

由利町 調査午月_旦 _iI盛」年lQ月 11月______五套担当_i上監 f_

由利町公民館 (町史編纂の際の収集史料29点 )、 木村正氏宅
加藤 (昌 )。 越中

(木村仁左衛門文書、米山地区名主)

鳥海町 調査年月日:平成10年 10月 14日     調査担当 :佐藤 。加藤 (昌 )・ 越中
鳥海町教育委員会 (中 山文書=真坂昌五郎家文書)、 榊豊昭氏宅 (鳥海神朴神官関係

東由利町

矢島町

霙罰羅黙墨融筆彗最罰難貯1契弊鼎占 亀翫i珠亜,一一~~|
仁賀保町 調査年月日 :平成 7年 1月 26日     調査担当 :加藤 (民 )・ 伊藤・越中

仁賀保町教育委員会 (町内の史料所在状況)、 勤労青少年ホーム (仁賀保家・小川家文書ほか)

金浦町 調査年月日:平成 9年 2月 20日     調査担当 :鈴木・桜庭 。煙山
金浦町教育委員会 (「金浦町史J、 「佐藤与惣右衛門家文書」ほか)

佐々木啓喜氏宅 (本荘藩医、医学関係史料ほか)

象潟町 調査年月日:平成 7年 1月 27日     調査担当 :加藤 (民 )。 伊藤・越中
象潟町教育委員会 (町内の史料所在状況)、 象潟町郷土資料館 (「象潟町史J刊行の事務局)

斎藤忠俊氏宅 (所蔵史料の調査)、 関村財産管理組合 (「関村伝来文書 |=関村肝煎須田家文書)

西仙北町

(拠人・肝煎関係史料、約1,800点 )

南外村 調査年月日:平成11年 11月 22日     調査担当 :渡部・加藤(昌 )・ 柴田
南外村教育委員会 (役場文書 80点、平沢文書 80点、相馬文書 20点、花館村役場文書

神岡町

中仙町

大田町

仙北町

千畑町

未調査

大曲市 調査年月日 :平成 7年 7月 25日     調査担当 :寿松木 。加藤 (民 )・ 須藤
秋田県立農業科学館 (館外貸出史料の展示状況)

調査年月日 :平成H年 10月 8日     調査担当 :渡部・加藤(昌 )

大山市立図書館 (高階家文書、内小友村関連文書、古書籍類ほか)

角館町 調査年月日:平成 8年 7月 16日     調査担当 :桜庭・煙山 。幸野
農村モデル町立角館図書館 (「特別資料目録」)、 常光院 (村野孝和氏宅、佐竹北家関係史料)

下延コミュニティセンター (下延地区保管文書)、 青柳清氏宅 (下延地区肝煎数軒の文書)

田沢湖町 用
一哨

酢
一剛

調
一田

平成 9年 12月 3日

委員会 (「新田沢湖町史

調査担当 :桜庭・煙山・幸野

1編纂後の状況)、 伊藤要助氏宅 (歴史資料□銀所収分)

西木村

六郷町

調査年月日 :平成 9年 12月 4日     調査担当 :桜庭・煙山・幸野             ¬

徊趙鼈勒徊雌靡麒訓

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

四
〇墨FT脈 史料)_」



大森町

雄物川町

調査年月日:平成 7年 7月 25日     調査担当 :寿松木 。加藤(民 )・ 須藤・越中
大森町教育委員会 (町内の史料所在状況)、 波宇志別神社神楽殿 (国指定重要文化財)

はろわの里資料館 (「 大友家文書」ほか)、 大友ヒサエ氏宅 (保呂羽山関係、平田篤胤書状ほか)

※大友家は波宇志別神社別当、国無形文化財の霜月神楽が行われる

童
［

日崎家文書、

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

調査年月日:平成 7年 7月 26日

雄物川町歴史民俗資料館 (「 小沢家文書」
塩田正子氏宅 (農業経営、酒造業関係)、

調査担当 :寿松木 。加藤(民 )・ 須藤・越中
、「沼館村絵図J)
上法久雄氏宅 (修験道関係、自由民権運動関係史料)

仙南村

大雄村

調査担当 :佐藤 。平田・越中

調査年月日 :平成11年 11月 4日     調査担当 :加 藤 (昌 )。 平田・嵯峨
山内村教育委員会 (伊藤与右衛Fl史料 約1,000点 )、 川越退二氏宅 (和本類、

調査担当 :伊藤・佐々木・幸野
野秀夫氏宅 (「湯沢上遠野家文書 |、 家蔵文書原本ほか)

小沢誠一郎氏宅 (南覚院、修験関係史料)、 金沢史也氏宅 (地主、商家関係史料)

調査年月日:平成 9年 10月 30日     調査担当 :桜庭・加藤 (昌 )。 越中
皆瀬村教育委員会 (村史編纂後の史料整理状況)、 中山茂氏宅 (肝煎文書)

調査年月日:平成10年 11月 20日     調査担当 :煙山 。加藤(昌 )・ 幸野 。中田
増田町湾、れあいプラザ・町史編纂室 (役場文書、個人文書コピー、高橋友鳳子コレクションほか)

東成瀬村 調査年月日:平成11年 10月 21日     調査担当 :佐藤・平田・越中
東成瀬村教育委員会 (村内の史料所在状況)、 ふる里館公開史料 (菊地慶治氏ほか寄贈史料)

羽後町

羽後町歴史民俗資料館 (信 淵文 ほか)

参考 2 秋田県内市町村史等刊行状況  (平成11年現在、『』は自治体史に該当するもの)

秋田市史 上中下 (S24～ 25)、 秋田市の歴史 (S35)、 秋田市史 昭和編 IH(S42、 54)、

秋田市史研究 (H4～ )、 『秋田市史』 (H8～ )

能代市史稿 第一～七輯 (S31～ 39)、 能代市史資料 (S45～ )、 能代市史研究 (H3～ )、

能代市史史料目録 (H4～ )、 『能代市史』 (H7～ )

横手市史 昭和編 (S56)、 横手郷土史資料 (S2～ )

花矢 。大館地方史 (S42)、 火内 1～ 10号 (S47～ 55)、 大館市史編さん調査資料集 (S47～ 60)

『大館市史』 第一～五巻 (S53～ H2)、 大館の歴史 (H4)
。本荘市   本荘市史編纂資料第 1～ 14集 (S39～ H3)、 本荘市史資料古文書所在日録第 1～ 8集 (S54～ 57)

本荘市史研究 1´ヽ4(S“～59)、 『本荘市史』 (S57～ )

。男鹿市   男鹿市史 (S39)、 男鹿市文化財調査報告 (S51～ )、 『男鹿市史』上下 (H7)
・湯沢市  『湯沢市史』 (S40)、 湯沢郷土史資料 第 1～ 17集 (S31～ 50)、 『佐竹南家日記』 (H7～ )

。大曲市   大曲市郷土史資料 第 1～21集 (S26～ 56)、 『大山市史』資料編・通史編 (S59、 Hll)
。鹿角市   鹿角市史資料編 (SM～ )、 『鹿角市史』 第 1～ 5巻 (S57～ H9)
。小坂町  『小坂町史』 (S50)
・鷹巣町  『鷹巣町史』第一～三巻、資料編 (S61～ Hl)
。比内町  『比内町史』 (S62)、 比内町史資料編 第 1～ 10集 (S62～ H8)
。森吉町   森吉町史史料編 第 1～ 13集 (S50～ 61)、 森吉町三十年史 (S61)
・ Fn」仁町  『阿仁町史』 (H4)、 阿仁町史資料編 第 1～ 5集 (Hl～ 6)
。田代町   田代町史資料 第 1～ 28集 (S56～ H7)
・合川町   合川町郷上のあゆみ (S41)
。上小阿仁村 上小阿仁郷土史資料編 第 1～ 5集 (S48～ 62)、 『上小阿仁村史』資本斗編 。通史編 (H5、 6)
。琴丘町   琴丘町郷土誌 (S45)、 『琴丘町史』通史編・史料編 (H2)
。ニツ丼町  ニツ丼町町史資料 1～、『ニッ丼町史』 (S52)
・八森町   郷土誌資料 八森 (S48～ )、 『八森町誌』 (Hl)

十文字町史編纂室 (町史編纂のための史料調査状況)

未調査

秋田市

能代市

横手市

大館市

四

手

山内村

湯沢市



・山本町  『山本町史』 (S54)
・八竜町  『八竜町史』 (S43)
・藤里町  『藤里町史』 (S50)、 藤里町の占文書 (H5～ )

・峰浜村   峰浜村の文化財 (S51～ )、 F峰二村誌』 (I17)
・五域目町  五城目郷土史 (S30)、 ['五 城目町史』 (S50)
。昭和町  『昭和町誌』 (S61)
・八郎潟町  『八郎潟町史』 (S52)
。飯田川町  飯田川町百年のあゆみ (S41)、 五十年のあゆみ (S60)
・天王町   天王町誌資料 (S43)、 『天王町誌』 (S49)
・井川町  『井川町史』 (S61)、 井川町古文書目録 上下 (I17、 8)
。若美町   若美田J史資料 (S52)、 『若美町史』 (S56)
。河辺町   河辺町郷土誌 (S37)、 『洒I辺 町史,1(S60)
・雄和町  『雄和町史』 (S51、 追補編S52)、 雄和町史料編 (H3へ )

。仁賀保町  『仁賀保町史』 (S47)、 郷上誌資料集 (S42～ )、 仁賀保町古文書目録 第 1、 2集 (S58、 62)

・金浦町   金浦町郷上史資料 第 1～ 8集 (S30～ 55)、 『金浦町史』上巻 (H2)
・象潟町  『象潟町史』 (S43、 資料編II H8)、 象潟の文化 (S48～ 62)、

象潟町資料占文書所在日録 第 1集 (H3)
・矢島町   矢島の歴史 (S44)、 矢島町古文書目録 (S47へ )́、 矢島の古文書散歩 (S47～ )、

『矢島町史』上下 (SM)、 『続矢島町史』上 F(S58)
・岩城町  『岩城町史』 (H8)、 岩城町史資料編 (H9～ )

・由利町   由利打史資料編 (S41)、 『由利町史』 (S45、 改前版S60)
。西目町   西目町史研究 (H8～ )、 『西日町史』資料編 (H10)
。鳥海町   鳥海町古文書目録 第 1集 (S弘 )、 『鳥海町史』 (S60、 資料編S62)
。東由利町  古文書解読集 第 1ヽ 8巻 (S51～ 52)、 『東由利町史』 (Hl)、 東由利町林業史 (H6)
。大内町   大内村郷土誌 (S43)、 大内町文化財資料 第 1、 2集 (S51、 52)、 『大内町史』 (I12)
・神岡町   郷土誌かみおか 資料編 第 1～ 5集 (S49～ 63)
。西仙北町  西仙北町郷土誌 近代編 (S51)、 西仙北町郷土史資料 第 1～ 12集 (S53～ 62)、

『西仙北町史』先史～近世編 (H7)
・角館町  『角館誌』第 1～ 11巻 (S42～ H8)、 角館歴史年表 (S50)、 かくのだてまちの歴史 (H5～ )

。六郷町   六郷町郷土史考 (S33)、 六郷町明治百年小史 (S43)、 六郷の歴史 1～ ]5(S47^-60)、
『六郷町史』上下 (H3)

。中仙町   中仙町政史 明治編、大正編、昭和編 (S35、 38、 40)

中仙町郷土史資料 第 1～ 11集 (S48～ 57)、 『中仙町史』通史編、文化編 (S58、 Hl)
田沢湖町史 (S41)、 田沢湖町史資料編 第 1～ 10集 (S62～ H5)、 『新田沢湖田」

‐
史』 (H9)

協和村郷土誌 (S43)、 峯吉川百年の歩み (S43)
南外村誌 資料編 第 1～ 6集 (S44～ 57)

仙北村兄年表 (S45)、 f山 北村郷上誌 (S47)、 11北村史年表追録第 1ヽ 3弓‐
(S54、 61、 H4)

西木村郷土史資料 桧木内編、西明寺編 (S34～ 48)、 『西木村郷土誌』 (S55)
太田町百年誌 (S51)、 太田町郷上史資料第 1～ 11集 (S38ヽ H3)
わが郷上の資料 第 1´ヽ4集 (S43～ 51)、 『千畑村郷土誌』 (S61)
仙南村郷土史資料 第 1´ヽ8集 (S39～ 44)、 『仙南村郷土誌』 (H4)
増田町郷土史資料 1～ 7(S35～ 42)、 増田町郷土史 (S47)、
増円町史資料目録 第 1-V12集 (H4～ 6)、 『増調町史』 (H9)
平鹿町郷上誌 (S44)、 平鹿町歴史資料目録 第 1～ 2集 (S55～

“

)、 「平鹿町■l』 (S59)、

秋
田
県
公
文
書
館

に
お
け
る
地
域
史
料
の
調
査
と
収
集

。田沢湖町

・協和町
。南外村
・仙北町
・西木村

・太田町

・千畑町

・仙南村
・増田町

・ 平鹿町

平鹿町史料集 第 1～ (H2～ )

。雄物川町  『雄物り|1町郷上史』 (S55)、 雄物川町郷土史資料 (S34～ )

。大森町   大森郷土史 第 1～ 8集 (S40～ 52)、 『大森町郷土史』 (S56)
。十文字町  十文字町郷土誌 (S33)、 十文字町資料目録 第 1～ 9集、『 |^文 字町史』 (H8)
・山内村   山内村郷土資料 第 1～ 10輯 (S28～ 37)、 山内村郷上史年報 (S“～61)、

『山内村史』上下別巻 (Hl～ 2)
。大雄村   村史資料 (郷上誌資料、郷土史資料)第 1～ 17集 (S40～ H7)、

田村郷日記(1)～ (10)(S59^ヽ H́9)
・稲川町   稲川町史資料編 第 1～ 11集 (S40～ 51)、 『稲川町史』 (S59)、 稲

'|1町

郷土史資料編 (H7～ )

・雄勝町  『雄勝町史』 (S36)、 雄勝町の歴史散歩 正編・続編 (S53、 55)、 雄勝町のあゆみ (H7)
。羽後町   羽後町郷上史 (資料 第 1～ 10集)(S27～ )、 郷土誌資料 第 1～ 5号 (S&)へ 31)、

羽後町歴史資料文書目録 (H6～ )

。東成瀬村  『東成瀬村郷上誌』 (H3)
。皆瀬村   皆瀬村 資料編 第 1～ 4集 (S47～ 58)、 『皆瀬村史』 (H5)

四

二



改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則

不
正
の
発
生
と
試
験
規
則
の
問
題
点

は
じ
め
に

一　

建
言
書
に
見
る
試
験
不
正
の
実
態

一
一　
改
正
教
育
令
期
の
試
験
規
則
の
分
析

１
　
明
治
十
五
年
乙
第
二
十
九
号

２
　
明
治
十
六
年
乙
第
九
十
号

〓
一　
不
正
の
原
因
と
教
育
行
政

へ
の
影
響

１
　
教
育
課
の
不
正
防
止
対
策

２
　
試
験
不
正
の
発
生
原
因

３
　
県
教
育
行
政

へ
の
影
響

お
わ
り
に

は

じ

め

に

本
稿
は
、
当
初
、
研
究
紀
要
第
五
号
に
発
表
し
た
拙
稿

「
改
正
教
育
令
期
の

秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ｉ
」

（
以
下
、
第

一
部
）
の
後
半
部
分
と
し
て
執

改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ｈ

II

柴

田

彰

筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
紀
要
頁
数
の
都
合
で
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
体
裁

と
し
た
が
、
本
来
は

一
つ
の
論
文
に
ま
と
ま
る
べ
き
内
容
で
あ

っ
た
。
煩
瑣
な

形
に
な

っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。
そ
の
上
で
、
第

一
部
か

ら
続
け
て
本
稿
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。
本
稿
で
も
最
初
に
第

一

部
の
概
要
を
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

「
学
制
」
で
欧
米
の
近
代
的
学
校
制
度
が
導
入
さ
れ
た
際
、
試
験
制
度
も
各

国
の
長
所
を
取
り
入
れ
た
理
念
型
が
設
定
さ
れ
た
。
徹
底
し
た
能
力
主
義
に
立

つ

「
学
制
」
で
は
、
小
学
校
の
進
級
も
等
級
制
に
基
づ
き
、
試
験
合
格
が
必
須

の
条
件
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
卒
業
認
定
も
試
験
を
も

っ
て
行
な
わ
れ
、
合
格
が

上
級
学
校

へ
の
入
学
資
格
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
卒
業
時
の
試
験
は
学

事
関
係
官
員
の
臨
席
の
も
と
厳
正
に
実
施
さ
れ
る
規
程
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
試

験
成
績
の
優
等
者
に
褒
賞
を
与
え
る
な
ど
奨
励
手
段
も
と
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
明
治
十
二
年
に

「
学
制
」
が
廃
止
さ
れ

「
教
育
令
」
が
頒
布
さ
れ

る
と
、
右
の
試
験
制
度
の
理
念
型
は

一
部
崩
さ
れ
た
。
等
級
制
は
続
い
て
い
た

も
の
の
卒
業
時
の
試
験
実
施
が
条
文
か
ら
消
え
た
た
め
、
各
府
県
の
小
学
校
試

四
三

矢日



改
正
教
育
今
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ｈ

験
規
則
は
卒
業
試
験
存
置
型
と
廃
止
型
に
分
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、

二
十
三
年
の

「
小
学
校
令
」
改
正
に
て
等
級
制
が
学
年
制
に
移
行
し
、
翌
年
の

「
小
学
校
教
則
大
綱
」
に
よ
り
試
験
合
格
は
進
級
の
必
須
の
条
件
で
な
く
な

っ

た
。
試
験
は
日
常
教
授
の
参
考
と
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
三
十
三
年

の

「
小
学
校
令
」
再
改
正
の
際
に
は
、

「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
の
中
で
進
級

卒
業
の
判
定
か
ら
完
全
に
外
さ
れ
て
い
る
。

試
験
制
度
は
、
当
初
の
競
争
的
公
開
的
な
も
の
か
為
、
次
第
に
日
常
的
教
育

的
な
も
の
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
天
野
郁
夫
氏
は
、
学
制
期
に
学
力

の
平
準
化
に
不
可
欠
だ

っ
た
競
争
試
験
が
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け

小
学
校
教
育
の
整
備
と
共
に
必
要
性
を
減
じ
た
こ
と
と
、　
一
方
で
競
争
試
験
の

弊
害
が
深
刻
化
し
た
こ
と
と
を
背
景
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

明
治
十
二
年
の

「
学
制
」
廃
止
か
ら
二
十
四
年
の

「
小
学
校
教
則
大
綱
」
制

定
ま
で
の
間
は
、
競
争
試
験
に
基
づ
く
等
級
制
が
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
。

学
年
制
に
移
行
し
試
験
の
実
施
目
的
が
変
化
す
る
ま
で
の
意
味
で
、
第

一
部
で

は
こ
の
期
間
を
試
験
制
度
の

「
過
渡
期
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
教
育
令
期
は

こ
の

「
過
渡
期
」
に
入

っ
て
お
り
、
等
級
制
を
維
持
す
る
厳
格
な
試
験
制
度
に

一
部
崩
れ
が
見
ら
れ
た
半
面
、
学
制
期
以
来
の
競
争
試
験
が
ま
す
ま
す
過
熱
し

て
い
た
。
第

一
部
で
は
、
こ
の
状
態
を

「
過
渡
期
の
ひ
ず
み
」
と
呼
ん
で
み
た
。

秋
田
県
の
小
学
校
試
験
規
則
は
、
改
正
教
育
令
期
の
明
治
十
五
年
と
十
六
年

に
改
正
さ
れ
卒
業
試
験
廃
止
型
と
な

っ
た
。
そ
の

一
方
、
進
級
時
の
試
験
に
比

較
試
験
の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
従
来
よ
り
競
争
性
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。

右
の

「
過
渡
期
の
ひ
ず
み
」
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
ケ
ー
ス
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
四

本
稿
で
は
、
試
験
規
則
改
正
後
に
県
内
で
発
生
し
た
試
験
不
正
の
原
因
を
、

試
験
規
則
の
内
容
と
教
育
課
の
防
止
対
策
と
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
、

「
過
渡
期
の
ひ
ず
み
」
が
改
正
教
育
今
期
の
県
教
育
行
政
に
及
ぼ
し
た
影
響
を

考
え
て
み
た
い
。

一　

建
言
書
に
見
る
試
験
不
正
の
実
態

試
験
規
則
改
正
後
に
発
生
し
た
不
正
の
実
態
は
、
現
場
教
員
な
ど
か
ら
県
令

へ
提
出
さ
れ
た
建
言
書
の
中
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
十
六
年
六
月
十
四

日
、
仙
北
郡
第
八
学
区
学
務
委
員
伊
藤
兵
吉
ほ
か
教
員
三
名
か
ら
小
学
校
定
期

試
験
に
つ
き
建
言
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
十
七
年
二
月
九
日
に
は
、

仙
北
郡
第
二
十
二
学
区
の
長
野
小
学
校
訓
導
菊
地
節
三
か
ら

「
学
事
振
興
之
義

二
付
建
言
書
」
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
二
通
の
建
言
書
に
は
、
定
期

（学
級
）

試
験
で
の
不
正
の
具
体
的
内
容
と
学
校
教
育
に
及
ぼ
す
弊
害
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
十
六
年
八
月
に
試
験
規
則
が
改
正
さ
れ
て
い
る
の
で
、
伊
藤
ら
の
建
言
書

は
改
正
前
、
菊
地
の
建
言
書
は
改
正
後
の
状
況
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

ま
ず
、
伊
藤
ら
の
建
言
書
の
方
か
ら
見
て
み
よ
う
。
明
治
十
五
年
二
月
に

「
本
県
小
学
校
教
則
丼
試
験
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
の
で
、
建
言
書
が
提
出
さ

れ
た
十
六
年
六
月
ま
で
に
は
既
に
秋
期
春
期
合
わ
せ
て
二
回
の
定
期
試
験
が
実

施
さ
れ
て
い
た
。
伊
藤
ら
は
、
学
校
現
場
で
の
試
験
実
施
状
況
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。



本
県
小
学
校
定
期
試
検
ノ
如
キ

一
定
ノ
秩
序
ナ
キ
ヲ
以
テ
校
ノ
因
習

二
基
キ

或

ハ
之
ヲ
隣
校
教
員

二
委
任
シ
或

ハ
受
持
教
員
自
カ
ラ
之
ヲ
行

フ
モ
ノ
ニ
テ

其
問
題
常

二
容
易

二
失

ス
ル
ノ
弊
ヲ
免

レ
難
シ
如
何
ト
ナ
レ
バ
受
持
教
員

ハ

勿
論
隣
校
教
員
卜
雖
モ
之
ヲ
監
視

ス
ル
ノ
公
任
ナ
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
其
試
検

得
点
ノ
完
全
ナ
ル
ヲ
要
ス
ル
ノ
情

ア
リ
テ
其
撰
定

二
臨

ン
デ
之
ヲ
受
持
教
員

二
謀
り
該
生
徒
ノ
習
熟
セ
ル
箇
所

二
偏

ス
ル
ノ
勢
ヲ
免
レ
ザ
レ
バ
ナ
リ
偶
郡

吏
ノ
之

二
監
臨

ス
ル
ア
リ
ト
雖
モ
未
夕
此
弊
習
ヲ
矯
正
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
ナ

リ
聞
ク
処

二
拠
レ
バ
定
期
試
検
ノ
期

二
瀕

ス
ル
モ
生
徒
未
夕
等
級
課
業
ヲ
終

ヘ
ザ
ル
ヲ
以
テ
教
員
予
メ
各
科
ノ
問
題
ヲ
撲
定
シ
之
ヲ
生
徒

二
約
シ
徒

二
試

検
ノ
体
面
ヲ
飾
り
強
テ
其
得
点
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
メ
恭
シ
ク
卒
業
証
書
ヲ
附
与

シ
生
徒
ノ
過
半
数
ヲ
褒
賞

シ
テ
優
等
ト
ナ
ス
者
ア
リ
ト
是
レ
其
弊
ノ
最
モ
甚

シ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
生
徒
落
第

ス
ト
雖
モ
以
テ
辱
ト
ス
ル
ノ
色
ナ
ク
褒
賞

ヲ
得

ル
ト
雖
モ
以
テ
栄
ト
ス
ル
ノ
理
ナ
ク
賞
罰
亦
以
テ
之
ヲ
奨
励

ス
ル
ニ
足
ラ
ザ

ル
ナ
リ
此
ノ
如
キ

ハ
即
チ
生
徒
該
級
相
当
ノ
学
カ
ナ
キ
モ
強
テ
進
級
セ
シ
ム

ル
モ
ノ
ナ
リ
若

シ
累
級
此
ノ
如
ク

ニ
シ
テ
己
マ
ザ
ル
ト
キ

ハ
高
等
科
卒
業
ノ

生
徒

ア
リ
ト
雖
モ
日
用
書
類
ヲ
綴

ル
ニ
苦
ム
ガ
如
ク
ニ
シ
テ
已
マ
ザ
ル
モ
亦

知

ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
本
県
試
検
秩
序
ノ
完
備
セ
ザ
ル
ヤ
久
突
夫
ノ
寺
小
屋

ヲ
慕

ヒ
小
学
ヲ
厭

フ
ノ
父
兄
ア
ル
モ
亦

一
二
理
ナ
シ
ト
ス
ル
能

ハ
ザ
ル
ナ
リ

建
言
書
よ
り
、
試
験
不
正
が
教
員
の
手
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
不
正
内

容
が
生
徒
の
習
熟
し
た
箇
所
の
出
題
か
ら
問
題
の
事
前
漏
洩
に
ま
で
及
ん
で
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
教
員
の
不
正
を
行
な

っ
た
原
因
が
、
学
校
お
よ
び

教
師
自
身
の
体
面
を
繕
う
こ
と
に
在

っ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
進
級
試
験
で

改
正
教
育
今
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ｈ

受
持
生
徒
の
中
か
ら
多
数
の
落
第
者
を
出
す
こ
と
は
、
教
員
個
人
の
指
導
能
力

を
問
わ
れ
る
事
態
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
学
力
の
平
準
化
を
図
る
等
級
制
本
来
の
目
的
が
、
試
験
不
正
の
横

行
で
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
等
級
制
で
は

一
定
の
学
力
水
準
に

達
し
た
生
徒
を
進
級
さ
せ
る
た
め
、
試
験
を
厳
正
な
形
で
実
施
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
建
言
書
に
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
未
修
了
の
生
徒
で
も
不
正
手
段
で
合
格

証
書
を
授
与
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
学
力
の

一
定
水
準

に
達
し
な
い
生
徒
が
多
数
進
級
し
、
各
級
の
学
力
水
準
の
低
下
に
繋
が

っ
た
。

試
験
不
正
の
発
生
は
、
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
定
着
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
生
徒
が
落
第
も
褒
賞
も
意
に
介
さ
な
く
な

っ
た
様
子

は
、
試
験
の
実
施
効
果
が
殆
ど
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

建
言
書
に
は

「
本
県
試
検
秩
序
ノ
完
備
セ
ザ
ル
ヤ
久
臭
」
と
あ
る
。
秋
田
県

の
試
験
規
則
は
学
制
期
に
整
備
さ
れ
た
が
、

「
教
育
令
」

の
施
行
に
伴
い

「
比

較
試
験
法
」
を
除
く
全
て
の
効
力
が

一
旦
停
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
自
由
教
育
令

期
に
は
、
試
験
方
法
が
各
小
学
校
の
適
宜
に
任
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
県
内

の
小
学
校
で
は
、
明
治
十
五
年
度
以
前
か
ら
試
験
秩
序
の
整
備
さ
れ
な
い
状
態

が
続
い
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
十
五
年
制
定
の
試
験
規
則
が

全
六
条
の
短
さ
だ

っ
た
こ
と
も
、
秩
序
の
確
立
を
遅
ら
せ
て
い
た
。

明
治
十
六
年
に
試
験
規
則
が
改
正
さ
れ
る
と
、
前
年
の
規
則
よ
り
規
程
が
詳

細
に
な
り
整
備
さ
れ
た
形
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
十
六
年
度
の
試
験
実
施
に
お

い
て
も
教
員
に
よ
る
不
正
問
題
は
後
を
断
た
な
か

っ
た
。
十
七
年
三
月
の
菊
地

節
三
の
建
言
書
は
、
規
則
改
正
直
後
に
実
施
さ
れ
た
秋
期
学
級
試
験
の
状
況
を

四
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記
録
し
て
い
る
。

先
ツ
弊
害
ノ
要
点
ヲ
述
ベ
ン
ニ
各
郡
各
小
学
校
試
検
ノ
時
競
争
シ
テ
多
ク
優

生
ヲ
出
ス
ノ
弊
是
レ
ナ
リ
嘗
テ
聞
ク
某
郡
某
校

二
試
検
生
二
十
五
名
ア
リ
悉

ク
優
生
ナ
リ
ト

一
ハ
以
テ
驚
怖
シ

一
ハ
以
テ
怪
謗
シ
漸
次
各
郡
各
校
試
検
ノ

実
況
ヲ
観
察

ス
ル
ニ
修
身
読
書
ナ
レ
ハ
予
メ
箇
条
ヲ
定
メ
作
文
ナ
レ
ハ
全
文

ヲ
作
綴
シ
テ
授
ケ
熟
読
玩
習
数
十
度

二
至
り
而
后
試
検
ヲ
行

フ
ノ
弊
風

一
般

二
伝
播
シ
殆

ン
ト
防
禦

ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
期

二
至
ラ
ン
ト
ス
実

二
概
嘆

二
堪

ヘ
ス
抑
教
育
ナ
ル
モ
ノ

ハ
専
ラ
学
徒
ノ
観
念
カ
ヲ
先

ニ
シ
テ
智
識
ヲ
拡
充
ス

ル
ハ
最
モ
主
眼
ト
ス
ル
処
然
ル
ニ
是
レ
ニ
背
一戻
シ
テ
斯
ク
ノ
如
キ
教
ヲ
施
サ

ハ
只
恐
ル
彼
人
ノ
子
ヲ
賊

フ
而
己
ナ
ラ
ス
念

々
観
念
カ
ヲ
抑
制

シ
陪
智
識
ヲ

編
容

ス
ル
ノ
理

ニ
ア
ラ
ス
ヤ

試
験
不
正
が

一
般
に
蔓
延
し
、
防
ぎ
よ
う
の
無
い
状
況
に
至

っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
前
年
に
伊
藤
ら
が
建
言
し
た
時
よ
り
も
、
不
正
の
状
況
が
進
行
し

て
い
た
様
子
も
読
み
取
れ
る
。　
一
方
、
明
治
十
七
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
学
事

協
議
会
で
も
、
各
郡
長
か
ら
試
験
不
正
の
弊
害
が
陳
命
さ
れ
て
い
た
。
学
級
試

験
で
の
不
正
発
生
は
、
当
時
、
県
内
各
郡
で
問
題
に
な

っ
て
い
た
ら
し
い
。

菊
地
は
、
試
験
不
正
の
防
止
と
学
校
管
理
法
お
よ
び
教
授
法
の
統

一
の
た
め
、

巡
回
訓
導
の
設
置
を
建
言
し
て
い
る
。
各
郡
の
規
模
の
大
小
に
よ
り
巡
回
訓
導

二
、
三
名
を
郡
役
所
所
在
地
の
小
学
校
に
常
置
し
、
郡
内
各
校
を
巡
ら
せ
る
案

で
あ

っ
た
。
巡
回
訓
導
は
各
小
学
校
で
の
学
級
試
験
の
実
施
を
監
督
し
、
不
正

を
防
止
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
菊
地
の
提
案
内
容
か
ら
、
明

治
十
六
年
の
秋
期
学
級
試
験
の
際
、
官
吏
の
臨
試
態
勢
が
不
充
分
だ

っ
た
こ
と

四
六

を
窺
え
る
。
ま
た
菊
地
は
、
学
事
振
興
の
た
め

「
比
較
試
験
法
」
を
再
び
制
定

す
る
こ
と
も
提
案
し
て
い
る
。

三
月
九
日
の
菊
地
の
建
言
書
に
対
し
、
教
育
課
で
は
参
考
と
す
る
旨
の
回
答

書
を
十
八
日
に
起
案
し
た
。
こ
の
時
、
前
年
の
伊
藤
ら
の
建
言
書
に
対
し
て
も

一
緒
に
回
答
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
十
六
日
に
は
、
乙
第

二
十
四
号
で

「
小
学
校
試
験
規
則
」
が
部
分
改
正
さ
れ
た
。
菊
地
の
建
言
書
が
、
規
則
改
正

に
あ
る
程
度
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

明
治
十
六
年
度
の
春
期
秋
期
に
は
、
三
月
に
改
正
さ
れ
た
試
験
規
則
に
準
拠

し
て
各
郡
内
の
小
学
校
で
学
級
試
験
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
不
正
問
題
は

鎮
静
化
せ
ず
、
十
七
年
の

「
秋
田
県
年
報
」
で
規
則
の
さ
ら
な
る
改
正
の
必
要

が
記
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

明
治
十
八
年
三
月
十
六
日
、
乙
第
三
十
五
号
で

「
小
学
校
試
験
規
則
」
が
再

び
部
分
改
正
さ
れ
た
。
さ
ら
に
十
八
日
に
は
、
教
第
三
号
で
改
正
の
趣
旨
と
学

級
試
験

へ
の
教
育
課
員
の
派
遣
が
管
内
に
布
達
さ
れ
た
。
ま
た
、
十
八
年

の

「
秋
田
県
年
報
」
で
は
、

「
而
シ
テ
小
学
校
内
部
即
チ
生
徒
学
業
ノ
進
歩
ヲ
勧

誘
薫
督

ス
ル
ノ
緊
急
ヲ
覚
悟
セ
ル
ヲ
以
テ
」
と
し
、
試
験
規
則
の
改
正
と
小
学

督
業
の
設
置
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
試
験
秩
序
の
立
て
直
し
は
、
十
八
年
の
段

階
で
県
教
育
行
政
の
緊
急
課
題
に
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
立
て
直
し
策
の
効

果
を
充
分
に
見
な
い
う
ち
、
そ
の
年
の
八
月
に

「
教
育
令
」
の
再
改
正
を
迎
え

た
の
で
あ
る
。



一
一　
改
正
教
育
令
期
の
試
験
規
則
の
分
析

１
　
明
治
十
五
年
乙
第

二
十
九
号

改
正
教
育
今
期
の
秋
田
県
の
試
験
規
則
は
、
ど
の
部
分
に
不
正
を
誘
発
す
る

原
因
が
有

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
十
五
年
乙
第

二
十
九
号
と
十
六
年
乙
第
九
十
号

の
試
験
規
則
を
分
析
し
そ
の
原
因
を
探

っ
て
み
た
い
。

明
治
十
五
年
乙
第

二
十
九
号
の

「
小
学
校
試
験
規
則
」
は
短
い
も
の
な
の
で
、

全
文
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

第

一
章
　
試
験
区
分

第

一
条
　
試
験

ヲ
分
チ
月
次
試
験
定
期
試
験
ト
ス

第

二
条
　
月
次
試
験

ハ
毎
月
末
之
ヲ
行

ヒ
評
点
ノ
多
寡

二
従
テ
生
徒
ノ
席
次

ヲ
定
ム

第
三
条
　
定
期
試
験

ハ
毎
期
末
之
ヲ
行

ヒ
合
格
ノ
者

ニ
ハ
甲
号
書
式
ノ
証
書

ヲ
与

へ
不
合
格
ノ
者

ハ
原
期

二
留

ム

但
初
等
科
中
等
科
高
等
科
卒
業
ノ
者

ニ
ハ
更

二
乙
号
書
式
ノ
証
書
ヲ
与

フ

第

二
章
　
採
点
法

第
四
条
　
試
験
評
点
数

ハ
各
学
科
百
ヲ
以
テ
最
高
点
卜
定
ム

第
五
条
　
月
次
試
験
評
点

ハ
其
平
均
点
卜
日
課
平
均
点
ト
ヲ
平
均
シ
テ
之
ヲ

定

ム但
日
課
点

ハ
定
点
ヲ
三
十
ト
シ
五
時
間
ノ
学
科
及
行
状
ノ
六
課

二
分
チ

其
優
劣
良
否

二
因
り
之
ヲ
増
減
シ
月
末

二
至
り
最
高
点
ヲ
約
シ
テ
百
ト

改
正
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期
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学
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Ｈ

シ
比
例
ヲ
以
テ
各
生
徒
ノ
平
均
点
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
条
　
定
期
試
験
評
点

ハ
其
平
均
点
卜
月
次
試
験
評
点
ノ

一
期
内
平
均
点

ト
ヲ
平
均
シ
テ
之
ヲ
定
メ
六
十
点
以
上
ヲ
合
格
ト
ス

但

一
学
科
零
点
ナ
レ
ハ
評
価
数
六
十
以
上

二
及
フ
ト
雖
モ
之
ヲ
不
合
格

ト

ス

学
制
期
の
試
験
規
則
と
比
較
す
れ
ば
、
何
が
省
略
さ
れ
た
か
明
ら
か
に
な
る
。

明
治
九
年
乙
第
二
百

一
番

「
小
学
生
徒
試
験
手
続
」
で
は
、
県
学
務
担
当

へ
の

定
期

・
大
試
験
実
施
の
届
け
出
や
臨
試
願
い
出
、
提
出
書
類
の
種
類
な
ど
実
施

上
の
事
務
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
試
験
手
続
」
と
共
に
布
達
さ
れ
た

「
小
学
生
徒
試
験
方
」
は
、
小

・
定
期
試
験
の

「
試
験
心
得
」
と

「
試
験
通
則
」

か
ら
成
る
。

「
心
得
」
は
試
験
会
場
で
の
規
則
や
点
数

の
計
算
方
法
な
ど
、

「
通
則
」
は
各
科
目
ご
と
の
出
題
数
と
配
点
及
び
採
点
基
準
を
定
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
十
五
年
の
試
験
規
則
は
そ
れ
ら
の
内
容
を
殆
ど
欠
い
て
い
る
。

明
治
十
六
年
の
伊
藤
兵
吉
ら
の
建
言
書
は
、

「
小
学
生
徒
定
期
試
検
ノ
如
キ

一
定
ノ
秩
序
ナ
キ
ヲ
以
テ
」
と
報
告
し
て
い
る
。
試
験
規
則
が
簡
略
に
作
ら
れ

過
ぎ
た
た
め
、
厳
正
に
試
験
を
実
施
す
る
秩
序
が
確
立
で
き
な
か

っ
た
も
の
と

推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
、
十
五
年
乙
第
二
十
九
号
は
余
り
に
簡
略
で
、
不
正
発
生
の
原
因
が

具
体
的
に
は
分
か
ら
な
い
。
次
に
、
十
六
年
乙
第
九
十
号
の
内
容
を
分
析
し
て

み
よ
う
。

四
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改
正
教
育
今
期
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２
　
明
治
十
六
年
乙
第
九
十
号

明
治
十
六
年
乙
第
九
十
号

「
小
学
校
試
験
規
則
」
は
、
全
五
章

二
六
条
よ
り

成
る
。
第

一
章

「
総
則
」
、
第
二
章

「
試
験
区
分
」
、
第
二
章

「
試
験
手
続
」
、

第
四
章

「
試
験
問
題
」
、
第
五
章

「
採
点
法
」
の
構
成
で
あ
る
。

第

一
章

「
総
則
」
第

一
条
で
は
、
試
験
実
施
の
目
的
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

試
験

ハ
生
徒
ノ
歴
修
シ
タ
ル
学
業
ノ
成
否
ヲ
判
定
ス
ル
為
メ
之
ヲ
設
ク
ル
モ

ノ

ト

ス

試
験
は
、　
一
定
の
学
力
水
準
に
達
し
た
生
徒
を
進
級
さ
せ
、
等
級
の
水
準
を
維

持
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
第

一
条
は
、
そ
の
試
験
の
役
割
を
現
場
教
員

に
再
確
認
さ
せ
る
目
的
で
設
け
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
第
二
条
で
は
、

公
立
私
立
の
区
別
無
く
、
全
て
の
小
学
校
生
徒
に
試
験
規
則
を
適
用
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
秩
序
立
て
直
し
の
た
め
、
規
則
の
強
制
力
が
示
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
◇

次
の
第
二
章

「
試
験
区
分
」
で
は
、
月
次
及
び
学
級
試
験
に
つ
き
規
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
第
五
条
で
、
学
級
試
験
の
実
施
時
期
が
、
春
期
四
月
、
秋

期
十
月
に
固
定
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
十
五
年
乙
第
二
十

九
号
で
は
、
定
期
試
験
の
実
施
時
期
は

「
毎
期
末
」
と
記
さ
れ
た
だ
け
で
あ

っ

た
。
十
六
年
九
月
二
十
四
日
、
教
育
課
学
務
掛
の
高
橋
勝
衛
が
各
郡
長
に
向
け

た
実
施
時
期
の
通
達
に
関
し
起
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
伺
文
中
、
実
施
時
期
を

定
め
た
理
由
が

「
畢
党
郡
長
臨
試
ノ
便
ヲ
与

へ
奨
励
可
為
致
義

二
有
之
候
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
試
験
期
月
四
月
十
月

ニ
ハ
必
ス
其
郡
内
各
小
学

四
八

校

へ
試
験
日
限
ヲ
指
定
候
取
計

ハ
セ
可
然
」
と
続
い
て
い
る
。
郡
内
各
小
学
校

を
巡
回
臨
試
す
る
た
め
に
は
、
試
験
実
施
の
月
を
決
め
た
上
で
各
校
の
実
施
日

程
を
組
む
必
要
が
有

っ
た
。

第
三
章

「
試
験
手
続
」
は
、
試
験
の
執
行
方
法
や
書
類
提
出
な
ど
に
関
す
る

規
程
で
あ
る
。
第
八
条
と
九
条
で
は
、
会
場
と
執
行
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

第
八
条
　
月
次
試
験

ハ
其
授
業
セ
ル
各
小
学
本
分
校
等

二
於
テ
受
持
教
員
之

ヲ
執
行

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
九
条
　
学
級
試
験

ハ
其
学
区
内
ノ
生
徒
ヲ
小
学
本
校

二
集
合
シ
校
長
又

ハ

首
座
教
員
之
ヲ
執
行
セ
ル
モ
ノ
ト
ス

但
各
訓
導

ハ
校
長
又

ハ
首
座
教
員
ノ
差
図
ヲ
得
試
験
事
務

二
従
事

ス
ヘ

シ

条
文
中
に

「
小
学
本
分
校
」
の
語
が
有
る
の
で
、
ま
ず
こ
れ
を
説
明
し
た
い
。

明
治
十
四
年
の
文
部
省
達
第

一
号

「
小
学
校
設
置
ノ
区
域
並
校
数
指
示
方
心
得
」

に
基
づ
き
、
翌
十
五
年

一
月
二
十
日
、
秋
田
県
甲
第
四
号
で
小
学
校
設
置
区
域

の
指
定
に
つ
き
布
達
が
さ
れ
た
。

二
十
五
日
の
乙
第
二
号
で
は
、
さ
ら
に
小
学

校
の
設
置
基
準
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
小
学
本
校
の
下
に

一
校
か
ら
数
校

の
小
学
分
校
を
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

第
九
条
で
は
、
学
級
試
験
の
実
施
会
場
が
小
学
本
校
と
さ
れ
た
。
本
校
に
分

校
生
徒
を
集
め
た
の
は
、
会
場
数
を
整
理
し
て
巡
回
臨
試
の
手
間
を
省
く
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
十
六
年
九
月
三
日
、
由
利
郡
第
八
学
区
学
務
委
員
の
池

田
治
兵
衛
が
、
本
分
校
間
が
遠
隔
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
学
級
試
験
の
分
校
で

の
実
施
を
願
い
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
育
課
は
規
則
改
正
の
主
眼
を

「
試



験
期
卜
其
場
所
ト
ヲ

一
定
シ
試
験
臨
監
ノ
便
ヲ
得
以
テ
大

二
授
業
督
察
ノ
益
ヲ

見

ン
ト
ス
ル
ニ
ア
レ
ハ
」
と
し
、
分
校
で
の
実
施
を
不
認
可
し
て
い
る
。

そ
の

一
方
、
第
九
条
の
但
書
で
は
、
月
次
試
験
と
学
級
試
験
の
執
行
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
受
持
教
員
と
校
長
ま
た
は
首
坐
訓
導
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
執
行
態

勢
は
、
確
実
に
巡
回
臨
試
が
行
な
わ
れ
な
い
と
試
験
不
正
を
誘
発
す
る
要
素
を

含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
十

一
条
か
ら
十
五
条
に
か
け
て
は
、
試
験
関
係
書
類
の
作
成
提
出
や
保
存

な
ど
の
規
程
で
あ
る
。
第
十

一
条
で
は
、
学
級
試
験
実
施
前
の
提
出
書
類
に
つ

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
春
期
は
三
月
二
十
日
、
秋
期
は
九
月
二
十
日
を
期
限

に
、
図
１
の

「
学
級
試
験
生
徒
調
」
が
学
務
委
員
に
よ
り
学
区
分
ま
と
め
ら
れ

郡
役
所
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
表
に
は
、
学
校
名
と
受
持
教
員
名
の
記
入
欄
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。

第
十
二
条
で
は
、
各
学
校
で
の

「
月
次
試
験
表
」
の
作
成
と
学
期
中
の
教
室

掲
示
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「‐月
次
試
験
表
」
は
図
２
の
通
り
、
各
生
徒
の
試

験
成
績

一
覧
表
で
あ
る
。
こ
れ
を
教
室
内
に
掲
示
し
た
の
は
、
生
徒
の
競
争
心

を
刺
激
し
奨
励
効
果
を
高
め
る
目
的
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

第
十
三
条

で
は
、
学
級
試
験
実
施
後
の
提
出
書
類
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て

い
る
。
各
生
徒
の
試
験
成
績

一
覧
は
図
３
の

「
学
級
試
験
表
」
に
ま
と
め
ら
れ

郡
役
所
に
提
出
さ
れ
た
。
試
験
前
に
提
出
さ
れ
た

「
学
級
試
験
生
徒
調
」
と
合

せ
れ
ば
、
優
秀
成
績
者
も
落
第
者
も
受
持
教
員
の
姓
名
が
分
か
る
仕
組
み
で
あ

る
。
郡
役
所
で
は
、
こ
れ
に
図
４
の

「
学
級
試
験
調
査
表
」
を
添
付
し
て
県
庁

に
提
出
し
た
。

「
学
級
試
験
調
査
表
」
は
、
郡
内
各
学
校
の
受
験
者
内
訳
と
試

改
正
教
育
今
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ｈ

図 1 学級試験生徒調
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一
〇
〇

修

身

加
解
印
何
郡
第
何
学
区
何
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小
学
校

ｍ
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ψ
雅
業又
所ノ、
何
等
科
第
何
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月
次
試
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表

一
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〇

読

方

一
〇
〇

作

文

一
〇
〇

習

字

一
〇
〇
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何

々

一
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〇

何

々

一
〇
〇
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均 験

一
〇
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均 課

一
〇
〇

成

点

何

　

誰

姓

　

名

図 2 月次試験表

改
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教
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期
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田
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学
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試
験
規
則
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本
表

ハ
一
学
区
取
纏

メ
之
フ
調
整

シ
末
尾

二
校
長

又

ハ
首
座
教
員
及
学
務
委
員
連
署

シ
部
長
宛

〓
，
差

出
ス
ヘ
シ

五
〇

図 4 学級試験調査表

合

計

第
何
学
区

第
何
学
区

第

何

学

区

学
区
名

ｍ
許
何
郡
各
学
区
各
等
科
生
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鋳
学
級
試
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調
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表

何

々

何

々
分

校

何
一
小
学
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何

人

何
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何
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三 高
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何

人

何

人

何

人

何

人

同
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何

人

何

人

何

人

何

人

同
四
級

何

人

何

人

何

人

何

人

総 生 試

員 徒 験

九

一
〇

（

点 平試

均 験

何

人

何

人

何

人

何

人

優

等

何

人

何

人

何

人

何

人

及

第

何

人

何

人

何

人

何

人

落

第

何

人

何

人

何

人

何

人

ハ 試
サ 験

人 ル

員 能

初
等
科
中
等
科
各
級
生
ト
モ
渾
テ
此
例

二
準

シ
追
次
之
ヲ
掲
記

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

本
表
中
試
験
平
均
点

ハ
小
学
本
分
校
等
毎
級
生
徒
ノ
定
期
試
験
点
総
数
ヲ
其
人
員

〓
ア
除
シ
之

ヲ
定

ム

験
結
果
を

一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
校
ご
と
の
優
等

・
及
第

・
落
第
の

人
数
が
分
か
り
、
各
学
校
の
試
験
成
績
を
比
較
で
き
る
。
教
育
課
で
県
内
九
郡

の
小
学
校
の
学
級
試
験
結
果
を
把
握
し
、
優
劣
を
判
定
で
き
る
仕
組
み
が
作
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
十
三
条
に
は
次
の
但
書
が
付
く
。

但
学
級
試
験
表

ハ
全
管
内
取
纏
メ
其
比
較
表
ヲ
製

シ
各
小
学
校
等

へ
頒
布

ス

ヘ
シ

学
級
試
験
の
結
果
は
、
全
管
内
比
較
表
に
ま
と
め
ら
れ
各
校
に
配
付
さ
れ
た
。

比
較
試
験
の
影
響
が
学
級
試
験
に
及
ん
だ
事
情
に
つ
い
て
は
、
第

一
部
で
説
明

し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

第
三
章

「
試
験
手
続
」
の
内
容
を
分
析
す
る
と
、
試
験
関
係
書
類
に
関
す
る

規
程
が
詳
細
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
郡
役
所
を
通
し
て
県
庁

図 3 学級試験表
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教
育
課

へ
書
類
が
集
積
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
方
、

「
学
級
試
験
調
査
表
」
や
比
較
表
な
ど
に
は
、
学
校
間
や
教
員
間
の
競
争
を
巧

妙
に
助
長
す
る
要
素
が
見
ら
れ
る
。
各
学
校
お
よ
び
教
員
の
指
導
能
力
を
比
較

す
る
こ
と
で
、
試
験
の
競
争
性
が
強
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
試
験
制
度
を
厳
正
に
実
施
す
る
に
は
、
監
督
シ
ス
テ
ム
を
整
備

す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
第
九
十
号
の

「
試
験
手
続
」

は
、
臨
試
官
吏
に
関
す
る
規
程
を
欠
い
て
い
る
。
明
治
九
年
の

「
小
学
生
徒
試

験
手
続
」
で
、
定
期
試
験
お
よ
び
大
試
験
時
の
官
吏
等
の
臨
席
が
詳
細
に
規
定

さ
れ
て
い
た
の
と
は
対
象
的
で
あ
る
。

八
月

一
日
の
乙
第
九
十
号
を
補
う
た
め
、
九
月
二
十
五
日
に
は
丙
第
三
百
三

十
六
号
が
各
郡
役
所
宛
て
に
通
達
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
は
、
郡
書
記
等
の
臨
試

の
都
合
を
は
か
り
、
郡
内
各
小
学
校
の
学
級
試
験
の
実
施
期
日
を
定
め
る
こ
と

が
指
令
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
教
育
課
員
巡
視
セ
シ
ム
ベ
キ
儀
モ
有
之
候
条
」

と
し
て
、
県
庁

へ
の
試
験
期
日
の
届
け
出
も
義
務
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
で

は
、
県
庁
の
教
育
課
員
に
よ
る
巡
回
も
計
画
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、

丙
第
三
百
三
十
六
号
に
よ
る
臨
試
態
勢
は
、
基
本
的
に
郡
吏
を
中
心
に
置
い
た

も
の
だ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
教
育
課
員
を
し
て
毎
年
二
回
県
内
を
巡
回
さ
せ
る

こ
と
が
難
し
か

っ
た
た
め
、
臨
試
態
勢
の
設
定
が
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
辿

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
は
、
学
制
期
の
大
試
験
や
比
較
試
験
に
比
べ
、
厳

格
な
臨
試
態
勢
が
取
れ
な
か

っ
た
と
言
え
る
。

次
の
第
四
章

「
試
験
問
題
」
は
、
出
題
方
法
と
各
科
目
の
試
験
時
間
お
よ
び

設
問
数
に
関
す
る
規
程
で
あ
る
。
試
験
問
題
の
選
定
方
法
も
、
監
督
が
不
充
分

改
正
教
育
今
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ⅱ

と
な
る
危
険
性
を
含
ん
で
い
る
。
第
二
十
条
と
二
十

一
条
に
は
、
次
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
十
条
　
月
次
試
験
問
題

ハ
受
持
教
員
之
ヲ
撰
ミ
校
長
又

ハ
首
坐
教
員
ノ

検
閲
ヲ
経
之
ヲ
執
行

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十

一
条
　
学
級
試
験
問
題

ハ
校
長
又

ハ
首
坐
教
員
之
ヲ
撰
ミ
執
行

ス
ル

モ
ノ
ト
ス

月
次
試
験
で
は
、
受
持
教
員
が
問
題
選
定
し
、
校
長
か
首
坐
教
員
が
検
閲
を
行

な

っ
た
。
学
級
試
験
で
は
、
問
題
選
定
が
校
長
ま
た
は
首
坐
教
員
に

一
任
さ
れ

て
い
る
。
明
治
十

一
年
の

「
大
試
験
心
得
」

で
は
、
臨
席
の
他
校
教
員
と
当
該

校
の
教
員
と
が
協
議
し
て
問
題
を
選
ぶ
規
程
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
十
三
年
の
乙

第
八
十
七
号

「
比
較
試
験
法
」
で
は
、
臨
試
官
が
問
題
を
選
ん
で
い
る
。
そ
れ

に
対
し
、
十
六
年
の
乙
第
九
十
号
の
試
験
規
則
で
は
、
問
題
選
定
が
全
く
学
校

内
部
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

第
二
十
二
条
で
は
、
各
科
目
各
等
級
ご
と
の
試
験
時
間
と
設
間
数
が
附
表
で

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
学
制
期
の
試
験
規
則
に
比
べ
逢
か
に
詳
細
で

あ
る
。

「
小
学
校
教
則
綱
領
」
の
内
容
を
確
実
に
定
着
さ
せ
る
た
め
、
各
科
目

各
等
級
の
試
験
内
容
が
整
備
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
等
級
が
進

む
に
つ
れ
試
験
科
目
数
が
増
加
す
る
。
最
も
科
目
数
が
多
い
の
は
高
等
科

一
級

の
女
子
で
、
修
身
、
読
方
、
作
文
、
習
字
、
算
術
、
博
物
、
化
学
、
生
理
、
幾

何
、
家
事
、
経
済
、
裁
縫
の

一
一
科
目
を
試
験
さ
れ
た
。

第
五
章

「
採
点
法
」
は
、
各
科
目
ご
と
の
採
点
基
準
と
月
次

・
学
級
試
験
の

点
数
算
出
方
法
に
関
す
る
規
程
で
あ
る
。
第

二
十
三
条
で
は
、
各
科
目
の
採
点

五

一
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基
準
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
筆
頭
科
目
の
修
身
の
説
明
は
特
に
詳
細
で
あ
る
。

第

二
十
五
条
と
二
十
六
条
は
月
次
試
験
と
学
級
試
験
の
点
数
算
出
方
法
で
、
日

課
点
の
合
算
方
法
が
若
干
変
わ

っ
た
他
は
、
十
五
年
第
二
十
九
号
と
概
ね
同
じ

で
あ
る
。
し
か
し
、
採
点
責
任
者
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
乙
第
九
十
号
の
試
験
規
則
を

一
通
り
分
析
し
て
み
て
、
次
の
二
点
が

不
正
発
生
に
関
わ
り
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
。

第

一
点
は
、
学
級
試
験

の
競
争
性
が
強
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
章

「
試
験
手
続
」
に
見
た
通
り
、
教
育
課
に
試
験
結
果
が
集
積
さ
れ
学
校
名
や
受

持
教
員
の
姓
名
ま
で
確
実
に
把
握
さ
れ
た
。
ま
た
、
比
較
表
の
配
付
に
よ

っ
て

全
県
に
各
校
の
試
験
結
果
の
優
劣
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
学
校
現
場
の
校

長
や
訓
導
に
と

っ
て
は
非
常
な
重
圧
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
県
教
育
課
は
新

教
則
を
早
期
に
定
着
さ
せ
る
た
め
、
試
験
の
競
争
的
側
面
を
利
用
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

第

二
点
は
、
学
級
試
験
に
お
い
て
競
争
性
の
強
化
に
応
じ
た
臨
試
態
勢
が
取

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
乙
第
九
十
号
の
後
、
丙
第
三
百
三
十
六
号
に
よ

り
学
級
試
験
時
の
郡
吏
臨
席
が
通
達
さ
れ
た
が
、
教
育
課
員
の
臨
試
は
可
能
性

と
し
て
示
さ
れ
る
に
留

っ
た
。
ま
た
、
郡
吏
は
試
験
の
実
施
状
況
を
監
督
で
き

る
の
み
で
、
問
題
選
定
と
答
案
採
点
を
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

右
の
二
点
は
、
前
記
し
た
試
験
制
度
の

「
過
渡
期
の
ひ
ず
み
」
に
関
わ
る
内

容
と
思
わ
れ
る
。

五
二

〓
一　
不
正
の
原
因
と
教
育
行
政

へ
の
影
響

―
　
教
育
課
の
不
正
防
止
対
策

明
治
十
六
年
乙
第
九
十
号
の
試
験
規
則
は
、
不
正
防
止
を
主
な
目
的
と
し
て
、

十
七
年
と
十
八
年
に
重
ね
て
部
分
改
正
さ
れ
た
。
ま
ず
、
明
治
十
七
年
三
月
二

十
六
日
の
乙
第
二
十
四
号
に
よ
る
部
分
改
正
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

乙
第
二
十
四
号
を
布
達
す
る
た
め
、
三
月
二
十
四
日
に

「
試
験
規
則
之
義

ニ

付
伺
」
が
教
育
課
で
起
案
さ
れ
た
。
そ
の
伺
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

小
学
校
試
験
規
則
中
学
級
試
験
問
題
之
義

ハ
其
校

〃
長
独
リ
ノ
見
込
ヲ
以
テ

之
ヲ
撰
定
シ
直
チ
ニ
施
行
候

二
付
追

″
弊
害

モ
相
生
候
様
相
聞
候
又
優
等
生

徒
撲
抜
方
之
義
モ
各
学
校
ノ
適
宜

二
相
任
セ
ラ
レ
候

二
付
各
郡
各
校
ト
モ
区
々

二
相
渉
り
過
般
九
郡
長
出
庁

二
際
シ
種

〃
陳
命
ノ
次
第

モ
有
之
其
他
小
学
校

員
中

ヨ
リ
モ
建
白
等
種

″
有
之
就
テ
ハ
問
題
等

ハ
臨
監
吏
員

二
於
テ
撰
定
セ

シ
メ
ラ
レ
可
然
ト

ハ
存
候
得
共
左
候
テ
ハ
或

ハ
不
都
合
ノ
事
情

モ
有
之
相
考

候

二
付
左
之
御
達
案
相
伺
候
也

こ
の
中
で
は
、
十
六
年
の
試
験
規
則
に
つ
き
二
つ
の
問
題
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
第

一
は
学
級
試
験
の
問
題
が
校
長

一
人
の
見
込
み
で
選
定
さ
れ
る
こ
と
、

第
二
は
優
等
生
徒
の
判
定
基
準
が
各
郡
で
ま
ち
ま
ち
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
第

一
の
問
題
点
は
、
試
験
不
正
の
発
生
に
繋
が
り
や
す
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
の
問
題
点
は
、
十
六
年
の
試
験
規
則
で

「
学
級
試
験
調
査
表
」
に
優
等

・

及
第

・
落
第
の
人
数
記
入
欄
が
あ
り
な
が
ら
、
優
等
判
定
の
点
数
基
準
が
示
さ

れ
な
か

っ
た
こ
と
に
因
る
。
こ
の
基
準
の
曖
昧
さ
も
、
学
校
現
場
で
の
成
績
判



定
を
混
乱
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

乙
第

二
十
四
号
の
布
達
に
お
い
て
、
学
級
試
験
の
出
題
方
法
は
次
の
よ
う
に

改
め
ら
れ
た
。

十
六
年
八
月
乙
第
九
十
号
小
学
校
試
験
規
則
第
二
十

一
条
学
級
試
験
問
題

ハ

監
臨
吏
員
ノ
点
検
ヲ
経
テ
之
ヲ

一
定

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
尤
モ
監
臨
吏
員
ノ
意
見

ヲ
以
テ
或

ハ
之
ヲ
取
捨

シ
或

ハ
之
ヲ
改
定

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

臨
試
官
は
試
験
問
題
を
点
検
す
る
他
、
場
合
に
よ

っ
て
は
問
題
の
取
捨
改
定
の

権
限
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
試
験
問
題
の
選
定
に
臨
試
官
の
監

督
の
手
が
入
る
こ
と
に
な

っ
た
。
三
月
二
十
四
日
起
案
の
伺
文
を
読
む
と
、
教

育
課
で
は
基
本
的
に
臨
試
官
が
問
題
を
全
て
選
定
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
乙
第

二
十
四
号
で
は
、
こ
の
他
に
学
級
試
験
の
優
等
生
の
判
定
基

準
が
九
十
五
点
以
上
と
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
前
述
し
た
通
り
、
明
治
十
七
年
の
部
分
改
正
後
も
試
験
不
正
の
問

題
は
鎮
静
化
し
な
か

っ
た
。
十
七
年
の

「
秋
田
県
年
報
」
に
は
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

又
試
験
中
臨
時
試
験
ヲ
施
行

ス
ル
ハ
往
々
弊
害
ア
リ
又
採
点
法
及
ヒ
発
問
等

ハ
各
校
区
々
二
渉
り
寛
厳

一
ナ
ラ
ス
徒

二
外
面

二
仮
飾

ス
ル
カ
如
キ
ハ
能
力

試
験
ノ
本
旨

二
一戻
レ
リ
此
等
ヲ
矯
正
セ
ン
ト
ス
ル
カ
為
メ
主
務
課
員
ヲ
臨
監

セ
シ
メ
問
題
井

二
採
点
法
ヲ
取
捨
改
定

ス
ル
等
該
規
則
ヲ
改
正
セ
ン
ト
シ
テ

目
下
計
画
中
ナ
リ

試
験
不
正
に
関
わ
る
問
題
点
と
し
て
、
採
点
法
と
発
間
が
各
校
ま
ち
ま
ち
で
寛

厳
に
差
が
有
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
乙
第

二
十
四
号
に
よ
る
改
正
も
、

改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
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「
発
間
」
即
ち
問
題
選
定
の
段
階
で
不
正
を
完
全
に
防
げ
な
か

っ
た
ら
し
い
。

乙
第
二
十
四
号
で
は
問
題
選
定
に
臨
試
官
の
点
検
が
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で

も
不
正
が
発
生
し
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
右
の

「
秋
田
県
年
報
」
中
で
は
、

弊
害
の
矯
正
の
た
め
、
主
務
課
員
即
ち
教
育
課
員
に
よ
る
巡
回
臨
試
が
計
画
さ

れ
て
い
る
。
教
育
課
員
の
派
遣
を
必
要
と
し
た
の
は
、
郡
吏
中
心
の
臨
試
態
勢

が
不
正
防
止
に
期
待
し
た
効
果
を
挙
げ
な
か

っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
十
八
年
二
月
十
六
日
、
乙
第
三
十
五
号
で
試
験
規
則
が
再
び
部
分
改
正

さ
れ
た
。
改
正
前
の
十
二
日
に
、
教
育
課
学
務
掛
の
西
宮
藤
長
が

「
小
学
校
試

験
規
則
改
正
削
除
ノ
義

二
付
」
を
起
案
し
て
い
る
。
そ
の
起
案
文
を
引
用
し
て

み
よ
う
。

各
小
学
校
試
験
ノ
義

ハ
従
来
其
規
則
ヲ
設
ル
ト
雖
モ
其
方
法
ノ
緩
急

二
依
リ

弊
害
無
キ
能

ハ
ス
シ
テ
虚
飾

二
属
ス
ル
者
亦
夕
少
カ
ラ
ス
就
テ
ハ
右
規
則
中

左
ノ
通
更
正
削
除
シ
且
ツ
執
務
者

二
対
シ
左

二
御
論
達
相
成
度
然

ル
ニ
今
般

本
課
十
七
年
度
旅
費
額
御
増
加
御
達

二
付
テ
ハ
本
課
員
ヲ
巡
回
臨
試
セ
シ
メ

一
層
教
育
上
ヲ
奨
励
相
成
度
ノ
見
込

二
付
右
改
正
按
及
御
諭
達
按
共
相
添
相

伺
候
也

不
正
防
止
の
た
め
規
則
を
改
正
す
る
他
、
執
務
者

へ
の
諭
達
も
行
う
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
管
内
論
達
を
必
要
と
す
る
段
階
ま
で
不
正
問
題
の
深
刻
化
し
て

い
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
教
育
課
の
十
七
年
度
旅
費
が
増
額
さ
れ
、

課
員
の
巡
回
臨
試
が
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
県
官
を
中
心

に
据
え
た
学
級
試
験
の
臨
試
態
勢
が
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
乙
第
二
十
五
号
で
の
改
正
内
容
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
改
正
の
第

一

五
〓
一

二
一二
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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の
特
徴
は
、
学
級
試
験
よ
り
比
較
試
験
的
一業
素
を
除
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
十

四
条
で

「
但
書
ヲ
削
除

ス
」
と
し
て
、
学
級
試
験
表
を
全
管
内
分
作
成
し
各
小

学
校
に
頒
布
す
る
こ
と
が
廃
止
さ
れ
た
。
校
長
や

一
般
訓
導
に
と

っ
て
も
、
過

酷
な
競
争
試
験
か
ら
の
解
放
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
教
育
課
員
の
巡
回
条
件
を
整
備
し
た
こ
と
で
あ
る
。
試
験

規
則
の
第
五
条
で
は
、
春
期
学
級
試
験
が
四
月
五
月
、
秋
期
が
十
月
十

一
月
の

実
施
と
さ
れ
て
い
る
。
実
施
時
期
が
二
箇
月
に
拡
大
さ
れ
た
の
は
、
教
育
課
員

の
巡
回
日
程
に
余
裕
を
持
た
せ
る
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
第
十
条
で
は
、

学
級
試
験
を
施
行
す
る
際
、
郡
役
所
の
通
達
で
ニ
ー
三
校
の
生
徒
を
便
宜
の
場

所
に
招
集
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
試
験
会
場
の
数
を
整
理
し
、

教
育
課
員
の
巡
回
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
第
十
二
条
で

は
、
郡
役
所
で
学
級
試
験
の
日
割
り
を

一
学
区
三
日
間
に
調
整
し
、
県
庁
に
提

出
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
も
、
教
育
課
員
の
巡
回
日
程
に
関
係
し
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。

第
三
の
特
徴
は
、
試
験
の
実
施
、
出
題
、
採
点
方
法
を
厳
正
に
し
た
こ
と
で

あ
る
。
第
八
条
で
は
、
月
次
試
験
実
施
の
際
、
受
持
教
員
を
換
え
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
第
九
条
で
は
、
学
級
試
験
実
施
の
際
、
他
校
の
校
長
か

首
坐
教
員
を
招
き
、
試
験
担
当
者
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
客
観
的
か
つ

公
正
に
試
験
を
実
施
す
る
た
め
で
あ
る
。
第

二
十

一
条
で
は
、
月
次
試
験
の
間

題
選
択
者
が
、
受
持
教
員
で
は
な
く
試
験
執
行
教
員
と
さ
れ
た
。
第
八
条
と
併

せ
て
見
る
と
、
受
持
教
員
を
月
次
試
験
か
ら
切
り
離
し
た
の
が
明
白
で
あ
る
。

ま
た
、
第

二
十
三
条
で
は
、
採
点
の
際
に
臨
試
官
の
指
図
を
受
け
る
こ
と
が
定

五
四

め
ら
れ
て
い
る
。
採
点
の
段
階
に
も
、
臨
試
官
の
指
導
の
手
が
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
他
、
乙
第
二
十
五
号
で
は
、
月
次
試
験
と
学
級
試
験
の
点
数
算
出
法
が

若
干
修
正
さ
れ
た
。

一
方
、
乙
第
二
十
五
号
の
二
日
後

（
二
月
十
八
日
）
に
通
達
さ
れ
た
教
第
二

号
で
は
、
郡
役
所
、
町
村
戸
長
役
場
、
学
務
委
員
事
務
取
扱
所
、
公
私
立
小
学

校
に
対
し
次
の
よ
う
に
諭
達
さ
れ
て
い
る
。

小
学
校
生
徒
其

一
期
間
ノ
学
業
進
否

ハ
専
ラ
試
験
ノ
緩
急

二
職
由
シ
軽
忽

ス

ヘ
カ
ラ
サ
ル
義

二
付
予
テ
試
験
規
則
ヲ
製
定
シ

一
般
其
定
則
ヲ
遵
守
セ
シ
メ

置
ク
ト
雖
ト
モ
各
地
其
校
ヲ
異

ニ
シ
各
校
其
人
ヲ
異

ニ
ス
ル
ヲ
以
テ

一
轍
ノ

途

二
出
ル
能

ハ
ス
或

ハ
緩
漫

二
流
レ
或

ハ
虚
飾

二
陥
り
生
徒
各
ソ
ノ
等
科
ヲ

卒
業
ス
ル
モ
或

ハ
其
学
カ
ヲ
充
実
ス
ル
能

ハ
サ
ル
者
有
之
哉

二
相
聞
得
候
就

テ
ハ
今
般
乙
第
三
拾
五
号
ヲ
以
テ
右
規
則
ヲ
更
正
削
除
シ
猶
ホ
自
後
学
級
試

験
ノ
節

ハ
春
秋
二
期
ノ
内

一
回
或

ハ
春
期
或

ハ
秋
期
本
県
教
育
課
員
ヲ
派
遣

シ
各
学
校

二
臨
監
セ
シ
メ
候
条
此
旨
ヲ
領
知
シ
平
素
ノ
教
育
ヲ
始
メ
月
次
学

級
ノ
両
試
験

二
於
テ
ハ
一
層
注
意
ヲ
加

へ
名
実
相
反
シ
表
裏
相
乖
ク
カ
如
キ

儀
無
之
様
可
致
此
旨
諭
達
候
事

諭
達
の
冒
頭
で
は
、
小
学
校
教
育
に
お
け
る
試
験
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
郡
役
所
他

へ
再
確
認
し
た
所
か
ら
、
不
正
問
題
の
深
刻
さ
が
読
み

取
れ
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
春
期
秋
期
二
回
の
学
級
試
験
の
う
ち

一
回
は
教

育
課
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
乙
第
三
十
五
号
の
規

程
を
補

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



明
治
十
七
年
の
乙
第
二
十
五
号
と
教
第
二
号
に
よ
り
、
教
育
課
員
が
学
級
試

験
を
巡
回
臨
試
す
る
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
十
八
年
度
の

学
級
試
験
に
お
い
て
は
、
教
育
課
員
の
巡
回
臨
試
が
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
。
教
育
課
報
告
掛
の
高
橋
勝
衛
が
、
十
八
年
六
月
二
十
七

日
に
春
期
学
級
試
験
の
臨
試
状
況
に
関
し

「
南
秋
田
外
五
郡

へ
照
会
ノ
件
」
を

起
案
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
試
験
不
正
の
発
生
し
た
小
学
校
の
名
を
郡
長

に
通
達
し
、
厳
重
な
監
督
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
教
育
課
が
不
正
発
生
校
に

対
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
処
分
を
行
な

っ
た
か
が
分
か
る
。

教
育
課
の
不
正
防
止
対
策
は
、
学
級
試
験
に
お
け
る
競
争
性
の
緩
和
と
、
臨

試
態
勢
の
強
化
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

２
　
試
験
不
正
の
発
生
原
因

学
級
試
験
の
実
施
は
、
教
育
課
員
を
巡
回
臨
試
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す

る
こ
と
で
、
厳
正
さ
を
取
り
戻
し
た
よ
う
で
あ
る
。
臨
試
態
勢
が
、
学
制
期
の

大
試
験
の
頃
に
立
ち
戻

っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
明
治
十
六
年
の
試
験
規

則
の
段
階
で
、
県
庁
の
教
育
課
員
を
巡
回
臨
試
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た

の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

明
治
十
六
年
八
月
の
試
験
規
則
改
正
に
先
立
ち
、
二
月
に
教
育
課
長
の
頓
野

馬
彦
が
改
正
の
青
写
真
を
示
し
て
い
る
。
頓
野
は
予
算
関
係
の
公
文
書
の
中
で
、

「
春
秋
期
日
ヲ
定
メ
郡
吏
県
官
及
師
範
学
校
教
員
等
立
会
巡
回
教
員
ヲ
シ
テ
定

期
ノ
試
験

ヲ
施
行

シ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
教
育
課
で
は
、
当
初
、
セ
一期

（学

級
）
試
験
に
県
官
や
師
範
学
校
教
員
も
臨
席
さ
せ
る
案
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
ま
た
、
巡
回
教
員
に
よ
る
試
験
執
行
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
当

改
正
教
育
今
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ｈ

初
の
構
想
で
は
、
厳
正
な
臨
試
態
勢
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
四
月
二
十
日
の
通
常
県
会
の
決
議
で
、
明
治
十
六
年
度
地
方
税

予
算
の
教
育
費
よ
り
巡
回
訓
導
費
が
全
額
削
除
さ
れ
た
。
巡
回
教
員
に
よ
る
試

験
執
行
は
、
予
算
的
裏
付
け
を
失

っ
た
。

県
官
と
師
範
学
校
教
員
を
、
県
内
各
郡
に
年
二
回
派
遣
す
る
の
も
困
難
だ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
十
六
年
の
乙
第
九
十
号
で
は
学
級
試
験
の
臨
試
に
つ

い
て
定
め
ら
れ
ず
、
約
二
か
月
を
経
て
、
丙
第
二
百
三
十
六
号
で
各
郡
役
所
に

関
係
通
達
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
時
に
は
郡
吏
中
心
の
臨
試
体
制
が
設
定
さ
れ
、

県
官
に
つ
い
て
は
臨
試
の
可
能
性
が
示
さ
れ
る
に
留
ま

っ
て
い
る
。
秋
期
学
級

試
験
が
実
施
さ
れ
る
直
前
ま
で
、
県
官
の
臨
試
が
検
討
さ
れ
る
も
、
遂
に
郡
吏

を
中
心
に
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

で
は
何
故
、
県
官
を
学
級
試
験
の
際
に
巡
回
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
だ

っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
学
制
期
の
大
試
験
の
場
合
と
比
較
し
て
考
え
て
み
た
い
。

「
学
制
」

で
は
、
大
試
験
時
の
官
吏
臨
席
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
明
治
九

年
の
秋
田
県

「
小
学
生
徒
試
験
手
続
」
で
は
、
第
五
課
学
務
掛
員
と
太
平
学
校

訓
導
の
大
試
験
臨
席
が
定
め
ら
れ
た
。
県
の
学
務
担
当
課
の
事
務
簿
に
は
掛
員

の
大
試
験
派
遣
に
関
す
る
公
文
書
が
見
ら
れ
、
県
官
の
巡
回
臨
試
を
裏
付
け
て

い
る
。

大
試
験
は
各
等
科
の
卒
業
試
験
で
あ
り
、
年

一
回
の
実
施
で
あ

っ
た
。
ま
た
、

各
等
科

一
級
の
修
了
生
徒
の
み
を
対
象
と
し
、
全
校
生
徒
が
受
験
し
た
訳
で
は

な
か

っ
た
◇
そ
の
た
め
学
制
期
に
は
、
小
区
内
の
各
校
生
徒
を
首
部
校
に
集
合

し
、
大
試
験
を
合
同
で
実
施
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
首
部
校
は
、
明
治
八
年

五
五



改
正
教
育
今
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ｈ

以
降
、
県
内
四
八
小
区
に

一
校
ず

つ
置
か
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
大
試
験
の
会

場
は
四
八
箇
所
に
整
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
県
官
は
、
年

一
回
、
分
担

し
て
四
八
会
場
を
巡
回
す
れ
ば
良
か

っ
た
の
で
、
負
担
も
比
較
的
少
な
か

っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
比
し
、
学
級
試
験
は
各
級
の
進
級
試
験
で
あ
り
、
年
二
回
、
半
年
ご

と
の
実
施
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
各
等
科
各
級
の
修
了
生
徒
を
対
象
と
し
、
全
校

生
徒
が
受
験
す
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
受
験
生
徒
の
人
数
が
逢
か

に
多
く
、
数
校
合
同
の
試
験
実
施
は
不
可
能
に
近
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
十
六
年
乙
第
九
十
号
の
中
で
も
、
試
験
会
場
の
数
を
整
理
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
て
い
た
。
試
験
規
則
改
正
の
目
的
は
、
第
二
章
２
節
で
述
べ
た
通
り
、

学
級
試
験
の
期
日
と
場
所
を
固
定
し
、
県
官
臨
試
の
便
宜
を
は
か
る
こ
と
に
在

っ

た
。
そ
の
た
め
、
学
級
試
験
の
際
に
は
、
各
学
区
の
本
校
に
分
校
の
生
徒
が
集

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
六
年
の
時
点
で
県
内
に
は
二
六
三
の
学
区

が
存
在
し
て
い
た
。　
一
学
区
内
に
数
校
の
本
校
も
設
置
出
来
た
た
め
、
本
校
の

数
は
二
六
三
を
越
え
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
数
で
は
、
県
官
が
全
部
の

試
験
会
場
を
巡
回
す
る
の
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
の
た
め
、
十
六
年
か
ら
の
学

級
試
験
で
は
、
郡
吏
を
中
心
に
臨
試
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
十
六
年
九
月
の
丙
第
三
百
三
十
六
号
で
は
、
教
育
課
員
の
巡
回
臨
試
に

つ
き
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
後
に
、
学
級
試
験
の
分
校
で
の

実
施
許
可
を
求
め
る
陳
情
が
各
郡
長
か
ら
相
次
い
で
提
出
さ
れ
た
。
遠
隔
地
の

分
校
生
徒
に
と
り
、
本
校

へ
の
集
合
が
非
常
な
負
担
に
な
る
こ
と
が
多
か

っ
た

た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
十

一
月
七
日
の
九
郡
長

へ
の
通
達
で
、
生
徒
の
集

五
六

合
が
困
難
な
場
合
、
本
校
以
外
に
試
験
会
場
を
設
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
試
験
会
場
の
数
が
増
え
、
ま
す
ま
す
県
官
の
巡
回
に
は
不
都
合
な

状
況
と
な

っ
た
。
十
八
年
の
規
則
改
正
で
は
、
県
官
の
巡
回
を
春
期
秋
期
の
う

ち

一
回
と
し
て
巡
回
校
数
が
半
分
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
に
よ

っ
て
、

漸
く
県
官
の
巡
回
臨
試
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

県
官
に
よ
る
臨
試
が
困
難
だ

っ
た
こ
と
は
、
秋
田
県
の
試
験
規
則
が
卒
業
試

験
廃
止
型
だ

っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
卒
業
試
験
廃
止
型
の
試

験
規
則
を
設
定
し
た
他
府
県
に
つ
い
て
、
進
級
試
験
で
の
臨
試
態
勢
を
見
て
み

よ
う
。

「
文
部
省
日
誌
」
を
見
る
と
、
東
京
府
と
、
山
形
、
千
葉
、
岐
阜
、
滋

賀
、
福
井
、
鳥
取
、
愛
媛
、
熊
本
の
八
県
が
卒
業
試
験
を
廃
し
て
い
る
。

東
京
府
と
鳥
取
県
の
試
験
規
則
に
は
、
臨
試
に
関
す
る
規
程
が
無
い
。
千
葉

県
の
場
合
は
、
教
育
課
員
及
び
師
範
学
校
教
員
、
学
区
内
戸
長
お
よ
び
学
務
委

員
の
定
期
試
験

へ
の
臨
席
が
規
程
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
教
育
課
員
と
師
範
学

校
教
員
に
つ
い
て
は
、

「
時
宜

二
依
り
立
会
ヲ
ナ
サ
ｋ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
六
県
の
試
験
規
則
で
は
、
郡
吏
と
学
務
委
員
の
定
期
試

験

へ
の
臨
席
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
山
形
、
岐
阜
、
福
井
の
三
県
で

は
、
学
務
担
当
の
県
官
や
師
範
学
校
教
員
を
派
遣
す
る
可
能
性
も
示
さ
れ
て
い

る
。
秋
田
県
の
臨
試
体
制
は
、
こ
の
三
県
の
ケ
ー
ス
に
近
い
。

卒
業
試
験
廃
止
型
の
試
験
規
則
を
設
定
し
た
府
県
で
は
、
県
官
を
進
級
時
の

試
験
に
常
時
派
遣
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
規
程
は
見
当
た
ら
な
い
。
や
は
り
、

秋
田
県
同
様
、
人
員
的
に
無
理
が
有

っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
等
級
制
が
続

く
中
で
卒
業
時
の
試
験
を
廃
し
た
こ
と
は
、
半
年
ご
と
の
進
級
試
験
に
そ
の
役



割
も
兼
ね
さ
せ
た
意
味
を
持

つ
。
学
制
期
の
試
験
制
度
に
比
べ
変
則
的
な
形
と

な

っ
た
。
だ
が
、
進
級
試
験
の
意
味
は
学
制
期
よ
り
重
く
な
り
、
そ
れ
に
応
じ

た
厳
正
さ
も
必
要
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
秋
田
県
の
場
合
は
、
進
級
試
験
の
成
績

を
比
較
表
で
全
県
に
公
表
し
た
の
で
、
学
校
現
場
に
と

っ
て
非
常
に
重
要
な
試

験
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
半
年
ご
と
各
小
学
校
の
生
徒
全
員
を

対
象
に
実
施
す
る
進
級
試
験
に
、
卒
業
試
験
と
同
じ
監
督
体
制
を
敷
く
の
は
困

難
で
あ

っ
た
。
変
則
的
な
試
験
制
度
に
な

っ
た
た
め
、
厳
正
な
競
争
試
験
を
維

持
す
る
た
め
の
監
督
人
員
を
従
来
通
り
配
置
で
き
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
監
督
体
制
に
隙
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
中
、
秋
田
県
で
は
学
事
奨
励
の
目
的
か
ら
、
進
級
時
の
学
級
試
験

の
競
争
性
が
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
学
校
現
場
の
校
長
や
訓
導
に
と

っ

て
は
大
き
な
負
担
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
試
験
成
績
の
比
較
表
に
よ
る

公
表
は
、
教
員
個
人
の
指
導
能
力
に
つ
い
て
優
劣
が
比
較
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

し
た
。
そ
の
た
め
、
教
員
達
は
他
校
と
の
成
績
競
争
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
結
果

に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
教
育
課
が
当
初
か
ら
比
較
表
の
配
布
に
期
待
し
て
い
た

効
果
だ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
学
級
試
験
で
他
校
と
の
成
績
競
争
に
勝

つ
の
は
至
難
だ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
比
較
試
験
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
受
験
す
る
の
は
選
ば
れ
た
優
等
生
の
み

で
あ

っ
た
。
教
員
は
優
等
生
だ
け
を
指
導
す
れ
ば
、
比
較
試
験
で
良
好
な
成
績

を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
学
級
試
験
の
場
合
は
、
生
徒
全
員

が
受
験
し
、
そ
の
成
績
結
果
が
他
校
と
比
較
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
教
員
の

身
に
す
れ
ば
、
受
持
生
徒
の
全
員
を
受
験
指
導
し
及
第
さ
せ
る
責
務
を
負
わ
さ

改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
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則
　
Ｈ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
受
持
教
員
の
姓
名
が
郡
役
所
に
把
握
さ
れ
た
た
め
、
試
験

の
出
来
不
出
来
は
進
退
問
題
に
も
関
わ

っ
て
い
た
。
教
育
課
が
、
新
教
則
を
早

期
に
県
内
に
定
着
さ
せ
る
た
め
、
意
図
的
に
緊
張
感
を
高
め
た
可
能
性
も
有
り

得
る
。
し
か
し
、
現
場
の
教
員
は
、
他
校
と
の
成
績
競
争

で
追
い
詰
め
ら
れ
る

形
に
な

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

明
治
十
六
年
の
秋
期
学
級
試
験
か
ら
、
試
験
結
果
が
全
管
内
比
較
表
に
ま
と

め
ら
れ
各
校
に
配
付
さ
れ
た
。
第

一
章
で
紹
介
し
た
菊
地
節
三
の
建
言
書
に
は
、

秋
期
試
験
で
の
不
正
発
生
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に

「
競
争

シ
テ
多
ク

優
生
ヲ
出
ス
ノ
弊
」
と
あ

っ
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
。
教
員
が
不
正
を
行
う

原
因
に
、
他
校
と
の
成
績
競
争
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
比
較
表
に
よ
る
教
員

へ

の
締
め
付
け
が
、
不
正
発
生
を
促
し
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
こ
と
よ
り
、
改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
の
試
験
規
則
は
、
厳
正
な
監

督
体
制
を
敷
け
な
い
ま
ま
競
争
性
の
み
を
強
化
し
た
結
果
、
試
験
不
正
を
誘
発

し
た
も
の
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
競
争
試
験
の
属
性
に
も
関
わ

っ
て
お

り
、
厳
し
い
競
争
が
緩
い
監
督
の
下
で
行
な
わ
れ
た
た
め
不
正
発
生
は
必
然
だ

っ

た
と
言
え
る
。
試
験
制
度
の

「
過
渡
期
の
ひ
ず
み
」
は
、
具
体
的
に
は
右
の
よ

う
な
形
で
弊
害
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
は
、
競
争
試
験
の
自
己
目
的

化
が
進
み
、
各
府
県
で
競
争
の
過
熱
や
不
正
の
発
生
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
背
景
と
し
て
、
教
育
関
係
者
の
意
識
が
学
制
期
以
来
の
競
争
主
義
に
あ

っ
た

こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
秋
田
県
の
明
治
十
六
年
の
試
験
規
則
は
、
各
校
の
競
争

を
促
し
新
教
則
を
早
期
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
学

五
七
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校
現
場
の
教
員
達
も
、
競
争
主
義
か
ら
脱
け
出
せ
な
い
で
い
た
ら
し
い
。
前
記

し
た
菊
池
節
三
の
建
言
書
で
は
、
試
験
不
正
が
報
告
さ
れ
た

一
方
、
学
事
振
興

策
と
し
て
比
較
試
験
法
の
復
活
が
要
望
さ
れ
て
い
る
。
同
年
二
月
に
、
雄
勝
郡

第
廿
学
区
山
田
小
学
校
校
長
の
井
上
和
作
も
建
言
書
を
提
出
し
、
そ
の
中
で
も

比
較
試
験
の
実
施
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
比
較
試
験
は
競
争
試
験
の
最
た
る
も

の
で
あ
り
、
教
員
達
の
意
識
も
県
の
学
務
担
当
に
近
か

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
の
試
験
規
則
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
下
で
作
成
さ

れ
た
た
め
、
競
争
性
が
過
度
に
強
め
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

３
　
県
教
育
行
政

へ
の
影
響

最
後
に
、
試
験
不
正
の
多
発
が
、
改
正
教
育
令
期
の
県
教
育
行
政
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
考
え
て
み
た
い
。

秋
田
県
で
は
、
改
正
教
育
令
を
実
施
す
る
教
育
施
策
が
、
明
治
十
四
年
以
降
、

年
度
ご
と
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
第

一
部
で
も
述
べ
た
が
、

「
文
部
省
年
報
」

の

「
秋
田
県
年
報
」
で
は
、
十
四
年
が
諸
法
規
の
草
案
作
成
、
十
五
年
が
諸
法

規
の
制
定
、
十
六
年
が
実
施
着
手
の
段
階
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

十
六
年
に
は
、
松
方
財
政
に
因
る
全
国
的
な
不
況
が
起
こ
り
、
秋
田
県
の
経
済

も
影
響
を
被

っ
た
。
こ
の
年
、
県
会

で
は
公
学
費
の
削
減
が
唱
え
ら
れ
、
地
域

で
は
教
育
費
の
滞
納
者
が
増
加
し
た
。
改
正
教
育
令
の
実
施
着
手
の
年
に
、
経

済
的
問
題
か
ら
教
育
行
政
が
遅
滞
す
る
事
態
に
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
じ

年
に
試
験
不
正
が
県
内
に
蔓
延
し
た
の
で
あ
る
。
教
育
行
政
に
と

っ
て
は
、
二

重
の
打
撃
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

明
治
十
七
年
の

「
秋
田
県
年
報
」

で
は
、
十
七
年
は
諸
法
規
の
実
行
督
励
の

五
八

段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
不
況
の
影
響
で
、
改
正
教
育
令
の
実
施
が
困

難
な
状
況
に
在

っ
た
こ
と
が
背
景
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
年
に
試
験
規
則
も
部

分
改
正
さ
れ
た
が
、
不
正
は
後
を
断
た
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
第

一
章
で
述
べ

た
通
り
、
十
八
年
に
は
試
験
秩
序
の
回
復
が
緊
急
課
題
に
な

っ
て
い
た
。
秋
田

県
内
の
小
学
校
の
試
験
秩
序
は
、
改
正
教
育
今
期
を
通
じ
て
混
乱
し
続
け
た
こ

と
に
な
る
。

試
験
秩
序
の
混
乱
は
、
試
験
に
基
づ
く
等
級
制
を

「
骨
抜
き
」
に
近

い
状
態

に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
生
徒

へ
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
定
着
が
不

十
分
な
状
態
と
な

っ
た
。
改
正
教
育
令
体
制
の
か
な
め
は
、
文
部
省
の

「
小
学

校
教
則
綱
領
」
に
準
拠
し
た
教
則
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、

試
験
不
正
の
蔓
延
で
妨
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
不
正
の
多
発
は
、
試
験
方
法
の
改
良
運
動
が
秋
田
県
で
盛
り
上
が
る

際
の
障
害
に
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
第

一
部
で
も
紹
介
し
た
が
、
天
野
正

輝
氏
は
、
明
治
十
八
年
の
長
野
県

「
小
学
校
各
等
科
試
業
法
」
に
お
い
て
、
開

発
主
義
教
授
法
に
基
づ
く
授
業
改
良
を
目
的
に
変
革
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
試
業
法
で
は
、
出
題
方
法
が
授
業
課
程
に
即
し
た
形
に

改
善
さ
れ
て
い
る
。
算
術
の
場
合
、

「
推
理
カ
ト
実
地
応
用
ト
ヲ
試
ム
ル
ニ
足

ル
ヘ
キ
」
問
題
を
選
定
す
る
規
程
で
あ
る
。
改
正
教
育
令
期
の
長
野
県
で
こ
の

よ
う
な
試
験
規
則
が
作
ら
れ
た
の
は
、
当
時
、
試
験
法
の
改
良
で
授
業
法
も
改

良
す
べ
し
と
の
意
見
が
各
地
で
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
天
野
氏

は
、
改
正
教
育
令
に
基
づ
く
小
学
教
則
と
試
験
規
則
が
出
そ
ろ

っ
た
明
治
十
六

年
頃
か
ら
、
教
育
会
雑
誌
に
教
授
法
と
試
験
と
の
関
連
を
論
じ
た
文
章
が
発
表



さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
秋
田
県
で
は
、
教
員
の
中
か
ら
改
良
運
動
が
盛
り
上
が

っ
た
形

跡
を
県
庁
文
書
の
記
録
か
ら
発
見
出
来
な
い
。
試
験
不
正
が
学
校
現
場
に
蔓
延

し
た
状
況
で
は
教
員
の
意
識
も
低
下
し
、
積
極
的
な
改
良
運
動
を
行
う
気
運
は

生
ま
れ
難
く
な

っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
菊
地
節
三
や
伊
藤
兵
吉
ら
の

建
言
も
、
試
験
に
関
し
て
は
不
正
の
取
締
り
と
い
う
次
元
の
意
見
に
留

っ
て
い

Ｚり
。不

正
が

一
般
化
し
た
異
常
な
状
況
で
な
け
れ
ば
、
教
員
の
中
か
ら
試
験
改
良

の
運
動
が
起
き
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
明
治
十
六
年
に
、
北
秋
田
郡

第

二
学
区
綴
子
小
学
校
の
校
長
石
井
修
太
郎
が
、
学
校
現
場

へ
の
理
化
学
教
育

器
具
の
普
及
策
を
建
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
徒
に
実
際
の
器
具
に
触
れ
さ

せ
、
耳
目
を
以
て
理
解
さ
せ
る
た
め
で
、
開
発
教
授
法
の
考
え
方
に
基
づ
い
て

い
た
。
当
時
、
秋
田
県
内
の
教
員
に
も
、
開
発
教
授
法
の
影
響
が
及
ん
で
い
た

例
で
あ
る
。
不
正
の
蔓
延
は
、
教
員
が
開
発
教
授
法
に
基
づ
き
試
験
改
良
を
考

え
る
機
会
を
妨
げ
た
。
だ
が
、
不
正
発
生
の
原
因
が
過
度
な
競
争
試
験
に
あ

っ

た
と
す
れ
ば
、
競
争
主
義
の
過
熱
が
改
良
運
動
の
普
及
を
妨
げ
た
と
も
言
え
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
内
で
試
験
不
正
が
多
発
し
た
こ
と
は
、
学
制
期
に

導
入
さ
れ
た
試
験
制
度
の
理
念
型
が

一
部
崩
れ
、
厳
正
な
試
験
実
施
を
維
持
す

る
シ
ス
テ
ム
に
緩
み
が
生
じ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
等
級
制
が
厳
正
な
試
験

改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
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制
度
に
基
づ
き
維
持
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
競
争
の
自
己
目
的
化
に
よ
る
不

正
の
発
生
は
あ
る
程
度
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
秋
田
県
で
は
改
正
教
育
令
期
に
、

そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
と
言
え
る
。
試
験
制
度
の
緩
み
は
等
級
制
の
緩
み
を

も
意
味
し
て
お
り
、
進
級
制
度
が
学
年
制

へ
移
行
す
る

「
過
渡
期
」
の
現
象
と

し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
等
級
制
と
試
験
は
不
可
分
の
関
係
に
あ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
改
正
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
の
試
験
に
つ
い
て
は
、

競
争
の
過
熱
や
授
業
改
良
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
時

期
に
つ
い
て
は
、
進
級
制
度
お
よ
び
試
験
制
度
の

「
過
渡
期
」
と
し
て
考
え
る

こ
と
も
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
、
改
正
教
育
令
期
の
試
験
制
度
に
つ
き
、

柳
か
な
り
と
新
た
な
視
点
を
呈
示
で
き
た
と
す
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

註
（
１
）
　
天
野
郁
夫

『試
験
の
社
会
史
』

（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
三
年
）
一
八
九

―

一
九
二
頁

明
治
十
七
年

「
教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
学
事
之
部
壱
番

拙
稿

「
改
正
教
育
令
期
の
秋
田
県
小
学
校
試
験
規
則
　
Ｉ
」

（秋
田
県
公
文
書

館

『
研
究
紀
要
』
第
五
号
、　
一
九
九
九
年
）

同同
、
明
治
十
六
年
の
試
験
規
則
改
正
過
程
に
お
い
て
、
文
部
省
の
指
導
に

よ
り

「
定
期
試
験
」
が

「
学
級
試
験
」
に
改
称
さ
れ
た
。

（
６
）

明
治
十
七
年

「
教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
学
事
之
部
壱
番
　
学
事
協
議
会
は
、

明
治
十
七
年
二
月
八
日
に
、
各
郡
長
と
学
務
担
当
の
郡
書
記
を
県
庁
に
召
集
し

て
開
催
さ
れ
、
町
村
教
育
費
の
問
題
を
中
心
に
諮
間
が
行
な
わ
れ
た
。五

九

5  4     3  2
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（
７
）
　

明
治
十
七
年

「秋
田
県
布
達
集
」
複
製
本
６９
　
所
収

（
８
）
　

明
治
十
七
年

『
文
部
省
第
十
二
年
報
」
二
冊

（宣
文
堂
書
店
、　
一
九
六
六
年
）

二
六
三
頁

（
９
）
　

明
治
十
八
年

「
本
県
達
留
」
所
収

（
１０
）
　

明
治
十
八
年

『
又
部
省
第
十
二
年
報
」
二
冊

（宣
文
堂
書
店
、　
一
九
六
七
年
）

二
五
六
２
三
五
七
百

（
１１
）
　

明
治
九
年
　
本
県
達
書
留
」
所
収

（
‐２
）
　

明
治
九
年

「
本
県
達
書
留
」
所
収

（
‐３
）
　

明
治
↑
六
年

一
教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
学
事
之
部
二
番

（
・４
）

明
治
十
四
年

「
法
令
全
書
」
所
収

（
‐５
）
　

明
治
十
五
年

「
本
県
布
達
留
」
所
収

（
‐６
）
　

明
治
十
五
年

「
本
県
達
書
留
」
所
収

（
‐７
）
　

明
治
十
六
年

「
教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
学
事
之
部
二
番

（
‐８
）
　

明
治
十

一
年

「
本
県
達
書
留
」
所
収

（
‐９
）
　

明
治
十
三
年

「
本
県
達
留
」
所
収

（
２０
）
　

明
治
十
七
年

「
教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
学
事
之
部
壱
番

（
２‐
）
　

明
治
十
七
年

『
文
部
省
第
十
二
年
報
』
二
冊
　
一
Ｉ
全
二
頁

（
２２
）
　

明
治
十
八
年

「
教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
学
事
之
部
全

（
２３
）
　

明
治
十
八
年
乙
第
三
十
五
号
の
部
分
改
正
に
よ
り
、
第
十

一
条
以
後
が

一
条
ず

つ
ず
れ
た
結
果
、
第
十
三
条
が
第
十
四
条
と
な
っ
た
。

（
２４
）
　

明
治
十
八
年

「
本
県
布
達
留
」
所
収

（
２５
）
　

明
治
十
八
年

「
教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
教
員
以
下
進
退
之
部
二
番

（
２６
）
　

「
十
六
年
度
県
会

二
関
ス
ル
決
議
書
類
」

（
２７
）
　

明
治
十
六
年

「
秋
田
県
通
常
会
議
日
誌
」
第
五
号

（
「
秋
田
県
議
会
会
議
録
」

複
製
本
２２
　
所
収
）

（
２８
）
　

明
治
十

一
年

「
第
五
課
学
務
掛
事
務
簿
」
教
員
生
徒
進
退
ノ
部
壱
番
、
弐
番
、

三
番
、
四
番
、
五
番
、
六
番
、
明
治
十

一
年

「
学
務
課
督
学
掛
事
務
簿
」
教
員

生
徒
進
退
ノ
部
壱
番
、
弐
番
、
明
治
十
二
年

「
学
務
課
督
学
掛
事
務
簿
」
教
員

六
〇

生
徒
進
退
ノ
部
二
番
、
四
番
、
五
番

（
２９
）

明
治
十
年

『
文
部
省
第
五
年
報
』

一
冊
　
一
七
頁
、

「
県
内
小
学
区
中
地
理
便

に
し
て
就
学
生
徒
多
く
且
教
場
ノ
体
裁
略
備

ハ
レ
ル
学
校
ヲ
選
ヒ
テ
之
ヲ
小
学

首
部
校
卜
称
シ
全
菅
中

二
四
十
八
首
部
ヲ
置
キ
そ
近
方
ノ
学
校
ヲ
シ
テ
之

二
隷

属
セ
シ
メ
県
官
出
テ
生
徒
ヲ
試
験
ス
ル
ノ
ロ
ハ
此

二
隷
属
セ
ル
学
校
等
ノ
生
徒

ヲ
集
合
ス
ル
等
ノ
便

二
供
シ
…
」

（
３０

）

（
３．

）

（
３２

）

（
３３

）

（
３４

）

（
３５

）

乙
第
十
八
番

（明
治
八
年

「
本
県
達
書
留
」
所
収
）

明
治
十
五
年

一
月
二
十
日
の
甲
第
四
号

（明
治
十
五
年

「
本
県
布
達
留
」
所
収
）

で
県
内
に
三
〇

一
学
区
が
設
置
さ
れ
た
が
、
十
二
月
九
日
の
無
号
廿
四

（
明
治

十
五
年

「
本
県
達
留
」
所
収
）
で
二
六
三
学
区
に
整
理
さ
れ
た
。

明
治
十
五
年
乙
第
二
号

（
明
治
十
五
年

「
本
県
達
留
」
所
収
）

明
治
十
六
年

「
教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
学
事
之
部
二
番

司

「
文
部
省
日
誌
」
明
治
十
五
年
第
十
九
号
、
明
治
十
四
年
第
三
十
三
、
二
十

一

号
、
明
治
十
五
年
第
二
十
二
、
四
十
二
、
四
十
六
、
五
十
二
、　
百
万
、
明
治
十

四
年
第
十
五
号

（
３６
）

明
治
十
五
年

『
文
部
省
第
十
年
報
』
二
冊

（宣
文
堂
書
店
、　
一
九
六
六
年
）

五

一
二
頁
、
明
治
十
六
年

『
文
部
省
第
十

一
年
報
』
二
冊

（宣
文
堂
書
店
、　
一

九
六
六
年
）
　

四
五
七
頁

（
３７
）

明
治
十
六
年

『
文
部
省
第
十

一
年
報
』
二
冊
　
四
六
八
頁

（
３８
）

明
治
十
七
年

『
文
部
省
第
十
二
年
報
』
二
冊
　
一
三
ハ
○
頁

（
３９
）

天
野
正
輝

「
教
育
今
期

（
１
９
７
９
２
１
８
８
５
）
に
お
け
る
授
業
改
良
と
試

験
法
」

（
「
京
都
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
」
３４

　ヽ
一
九
八
八
年
）

（
４０
）
　

明
治
十
七
年

「教
育
課
学
務
掛
事
務
簿
」
学
事
之
部
壱
番
、

『
秋
田
県
教
育
史
』

第
五
巻
通
史
編

一
　

一一一五

一
―
三
五
二
頁

（
４．
）

斎
藤
、
前
揚
書
、
天
野
正
輝
、
前
掲
論
文

（公
文
書
課
専
門
員
　
し
ば
た
　
と
も
あ
き
）



《
史
料
紹
介
》

は

じ

め

に

元
禄
期
の
秋
田
藩
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇

一
）
に
会
所
政
治

が
実
施
さ
れ
、
家
老
や
三
奉
行
な
ど
要
職
に
よ
る
合
議
制
に
移
行
し
た
こ
と
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る
一
考
察

カロ

日
日

宏

こ
れ
に
よ
り

一
貫
し
た
方
針
に
基
づ
く
政
務

ｏ
財
務
の
遂
行
が
可
能
と
な
り
、

延
宝

ｏ
天
和
期
よ
り
続
く
窮
迫
し
た
財
政
事
情
に
小
康
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
た

こ
と
な
ど
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
会
所
政
治
の
実
施
に
先
立
ち
、
秋

田
藩
で
は
元
禄
十
年
に
文
書
改
奉
行
に
任
じ
ら
れ
た
岡
本
又
太
郎
元
朝
や
、
中

村
又
左
衛
門
光
得
ら
を
中
心
と
し
て
修
史
事
業
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事

業
に
つ
い
て
は
、

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
過
程
の
検
討
を
中
心
に
多
く

の
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
、
修
史
事
業
の
主
目
的
で
あ
る

「
佐
竹
家
譜
」
編

纂
の
過
程
で
、
家
臣
団
に
対
し
系
図
や
伝
来
文
書
の
提
出
が
度

々
命
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
提
出
さ
れ
た
系
図

・
文
書
に
対
し

真
偽
の
検
討
が
な
さ
れ
た
の
ち

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
や

「
諸
士
系
図
」
な
ど

が
ま
と
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
編
纂
過
程
や
文
書
の
提
出
状
況
を

よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
に
は
、
当
時
提
出
さ
れ
た
系
図
や
伝
来
文
書
そ
の
も
の

の
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
当
館
が
所
蔵
す
る

「
元
禄
家
伝
文
書
」
と
呼

ば
れ
る
史
料
群
の
整
理

・
分
析
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
元
禄
家
伝

工（
一

2   12   1

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る

一
考
察

は
じ
め
に

元
禄

・
宝
永
期
の
秋
田
藩
家
臣
団

宝
永
五
年
分
限
帳
の
分
析
に
つ
い
て

所
預

・
組
下
預
の
変
遷
に
つ
い
て

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
概
要

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
成
立
過
程

系
図
提
出
状
況
に
つ
い
て

元
禄
十

一
年
の
角
館
の
系
図
提
出
に
つ
い
て

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
伝
来
過
程

お
わ
り
に



「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る
一
考
察

文
書
」
は
、
秋
田
藩
の
家
臣
団
の
系
図
を
膨
大
に
含
む
こ
と
か
ら
、
非
常
に
利

用
頻
度
の
高
い
史
料
群
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
史
料
群
と
し
て
の
検
討
は
ほ
と

ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
概
要
を

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
当
時
の
修
史
事
業
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
加
え
る
。

一　

元
禄

・
宝
永
期
の
秋
田
藩
家
臣
団

―
　
宝
永
五
年
分
限
帳
の
分
析
に
つ
い
て

は
じ
め
に
、
元
禄

・
宝
永
期
の
秋
田
藩
家
臣
団
に
つ
い
て
み
る
。

秋
田
藩
の
家
臣
団
構
成
に
つ
い
て
は
、

「
分
限
帳
」
と
呼
ば
れ
る
史
料
に
基

づ
き
、
藩
政
初
期
段
階
の
慶
長
期

ｏ
寛
永
期
と
、
幕
末
嘉
永
期
の
状
況
が
す
そ

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
当
館

で
も
、
戦
国
期
の
浅
利
氏
や
秋
田
氏
の
家
臣

団
の
分
限
帳
、
常
陸
時
代
の
佐
竹
家
臣
団
の
分
限
帳
な
ど
を
含
む
、
多
く
の
分

限
帳
を
所
蔵
し
て
い
る
。
し
か
し
、
作
成
年
代
が
不
明
な
写
本
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
り
、
記
載
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
多
少
の
吟
味

ｅ
検
討
を
要
す
る
も
の
が
多

い
。
本
章
で
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
分
限
帳
の
う
ち
、

「
佐
竹
藩
御
家
中
井
在
々

寺
社
領
石
高
控
」
（
以
下

「
石
高
控
」
）
と
い
う
史
料
を
用
い
て
、
修
史
事
業
が

進
め
ら
れ
た
当
時
の
家
臣
団
構
成
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。

「
石
高
控
」
は
、
東
山
文
庫
に
所
収
さ
れ
る
写
本
の
分
限
帳
で
あ
る
。
そ
の

様
式
は
、
城
下
町
久
保
田
と
、
久
保
田
以
外
に
家
臣
が
置
か
れ
た
在
町
ご
と
に
、

知
行
高
の
順
に
家
臣
名
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
記
載
さ
れ
る
家
臣
に
足
軽
や
陪

臣
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

一
般
的
に
み
ら
れ
る
秋
田
藩
の
分
限
帳
の
様

一（
二

式
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
巻
末
に

「‐宝
永
五
年
調
査
」

の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
写
本
で
は
あ
る
が
、
宝
永
五
年

（
一
七
〇
八
）
時

点
に
お
け
る
家
臣
団
構
成
を
ま
と
め
た
史
料
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「
石
高
控
」
の
内
訳
を
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
ま
た
、
家
臣
数

の
推
移
を
み
る
た
め
に
、
寛
永
四
年

（
一
六
二
七
）
と
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）

の
各
町
ご
と
の
家
臣
数
と
比
較
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
宝
永
五
年
当
時
の
総

家
臣
数
は

一
七
五
六
人
と
な

っ
て
い
る
が
、
ま
ず
表
１
を
も
と
に
石
高
の
面
か

ら
、
次
に
表
２
を
も
と
に
年
代
ご
と
の
推
移
か
ら
、
当
時
の
家
臣
団
構
成
に
つ

い
て
み
る
。
ち
な
み
に
、
宝
永
二
年
調
査
に
よ
る
秋
田
領
内
総
人
数
は

「
三
拾

五
万
八
千
拾
六
人
」
で
あ
り
、
全
体
に
お
け
る
家
臣
数
の
割
合
は
わ
ず
か
〇
．

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。

さ
て
、
ま
ず
石
高
ご
と
に
み
る
と
、
全
体
で
は

一
〇
〇
〇
石
以
上
の
者
が
二

九
人
、
二
〇
〇
～

一
〇
〇
〇
石
の
者
が

一
七
五
人
、　
一
〇
〇
～
二
〇
〇
石
の
者

が
三
二

一
人
、　
一
〇
〇
石
未
満
の
者
が

一
三
二
五
人
と
な

っ
て
い
る
。　
一
〇
〇

石
未
満
の
者
が
全
体
の
七
割
で
も

っ
と
も
多
い
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
五
〇
石

未
満
の
者
で
も
七
五
〇
人
で
全
体
の
四
割
を
越
え
る
。
ま
た
久
保
田
と
在
町
を

比
較
す
る
と
、
二
〇
〇
石
以
上
の
者
二
〇
四
人
中

一
七
九
人
、
お
よ
そ
九
割
の

者
が
久
保
田
給
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、　
一
〇
〇
石
未
満
の
者
は
久
保
田
で

は
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
在
町
で
は
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。

さ
ら
に
五
〇
石
未
満
で
は
久
保
田
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
対
し
、
在
町
五
八
パ
ー

セ
ン
ト
と
そ
の
差
が
顕
著
に
な
る
。

つ
ま
り
、
宝
永
期
の
秋
田
藩
家
臣
団
に
つ

い
て
は
、
石
高
を
み
る
限
り
で
は

一
〇
〇
石
未
満
、
あ
る
い
は
互
Э
石
未
満
つ
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る

一
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表 2 秋田藩家臣団の推移

寛永 4年

(1627)

宝永 5年

(1708)

明治元年

(1868)

田

館

沢

手

山

館

所

内

野

川

保

　

　

　

　

　

一
一
　

和

間

久

大

湯

横

桧

角

十

院

刈

角

549

82

110

25

42

61

19

964

141

83

242

59

92

95

15

21

44

1296

122

84

222

45

100

102

17

23

65

計 888 1756 2076

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る

一
考
察

知
行
高

の
少
な

い
家
臣
が
非
常

に
多
く
、
城
下
町

で
あ
る
久
保

田
の
家
臣
よ
り

も
、
在
町
に
居
住
し
た
家
臣

に
そ
の
傾
向
が
強

い
と
い
え
る
。

次
に
、
家
臣
団
数
の
推
移

に
つ
い
て
み
る
。

宝
永
五
年
の

一
七
五
六
人

と
い
う
数
字
は
、
寛
永
四
年

の
総
数
八
八
八
人
か
ら
す
る

と
、
ほ
ぼ
倍
増
し
た
数
字
と

な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

寛
永
期
の
総
数
に
は
湯
沢
や

院
内
給
人
が
含
ま
れ
ず
、
角

間
川
に
つ
い
て
は
久
保
田
分

に

「
弐
百
三
拾
石
　
角
間
川

給
人
」
と

一
括
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
秋
田
藩
に
お

け
る
領
内
支
配
や
家
臣
団
支
配
の
体
制
が
い
ま
だ
確
立
せ
ず
、
過
渡
期
的
状
況

で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
が
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
各
在
町
ご
と
に

比
較
し
た
場
合
で
も
、
刈
和
野
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
在
町
で
か
な
り
の
増
加
が

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
宝
永
五
年
ま
で
の
約
八
〇
年
間
に
お
い
て
は
、
倍
増
と

は
い
か
な
い
ま
で
も
そ
れ
に
近
い
増
加
が
あ

っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

一
方
、
明
治
元
年
の
総
数

二
〇
七
六
人
は
、
宝
永
五
年
よ
り
も
三
二
〇
人
ほ

ど
増
加
し
た
数
字
で
あ
る
。
在
町
に
も
多
少
の
増
減
は
あ
る
が
、
こ
の
増
加
数

は
久
保
田
の
増
加
分
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
久
保
田
の

一
〇
〇
石

六
四

未
満
の
者
が
宝
永
五
年
の
五
五
八
人
か
ら
明
治
元
年
で
は
九
〇
二
人

へ
増
加
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
知
行
高
の
少
な
い
者
の
増
加
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ

は
藩
政
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
多
く
み
ら
れ
た

一
代
限
り
の
取
り
立
て
な
ど

に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
反
対
に
そ
れ
以
外
の
家
臣
に
つ
い
て
は
、
宝

永
か
ら
明
治
に
か
け
て
家
臣
団
移
動
な
ど
に
と
も
な
う
大
規
模
な
増
減
は
な
か

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
秋
田
藩
の
家
臣
数
に
つ
い
て
は
、
寛
永
期
か
ら
宝
永
期
に
か
け
て

は
領
内
全
域
に
わ
た
り
大
幅
な
増
加
が
み
ら
れ
た
が
、
明
治
に
か
け
て
は
基
本

的
に
変
化
が
少
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
秋
田
藩
の
家
臣
団
構
成
が
宝
永

期
に
は
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
も
い
え
よ
う
。

２
　
所
預

・
組
下
預
の
変
遷
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
秋
田
藩
で
は
領
内
の
家
臣
団
を
所
預
や
組
下
預
と
い
う
制
度
で

支
配
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

所
預
と
は
、
佐
竹
氏
の
秋
田
入
部
に
際
し
、
領
内
の
要
所
に
配
置
さ
れ
た
佐

竹

一
門
、
あ
る
い
は
譜
代
重
臣
で
あ
る
。
当
初
は
領
内
支
配
の
た
め
の
軍
事
的

側
面
が
強
く
、
自
身
の
家
来
と
と
も
に
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
家
臣
を
指
揮
し
、

そ
の
任
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
と
き
各
所
に
置
か
れ
た
藩
の
給
人
が
の
ち
に
組
下

と
よ
ば
れ
る
。
所
預
と
組
下
と
は
あ
く
ま
で
藩
に
対
し
て
は
平
等
の
立
場
で
あ

り
、
組
下
給
人
は
所
預
を
中
心
と
し
て
各
地
の
政
務
を
行

っ
た
と
さ
れ
る
。
ま

た
、
所
預
で
は
な
い
も
の
の
久
保
田
居
住
の
ま
ま
組
下
を
指
揮
し
た
者
も
存
在

し
た
。
し
か
し
、
領
内
支
配
の
進
展
や
政
治
機
構
の
整
備
と
と
も
に
藩
内
に
お

け
る
所
預
の
役
割
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
、　
一
定
地
域
の
軍
事

・
民



政
を
管
轄
す
る
役
割
が
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
代
官
や
郡
奉
行
な
ど
に
移
さ
れ
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
所
預
の
権
限
は
し
だ
い
に
縮
小
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
所
預

・
組
下
預
の
制
度
は
、
秋
田
藩
の
支
配
体
制
の
大
き
な
特
徴
の
ひ

と

つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
預
に
つ
い
て
は
、
藩
政
機
構
に
お
け
る
役
割
や
立

場
、
組
下
給
人
と
の
関
係
、
ま
た
時
代
ご
と
の
役
割
の
変
遷
な
ど
、
そ
の
実
態

は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
家
臣
団
形
成
と
の
関
連
に

お
い
て
、
宝
永
五
年
ま
で
の
所
預
と
組
下
預
の
就
任
経
緯
に
つ
い
て
み
る
。

表
３
は

「
国
典
類
抄
」
前
編
嘉
部
五
十

一
を
も
と
に
作
成
し
た
年
表
で
あ
る
。

入
部
当
初
の
家
臣
団
配
置
や
移
動
に
つ
い
て
は
、

「
佐
竹
家
譜
」
や

「
羽
陰

史
略
」
な
ど
様

々
な
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
諸
説
あ
る
も
の
や
あ
い
ま
い

な
説
も
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
湯
沢
の
佐
竹
南
家
や
大
館
の

小
場
家

（
の
ち
の
佐
竹
西
家
）
、
刈
和
野
組
下
を
指
揮
し
た
渋
江
氏
な
ど
の
よ

う
に
、
入
部
か
ら
間
も
な
い
慶
長
期
の
段
階
か
ら
各
所
の
所
預
ま
た
は
組
下
預

の
任
に
あ
た
り
、
代
々
世
襲
し
た
者
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し

一
方
で
は
、
何
度
も
交
代
を
繰
り
返
し
た
例
も
あ
る
。
例
え
ば
院
内

の
所
預
の
変
遷
を
表
３
に
み
る
と
、
寛
文
十

一
年

（
一
六
七

一
）
に
は
真
壁
右

衛
門
か
ら
小
田
野
刑
部

へ
、
翌
年
に
は
小
田
野
か
ら
矢
田
野
四
郎
左
衛
門

へ
交

代
し
、
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
に
大
山
因
幡
が
就
任
し
て
い
る
。
以
後
院
内

で
は
大
山
氏
が
代
々
所
預
の
職
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
十
二
所
で
も
延
宝
か
ら

天
和
に
か
け
て
、
塩
谷
伯
者
か
ら
梅
津
五
郎
右
衛
門

へ
、
さ
ら
に
茂
木
儀
右
衛

門

へ
と
所
預
が
交
代
し
て
い
る
。
以
後
十

二
所
で
は
茂
木
氏
が
代
々
そ
の
職
を

務
め
る
。
こ
の
他
、
寛
文
十
二
年
に
は
須
田
主
膳
に
代
わ
り
戸
村
十
太
夫
が
横

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る
一
考
察

表 3 所預・組下預の変遷

六

五

年 代 在町名 事来出 形 態

慶長 7年 (1602)

慶長 8年 (1603)

明暦 2年 (1656)

寛文11年 (1671)

寛文12年 (1672)

延宝 5年 (1677)

延宝 7年 (1679)

延宝 8年 (1680)

天和元年 (1681)

天和 3年 (1683)

貞享元年 (1684)

元禄 3年 (1690)

元禄 5年 (1692)

元禄 9年 (1696)

元禄14年 (1701)

宝永 4年 (1707)

年

年

年

同

同

同

手

手

館

内

手

内

館

所

内

館

所

館

野

手

内

山

手

山

川

一
一
　

　

一
一
　

和

　

　

　

　

　

間

横

横

角

院

横

院

角

十

院

角

十

角

刈

横

院

桧

横

桧

角

向光政横手城代。須田美濃守とともに横手支配

光政家老として久保田へ移住。代、長子政次

北河内久保田より角館へ移住

真壁右衛門御免願い。代小田野刑部

須田主膳御免願い。代戸村十太夫

小田野刑部病気御免願い。代矢田野四郎左衛門

今宮弾正組下支配、代佐竹主計

塩谷伯者境 目不調法。代梅津五郎右衛門

大山因幡院内へ移住

今宮摂津守不調法。組下支配代矢田野四郎左衛門

梅津五郎右衛門病気御免願い。代茂木儀右衛門

矢田野四郎左衛門組下支配、代塩谷民部

渋江源蔵、跡 目相続。刈和野組下支配とも

向庄九郎、跡 目相続。横手支配とも

大山十郎、跡 目相続。組下支配とも

松野源五郎病死。組下支配代石塚孫太夫

向源左衛門、跡 目相続。横手支配とも

戸村酉之助、多賀谷跡 目相続。組下支配とも

梅津半右衛門組下支配、代岡本又太郎

本目た竜

交代

交代

交代

交代

交代

交代

交代

交代

交代

交代

相続

相続

相続

交代

相続

相続

交代



「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る
一
考
察

手
城
代
と
な
り
、
角
館
で
は
今
宮
摂
津
守
か
ら
矢
田
野
四
郎
左
衛
門
、
塩
谷
民

部

へ
と
組
下
支
配
が
交
代
し
て
い
る
。
交
代
の
理
由
は
様

々
で
あ
る
が
、
寛
文

期
か
ら
貞
享
期
に
か
け
て
は
、
所
預
や
組
下
預
の
職
は
必
ず
し
も
世
襲
す
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
元
禄
期
に
入
る
と
、

「
国
典
類
抄
」
で
は
跡
継
ぎ

へ
の
相
続
が
認

め
ら
れ
た
記
事
が
多
く
な
る
。
わ
ず
か
に
、
元
禄
九
年
に
桧
山
組
下
支
配
が
松

野
源
五
郎
か
ら
石
塚
孫
太
夫

へ
交
代
す
る
例
と
、
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
に

は
梅
津
半
右
衛
門
支
配
の
角
間
川
組
下
が
、
修
史
事
業
の
中
心
人
物
で
あ
る
岡

本
又
太
郎
元
朝
の
支
配
と
な
る
例
が
あ
る
が
、
桧
山
組
下
は
享
保
十

一
年

（
一

七
二
六
）
に
松
野
氏
支
配
に
復
帰
、
角
間
川
組
下
に
い
た

っ
て
は
岡
本
就
任
か

ら
わ
ず
か
五
年
後
の
正
徳
二
年

（
一
七

一
二
）
に
梅
津
氏
支
配
に
復
帰
し
て
い

る
。
宝
永
以
降
の
記
事
を
み
て
も
相
続
の
記
事
が
ほ
と
ん
ど
で
、
他
家
に
交
代

す
る
事
例
は
先
の
桧
山
の
事
例
程
度
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
所
預
や
組
下

預
の
任
務
が
元
禄

・
宝
永
期
の
段
階
か
ら
し
だ
い
に
世
襲
と
さ
れ
は
じ
め
た
と

い
え
る
。
こ
れ
は
所
預
や
組
下
預
が
、
軍
事
的
側
面
が
強
か

っ
た
当
初
に
は
個

人
に
与
え
ら
れ
る
役
割
で
あ

っ
た
も
の
が
、
秋
田
藩
の
支
配
機
構
が
し
だ
い
に

確
立
す
る
に
と
も
な
い
、
家
に
与
え
ら
れ
る
役
割

へ
と
変
化
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
現
時
点
で
は
所
預
や
組
下
預
に
よ
る

支
配
制
度
の
解
明
を
す
る
だ
け
の
準
備
が
な
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

元
禄

・
宝
永
期
の
秋
田
藩
家
臣
団
に
つ
い
て
、
　
一‐石
高
控
」
の
分
析
と
当
時

の
所
預

・
組
下
預
制
の
検
討
を
試
み
た
が
、
家
臣
団
の
支
配
体
制
に
つ
い
て
は

一（
六

こ
の
時
期
に
は
ぼ
確
立
し
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
秋
田
藩
の
修
史
事
業
は
、

こ
う
し
た
支
配
体
制
の
確
立
期
に
始
め
ら
れ
て
い
る
。

一
一

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
概
要

本
章
で
は
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
を
分
析
し
た
結
果
を
紹
介
し
、
史
料
群
と

し
て
の
性
格
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。

ま
ず
史
料
の
総
数
で
あ
る
が
、
昭
和
五
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た

「
秋
田
県
歴

史
資
料
目
録
　
第
十
三
集
」
で
は
二
四
九
五
点
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
枝
番

号
の
処
理
な
ど
を
行

っ
た
結
果
、
現
時
点
で
は
二
五
〇
六
点
の
史
料
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
史
料
の
内
訳
で
あ
る
が
、
①

系
図

・
由
緒
書
、
②
伝
来
文
書
、
③
そ
の
他
、
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
各
点
数
と
全
体
の
割
合
を
示
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
全
体
の
約
七
割
に
あ
た
る

一
七
八
二
点
が
各
家
臣
か
ら
提

出
さ
れ
た
①
系
図

・
由
緒
書
で
あ
り
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
中
心
と
い
え
る
。

し
か
し
、
元
禄
期
の
修
史
事
業
の
な
か
で
提
出
さ
れ
た
系
図
類

・
伝
来
文
書
は
、

原
本
に
つ
い
て
は
真
偽
の
検
討

・
吟
味
を
経
た
の
ち
返
却
さ
れ
た
こ
と
に
な

っ

て
い
る
。
こ
の
た
め
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
が
当
時
の
修
史
事
業
の
際
に
作
成

さ
れ
た
史
料
群
と
す
れ
ば
、
含
ま
れ
る
系
図

・
由
緒
書
や
伝
来
文
書
は
、
原
本

で
は
な
く
写
し
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
系
図

・
由
緒
書

一
七
八
二
点
に
つ
い

て
、
提
出
地
域
別
、
提
出
年
月
別
に
ま
と
め
た
の
が
表
４
で
あ
る
。

ま
ず
地
域
別
に
つ
い
て
み
る

（表
４
１
０
）
。　
一
七
八
二
点
の
う
ち
、
提
出



者
の
居
住
地
域
が
確
認
で
き
た

一
五
五
六

家
伝
文
書
」
中
の
系
図

・
由
緒
書
の
多
く

地
と
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に

図 1

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る

一
考
察

点
を
分
析
の
対
象
と
し
た
。

「
元
禄

に
は
、
端
裏
部
分
に
提
出
者
の
居
住

こ
れ
に
基
づ
い
た
が
、　
一
部
を
前
出

「元禄家伝文書」内訳

地域別内訳

久保田  613(※ 1)

大館   200
湯沢   105
横手   211
桧山    18
角館   193(※ 2)

十二所   91
院内    30
刈和野   16
角間川   79

計+      1556

1 年代別内訳

寛文 5年     1
元禄10年    157
元禄11年    872
元禄12年     11
元禄13年     25
元禄14年    16
元禄15年     11
元禄16年     6
元禄17年 (宝永元)3
宝永 2年
宝永 3年
宝永 4年
宝永 5年

宝永 6年
正徳 0享保

宝暦以降

45

16

3

6

4

8

13

③その他 142点 (5.7%)

来 文

①系図・
由緒書

1782点

(71.1%)

(競く
｀

類
|‐

し`
^

ハ
＼

2506′点

表4 系図・由緒書の内訳

※ 1 宝永 5年「石高控」にならい、

金沢 (2人 )と 生保内(1人 )を

含む

宝永 5年「石高控」とは異な

るが、分家である佐竹式部少

輔家の家中を含む

の
宝
永
五
年

「
石
高
控
」
で
補

っ
た
。
表
１
の
数
字
と
比
較
す
る
と
、
大
館

・

湯
沢

・
角
館
な
ど
の
地
域
で
、
宝
永
五
年
の
分
限
帳
に
記
さ
れ
た
人
数
よ
り
提

出
さ
れ
た
系
図
類
の
方
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
様
々
な

言十六

七

１

・

※ 2

(2)-2 元禄11年 月別内訳

正月     32
2ナ]        366

3月      69
4月      10
5月      5
6月       5
7り目        304
8月      76
9月       0
10月       0
11月      2
12月       0

月不明     3

・・二
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る

一
考
察

原
因
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
次
章

で
改
め
て
検
討
す
る
。

次
に
年
代
別
に
つ
い
て
み
る
。
提
出
年
月
日
が
史
料
上
に
明
示
さ
れ
て
い
る

一
一
九
七
点
を
対
象
と
し
、
ま
と
め
た
の
が
表
４
１
②
１
１
で
あ
る
。
元
禄

・

宝
永
期
に
提
出
さ
れ
た
史
料
が
、　
一
一
九
七
点
中

一
一
七
五
点
と
全
体
の
九
八

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
系

図
類
は
、
当
時
の
修
史
事
業
の
際
に
作
成
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
、
写
し
に
あ
た

る
史
料
と
な
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
な
か
で
も
元
禄
十

一
年

（
一
六
九
八
）
に
提
出
さ
れ
た
系
図
類
が
前
後
の
時
期
に
比
べ
て
は
る
か

に
多
い
。
こ
の
元
禄
十

一
年
の
提
出
系
図
を
月
別
に
表
し
た
の
が
表
４
１
②
ｌ

２
で
あ
る
が
、
元
禄
十

一
年
の
な
か
で
も
さ
ら
に
二
月
前
後
と
七

・
八
月
の
提

出
量
が
際
だ

っ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
系
図
の
提
出
時
期
が
特
定
の
時
期

に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
藩
か
ら
家
臣
団
に
示
さ
れ
た
提
出
命
令
と
の
関
係
が

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
次
章
で
検
討
す
る
。

次
に
全
体

の
四
分
の

一
を
占
め
る
の
が
、
各
家
が
所
蔵
す
る
②
伝
来
文
書
五

八
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
系
図
類
と
同
様
に
、
原
本
で
は
な
く
写
し
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
点
数
は
五
八
二
点
で
あ
る
が
、
提
出
者
に
よ

っ

て
は
所
蔵
す
る
複
数
の
文
書
を

一
点
に
ま
と
め
て
写
し
た
も
の
も
多
い
。
場
合

に
よ

っ
て
は

一
点
の
中
に

一
〇
点
も
二
〇
点
も
写
し
た
史
料
も
あ
り
、
そ
れ
ら

を
そ
れ
ぞ
れ

一
点
ず

つ
数
え
る
と
、
五
八
二
点
の
中
に
は
八

一
二
点
の
伝
来
文

書
の
掲
載
を
確
認
で
き
た
。
こ
の
他
に
系
図
の
中
に
伝
来
文
書
を
書
き
込
ん
で

提
出
し
た
例
も
あ
る
が
、
今
回
は
検
討
の
対
象
か
ら
外
し
た
。
こ
の
八

一
一
百
〔

の
伝
来
文
書
に

つ
い
て
、

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
史
料

一ハ
「八

（
‐４
）

（総
数
二
九
七
四
点
）
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
全
体
の
九
割
近
い
七

一
四
点
の

史
料
が

一
致
し
た
。
家
蔵
文
書
と
同
様
の
性
格
を
持

つ
と
さ
れ
る

「
御
文
書
」

な
ど
の
他
史
料
と
の
比
較
に
よ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
史
料
を
確
認
で
き
る
可
能

性
も
高
い
。

つ
ま
り

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
含
ま
れ
る
伝
来
文
書
は
、
藩
が
没

収
し
た
史
料
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
各
家
臣
か
ら
の
提
出
後
、

藩
の
吟
味
を
経
て
家
蔵
文
書
に
載
せ
ら
れ
た
史
料
と
い
え
る
。

ま
た
、
分
類
上
③
そ
の
他
と
し
た
史
料

一
四
二
点
で
あ
る
が
、
藩
に
提
出
さ

れ
た
際
に
添
え
ら
れ
た
目
録
、
系
図
提
出
の
遅
延
願
い
、
あ
る
い
は
嫡
庶
論
争

に
関
す
る
口
上
書
な
ど
で
あ
る
。
数
は
少
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
史
料
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
史

料
を
藩
が
写
し
た
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
家
臣
が
提
出
し
た
史
料
そ
の
も
の
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
は
、
元
禄

・
宝
永
期
の
修
史
事

業
に
と
も
な
い
、
写
し
の
状
態
で
各
家
臣
か
ら
藩
に
提
出
さ
れ
た
系
図
類

ｏ
伝

来
文
書
か
ら
な
る
史
料
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〓
一

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
成
立
過
程

１
　
系
図
提
出
状
況
に
つ
い
て

本
節
で
は
、
家
臣
数
と
提
出
数
の
関
連
、
提
出
時
期
の
集
中
の
二
点
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

表
５
は
、
提
出
者
の
居
住
地
域
が
確
認
で
き
た

一
五
五
六
点
の
系
図

・
由
緒



書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
時
期
ご
と
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
提
出
時
期
に
つ
い

て
は
、
特
に
集
中
し
て
い
た
元
禄
十
年
、
元
禄
十

一
年
正
月
か
ら
二
月
、
元
禄

十

一
年
七

ｅ
八
月
を
取
り
上
げ
た
。
な
お
、
元
禄
十

一
年
と
は
記
さ
れ
な
い
が
、

千
支

で

「
寅
」
と
記
さ
れ
た
系
図
類
の
数
量
を
併
記
し
た
。
提
出
年
が
千
支
の

み
で
記
さ
れ
て
い
る
系
図
は

一
六
五
点
確
認
で
き
る
が
、　
Ｉ
壬
一苫
朴に
寅
年
と

記
さ
れ
て
い
る
。
圧
倒
的
に
寅
年
提
出
分
が
多
い
こ
と
と
、
元
禄

◆
宝
永
期
の

系
図
提
出
時
期
に
該
当
す
る
寅
年
が
元
禄
十

一
年
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

寅
年
と
記
さ
れ
た
系
図
類
に
つ
い
て
は
元
禄
十

一
年
提
出
と
み
て
間
違
い
な
い

で
あ
ろ
う
。
他
の
千
支
に
つ
い
て
年
代
が
特
定
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
前
章

で
は
千
支
の
み
記
さ
れ
た
系
図
類
は
年
代
別
分
析
の
対
象
と
し

な
か

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
参
考
の
た
め
に
併
記
す
る
。

こ
の
表
に
よ
り
提
出
状
況
の
特
徴
を
み
る
と
、
ま
ず
元
禄
十
年
の
系
図
提
出

が
久
保
田
と
横
手
の
給
人
、
特
に
久
保
田
給
人
に
集
中
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
次
に
元
禄
十

一
年
に
つ
い
て
み
る
と
、
横
手

・
角
館

・
十
二
所
の
よ
う

に
二
月
前
後
と
七

・
八
月
の
両
方
に
ま
と
ま

っ
た
提
出
が
み
ら
れ
る
場
合
、
久

保
田

・
湯
沢

・
刈
和
野

・
角
間
川
の
よ
う
に
二
月
前
後
の
提
出
が
多
い
場
合
、

大
館

・
院
内
の
よ
う
に
七

・
八
月
の
提
出
が
多
い
場
合
と

一
様
で
は
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
各
地
域
に
よ
り
系
図
の
提
出
状
況
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
あ
く
ま
で
写
し
で
提
出
さ
れ
た
系
図
類
か
ら
な
る

「
元
禄
家
伝
文
書
」

の
分
析
を
通
し
て
の
傾
向
で
あ
り
、
原
本
の
提
出
状
況
に
つ
い
て
は
別
途
検
討

の
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
元
禄
期
の
修
史
事
業
に
お
け
る
、
家
臣
団
に
対
す
る
系
図
類

・
伝
来
文

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る
一
考
察

表 5 地域 。年代別提出数一覧

元禄10年 元禄11年

正～3月

元禄11年

7・ 8月

その他 不  明 計

久 保 田 167

(63)

203

大  館 9

(5)

104

(28)

7

湯   沢 84

(3)

1

横   手

桧 0

(2)
1

角  館 39

(10)

106

(3)
十 二 所 30

(8)

41

(2)

5

院   内 19

(2)
刈 和 野 1 13

(1)

0 1

角 間 川 0

( )内 は寅年の提出数

六

九



表 6 文書提出命令一覧

提 出 方 法 に 関 す る 主 な 内 容    |
「 自分之系図在来候通写二TFl可 被差出候J    ~~¬
「面々先祖之興敗中伝咄伝たり共書付可被差出、覚書等ハ勿論写

二致可被差出事」

「古キ書状・聞書 0家之系図、相知次第、由緒等、本書二而成共

写二而成共封印二而可被差出候」

「御旗本ハ町切二急度相調書付可被差出候、在々組̂下 ハ其組下切

二相調書付可被差出候」

「先達而御組下之面々系図 0証文等写二而被指出候、右之分不残

此度本書可被差出候」

「彼面々二三代も相知候通、系図二書つ ゝらせ可被差出候」

「数代書綴 り候系図写差出され候面々ハ、先頃催促の上本書被差

出といへとも、(中略 )、 古き書 もの＼類其外古来持伝る系図・

証文等不残差出さるヘヒ′」

「慶長八年己然之知行御黒印処持之面々於有之ハ、御用二候間本

書二而早々可被差出候」

「当年中に系図不差出面々は御記録に載らるへからす」

「御家中系図吟味有之二付、古系図御文書処江可差出」

年

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る

一
考
察

① 元禄9年 8月

② 元禄10年 8月

③ 元禄10年 12月

④ 元禄11年 6月

⑤ 元禄]3年 6月

⑥ 元禄13年 11月

七
〇

書
の
提
出
命
令
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
表
６
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
な
か
で
④

の
提
出
命
令
に
注
目
す
る
と

「
先
達
而
御
組
下
之
面
々
系
図

・
証
文
等
写

二
而

被
指
出
候
、
右
之
分
不
残
此
度
本
書
可
被
差
出
候
」
と
、
以
前
に
系
図
を
提
出

し
た
者
に
も
本
書
で
の
再
提
出
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
た

め
、
同
じ
人
物
が
三
度
以
上
に
わ
た
り
提
出
し
て
い
る
例
が
少
な
か
ら
ず
み
ら

れ
、
系
図
の
提
出
状
況
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。

例
え
ば
角
間
川
給
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
元
禄
十

一
年

二
月
に
は
三
六
人
か

ら
三
八
点
の
系
図
類
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
六
人
は
す
べ
て
宝
永
二
年

十

一
月
に
も
再
び
系
図
を
提
出
し
、
結
果
的
に
こ
の
年
の
提
出
数
は
三
八
人
か

ら
四

一
点
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
残

る
角
間
川
給
人
に
よ
る
提
出
系
図
数
は
計
七
九
点
と
な
り
、
宝
永
五
年

「
石
高

控
」
上
の
角
間
川
給
人
四
四
人
よ
り
も
多
い
数
字
と
な
る
の
で
あ
る
。
前
章
に

お
い
て
、

「
石
高
控
」
上
の
家
臣
数
よ
り
も
提
出
系
図
数
の
方
が
多
い
点
を
指

摘
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
が
こ
う
し
た
提
出
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
元
禄

・
宝
永
期
の
提
出
状
況
の
特
徴
と
し
て
は
、
地
域
ご
と

に
違
い
が
あ
る
点
と
、
同
人
物
に
よ
る
提
出
の
重
複
が
多
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
系
図
類
の
提
出
方
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
①
の
命
令
で
は

「
写
」
、

②
で
は

「
本
書

二
而
成
共
写

二
而
成
共
」
、
④

・
⑤

。
⑥

で
は

「
本
書
」

の
提

出
が
命
じ
ら
れ
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

「
元
禄
家

伝
文
書
」
と
し
て
残
る
系
図
類

・
伝
来
文
書
は

「
本
書
」

で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
写
し
に
よ
る
提
出
が
認
め
ら
れ
て
い
た
①

・
②

の
段
階
で

提
出
さ
れ
た
系
図
類
が
残
る
の
は
と
も
か
く
、

「
本
書
被
可
差
出
」
と
さ
れ
た

⑦ 宝永3年 3月



④
の
命
令
に
対
し
て
も
、
大
量
の
写
し
系
図
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
角
館
の
事
例
を
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

２
　
元
禄
十

一
年
の
角
館
の
系
図
提
出
に
つ
い
て

「
石
高
控
」
に
よ
る
と
、
宝
永
五
年
の
角
館
住
居
の
家
臣
は
、
佐
竹
左
衛
門

組
下
と
塩
谷
民
部
組
下
を
あ
わ
せ
て
九
二
人
と
な

っ
て
い
る
。　
一
方

「
元
禄
家

伝
文
書
」
に
は
、
角
館
か
ら
提
出
さ
れ
た
系
図
類
が

一
九
三
点
含
ま
れ
て
い
る
。

家
臣
数
よ
り
も
提
出
数
が
多
い
理
由
に
つ
い
て
は
前
節
で
み
た
と
お
り
で
あ
る

が
、
角
館
の
場
合
に
は
、
こ
れ
に

一
七
人

（提
出
系
図
は

一
九
点
）
の

「
四
郎

三
郎
様
御
家
来
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。

四
郎
三
郎
と
は
、
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇

一
）
に
秋
田
藩
か
ら

一
万
石
で
分
家

し
た
佐
竹
式
部
少
輔
家
の
佐
竹
義
都
で
あ
る
。
式
部
少
輔
家
自
体
は
知
行
地
を

持
た
ず
、
秋
田
藩
か
ら
の
蔵
米
支
給
で
あ

っ
た
が
、
佐
竹
北
家
以
前
に
角
館
所

預
で
あ

っ
た
芦
名
家
の
旧
家
臣
の

一
部
が
、
当
時
式
部
少
輔
家
の
財
政
管
理
な

ど
に
携
わ

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
角
館
か
ら
は
、
彼
ら
の
提
出
分
を
含
め
、
元

禄
十

一
年
の
正
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
四
九
点
、
七

・
八
月
に

一
〇
九
点
の
提

出
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
系
図
類
が
提
出
さ
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
み
る
。

史
料
１

（前
略
）、
今
日

ハ
此
度
申
立
候
由
緒
書
我
等
分
且
家
中

・
与
下
共

二
段
々
出

シ
候
吟
味
申
候
、
且
山
方
庄
右
衛
門
事
山
方
民
部
分
レ
之
由

二
候

へ
と
も
民

部
所
之
系
図

二
不
見
候
、
依
之
先
立
而
久
保
田
江
参
申
通
候

へ
と
も
証
拠
無

之
候
故
合
点
不
被
申
候
、
其
上
去
年
中
よ
り
度
々
民
部
被
申
越
候

二
挨
拶
も

延
引
行
違
も
候

て
庄
右
衛
門
不
調
法
之
様

二
候
、
其
段
民
部
所
江
申
遣
候
故

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る
一
考
察

今
日
庄
右
衛
門
断
延
慮
申
付
候
、
山
方
之
名
字
同
字

ニ
ハ
成
間
敷
と
の
事
其

段

ハ
我
等
所
よ
り
可
申
遣
由
申
候
、
（後
略
）

史
料
２

（前
略
）、
今
日
も
与
下
共
由
緒
書
上
候
、
明
日
小
野
治
右
衛
門
自
分
用
候
て

久
保
田
江
参
候
幸
と
是

二
我
等
を
始
家
中

・
与
下
迄
由
緒
書
遣
候
筈
也
、
民

部
所

へ
も
庄
右
衛
門
儀
申
遣
候
、
名
字
之
儀

ハ
先
祖
よ
り
名
乗
来
候
間
此
度

御
申
候
と
て
不
図
相
止
候
儀

ハ
不
成
候
了
簡
吟
味
申
追
而
可
申
候
、
当
年

ハ

民
部
も
江
戸
御
供
之
由
申
候
間
御
登
前
余
日
も
無
之
候
、
来
年
下
之
上
可
中

入
由
口
上
書
も
名
兵
衛
を
以
申
遣
候
、

（後
略
）

史
料
１
は

「
北
家
御
日
記
」
六
十

一
巻
の
元
禄
十

一
年
二
月
二
十

一
日
条
、

史
料
２
は
同
二
月
二
十
二
日
条
の
記
事
で
あ
る
。

ま
ず
史
料
１
に
よ
り
、
北
家
家
臣
と
組
下
給
人
の
両
方
の
系
図
が
、
所
預

・

組
下
預
で
あ
る
佐
竹
北
家
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
は

北
家
の
御
用
所
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
藩
に
提
出
さ
れ
る
前

に
北
家
に
よ
り
吟
味
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
表
６
の
③

の
命
令
に
あ
る

「
在
々

組
下

ハ
其
組
下
切

二
相
調
書
付
可
被
差
出
候
」
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
史
料
２
に
よ
る
と
、
吟
味
を
経
た
系
図
類
は
、
私
用
で
久
保
田
に

向
か
う
北
家
家
臣
小
野
治
右
衛
門
に

「
幸
い
」
と
託
さ
れ
、
久
保
田
の
名
兵
衛

の
も
と

へ
届
け
ら
れ
て
い
る
。
名
兵
衛
は
、
北
家
の
久
保
田
屋
敷
番
と
考
え
ら

れ
る
。

つ
ま
り
角
館
で
は
、
北
家
家
臣
と
組
下
給
人
の
系
図
が
と
も
に

一
旦
北

家
に
集
め
ら
れ
、
吟
味
を
経
た
う
え
で
ま
と
め
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
系
図
を
吟
味
す
る
段
階
で
問
題
が
起
き
た
場
合
の
様
子
を
史
料
ｌ

ｏ

七
一
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２
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
北
家
家
臣
山
方
庄
右
衛
門
の

提
出
系
図
と
久
保
田
給
人
山
方
民
部
系
図
と
の
関
係
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
。

民
部
家
と
の
繋
が
り
を
主
張
す
る
庄
右
衛
門
に
対
し
、
民
部
は
そ
の
事
実
が
認

め
ら
れ
な
い
と
し
て
確
認
の
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
互
い
に

久
保
田
と
角
館
を
行
き
来
し
な
が
ら
検
討
を
重
ね
る
は
ず
が
、
双
方
の
行
き
違

い
や
庄
右
衛
門
の
不
調
法
が
あ
り
、
結
果
的
に
庄
右
衛
問
は
民
部
家
分
流
と
は

認
め
ら
れ
て
い
な
ぃ
。

つ
ま
り
系
図
吟
味
の
な
か
で
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
藩

へ
の
提
出
前
に
所
預
の
段
階
で
解
決
を
図

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
提
出

系
図
類
や
伝
来
文
書
の
内
容
吟
味
に
つ
い
て
は
、
藩
の
文
書
改
役
人
が
行

っ
た

こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
所
預
の
段
階
で
も
行
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

史
料
３

（
前
略
）、
昨
晩
便

二
名
兵
衛
所
よ
り
岡
本
又
太
郎
よ
り
被
中
渡
候
書
付
等
来

候
、
与
下
面
々
二
三
代
も
相
知
次
第

二
系
図
之
様

二
書
付
出
し
候
様

二
可
申

付
由
也
、
事
永
故
委

ハ
不
書
印
也
、
（後
略
）

次
に
同
年
七

・
八
月
の
様
子
を
み
る
。
史
料
３
は

「
北
家
御
日
記
」
六
十

一

巻
元
禄
十

一
年
七
月
六
日
条
で
あ
り
、

「
岡
本
又
太
郎
よ
り
被
申
渡
候
書
付
」

と
は
表
６
で
は
④
の
提
出
命
令
に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
の
命
令
は

「
本
書
」
に

よ
る
提
出
を
命
じ
て
い
る
。
角
館
で
は
八
月
二
日
か
ら

「
段
々
与
下
呼
候
て
直

候
而
調
さ
せ
」
提
出
系
図
の
吟
味
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
提
出
状
況
に

つ
い
て
は

「
尤
主
々
よ
り
書
出
シ
候
古
系
図
持
候
者

ハ
大
方
無
之
候
、
三
四
代

よ
り
相
知
候
分
書
出
シ
候
也
」
と
い
う
具
合
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
八
月
十
二
日

七

二

に
、
暇
を
も
ら
い
に
久
保
円
に
向
か
う
用
事
の
あ

っ
た
北
家
家
臣
高
垣
嘉
右
衛

間
が
、
提
出
系
図
を
名
兵
衛
の
も
と

へ
届
け
て
い
る
。
提
出
先
で
あ
る
岡
本
又

太
郎
か
ら
は
事
前
に
提
出
日
を
指
定
さ
れ
、
名
兵
衛
の
提
出
日
は
十
六
日
と
予

定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
④
の
命
令
に
対
す
る
角
館
の
対
応
は
基
本
的
に
二

月
前
後
と
か
わ
ら
ず
、
揃
え
た
系
図
類
に
つ
い
て
も

「
本
書
」
と
の
命
令
に
も

関
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
三

・
四
代
分
の

「
書
出
シ
」
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
古
く
か
ら
の
系
図
を
所
持
す
る
者
が
ほ
と
ん

ど
い
な
い
た
め
で
あ
り
、
結
果
的
に
角
館
か
ら
は
④

の
命
令
に
対
し
て
も
写
し

が
多
く
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
、
久
保
田
や
湯
沢
の
よ
う
に
七

・
八
月
提
出
の
写
し
が
ほ
と
ん
ど

残

っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
④
の
命
令

へ
の
対
応
や
原
本
で
の
提
出
状
況
に

つ
い
て
は
、
各
地
域
ご
と
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、

二
月
前
後
と
七

・
八
月
の
提
出
状
況
を
比
較
す
る
と
、
わ
ず
か
な
が

ら
違
い
も
み
ら
れ
る
。
図
２
は
、
角
館
に
居
住
す
る
西
宮
氏
の
系
図
で
あ
る
。

享
保
期
に
清
書
が
完
成
し
た
と
さ
れ
る

「
諸
士
系
図
」
で
は
図
２
の
０
と
②
の

二
系
図
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
元
禄
十

一
年
の
提
出
段
階
で
は
嫡
庶
あ
わ

せ
て

一
三
家
か
ら
系
図
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
６
の
④
の
提
出
命

令
に
対
応
す
る
七

・
八
月
に
は

一
三
家
す
べ
て
か
ら
系
図
類
が
提
出
さ
れ
て
い

る
が
、
③
の
命
令
に
対
応
す
る
二
月
前
後
に
系
図
類
を
提
出
し
た
の
は
、
七
家

に
過
ぎ
な
い
。
西
宮
氏
の
系
図
中
に
お
い
て
、
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
の
秋

田
国
替
え
時
の
記
載
が
あ
る
者
は
、
い
で
は
藤
政
、
②
で
は
藤
種

ｅ
藤
俊

・
藤

真

ｏ
藤
則

・
藤
国
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
替
前
後

，■
生
■
氏

，́一Ｉ

つ
て
計
、
「

‘́．
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耐
‐
‐
壁

移
り
住
ん
だ
者
の
嫡
流
が
、
③
の
命
令
に
対
応
し
て
二
月
前
後
に
系
図
を
提
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
二
月
前
後
と
七

・
八
月
で
は
、
系
図
提
出
者

の
範
囲
が
異
な
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
宝
永
五
年
の
分
限
帳
に
記
さ
れ
る
西
宮
氏
は
六
人

で
あ
る
。
こ
れ
は
図
２
中
に
黒
丸
で
記
し
た
が
、

二
月
前
後
に
系
図
を
提
出
し

た
七
人
と
も
ま
た
異
な
る
の
で
あ
る
。
③
と
④
の
提
出
命
令
自
体
に
は
、
系
図

を
提
出
す
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
西
宮
氏
の
提
出
状

況
を
み
る
限
り
で
は
、
二
月
に
は
国
替
え
以
来
の
嫡
流
の
み
、
七

・
八
月
に
は

秋
田
で
分
家
し
た
者
を
含
め
た
範
囲
ま
で
提
出
し
た
と
い
え
る
。
彼
ら
の
ほ
と

ん
ど
は
分
限
帳
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
も
ま
た
当
時
の
分
限
帳
に

記
さ
れ
た
家
臣
数
に
比
較
し
て
系
図
の
提
出
数
が
多
い
理
由
の
ひ
と

つ
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
提
出
範
囲
の
違
い
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど

の
段
階
で
の
判
断
に
よ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
分
限
帳
に
記
さ
れ
て
い
な
い
家
臣
の
存
在
を
確
認
で
き
た
以
上
、
分
限

帳
に
記
載
さ
れ
る
家
臣
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て

い
る
か
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

四
　

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
伝
来
過
程

本
章
で
は
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
が
当
館
に
所
蔵
さ
れ
る
ま
で
の
伝
来
過
程

に
つ
い
て
み
る
。

修
史
事
業
の
過
程
で
各
家
臣
か
ら
提
出
さ
れ
た
系
図
類

・
伝
来
文
書
は
、
藩

七
三

図 2 西宮氏系図一覧
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2.下線は系図中に慶長 7年国替え時の記載がある者

3.「 A288.2-」 の番号は、提出系図の整理記号・番号

4.黒丸は宝永 5年「石高控」に名前が掲載されている家系
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に
提
出
さ
れ
た
の
ち
、
岡
本
又
太
郎
ら
文
書
改
担
当
者
に
よ
り
吟
味
さ
れ
た
。

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
含
ま
れ
る
史
料
の
端
裏
部
分
に
提
出
者
名
や
居
住
地
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
書
改
担
当
者
が
提
出
、
あ
る
い
は
吟
味
の
際
に

書
き
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
吟
味
の
の
ち
系
図
類

・
伝
来
文
書
の
原
本

は
返
却
さ
れ
た
が
、
返
却
さ
れ
ず
に
藩
側
に
残

っ
た
写
し
に
よ
る
系
図
類

・
伝

来
文
書
の
ま
と
ま
り
が

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
原
型
と
な
る
。

宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
五
月
に
作
成
さ
れ
た

「
御
文
書
井
御
書
物
帳
目
録

受
取
渡
目
録
」
に
は
、
修
史
事
業
の
過
程
で
収
集
さ
れ
た
書
籍

・
文
書
類
が
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
目
録
は
翌
七
年
に
、
修
史
事
業
の
中
心
人
物
の

一
人

で
あ

っ
た
中
村
又
左
衛
門
光
得
か
ら
、
の
ち
に
家
譜
編
纂
に
携
わ
る
吉
成
藤
兵

衛
ら
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
目
録
の
後
半
部
分
に

「
御
旗
本
在
々
諸
士

系
図
　
一
一十
五
冊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
享
保
期
に
清
書
さ
れ
た

「
諸
士
系
図
」

二
五
冊
の
原
型
と
考
え
ら
れ
る
。
享
保
期
の

「
諸
士
系
図
」
は
、

元
禄

・
宝
永
期
の
提
出
系
図
類
を
も
と
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

目
録
上
の

「
諸
士
系
図
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の

「
諸
士
系
図
」
の
次
に
目
録
に
記
さ
れ
る
の
が
、

「
家
々
ヨ
リ
書
出
」
で

あ
る
。
史
料
の
数
量
が

「
二
箪
笥

二
入
」
と
比
較
的
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
推
測

し
て
、
こ
の

「
家

々
ヨ
リ
書
出
」
に
あ
た
る
の
が

「
元
禄
家
伝
文
書
」
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
の
後
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
は
他
の
多
く
の
史
料
と
と
も
に
、
秋
田
藩
か

ら
秋
田
県
に
引
き
継
が
れ
、
明
治
三
十
年
代
に
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館

へ
貸
し

出
さ
れ
て
い
る
。
貸
出
当
時
の

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
状
態
が
、
明
治
三
十
四

七
四

年

（
一
九
〇

一
）
の

「
奮
藩
士
家
系
並
古
書
附
目
録
」
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、

史
料
総
数
は
二
六
三
〇
点
で
あ
り
、
イ
ロ
ハ
順
に
三
〇
袋
に
分
け
ら
れ
て
整
理

・

保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
県
立
秋
田
図
書
館
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
史

料
の
う
ち
整
理
当
時
に
残

っ
て
い
た
二
四
九
五
点
が
、

「
特
殊
な
資
料
で
あ
る

か
ら
、
見
出
し
、
検
索
を
容
易
に
す
る
た
め
、
各
家
を
五
十
音
順
に
配
列
し
、

そ
の
性
質
形
状
に
か
か
わ
り
な
く
そ
の
家
に
附
属
さ
せ
る
形
で
整
理
」
さ
れ
、

元

一
か
ら
元
二
四
九
五
の
請
求
記
号
を
付
さ
れ
て
い
る
。
史
料
群
が

「
元
禄
家

伝
文
書
」
と
称
さ
れ
た
の
も
こ
の
と
き
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
五
十

二
年
の
目
録
発
行
の
際
に
は
、
請
求
記
号
を
他
の
系
図
類
と
統
合
さ
れ
、
Ａ
二

八
八
．
二
―
六
八
七
～
三

一
八

一
と
請
求
記
号
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。

当
館
に
は
こ
の
状
態
で
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

「
元
禄
家
伝
文
書
」
は
、
秋
田
藩
士
の
系
図
を
大
量
に
含
む
こ
と
か
ら
利
用

頻
度
も
高
く
、
ま
た

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
な
ど
の
主
要
史
料
群
と
極
め
て
密

接
に
関
連
す
る
と
推
測
さ
れ
る
史
料
群
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
館
で
も
優
先
的

に
整
理
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
お
わ
り
に
、
今
後
の
史
料
整
理
の
方
向
の
確
認

を
か
ね
て
、
当
館
所
蔵
の
他
の
系
図
類
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

ま
ず
佐
竹
文
庫

（宗
家
）
に
含
ま
れ
る
系
図

・
由
緒
書
で
あ
る
が
、
元
禄
十

三
年

（
一
七
〇
〇
）
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
提
出
さ
れ
た
史
料
が
多
く
、
修
史

事
業
と
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
宝
永
六
年
作
成
の



日
録
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

「
不
正
系
図
」
や
嫡
庶
論
争
に
関
わ

っ
た
系
図

類
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
文
書
改
役
人
に
よ
る
吟
味
の
際
に
何
ら
か
の
問
題

が
生
じ
た
系
図
類
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
県
庁
か
ら
移
管
さ

れ
、
現
在

「
県
Ｂ
」
史
料
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
史
料
群
に
も
、
元
禄
期
に

提
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
系
図
類
が
多
く
含
ま
れ
る
。
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
系

図
類
に
は
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
と
同
様
の
性
格
を
持

つ
史
料
も
含
ま
れ
る
が
、

所
預
や
藩
重
臣
の
家
臣
、

つ
ま
り
陪
臣
か
ら
提
出
さ
れ
た
系
図
類
が
多
い
と
い

う
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

佐
竹
文
庫

（
宗
家
）
、
県
Ｂ
史
料
の
系
図
類
に
つ
い
て
は
現
在
調
査

・
整
理

中
で
あ
り
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
を
含
め
て
相
互
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
手
が
か
り
の
ひ
と

つ
と
し
て
端
一異
部
分
の
朱
書
が
挙
げ

ら
れ
る
。
例
え
ば
佐
竹
文
庫

（宗
家
）
に
含
ま
れ
る
系
図
類
の
端
一異
に
は

「智

一

の
朱
書
が
あ
る
。
こ
の

「
智
」
に
つ
い
て
は
宝
永
六
年
の
目
録
で
す
で
に
確
認

で
き
る
。
当
時
ど
の
よ
う
な
基
準
で
分
類
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
県
Ｂ
史
料
中
の
系
図
に
は

「
東
ノ
」

「
北
ノ
」
と

い
う
文
字
と
と
も
に
漢
数
字
が
朱
書
さ
れ
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
史
料
に
は

単
に
漢
数
字
が
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
今
後
こ
の
よ
う
な
手
が
か
り
を
も
と
に
、

当
館
が
所
蔵
す
る
系
図
史
料
全
体
の
整
理
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
を
史
料
群
と
し
て
と
ら
え
、
史
料
群
全
体

の
分
析
を
通
じ
て
そ
の
性
格
を
解
明
し
、
ま
た
成
立
過
程
な
ど
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
り
、
今
後
の
史
料
整
理
に
つ
い
て
あ
る
程
度
見
通
し
を

つ
け
る
こ
と
を

日
的
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
は
当
時
提
出
さ
れ
た
系

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る
一
考
察

図
全
体

で
は
な
く
、
写
し
で
提
出
さ
れ
た
史
料
の

一
部
に
過
ぎ
な
い
た
め
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
の
分
析
だ
け
で
は
、
そ
の
成
立
過
程
や
当
時
の
系
図
提
出

状
況
に
つ
い
て
も
推
測
を
重
ね
る
こ
と
し
か
で
き
な
か

っ
た
。
不
充
分
で
あ

っ

た
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
今
後
の
課
題
と
し
た
部
分
を
中
心
に
調
査

・
整
理

を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
徐
々
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註
（
１
）
　

『秋
田
県
史
』
第
二
巻
近
世
編
上

（秋
田
県
、　
一
九
六
四
年
）
、
さ
き
が
け
新

書

『
近
世
の
秋
田
』

（秋
田
魁
新
報
社
、　
一
九
九

一
年
）
な
ど
参
照
。

（
２
）

根
岸
茂
夫

「
元
禄
期
秋
田
藩
の
修
史
事
業
」

（
『
栃
木
史
学
』
第
五
号
）
、
伊

藤
勝
美

「
「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程
」

（秋
田
県
公
文
書
館

『
研

究
紀
要
』
第
三
号
）
、
鈴
木
満

「
『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』
考
」

（
『
秋
大
史
学
』

四
四
）
な
ど
参
照
Ｇ

（
３
）

整
理
記
号

・
番
号
　
Ａ
二
八
〇
―
六
九
―

一
～
六

一

（
４
）

整
理
記
号

・
番
号
　
Ａ
二
八
八
。
二
―
五
九
〇
―

一
～
二
五

（
５
）

伊
藤
勝
美

「
秋
田
藩
の
諸
士
系
図
に
つ
い
て
」

（秋
田
県
公
文
書
館

『
研
究
紀

要
』
第
四
号
）
、
前
掲
鈴
木
氏
論
文
な
ど
参
照
。

（
６
）
　

『
秋
田
県
史
』
近
世
編
上

一
五

一
～

一
五
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
７
）

整
理
記
号

・
番
号
　
Ａ
Ｈ
六

一
一
―

一
八

（
８
）

寛
永
四
年
の
数
字
は

「
雑
録
」

（整
理
記
号

・
番
号
　
県
Ａ
Ｉ

一
〇
三
―

一
）

所
収

「
寛
永
四
年
窪
田
配
分
帳
」

「
在
々
給
人
配
当
帳
」
に
、
明
治
元
年
の
数

字
は

「
分
限
丼
有
高
」

（
整
理
記
号

・
番
号
　
Ａ
Ｈ
三

一
七
―
二
六
〇
）
、

「
在
々
分
限
丼
有
高
」

（整
理
記
号

・
番
号
　
Ａ
Ｈ
三

一
七
―
二
六

一
）
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
９
）
　

「
岡
本
元
朝
日
記
」
三
四

（整
理
記
号

・
番
号
　
七
―
三
八
〇
―
三
四
）
宝
永

二
年
十
月
二
日
条
参
照
。

七
五



「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
関
す
る

一
考
察

（
１０
）
　

明
治
元
年
の
秋
田
藩
家
臣
団
の
内
訳
は
、
下
表
の
と

お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
虫
食
い
や
貼
り
紙
な
ど
の

た
め
石
高
や
人
数
が
不
明
な
部
分
が
あ
り
、　
一
部
数

字
は
推
定
と
な

っ
て
い
る
。

（
ｎ
）

所
預
に
つ
い
て
は

『
秋
田
縣
史
』
第

一
冊

（秋
田
県
、

一
九

一
五
年
）
二
七
六
～
二
八
四
ペ
ー
ジ
、

『
秋
田

県
史
』
近
世
編
上

一
四
七
～

一
五
〇
ペ
ー
ジ
、
金
森

正
也

『
秋
田
藩
の
政
治
と
社
会
』

（無
明
舎
出
版
、

一
九
九
二
年
）
第
二
章

「
藩
政
後
期
に
お
け
る
給
人

統
制
の
意
義
」
な
ど
参
照
。

（
・２
）
　

昭
和
五
十
二
年
二
月
、
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
発
行
。

（
‐３
）

本
稿
の
分
析
に
お
け
る
数
字
は
、
平
成
十

一
年
十

一

月
末
現
在
の
整
理

・
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

今
後
の
整
理

・
調
査
に
よ
っ
て
は
修
正
が
あ
り
う
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断

り
し
て
お
く
。

（
・４
）

史
料
の
比
較
は

『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
目
録
』

（秋
田
県
公
文
書
館
、　
一
九
九
七

年
）
を
用
い
た
。
史
料
の
年
月
日

・
差
出
人

・
宛
名
に
つ
い
て
比
較

・
検
討
し

た
結
果
で
あ
る
。

（
・５
）

財
団
法
人
千
秋
文
庫

（東
京
都
）
所
蔵
。

（
‐６
）

④

・
⑤
の
命
令
は
伊
藤
勝
美

「
秋
田
藩
の
諸
士
系
図
に
つ
い
て
」

（秋
田
県
公

文
書
館

『
研
究
紀
要
』
第
四
号
）
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
佐
竹
南
家
文
書
に
基
づ

い
た
。
そ
れ
以
外
は

「
国
典
類
抄
」
前
編
嘉
部
三
十
八

「
御
文
書
取
纏
」
に
よ

る
。
④
に
つ
い
て
、
伊
藤
氏
は
元
禄
十

一
年
か
同
十
二
年
の
命
令
と
推
測
し
て

い
る
が
、
系
図
類
の
提
出
状
況
と
、
後
述
す
る

「
北
家
御
日
記
」
の
記
事
に
よ

り
、
元
禄
十

一
年
の
命
令
と
み
て
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で

は
元
禄
十

一
年
六
月
の
命
令
と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
た
。

（
・７
）
　

『
秋
田
県
史
』
近
世
編
上
、

『
角
館
誌
』
第
二
巻
北
家
時
代
編
上

（角
館
誌
刊

行
会
、　
一
九
六
七
年
）
な
ど
参
照
。

七

六

（
‐８

）

（
‐９

）

（
２４
）

整
理
記
号

・
番
号
　
Ａ
Ｓ
Ｏ
二
九
―

一

（
２５
）

当
館
所
蔵
史
料
の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
勝
美

「
「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」

の
伝
来
の
過
程
」

（秋
田
県
公
文
書
館

『
研
究
紀
要
』
第
二
号
）
参
照
。

（
２６
）
　

「
秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
第
十
三
集
」
凡
例
参
照
。

（古
文
書
課
主
事
　
か
と
う
　
ま
さ
ひ
ろ
）

23 22 21 20
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理 て 門 |
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902

5

9
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《
報
告
》公

文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

菅
　
原
　
亜
希
子

は
じ
め
に

一　

紙
資
料
の
保
護

一
一　
代
替
物
の
作
成
と
保
存

〓
一　
県
政
映
画
フ
ィ
ル
ム
の
保
存
と
利
用

お
わ
り
に

は

じ

め

に

当
館
公
文
書
書
庫
に
は
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
以
降
、
現
在
ま
で
の
県
庁

文
書
が
収
蔵
さ
れ
、
そ
の
作
成
時
期
も
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成
と
長
期
に

渡

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
保
存
期
間
や
作
成
時
期
等
に
よ
り
戦
前
永
年
文
書
、

戦
後
永
年
文
書
、
有
期
限
文
書
及
び
行
政
資
料
の
四
つ
に
大
き
く
分
類
し
た
上

で
保
存
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
紙
資
料
の
他
に
書
庫
で
は
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
や
十
六
ミ
リ
映
画
フ
ィ
ル
ム
も
保
存
し
て
い
る
。
さ
ら
に
書
庫
内
の

保
存
環
境
に
つ
い
て
は
温
度

三
二
度
、
湿
度
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
保
た
れ
る
よ

公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

う
設
定
し
て
お
り
、　
一
般
的
に
書
庫
等
の
保
存
環
境
と
し
て
適
当
と
さ
れ
て
い

る
温
度

二
五
度
、
湿
度
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
ほ
ぼ
同
様
の
数
値
と
し
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
は
外
気
温
の
変
化
や
扉
の
開
閉
な
ど
に
よ
り
温
湿
度
は
毎
日
変

化
し
て
い
る
た
め
、
温
湿
度
計
に
よ
る
測
定
を
日
常
的
に
行
い
、
そ
の
誤
差
を

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
抑
え
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
所
蔵
資
料
に
対
し
て

は
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
出
来
る
限
り
作
成
時
の
状
態
で
保
存
し
て
い
く
こ
と

が
出
来
る
よ
う
い
く
つ
か
の
取
り
組
み
を
行

っ
て
い
る
が
、
実
際
の
業
務
の
中

で
は
様
々
な
課
題
も
多
く
、
開
館
か
ら
六
年
を
経
過
し
た
現
在
で
も
多
く
の
点

で
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
る
状
況
と
な

っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
資
料
保
存
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
公
文
書
課
の
業
務
内

容
報
告
を
中
心
に
、
日
常
業
務
の
中
か
ら
生
じ
て
き
た
課
題
を
整
理
し
て
、
そ

の
解
決

へ
向
け
て
今
後
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
項
を
確
認
し
て
い
き

た
い
と
思
う
。
な
お
本
稿
で
触
れ
る
内
容
は
い
ず
れ
も
公
文
書
書
庫

（
以
下
単

に

「
書
庫
」
と
い
う
。
）
及
び
公
文
書
課

（
以
下

「
当
課
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
の
状
況
で
あ
り
、
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
以
前
の
文
書
を
収
蔵
し
て
い

七
七一一二

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

る
貴
重
文
書
書
庫
や
古
文
書
課
の
業
務
内
容
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
こ
と

を
は
じ
め
に
断

っ
て
お
き
た
い
。

一　

紙
資
料
の
保
護

こ
こ
で
は
、
当
課
で
の
紙
資
料
保
存
対
策
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
そ
の
前
に

ま
ず
現
在
の
資
料
劣
化
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
書
架
全
体
を
目

に
し
て
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
明
治
期
な
ど
年
代
の
古
い
資
料
で
あ

っ
て
も
表

紙
や
綴
じ
部
分
が
し

っ
か
り
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
外

見
が
整

っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
資
料
は

一
見
す
る
と
ど
こ
に
も
劣
化
箇
所
が
な
い

よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
表
紙
な
ど
の
外
装
の
み
を
後
年
、
新
し
い
も
の

に
取
り
替
え
た
資
料
や
裏
打
ち
に
よ
り
資
料
全
体
を
強
化
し
た
も
の
が
少
な
く

な
い
。
こ
の
た
め
実
際
に
資
料
を
広
げ
る
と
用
紙
や
イ
ン
ク
の
変
色
が
進
み
判

読
が
不
可
能
に
な
り

つ
つ
あ
る
も
の
、
資
料
の

一
部
が
損
失
し
て
情
報
が
失
わ

れ
て
い
る
も
の
、
手
に
と

っ
た
だ
け
で
紙
が
粉
々
に
崩
れ
て
し
ま
う
も
の
な
ど

そ
の
程
度
に
差
は
あ
る
が
、
多
く
の
資
料
に
は
何
ら
か
の
劣
化
が
見
ら
れ
る
状

況
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
過
去
に
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
処
置
を
加
え
ら
れ

た
資
料
は
資
料
の
天
、
地
や
前
小

日
が
切
り
整
え
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
も
の

が
多
く
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
た
情
報
が
全
く
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
も

の
が
多
い
。
ま
た
裏
打
ち
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
こ
の
処
置
が
原
因
と
思
わ

れ
る
文
字
や
印
影
の
に
じ
み
が
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
他
の
特
徴
と
し
て

は
、
昭
和
二
〇
年
代
の
資
料
に
特
に
著
し
い
劣
化
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
毎

七
八

年
度
県
庁
各
課
所
か
ら
引
き
継
が
れ
て

‐く
る
比
較
的
新
し
い
資
料
の
中
に
も
カ

ビ
や
破
損
等
に
よ
る
劣
化
が
多
い
こ
と
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
原
因

と
し
て
は
急
激
な
温
湿
度
変
化
、
物
理
的
な
破
損
や
虫
害
な
ど
様

々
な
要
因
が

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
劣
化
の
進
行
を
少
し
で
も
遅
く
す
る
た
め
に
当
課

で
は
開
館
以
来
、
中
性
紙
保
存
箱

（
以
下
単
に

「
保
存
箱
」
と
い
う
。
）
を
利

用
し
て
資
料
の
保
護
に
努
め
て
い
る
。
保
存
箱
は
塵
や
埃
、
光
な
ど
多
く
の
劣

化
要
因
か
ら
資
料
を
保
護
す
る
非
常
に
有
効
な
劣
化
予
防
手
段
で
あ
り
、
ま
た

比
較
的
安
価
で
あ
る
た
め
導
入
し
や
す
い
保
存
対
策
の

一
つ
で
も
あ
る
。
保
存

箱
の
作
成
に
あ
た

っ
て
は
収
納
対
象
と
な
る
資
料
の
優
先
順
位
を
、
日
視
に
よ

る
資
料
の
確
認
を
行

っ
た
上
で

①
劣
化
が
著
し
い
資
料

②
特
に
貴
重
と
思
わ
れ
る
資
料

③
利
用
頻
度
が
高
い
資
料

④
酸
性
紙
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
お
り
今
後
の
劣
化
が
予
想
さ
れ
る
資
料

の
四
点
に
よ
り
決
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
戦
前
永
年
公
文
書
及
び
官
報
、
秋

田
県
公
報
等
の
行
政
資
料
は
平
成
十
年
度
ま
で
に
収
納
を
終
え
、
十

一
年
度
に

は
戦
後
永
年
公
文
書
の
う
ち
昭
和
三
十
年
代
ま
で
の
資
料
に
つ
い
て
収
納
を
予

定
し
て
い
る
。
保
存
箱
に
は
既
製
の
も
の
や
、
あ
る
程
度
大
き
さ
が
自
由
に
変

え
ら
れ
る
も
の
な
ど
数
種
類
あ
る
が
、
当
課
で
は
各
々
の
資
料
に
専
用
の
も
の

を
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
、
作
成
に
あ
た
っ
て
は

一
点
ず
つ
資
料
の
計
測
を
行

っ

て
い
る
。
計
測
は
厚
さ
を
測
る
際
に
資
料
を
押
さ
え
つ
け
ず
最
も
厚
い
部
分
を

計
測
す
る
、
実
測
値
に
数
ミ
リ
の
余
裕
を
加
え
た
大
き
さ
で
作
成
す
る
な
ど
い



く
つ
か
の
注
意
事
項
を
設
け
て
行
い
、
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
逆
に
資
料
を
破

壊
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
行

っ
て
い
る
。

し
か
し
毎
年
度

二
千
箱
を
超
え
る
保
存
箱
を
作
成
し
て
い
る
た
め
作
業
に
は
か

な
り
の
手
間
と
時
間
を
要
し
て
い
る
現
状
と
な

っ
て
い
る
。
既
製
の
箱
を
利
用

す
れ
ば
こ
う
し
た
手
間
や
時
間
は
省
略
出
来
る
が
、
大
き
さ
の
合
わ
な
い
保
存

箱
に
収
納
す
る
こ
と
で
資
料
に
無
理
な
力
が
か
か

っ
た
り
薄
い
資
料
が
折
れ
て

し
ま

っ
た
り
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
各
々
の
大
き
さ
に
ち
ょ
う
ど
良
い
保

存
箱
を
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
毎
年
度
の
作
業
と
し
て
行

っ

て
い
る
。
ま
た
計
測
に
は
資
料
目
録
を
利
用
し
て
い
る
た
め
、
資
料
と
目
録
記

載
事
項
の
確
認
も
計
測
作
業
と
併
せ
て
行

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
目
録
に
誤

公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

り
が
見

つ
か
っ
た
場
合
は
直
ち
に
そ
の
訂
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
現
在

の
公
文
書
課
の
通
常
業
務
の
中
で
は
評
価
選
別
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
資
料
群

以
外
に
は
資
料
と
目
録
の
確
認
を
行
う
機
会
は
き
わ
め
て
少
な
く
開
館
時
に
目

録
を
作
成
し
て
以
降
、
記
載
内
容
の
確
認
を
行

っ
た
こ
と
の
な
い
資
料
も
多
い
。

こ
の
た
め
実
際
に
確
認
作
業
に
よ

っ
て
資
料
名
等
の
訂
正
箇
所
の
ほ
か
未
整
理

資
料
が
見

つ
か
っ
た
例
も
あ
り
、
計
測
は
保
存
箱
作
成
以
外
に
資
料
の
管
理
、

利
用
上
と
い
う
点
で
も
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
実
際
の

保
存
箱
の
体
裁
に
つ
い
て
は
、
素
材
と
な
る
中
性
紙
に
あ
る
程
度
の
厚
さ
が
あ

り
丈
夫
で
あ
る
こ
と
な
ど
長
期
の
保
存
や
利
用
に
十
分
耐
え
ら
れ
る
こ
と
と
い

う
点
に
特
に
注
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
留
め
具
部
分
は
万

一
破
損
等
が
あ

っ
た

場
合
も
部
分
的
な
取
り
替
え
が
容
易
に
出
来
る
こ
と
の
ほ
か
、
腐
食
を
起
こ
さ

ず
丈
夫
な
も
の
と
い
う
理
由
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
用
い
た
も
の
を
利
用
し
て

い
る
。

保
存
箱

の
利
用
は
、
収
納
さ
れ
た
資
料
が
箱
外
部

の
環
境
変
化

の
影
響
を
受

け
に
く
く
な
り
、
劣
化

の
速
度
が
収
納
前
と
比
較
し
て
遅
く
な
る
こ
と
な
ど
か

ら
保
存
上
非
常

に
優
れ
た
手
段

で
あ
る
の
は
先
に
述

べ
た
と
お
り

で
あ
る
が
、

一
方

で
こ
れ
だ
け
で
は
劣
化
を
完
全
に
止
め
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
長

い
年
月

の
間

に
は
劣
化
が
進
行
す
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
な

い
事
実

で
あ
る
。
保
存
箱

に

よ
る
資
料

の
保
護
は

「
貴
重
な
資
料
に
対
す
る
総
合
的
な
保
存
手
当

の
第

一
ス

テ
ッ
プ
」

で
あ
り
、

こ
の

「
第

一
ス
テ

ッ
プ
」
が
修
復
な
ど
次

の
手
当
が
必
要

か
否
か
を
判
断
す
る
有
効
な
方
法

で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
当
課

で
は

現
在
、
保
存
箱
収
納
以
外

の
保
存
対
策
は
行

っ
て
お
ら
ず
、
今
あ
る
資
料
も

い

七
九

写真 1 保存箱収納後の資料



公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

ず
れ
こ
れ
だ
け
で
は
保
存
が
困
難
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
今
後
は

当
課
に
お
い
て
も
保
存
箱
の
利
用
は
保
存
対
策
の
終
了
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

恒
久
的
保
存

へ
向
け
て
の

「
第

一
ス
テ
ッ
プ
」
で
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
を
行

い
、
そ
こ
か
ら
資
料
の
状
態
に
応
じ
て
次
の
方
法
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要

に
な

っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

今
後
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
お
け
る
保
存
対
策
と
し
て
は
脱
酸
処
理
や
リ
ー
フ

キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
修
復
な
ど
様

々
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し

た
方
法
は
資
料
に
直
接
手
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
、
安
易
な
処
置
は
逆
に
劣
化

を
進
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
資
料
損
失
、
あ
る
い
は
時
間
や
費
用
の
浪
費
な
ど

八
〇

様
々
な
問
題
の
原
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
い
ず
れ
の
方
法
を
取

る
に
し
て
も
対
象
と
な
る
資
料
を
的
確
に
選
択
し
、
そ
の
状
態
に
あ

っ
た
処
置

を
必
要
な
時
期
に
行
う
こ
と
が
重
要
と
な

っ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
判
断
に
あ

た

っ
て
は
資
料
の
状
態
を
様
々
な
角
度
か
ら
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら

に
そ
の
た
め
に
は
劣
化
状
況
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
現
在
当
課
で
は
保
存
箱
に
収
納
し
た
資
料
の
う
ち
緊
急
に
次
の
保
存
対
策

を
行
う
必
要
が
あ
る
資
料
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
調
査

を
行
わ
ず
、
日
常
目
に
し
て
い
る
範
囲
内
で
の
判
断
で
あ
る
た
め
調
査
結
果
に

よ

っ
て
は
早
期
に
何
ら
か
の
対
策
を
要
す
る
資
料
が
見

つ
か
る
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
現
在
そ
の
必
要
が
な
い
資
料
で
あ

っ
て
も
資
料
が
失
わ
れ
て
か

ら
で
は
何
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
も
出
来
な
い
た
め

一
定
の
頻
度

で
こ
の
調
査

を
重
ね
、
そ
れ
を
基
に
次
の
保
存
計
画
を
作
成
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
多
く
の
資
料
が
既
に
こ
う
し
た
調
査
を
行
わ
な
い
ま
ま

保
存
箱

へ
の
収
納
を
終
了
し
て
い
る
現
状
を
考
え
る
と
、
当
課
で
実
施
す
る
劣

化
調
査
は

「
第

一
ス
テ
ッ
プ
」
で
あ
る
保
存
箱

へ
の
収
納
対
象
資
料
を
決
定
す

る
た
め
の
調
査
と
既
に
収
納
済
み
と
な

っ
て
い
る
資
料
の
中
か
ら

「第
ニ
ス
テ
ッ

プ
」
と
し
て
の
保
存
対
策
が
必
要
な
資
料
を
決
定
す
る
た
め
の
調
査
に
そ
の
目

的
を
分
け
て
行
う
必
要
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
調
査
の
実
施
や
保
存
計

画
の
作
成
に
あ
た

っ
て
は

一
つ
の
資
料
群
か
ら
何
冊
を
ど
う
い
っ
た
方
法
で
抽

出
す
る
か
、
実
施
す
る
資
料
群
の
順
番
は
ど
う
決
め
る
か
な
ど
決
定
す
る
べ
き

事
項
も
多
い
。
現
段
階
に
お
い
て
当
課
で
は
ま
ず
そ
れ
ら
を
決
め
る
た
め
の
情

報
収
集
や
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
当
面
の
課
題
と
し
、

写真 2 中性紙保存箱と収納資料



具
体
策
は
そ
の
後
に
検
討
を
重
ね
た
上
で
決
め
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

一
一　
代
替
物
の
作
成
と
保
存

保
存
箱
に
よ
る
収
納
の
み
で
は
紙
資
料
の
劣
化
が
防
げ
な
い
以
上
、
資
料
の

損
失
を
防
ぐ
に
は
代
替
物
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
当
課
で
は
そ
の
媒

体
と
し
て
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
を
選
択
し
、
代
替
物
を
作
成
し
て
い
る
。
代
替

物
の
媒
体
と
し
て
は
こ
の
他
に
も
数
種
類
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
が
、
例
え
ば

Ｃ
Ｄ
ロ
ム
な
ど
は

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
比
較
す
る
と
保
存
性
が
低
い
と
さ
れ

て
お
り
、
原
資
料
か
ら
直
接
代
替
物
を
作
成
す
る
と
高
額
な
費
用
を
要
す
る
こ

と
に
も
な
る
。
そ
う
し
た
他
の
媒
体
と
比
較
す
る
と

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
保

存
性
や
記
録
密
度
の
高
さ
に
加
え
、
安
価
で
作
成
出
来
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
優

れ
た
代
替
物

の

一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
青
木
睦
氏
は

「
基
本
的
に
原
本
に
勝

る
代
替
物
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
資
料
の
代
替
化
を

「
保
存
と
利
用
の
両
立

を
図
る
た
め
の
有
効
な
方
法
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
利
用
方
法
に
つ
い

て
は

「
ま
ず
代
替
物
を
利
用
し
て
史
料
の
内
容
情
報
の
調
査
を
行
い
、
最
後
に

原
本
で
な
け
れ
ば
判
ら
な
い
情
報
を
調
べ
る
」
と
し
て
い
る
。
現
在
当
課
で
は

撮
影
し
た
資
料
の
う
ち
最
も
利
用
頻
度
が
高
い

「
秋
田
県
公
報
」
の
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
の
み
を

一
般
の
利
用
に
供
し
て
い
る
が
、
そ
の
利
用
方
法
は
青
木
氏

が
述

べ
て
い
る
方
法
と
ほ
ぼ
同
様
な
も
の
と
な

っ
て
お
り
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
を
閲
覧
し
た
結
果
、
判
読
し
に
く
い
文
字
が
あ

っ
た
場
合
な
ど
に
限
り
、
原

資
料
の
閲
覧
を
許
可
し
て
い
る
。
た
だ
し
原
資
料
の
閲
覧
は
カ
ウ
ン
タ
ー
内
で

公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

職
員
の
立
ち
会
い
が
あ
る
場
合
の
み
に
限
る
と
い
う
条
件
を
付
し
て
行

っ
て
お

り
、
閲
覧
室
内
で
利
用
者
が
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
は
制
限
し
て
い
る
。
こ
れ

は
資
料
が
製
本
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
り
、
そ
の
散
逸
を
防
ぐ
た
め
に
行

っ

八
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表 1 公文書課撮影マイクロフィルムー覧

資 料 名 本数 撮 影 年 度 備 考

秋 田 県 公  報 1 1061平成 5～ 10

秋 田 県 布 達 集 24,平 成 6～ 8

秋 田 県 議 会 議 事 録 平 成  8
士 族 卒 明 細 短 冊 平  成  8
卒 家 壺

申 平 成  9
県 令 全 圭

日 平 成  7
死 没 者 名 簿 平 成  7
丘
（ 籍 平成 7～ 8

秋 田 県 史 稿 平 成  7
秋 田 県 史 料 平 成  7
秋田県養蚕統計・勧業年報 平 成  8
文 部 省 日 士

恥 平成 7010 平成10年度は補完分 1本を撮影

秋 田 県 勧 業 月 報 1 平 成 10
秋 田 県 庁 日 誌 平成10～ 11

産 婆 准 看 登 録 台 帳 平 成 10
外 務 省 日 丑

恥 1 平 成 11
内 務 省 達 留 平 成 11
山林原野其他原由取調調書 平 成 11

計



公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
保
存
と
利
用
の
両
立
を
考
え
た
対
策
の

一
つ
と
し
て

御
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
の
対
象
と

な
る
資
料
は

①
劣
化
が
著
し
い
資
料

②
特
に
貴
重
と
思
わ
れ
る
資
料

③
利
用
頻
度
が
高
い
資
料

の
三
点
に
よ
り
決
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
平
成
十

一
年
度
ま
で
に
二
九
五

本
の
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
の
撮
影
を
終
了
し
て
い
る

（表
１
参
照
）
。
作
成
に

あ
た

っ
て
は
保
存
用
と
書
庫
内
閲
覧
用
の
二
種
類
の
フ
ィ
ル
ム
を
作
り
、
撮
影

後
は
閲
覧
用
フ
ィ
ル
ム
の
み
を
使
用
す
る
こ
と
で
保
存
用
フ
ィ
ル
ム
に
傷
や
汚

れ
が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
。
し
か
し
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
も
実
際
に
は

永
久
保
存
が
望
め
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
撮
影
後
は
定

期
的
に
劣
化
状
況
の
調
査
を
行
い
、
異
常
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
適

切
な
処
置
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
。
特
に

一
九
五
〇
年
代
か
ら

一

九
八
〇
年
代
に
か
け
て
撮
影
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
の
ほ
と
ん
ど
は
セ
ル
ロ
ー
ス
エ

ス
テ
ル
を
ベ
ー
ス
と
し
て
作
成
さ
れ
た
Ｔ
Ａ
Ｃ
ベ
ー
ス
フ
ィ
ル
ム
で
あ
り
、
そ

れ
以
降
に
開
発
さ
れ
た
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
を
ベ
ー
ス
と
す
る
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ベ
ー
ス
フ
ィ

ル
ム
と
比
較
し
て
劣
化
が
早
い
と
さ
れ
て
い
る
。
書
庫
で
所
蔵
し
て
い
る
フ
ィ

ル
ム
で
は
開
館
時
に
文
書
広
報
課

（現
行
政
改
革
推
進
課
）
か
ら
移
管
さ
れ
た

フ
ィ
ル
ム
が
こ
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
ベ
ー
ス
フ
ィ
ル
ム
に
当
た
る
。
昭
和
四
〇
～
五
〇
年

代
に
か
け
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ル
ム
は
移
管
時

に
は
紙
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
既
に
か
な
り
の
酢
酸
臭
が
発
生
し
て

八
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お
り
、
わ
ず
か
二
〇
年
程
度
の
間
に
も
劣
化
が
始
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

移
管

フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
は
当
課
で
撮
影
し
た
他
の
フ
ィ
ル
ム
と
区
別
し
て
保

存
し
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
劣
化
が
進
行
す
る
と
最
後
に
は
フ
ィ
ル
ム
の
縁
が

波
状
に
な
り
再
生
不
可
能
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
劣
化
に
よ
る
情
報
の
損
失
を

防
ぐ
た
め
に
は
新
た
に
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ベ
ー
ス
フ
ィ
ル
ム
で
複
製

フ
ィ
ル
ム
を
作
る
べ

き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
こ
れ
ら
移
管

フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て

は
現
在
ま
で
に
撮
影
内
容
の
調
査
が
終
了
し
て
お
ら
ず
、
書
庫
内
の
ど
の
資
料

を
撮
影
し
た
の
か
、
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
資
料
に
つ
い
て
の
フ
ィ
ル
ム
が
あ
る

か
と
い
っ
た
現
在
の
所
蔵
資
料
と
の
関
連
性
が
不
明
の
ま
ま
と
な

っ
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
複
製
フ
ィ
ル
ム
作
成
に
あ
た

っ
て
は
、
ま
ず
そ

の
前
提
と
し
て
撮
影
内
容
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

調
査
の
結
果
、
撮
影
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
の
中
に
所
蔵
資
料
以
外
の
も
の
や
劣
化

の
著
し
い
資
料
の
フ
ィ
ル
ム
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該

フ
ィ
ル
ム
は
よ
り
そ
の

重
要
性
を
増
す
こ
と
に
な
り
、
今
後
新
た
に
複
製

フ
ィ
ル
ム
を
作
成
す
る
際
に

も
最
優
先
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
調
査
を
行
う
こ

と
で
大
ま
か
な
複
製

フ
ィ
ル
ム
作
成
計
画
が
自
ず
と
出
来
る
こ
と
に
な
り
、
逆

に
調
査
を
行
わ
な
い
ま
ま
複
製

フ
ィ
ル
ム
の
作
成
を
始
め
る
こ
と
は
、
そ
う
し

た
貴
重
な
情
報
を
失
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

調
査
は
撮
影
さ
れ
て
い
る
資
料
名
と
現
在
の
所
蔵
目
録
を

一
点
ず

つ
パ
ソ
コ

ン
で
検
索
し
な
が
ら
突
き
合
わ
せ
て
い
く
と
い
う
極
め
て
手
間
の
か
か
る
方
法

で
進
め
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
五
〇
〇
本
を
超
え
る
フ
ィ
ル
ム
が
そ
の
対

象
で
あ
り
、　
一
本
の
フ
ィ
ル
ム
に
概
ね
八
点
程
度
の
資
料
が
撮
影
さ
れ
て
い
る



表 2 公文書課作成複製本一覧

資 料 名 冊数 作 成 年 度 備 考

秋 田 県 史 平 成 7

秋 田 県 布 達 集 平 成 8

秋 田 県 報 平 成 7

秋 田 県 勧 業 年 報 平 成  8
士 族 卒 明 細 短 冊 平 成  9
卒 家 平 成 9

秋 田 県 議 会 議 事 録 平 成 9

秋 田 県 養 蚕 統 計 平 成 9

文 部 省 日 量
恥 平 成  9 平成10年度、落丁部分を補完

秋 田 県 勧 業 月 報 平 成 10
秋 田 県 庁 日 誌 平 成 11

十

こ
と
を
考
慮
す
る
と
か
な
り
の
時
間
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

た
、
こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
点
と
し
て
こ
の
調
査
を
続
け
て
い
る
間
に
も
劣
化
は

進
行
を
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
調
査
が
終
了

公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

す
る
ま
で
の
間
は
、
劣
化
速
度
が
多
少
で
も
緩
や
か
に
な
る
よ
う
、

フ
ィ
ル
ム

一
本

一
本
を
巻
き
返
し
て
酸
を
飛
ば
す
作
業
も
併
せ
て
行

っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
平
成
五
年
以
降
当
課
で
撮
影
し
た
フ
ィ
ル
ム
は
Ｐ

Ｅ
Ｔ
ベ
ー
ス
フ
ィ
ル
ム
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
適
正
な
保
存
環
境
の
下
で
の
保
存

期
間
は
五
〇
〇
年
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
保
存
環
境
を
温
度

二

一
度
以
下
、
湿
度
三
〇
～
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
場
合
の
数
値
で
あ
り
、
書

庫
の
保
存
環
境
と
は
特
に
湿
度
の
点
で
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

フ
ィ
ル
ム
を
保
管
し
て
い
る
棚
に
乾
燥
剤
を
使
用
し
て
、
出
来
る
だ
け
低
湿
度

八
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公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

を
保
て
る
よ
う
に
配
慮
し
て
は
い
る
も
の
の
、
平
成
五
年
以
降
当
課
で
撮
影
し

た
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
も
五
〇
〇
年
と
い
う
期
間
に
頼
ら
ず
定
期
的
な
検
査
を

行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
作
成
し
た

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
う
ち
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
印
画
紙
に
焼
付
し
て
製
本
し
た
複
製
本
を
作
成
し
、
閲
覧
室
で
開
架
し

て
い
る

（表
２
参
照
）
。
当
館
に
お
い
て
複
製
本
は
原
資
料
保
存
の

一
手
段
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
作
成
に
あ
た

っ
て
は
収
蔵
資
料
の
中
で
も
特
に

重
要
な
も
の
や
利
用
回
数
の
多
い
も
の
が
そ
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
閲

覧
に
あ
た

っ
て
申
請
書
の
提
出
が
必
要
な
原
資
料
に
対
し
て
、
開
架
資
料
で
あ

る
複
製
本
は
申
請
書
を
提
出
し
な
く
て
も
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ

て
い
る
ほ
か
、
原
資
料
で
は
許
可
さ
れ
な
い
複
写
機
の
利
用
も
可
能
と
な

っ
て

い
る
。
こ
の
他
に
も
複
製
本
は
原
資
料
と
比
較
し
て
内
容
検
索
が
短
時
間
で
出

来
る
こ
と
な
ど
多
く
の
利
点
が
挙
げ
ら
れ
、
利
用
と
保
存
と
い
う
公
文
書
館
が

抱
え
る
相
反
す
る
二
つ
の
役
割
に
と

っ
て
非
常
に
有
効
な
手
段
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
今
後
も
利
用
頻
度
や
劣
化
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
必
要
の
あ
る
資

料
に
つ
い
て
は
随
時
複
製
本
の
作
成
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

〓
一　
県
政
映
画
フ
ィ
ル
ム
の
保
存
と
利
用

こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
資
料
の
ほ
か
に
、
書
庫
で
は
現
在
、
三
〇
三
本
の
十

六
ミ
リ
映
画
フ
ィ
ル
ム
を
所
蔵
し
て
い
る
。
県
政
映
画
は
昭
和
三
十
年

（
一
九

五
五
）
に
県
が
県
政
の
広
報
手
段
と
し
て
映
画
の
導
入
を
決
定
し
て
以
来
、
現

八
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在
ま
で
作
成
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
や
日
米

文
化
会
館
、
県
民
ホ
ー
ル
な
ど
に
備
え
つ
け
ら
れ
各
市
町
村
や
公
民
館
、
学
校

な
ど

へ
貸
し
出
さ
れ
て
多
く
の
県
民
に
観
賞
さ
れ
た
。
テ
レ
ビ
な
ど
の
普
及
に

伴
い
映
画
フ
ィ
ル
ム
は
次
第
に
そ
の
役
割
の
大
半
を
他
の
媒
体
に
譲
る
こ
と
に

な

っ
た
が
、
現
在
で
は
当
時
の
県
政
や
県
民
生
活
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
な

っ

て
い
る
。
フ
ィ
ル
ム
は
開
館
時
に
文
書
広
報
課

（現
行
政
改
革
推
進
課
）
か
ら

移
管
さ
れ
て
書
庫
で
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
歴
史
的
な
映
像
資
料
が

ま
と
ま

っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
例
は
全
国
的
に
も
非
常
に
珍
し
い
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
フ
ィ
ル
ム
の
中
に
は
長
期
の
使
用
に
よ
り
傷
や
汚
れ
が
日
立

つ
も
の
も
多
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
フ
ィ
ル
ム
の
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
、

修
復
と
と
も
に
フ
ィ
ル
ム
映
像
を
ビ
デ
オ
に
転
換
す
る
テ
レ
シ
ネ
化
を
行

っ
て

写真 4 移管されたフ ィルム



い
る
。
テ
レ
シ
ネ
化
に
あ
た

っ
て
は
対
象
と
な
る
フ
ィ
ル
ム
に
著
し
い
破
損
等

が
あ
り
、
映
像
の
転
換
が
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
も
の
で
も
同

一
フ
ィ
ル
ム
が

複
数
本
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
各
々
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て

一
つ
の
フ
ィ
ル
ム
と

す
る
な
ど
、
出
来
る
限
り
多
く
の
ビ
デ
オ
を
作
成
出
来
る
よ
う
に
心
が
け
て
い

る
。
ま
た
テ
レ
シ
ネ
化
は
フ
ィ
ル
ム
内
容
を
確
認
出
来
る
唯

一
の
機
会
と
な

っ

て
お
り
撮
影
時
間
や
撮
影
年
代
等
の
錯
誤
の
有
無
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
確
認
す

る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ビ
デ
オ
の
作
成
に
あ
た

っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
と
Ｖ
Ｈ
Ｓ
の

二
種
類
を
作
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
映
像
を
転
換
す
る
前
に
は
手
拭
き
な
ど
に

よ
り
丁
寧
に
フ
ィ
ル
ム
の
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
を
行
い
、
破
損
箇
所
も
可
能
な
限
り

公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

修
復
さ
れ
る
た
め
、
転
換
さ
れ
る
映
像
は
修
復
後
の
よ
り
良
好
な
状
態
の
も
の

と
な
る
。
テ
レ
シ
ネ
化
は
対
象
と
な
る
フ
ィ
ル
ム
を

①
年
代
の
古
く
劣
化
が
著
し
い
と
思
わ
れ
る
フ
ィ
ル
ム

②
特
に
貴
重
な
映
像
が
収
録
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ル
ム

③
今
後
、
利
用
頻
度
が
高
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
フ
ィ
ル
ム

の
三
点
に
よ
り
優
先
順
位
を
決
定
し
て
行

っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち

「
今
後
、
利

用
頻
度
が
高
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
フ
ィ
ル
ム
」
に
つ
い
て
は
、
近
年
こ

う
し
た
映
像
資
料
に
対
す
る
関
心
が
急
速
に
高
ま
り
、　
一
般
の
閲
覧
希
望
の
ほ

か
テ
レ
ビ
局
な
ど
か
ら
の
放
映
申
請
も
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し

て
、
昨
年
度
以
降
特
に
注
意
す
る
べ
き
点
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
現
在
ま

で
に
二
〇
三
本
の
テ
レ
シ
ネ
化
を
終
了
し
て
い
る

（表
３
参
照
）
。
ま
た
フ
ィ

ル
ム
は
県
の
自
主
制
作
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
た
め
、
他
団
体
が
作
成
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
著
作
権
に
配
慮
し
て
ビ
デ
オ
作
成
前
に
作
成
主
体
か
ら
文
書

で
了
解
を
得
て
行

っ
て
い
る
。
な
お
、
作
成
し
た
ビ
デ
オ
の
う
ち
Ｖ
Ｈ
Ｓ
ビ
デ

オ
に
つ
い
て
は
当
館
ビ
デ
オ
シ
ア
タ
ー
に
お
い
て
三
十
九
本
が
自
由
に
閲
覧
出

来
る
ほ
か
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
も
カ
ウ
ン
タ
ー
で
申
請
す
る
こ
と
に
よ

り
閲
覧
が
可
能
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
ビ
デ
オ
の
ダ
ビ
ン
グ
に
つ
い
て
は
デ

ジ
タ
ル
、
Ｖ
Ｈ
Ｓ
の
ど
ち
ら
か
ら
で
も
申
請
者
の
実
費
負
担
に
よ
り
可
能
と
な

っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
県
政
映
画
に
関
す
る

一
連
の
業
務
の
中
で
特
に
問

題
と
な

っ
て
い
る
の
が
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ル
ム
や
ビ
デ
オ
に
資
料
番
号
が
付
与
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
便
宜
的
に
移
管
時
の
目
録
に
通
し
番
号
を
付

し
た
台
帳
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
破
損
等
に
よ
り
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
フ
ィ

八
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I 県政ニュース

題 名 作 成 年 月 色  別

県政だよりm2 昭和30年 7月 白 黒

県政だよりNQ 5 昭和31年 3月 白 黒

県政だよりNQ l 昭和31年 5月 白 黒

県政だよりNQ 2 昭和31年 7月 白 黒

県政だよりM3 昭和31年 10月 白 黒

県政だより 昭和31年 白 黒

県政だよりM4 昭和32年 1月 白 黒

県政ニュースNQ 5 昭和32年 5月 白 黒

県政ニュースNQ 6 昭和32年 8月 白 黒

県政ニュースM7 昭和32年 10月 白 黒

県政ニュースM8 昭和32年 11月 白 黒

県政ニュースM9 昭和33年 1月 白 黒

県政ニュースM10 昭和33年 2月 白 黒

県政ニュースNQll 昭和33年 4月 白 黒

県政ニュースM12 昭和33年 5月 白 黒

県政ニュースM13 昭和33年 7月 白 黒

県政ニュースM14 昭和33年 8月 白 黒

県政ニュースM15 昭和33年 9月 白 黒

県政 ニ ュー スM16 昭和33年 10月 白 黒

県政ニュースM17 昭和33年 11月 白 黒

県政ニュースNQ18 昭和34年 1月 白 黒

県政ニュースNQ19 昭和34年 3月 白 黒

県政ニュースM20 昭和34年 5月 白 黒

県政ニュースM21 昭和 34年 6月 白 黒

県 政 ニ ュ ー スM22 昭和34年 8月 白 黒

県政ニュースNQ23 昭和34年 10月 白 黒

県政 ニ ュー スNQ24 昭和34年 11月 白 黒

県政 ニ ュースM25 昭和35年 3月 白 黒

県政ニュースM26 昭和35年 6月 白 黒

県政ニュースNQ27 昭和35年 7月 白 黒

県政ニュースNQ28 昭和35年 8月 白 黒

県政 ニ ュースNQ29 昭和35年 9月 白 黒

県政ニュースM30 昭和35年 11月 白 黒

県政ニュースM31 昭和36年 1月 白 黒

県政 ニュースNQ32 昭和36年 3月 白 黒

県政ニュースM33 昭和36年 6月 白 黒

県政ニュースNQ34 昭和36年 7月 白 黒

県政ニュースM35 昭和36年 8月 白 黒

県政ニュースNQ36 昭和36年 9月 白 黒

県政ニュースM37 昭和36年 10月 白 黒

県政ニュースNIQ38 昭和36年 12月 白 黒

県政ニュースM39 昭和37年 3月 白 黒

県政ニュースM40 昭和37年 5月 白 黒

県政ニュースM41 昭和37年 6月 白 黒

県政ニュースNQ42 昭和 37年 8月 白 黒
ニュースNQ43 昭和37年 9月 白 黒

県政ニュースM44 昭和 37`手 10月 自  黒

県政ニュースNQ45 昭和37年 12月 白 黒

県政ニュースM46 昭和38年 2月 白 黒

県政ニュースNQ47 昭和38年 4月 白 黒

県政ニュースNQ48 昭和38年 5月 白 黒

県政ニュースM49 昭和38年 7月 白 黒

県政ニュースm50 昭和38年 9月 白 黒

県政ニュースm51 昭和38年 10月 白 黒

県政ニュースm52 昭和38年 11月 白 黒

県政ニュースNQ53 昭和38年 12月 白 黒

県政ニュースM54 昭和39年 2月 白 黒

県政ニュースM55 昭和39年 4月 白 黒

県政ニュースM56 昭和39年 5月 白 黒

県政ニュースM57 昭和39年 6月 白 黒

県政ニュースM58 昭和39年 7月 白 黒

県政ニュースNQ59 昭和39年 8月 白 黒

県政ニュースNQ60 昭和39年 9月 白 黒

表 3 県政映画ビデオ

公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

題 名 作 成 年 月 色  別

県政ニュースNQ61 昭和39年 10月 白 黒

県政ニュースNQ62 昭和39年 11月 白 黒

県政ニュースM63 昭和39年 12月 白 黒

県政 ニ ュースM64 昭和40年 1月 白 黒

県政ニュースNQ65 昭和40年 2月 白 黒

県政 ニ ュースM66 昭和40年 3月 白 黒

県政ニュースNQ67 昭和 40年 4月 白 黒

県政ニュースM68 昭和40`手 5月 白 黒

県政ニュースNQ69 昭和40`手 6月 白 黒

県政ニュースhlQ70 昭和40年 7月 白 黒

県政ニュースNQ71 昭和40年 8月 白 黒

県政ニュースNQ72 昭和40年 9月 白 黒

県政ニュースNQ73 昭和40年 10月 白 黒

県政ニュースNQ74 昭和 40年 11月 白 黒

県政ニュースNQ75 昭和40`手 12月 白 黒

県政ニュースNQ76 昭和41年 4月 白 黒

県政 ニ ュースM77 昭和41年 5月 白 黒

県政ニュースNQ78 昭和 41年 6月 白 黒

県政ニュースM79 昭和41年 7月 白 黒

県政ニュースM80 昭和41年 8月 白 黒

県政ニュースNQ81 昭和41年 9月 白 黒

県政ニュースNQ82 昭和41年 10月 白 黒

県政 ニ ュースM83 昭和41年 11月 白

県政ニュースM84 昭和41年 12月 白 黒

県政ニュースNQ85 昭和42年 1月 白 黒

県政ニュースM86 昭和 42年 2月 白 黒

県政ニュースNQ87 昭和42年 3月 白 黒

県政ニュースM88 昭和42年 4月 白 黒

県政 ニ ュースNQ89 昭和42年 5月 白  黒

県政ニュースM90 昭和42年 6月 白 黒

県政ニュースM91 昭和42年 7月 白 黒

県政ニュースNQ92 昭和 42`手 8月 白 黒

県政ニュースNQ93 昭和42`年 9月 白 黒

県政ニュースM94 昭和42年 10月 白 黒

県政ニュースNQ95 昭和42年 11月 白 黒

県政ニュースM96 昭和42年 12月 白 黒

県政ニュースNQ97 昭和43年 1月 白 黒

県政ニュースNQ98 昭和43年 2月 白 黒

県政ニュースNQ99 昭和43年 3月 白 黒

県政ニュースNQ100 昭和43年 4月 白 黒

県政ニュースNQ101 昭和43年 5月 白 黒

県政ニュースM102 昭和43年 6月 白 黒

県政ニュースM103 昭和43年 7月 白 黒

県政ニュースNQ104 昭和43年 8月 白 黒

県政ニュースNQ105 昭和43年 9月 白 黒

県政ニュースM106 昭和43年 10月 白 黒

県政ニュースM107 昭和43年 11月 白 黒

県政ニュースM108 昭和43年 12月 白 黒

県政ニュースM109 昭和44年 1月 白 黒

県政ニュースMl10 昭和44年 2月 白 黒

県政 ニ ュースk■ 11 昭和44年 3月 白 黒

県政ニュースMl12 昭和44年 4月 白 黒

県政ニ ュースMl13 昭和44年 5月 白 黒

県政 ニ コースNQl14 昭和 44年 6月 白 黒

県政ニュースNQ115 昭和44年 7月 白 黒

県政ニュースNQl16 昭和44年 8月 白 黒

県政ニュースMl17 昭和44年 9月 白 黒

県政ニュースMl18 昭和44年 10月 白 黒

県政ニュースMl19 昭和44年 11月 白 黒

県政ニュースNQ120 昭和44年 12月 白 黒

県政ニュースNQ121 昭和45年 1月 白 黒

県政ニュースM122 昭和45年 2月 白 黒

県政ニュースNQ123 昭和45年 3月 白 黒
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公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

県政ニュースNQ 4 昭和48年 8月「 百 ‐

昭和48年 9月 |カ ラー

Hそ の他 (文書広報課作成分 )

題 名 作 成 年 色  別

秋田の旅 昭和46年 6月 カ ラー

秋田のあゆみ (一部 ) 昭和51年 3月 カ ラー

秋田のあゆみ (二 部 ) 昭和51年 3月 カ ラー

伸びゆ く秋 田 (第一部 ) 昭和53年 カ ラー

伸びゆく秋田 (第二部) 昭和53年 カラー

ぼ くらが守 る郷上の自然 昭和55年 7月 カラー

秋田県の文化財 平成 1年 3月 カラー

IIIそ の他 (他課作成分)1       朧
L三 二不M131  1昭 和45年 11月 1白 黒

県政 ニュースNQ134

面 雨 丁

『

コ

耐 IIスM3~~~赫 ア市市すすI

県政 ニコースNQ25   1昭 和50年 12

緋揃斬市号号丁
|

卜胎 デ 淋 ― 辮 岩 1-携≡

昭和46年 2月

昭和46年 3月
題 名 作 成 年 月 色  別

県庁舎の建設 昭和34年 白 黒

秋田国体へのみち 昭和35年 白 黒

みんなの国体 昭和35年 白 黒

聖火羽後路に燃ゆ 昭和36年 白 黒

躍進する秋 田 昭和41年 白 黒
ビジョンヘの誘い 昭和44年 カ ラー

明 日への シュプール 昭和46年 カ ラー
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公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

ル
ム
ま
で
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
こ
の
番
号
を
そ
の
ま
ま
資
料
番
号
と
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
資
料
保
存
に
関
し
て
は
様
々
な
場
面
に
お
い

て
資
料
番
号
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
現
在
所
蔵
し
て

い
る
フ
ィ
ル
ム
を
示
し
た
県
政
映
画
目
録
は
年
代
順
に
フ
ィ
ル
ム
名
が
並
ん
で

い
る
の
み
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
資
料
の
検
索
や
特
定
が
困
難
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
実
際
の
フ
ィ
ル
ム
や
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
も
そ
の
背
見
出
し
の
記
載
方
法

が
統

一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
も
検
索
等
を
困
難
に
し
て
い
る
大
き
な
要
因
の

一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
特
に
最
も
大
き
い
資
料
群
で
あ
る

「秋
田
県
政

ニ
ュ
ー

ス
」
の
場
合
は
題
名
に
作
成
時
か
ら
通
番
が
付
け
ら
れ
て

一‐県
政

ニ
ュ
ー
ス
Ｍ

ｌ
」
等
と
な

っ
て
お
り
、　
一
見
す
る
と
題
名
の
み
で
も
フ
ィ
ル
ム
の
特
定
が
可

能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
昭
和
四
十
八
年
度
に
カ
ラ
ー
映
像
に
な

っ

た
こ
と
を
契
機
に
再
び
Ｍ
ｌ
か
ら
題
名
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
た
め
、
出
納
時

な
ど
の
誤
り
が
多
く
な

っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
同

一
題
名
で
内
容

の
異
な
る
も
の
も
あ
り
、
資
料
番
号
が
付
い
て
い
な
い
こ
と
が
利
用
上
不
都
合

を
生
じ
さ
せ
て
し
ま

っ
て
い
る
例
が
多
く
、
こ
れ
ら
に
資
料
番
号
を
付
与
す
る

こ
と
は
今
後

一
層
こ
れ
ら
の
利
用
希
望
が
増
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
勘
案
す
る

と
、
早
期
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
資
料
番
号
の
付
与
に
あ
た

っ

て
は
移
管
時
に
フ
ィ
ル
ム
が
大
き
く

「
県
政

ニ
ュ
ー
ス
」

（
「
県
政
だ
よ
り
」
、

「
県
政
こ
の

一
年
」
を
含
む
）
、
県
政

ニ
ュ
ー
ス
以
外
で
文
書
広
報
課
が
作
成

し
た
県
政
映
画
、
文
書
広
報
課
以
外
の
課
が
作
成
し
た
県
政
映
画
の
三
つ
に
分

類
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

「
県
政

ニ
ュ
ー
ス
」
は
現
在
で
も

「
県
政
こ
の

一
年
」

と
し
て
作
成
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
各
々
の
分
類
ご
と
に

八
八

親
番
号
を
決
め
て
分
類
ご
と
に
枝
番
号
を
付
け
る
方
法
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、

詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
課
内
で
検
討
を
重
ね
、
よ
り
良
い
方
法
を
決
定
し
て
い

き
た
い
と
思
う
。

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
当
課
の
業
務
紹
介
を
中
心
に
資
料
保
存
の
取
り
組
み
を
報
告
し
て

き
た
が
、
こ
の
な
か
で
生
じ
て
き
た
課
題
を
最
後
に
こ
こ
で
も
う

一
度
確
認
し

て
み
た
い
。

ま
ず
第

一
点
目
は
収
蔵
資
料
に
つ
い
て
劣
化
状
況
の
調
査
を
行
い
、
こ
れ
を

基
に
今
後
の
保
存
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
調
査
は
当
課
の
実
状
か
ら
、

保
存
箱
に
収
納
し
た
資
料
と
そ
れ
以
外
の
資
料
と
に
分
け
て
行
う
必
要
が
あ
る

が
、
実
施
に
あ
た

っ
て
は
、
ど
の
資
料
群
を
ど
う
い
っ
た
順
序
で
行
う
か
、
ど

の
程
度
の
期
間
を
置
い
て
検
査
を
繰
り
返
す
の
か
な
ど
決
め
る
べ
き
事
項
も
多

い
。
し
か
し
劣
化
資
料
の
調
査
に
つ
い
て
は
他
館
の
事
例
も
多
く
あ
る
た
め
、

こ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
当
課
で
の
調
査
方
法
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き

た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
調
査
は
継
続
し
て
行
い
、
前
回
の
結
果
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
そ
の
成
果
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
調
査
が

一
時
的
な
も

の
で
終
わ
ら
ず

一
定
の
頻
度
で
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
よ
う
な
体
制
を
確
立
し
て

い
く
必
要
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
後
の
保
存
計
画
立
案
は
調
査
結
果
を
反
映
し
、

資
料
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
長
期
計
画
と
、
そ
の
計
画
を
円
滑
に
進
め
る
た
め

の
短
期
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



二
点
目
は
移
管
さ
れ
た
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
の
撮
影
内
容
に
つ
い
て
所
蔵
資

料
と
の
突
き
合
わ
せ
作
業
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
新
た
に
複

製

フ
ィ
ル
ム
を
作
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
料
の
突
き
合
わ
せ
は
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
短
期
間
で
出
来
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
間
は
フ
ィ
ル

ム
の
巻
き
返
し
も
併
せ
て
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
調
査
結
果
は
、
新
た
に
複
製

フ
ィ
ル
ム
を
作
成
す
る
に
あ
た

っ
て
の
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
た
め
作
業
は
移
管
時
の
目
録
と
は
別
に
、
所
蔵
資
料
と
の
関
連
が
明

確
に
わ
か
る
よ
う
な
目
録
を
新
た
に
作
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
行
い
、
そ

の
後
の
複
製

フ
ィ
ル
ム
の
作
成
計
画
は
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
立
案
す
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
点
目
は
県
政
映
画
フ
ィ
ル
ム
と
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
資
料
番
号
の
付
け
方
を

決
定
し
、
そ
の
全
て
に
つ
い
て
資
料
番
号
ラ
ベ
ル
を
添
付
す
る
こ
と
で
あ
る
。

資
料
番
号
決
定
は
移
管
時
の
分
類
や
今
後
の
フ
ィ
ル
ム
増
加
を
考
慮
し
て
行
う

必
要
が
あ
る
ほ
か
、
そ
の
内
容
を
端
的
に
示
す
よ
う
な
番
号
と
す
る
必
要
が
あ

る
。
な
お
、
番
号
ラ
ベ
ル
添
付
の
際
に
は
現
在
記
載
内
容
が
統

一
さ
れ
て
い
な

い
フ
ィ
ル
ム
と
ビ
デ
オ
の
背
見
出
し
に
つ
い
て
も
統

一
し
た
記
載
に
直
し
て
、

多
く
の
利
用
希
望
に
対
応
し
て
い
け
る
よ
う
心
が
け
た
い
。

こ
う
し
た
課
題
の
解
決
に
あ
た

っ
て
は
課
内
検
討
の
ほ
か
、
関
係
資
料
の
収

集
や
他
館
の
事
例
調
査
な
ど
多
く
の
作
業
が
伴
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
現
在
の

当
課
の
人
員
や
他
の
業
務
と
の
兼
ね
合
い
等
を
考
え
る
と
そ
の
実
施
は
困
難
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
三
点
の
課
題
は
い
ず
れ
も
今
後
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た

公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

資
料
保
存

へ
の
取

り
組

み
は
公
文
書
館

が
担

う
重
要

な
役
割

の

一
つ
で
あ
り
、

現
在

そ
し

て
将
来

へ
向

け

て
常

に
同
質

の
資
料

を
提
供

し

て
行

く

こ
と
が
出
来

る
か
否

か

の
分
岐
点

で
あ
る
と
も
言
え
る
。

そ

の
た
め

に
も

こ
こ

で
今

一
度

こ

れ
ら

の
課
題
を
再
確

認
し
、
出
来

る
限
り
早
期

に
こ
れ
ら
を
解
決
出
来

る
よ
う
、

努
力

し

て
い
き
た

い
と
思
う
。

註
（
１
）

書
庫
内
の
保
存
環
境
に
つ
い
て
高
橋
実
氏
は

「
文
書
館
の
保
存
環
境
管
理
の
実

際
」

（
『
記
録
資
料
の
保
存
と
修
復
―
文
書

・
書
籍
を
未
来
に
遺
す
―
』

一
九

九
五
）
に
お
い
て
、
温
度
は

一
年
を
通
じ
て

一
定
と
せ
ず
、
冬
は
夏
よ
り
も
多

少
低
い
温
度
を
保
つ
方
が
良
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
青
木
睦
氏
も
平
成
十

一

年
度
史
料
管
理
学
研
修
会

（短
期
研
修
課
程
）
中

「
史
料
の
保
存
と
劣
化
損
傷

の
予
防
」
の
講
義
に
お
い
て
人
間
の
快
適
条
件
と
資
料
の
快
適
性
に
つ
い
て
触

れ
、
史
料
は

「
夏
涼
し
く
、
冬
寒
く
」
て
良
い
と
し
て
い
る
。

（
２
）

相
沢
元
子

・
木
部
徹

ｏ
佐
藤
祐

一
『
容
器
に
入
れ
る
―
紙
資
料
の
た
め
の
保
存

技
術
』

（
一
九
九

一
　

日
本
図
書
館
協
会
）
参
照
。

（
３
）

前
掲

（
２
）
参
照
。

（
４
）

金
子
工
子
氏
は

「
文
書
館
に
お
け
る
史
料
保
存
の
現
状
と
対
策
」

（
『
記
録
資

料
の
保
存
と
修
復
―
文
書

・
書
籍
を
未
来
に
遺
す
―
』

一
九
九
五
）
に
お
い
て

劣
化
調
査
は
資
料
保
存
に
対
す
る

「
計
画
策
定
の
た
め
の
デ
ー
タ
ー
作
り
と
し

て
行
う
と
い
う
意
識
が
必
要
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
５
）
　

『
記
録
資
料
の
保
存
と
修
復
―
文
書

・
書
籍
を
未
来
に
遺
す
―
』

一
九
九
五

ア
グ
ネ
）
参
照
。

（
６
）
　

『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
保
存
の
た
め
の
基
礎
知
識
』

（
国
立
国
会
図
書
館
）
参

昭
。̈

（
７
）

前
掲

（
６
）
参
照
。

八
九



公
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
保
存
対
策
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て

（
８
）

前
掲

（
６
）
参
照
。

（
９
）
　

前
掲

（
６
）
に
お
い
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
調
査
は
二
～
三
年
に

一
度
の
割

合
で
酢
酸
臭
や
濃
度
の
低
下
、
紙
箱
の
傷
み
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
行
う
と
し

て
い
る
。

（
１０
）

秋
田
県
公
文
書
館

『
研
究
紀
要
』
第
五
号

（平
成
十

一
年
二
月
発
行
）
参
照
。

（
ｎ
）

秋
田
県
公
文
書
館

『
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第
二
号

（平
成
七
年
十
月
二
日
発
行
）

参
照
。

（
・２
）

秋
田
県
公
文
書
館

『
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第
十

一
号

（
平
成
十

一
年
十
月

一
日

発
行
）
参
照
ｃ

（
・３
）

金
子
氏
は
前
掲

（
４
）
に
お
い
て
保
存
計
画
立
案
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
と
し
て

「
将
来
的
な
構
想
を
持
た
せ
た
長
期
計
画
に
基
づ
き
、
ま
ず
何
か
ら
、
ど
れ
だ

け
の
期
間
で
行
う
か
の
短
期
計
画
を
立
て
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

付
記
　
本
稿
は
平
成
十

一
年
度
史
料
管
理
学
研
修
会

（短
期
研
修
課
程
）
提
出
レ
ポ
ー
ト

に
大
幅
に
加
筆
、
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。（公

文
書
課
主
事
　
す
が
わ
ら
　
あ
き
こ
）

九

〇



二冥
　
報

（
平
成
十

一
年
十
二
月
末
現
在
）

一
　

展
示

公
文
書
課
企
画
展

「
県
庁
文
書
に
記
録
さ
れ
た
秋
田
の
近
代
建
築
」

前
期
　
　
八
月
二
十
四
日
―
　
九
月
十
八
日

後
期
　
　
十
月
二
十
七
日
―
十

一
月
二
十
日

本
年
度
の
企
画
展
で
は
、
秋
田
県
庁
文
書
の
中
か

ら
、
土
木
行
政
の
建
築
営
繕
関
係
の
簿
冊
群
を
選
び

紹
介
を
し
た
。
秋
田
県
の
近
代
建
築
史
を
県
有
建
築

物
で
辿
る
と
と
も
に
、
利
用
者

へ
の
資
料
案
内
も
兼

ね
た
展
示
で
あ
る
。
展
示
簿
冊
に
記
録
さ
れ
た
建
築

物
は
、
そ
の
殆
ど
が
取
り
壊
さ
れ
る
か
災
害
に
遭
う

か
な
ど
し
て
現
在
は
地
上
に
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、

失
わ
れ
た
建
築
物
を
知
る
手
段
と
し
て
、
公
文
書
館

資
料
の
有
用
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

展
示
室
は
、
左
の
通
り
構
成
し
た
。

前
半
展
示

・
県
庁
文
書
の
建
築
営
繕
関
係
簿
冊
群
の
解
題

ｅ

「
建
築
修
繕
の
仕
事
と
公
文
書
」

・

「
秋
田
県
初
の
洋
風
県
庁
舎
」

・

「
幻
の
県
公
会
堂
」

ｏ

「
図
面
に
残
る
県
記
念
会
館
」

・

「
県
立
学
校
の
校
舎
」

・
県
庁
文
書
の
特
徴
と
限
界

後
半
展
示彙

　
報

・

「
戦
前
県
庁
文
書
と
は
何
だ
ろ
う
」

・

「
秋
田
県
公
文
書
館
の
役
割
と
は
」

・
戦
前
県
庁
文
書
の
簿
冊
形
態
、
行
政
資
料

・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
よ
り
の
複
製
本
作
成

前
半
展
示
で
は
建
築
営
繕
関
係
の
簿
冊
群
を

一
連

の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
扱
い
、
そ
の
中
で
各
建
築
物
ご

と
の
サ
ブ

・
シ
リ
ー
ズ
を
紹
介
す
る
構
成
と
し
た
。

「
秋
田
県
初
の
洋
風
県
庁
舎
」

で
は
、
明
治
十

一

年

（
一
八
七
八
）
か
ら
十
三
年
に
わ
た
る
秋
田
県
庁

舎
の
新
築
工
事
関
係
の
簿
冊
群
を
展
示
し
た
。
近
代

建
築
黎
明
期
の

「
擬
洋
風
建
築
」
に
関
す
る
資
料
で

あ
る
。

「
幻
の
県
公
会
堂
」
で
は
、
明
治
三
十
三
年

か
ら
三
十
八
年
に
わ
た
る
秋
田
県
公
会
堂
の
新
築
工

事
関
係
を
展
示
し
た
。

「
図
面
に
残
る
県
記
念
会
館
」

で
は
、
大
正
四
年

（
一
九

一
五
）
か
ら
八
年
に
わ
た

る
秋
田
県
記
念
会
館
の
新
築
工
事
関
係
を
展
示
し
た
。

明
治
を
代
表
す
る
建
築
家

・
片
山
東
熊
と
辰
野
金
吾

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
県
立
学
校
の
校
舎
」
で
は
、
明
治
三
十
年
以
降

の
中
等
教
育
拡
充
に
伴
い
開
校
し
た
尋
常
中
学
校
や

実
業
学
校
な
ど
の
校
舎
の
建
築
関
係
を
紹
介
し
た
。

後
半
展
示
は
公
文
書
館
業
務

へ
の
理
解
を
深
め
て

も
ら
う
目
的
で
構
成
し
た
。
平
成
九
年
度
の
鉄
道
展

以
来
、
公
文
書
課
担
当
で
続
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

今
回
も
鉄
道
展
同
様
、
イ
ラ
ス
ト
や
カ
ラ
ー
の
解

説
パ
ネ
ル
を
使
用
し
、
見
や
す
い
展
示
を
心
掛
け
た
。

（柴
田
　
知
彰
）

二
　
講
座

○
古
文
書
解
読
講
座

平
成
十

一
年
度
の
古
文
書
解
読
講
座
は
、
八
月
三

・

四
日
の
両
日
、
当
館
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル
を
会
場
に

行
わ
れ
た
。
例
年
同
様
に
二
日
間
と
も
同
内
容
の
講

座
と
し
、
両
日
合
わ
せ
て
九
六
名
の
参
加
が
あ

っ
た

（昨
年
度
よ
り
二
五
名
の
増
）
。

講
座
内
容

・
講
師
は
次
の
通
り
。

講
座
①

「
中
世
の
古
文
書
を
読
む
」

（使
用
史
料
は
秋
田
藩
家
蔵
文
書
）

講
師
　
佐
藤
隆

（当
館
古
文
書
課
職
員
）

講
座
②

「
『
六
郡
郡
邑
記
』

の
原
本
を
探
る
」

（使
用
史
料
は
郡
村
日
記
ほ
か
）

講
師
　
柴
田
次
雄

（当
館
古
文
書
課
嘱
託
）

秋
田
藩
士
の
家
に
伝
わ
る
文
書
を
集
め
た
秋
田
藩

家
蔵
文
書
は
、
県
内
唯

一
の
中
世
文
書
集
と
い
っ
て

よ
く
、
関
東
を
始
め
他
県
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
史
料

群
で
あ
る
。
①
は
そ
の
紹
介
を
兼
ね
、
中
世
の
著
名

な
歴
史
的
人
物
で
あ
る
源
頼
朝

・
後
醍
醐
天
皇

・
足

利
尊
氏

・
織
田
信
長

・
豊
臣
秀
吉

・
徳
川
家
康
の
五

人
が
出
し
た
文
書
を
題
材
と
し
た
。。
中
世
文
書
は
普

段
あ
ま
り
触
れ
る
機
会
も
な
い
た
め
、
古
文
書
学
的

な
側
面
か
ら
、
政
所
下
文

・
綸
旨

・
御
教
書

・
朱
印

状

・
判
物

・
御
内
書
の
五
形
式
を
取
り
上
げ
た
。

②
は
、
県
内
の
各
自
治
体
史
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
の
多
い
基
本
史
料
で
あ
る
六
郡
郡
邑
記
に
つ
い

て
、
当
館
の
史
料
の
中
か
ら
そ
の
成
立
に
関
わ
る
文

九
一



彙
　
報

書
を
取
り
上
げ
、
従
来
の
説
に
変
わ
る
新
た
な
説
を

提
言
し
た
。
書
誌
学
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
で
、
こ
れ
ま

で
の
解
読
中
心
の
講
座
と
ひ
と
味
違
う
形
の
内
容
と

な

っ
た
。
取
り
上
げ
た
史
料
も
、
六
郡
郡
邑
記
の
ほ

か
、
郡
村
御
高
調
帳

・
郡
村
日
記

・
長
岐
文
書
等
多

岐
に
わ
た

っ
た
。

講
座
の
内
容

・
日
程
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
こ

の
よ
う
な
形
で
継
続
し
て
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
、

日
時
は
八
月
の
第

一
火

・
水
曜
に
固
定
す
る
こ
と
と

し
た
。
な
お
、
申
し
込
み
の
受
付
は
従
来
通
り

一
ヶ

月
前
の
七
月

一
日
か
ら
と
な

っ
て
い
る
。（佐

藤
　
隆
）

〓
一　
研
修

・
協
議
会

○
第

二
五
回
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協

議
会
全
国
大
会

（新
潟
大
会
）

平
成
十

一
年
十
月
二
十
七
日
―

二
十
九
日
の
三
日

間
、
新
潟
県
立
文
書
館
の
主
催
で
、
オ
ー
ク
ラ
ホ
テ

ル
新
潟
を
会
場
に
行
わ
れ
た
。
参
加
者
三
二

一
名
、

当
館
か
ら
は
館
長
を
は
じ
め
三
名
が
参
加
し
た
。
大

会
テ
ー

マ
は

「
地
域
史
料
の
充
実
を
め
ざ
し
て
―
新

潟
か
ら
の
提
唱
―
」
で
あ

っ
た
。
概
要
は
次
の
通
り
。

一
日
目
…
研
修
会
、
分
科
会

（自
由
テ
ー
マ
）

二
日
目
…
総
会
、
特
別
講
演
、
全
体
会

三
日
目
…
分
科
会

（
大
会
テ
ー
マ
）
、
視
察

情
報
公
開
に
と
も
な
う
公
文
書
の
保
存
管
理
、
文

書
館
の
普
及
事
業
な
ど
他
館
の
様
々
な
事
例
を
聞
く

こ
と
が
で
き
、
非
常
に
意
義
深
い
協
議
会
で
あ

っ
た
。

特
に
開
催
県
で
あ
る
新
潟
に
お
け
る
様
々
な
活
動
報

告
は
、
県
内
史
料
の
保
存
に
関
す
る
取
り
組
み
と
し

て
、
大
い
に
参
考
と
な

っ
た
。

現
在
当
館
で
も
県
内
史
料
の
保
存
に
む
け
て
、
連

絡
協
議
会
の
開
催
や
史
料
所
在
調
査
を
継
続
し
て
い

る
が
、
全
県
的
な
史
料
保
存
体
制
の
整
備
に
は
し
ば

ら
く
時
間
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
将
来
的
な

見
通
し
も
明
確
で
は
な
い
現
状
で
は
あ
る
が
、
新
潟

県
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
県
の
活
動
に
学
び
つ
つ
、

秋
田
県
に
と

っ
て
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
史
料
保
存

体
制
の
整
備
を
目
指
し
た
い
。
　

（加
藤
　
昌
宏
）

○
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程

国
立
公
文
書
館
が
主
催
す
る
第
二
回
公
文
書
館
専

門
職
員
養
成
課
程
は
、
前
期
九
月
二
十
七
日
か
ら
十

月
八
日
、
後
期
十

一
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
十
日

の
日
程
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
課
程
は
、
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
の
資
格
制
度
が
国
内
に
確
立
す
る
ま
で
の
間
、

公
文
書
館
で
働
く
専
門
職
員
を
養
成

・
確
保
す
る
目

的
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
お
よ
び
都
道
府

県
の
公
文
書
館
か
ら

一
八
名
の
参
加
者
が
あ

っ
た
。

当
館
か
ら
は
今
年
度
が
最
初
の
参
加
で
あ
る
。

二
〇
日
間
の
日
程
で
は
、
公
文
書
館
関
連
法
令
の

解
説
か
ら
、
評
価

・
選
別
論
、
史
料
整
理
論
、
ま
た

情
報
科
学
な
ど
、
公
文
書
館
業
務
に
関
連
す
る
広
範

囲
な
内
容
に
つ
き
講
義
が
行
わ
れ
た
。
欧
米
で
は
数

年
間
の
課
程
で
修
了
す
べ
き
内
容
を
、
国
内
事
情
―■

九
二

合
わ
せ
て
相
当
ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト
し
た
課
程
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
書
館
学
と
周
辺
科
学
に
つ
き
体
系
的

に
学
ぶ
と
共
に
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
関
係
ほ
か
最
近

の
研
究
動
向
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
収
穫
の

多
い
研
修
で
あ

っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
講
師
の
方
々

や
参
加
者
同
士
と
の
人
的
繋
が
り
が
で
き
る
の
も
、

こ
う
し
た
研
修
の
メ
リ

ッ
ト
で
あ
ろ
う
。

今
後
は
、
こ
の
養
成
課
程
で
学
ん
だ
内
容
と
人
的

繋
が
り
を
活
か
し
日
々
の
仕
事
に
取
り
組
み
た
い
。

（柴
田
　
知
彰
）

○
史
料
管
理
学
研
修
会

（短
期
研
修
）

平
成
十

一
年
十

一
月
八
日
か
ら
十
九
日
に
か
け
て

開
催
さ
れ
た
本
研
修
は
、
秋
田
県
文
化
会
館
を
会
場

に
開
催
さ
れ
、
各
文
書
館
施
設
の
ほ
か
図
書
館
や
自

冶
体
史
編
纂
室
な
ど
広
範
囲
か
ら
多
く
の
参
加
者
が

あ

っ
た
。

講
義
内
容
は
、
記
録
管
理
論
の
歴
史
な
ど
基
礎
的

な
事
項
の
ほ
か
、
修
復
の
実
技
な
ど
実
務
に
即
し
た

内
容
の
も
の
も
あ
り
、
特
に
史
料
保
存
方
法
に
つ
い

て
は
当
課
の
状
況
と
比
較
し
な
が
ら
興
味
深
く
受
講

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
最
終
日
に
行
わ
れ
た
総

合
討
論
で
は
、
当
館
の
企
画
展
示
が
議
論
の
中
心
と

な
り
様
々
な
意
見
や
改
善
点
が
挙
げ
ら
れ
た
た
め
、

次
回
以
降
の
展
示
で
は
こ
れ
ら
を
参
考
に
よ
り
親
し

み
や
す
い
展
示
を
心
が
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

文
書
館
施
設
関
係
者
だ
け
に
限
定
し
な
い
本
研
修

´
、
・
い
、
　

二
人

■
一

ィ右
一
ｒ
一
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・
一

．
〓
Ｉ
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難
が
あ
り
、
分
科
会
方
式
の
採
用
な
ど
来
年
度
以
降

工
夫
を
要
す
る
点
も
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
全
体
的

に
は
日
常
業
務
に
直
結
し
た
講
義
が
多
く
、
様
々
な

立
場
か
ら
の
貴
重
な
意
見
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
数

少
な
い
機
会
で
も
あ

っ
た
た
め
、
非
常
に
有
意
義
な

研
修
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
　

（菅
原
　
亜
希
子
）

○
第

一
二
回
公
文
書
館
等
職
員
研
修
会

平
成
十

一
年
十

一
月
十
五
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の

五
日
間
、
東
京
都
千
代
田
区
に
あ
る
国
立
公
文
書
館

で
開
催
さ
れ
た
。
研
修
会
に
は
都
道
府
県
の
公
文
書

館
職
員
だ
け
で
な
く
、
国
の
機
関
や
都
道
府
県

・
市

町
村
の
職
員
な
ど
合
わ
せ
て
五
九
名
が
参
加
し
た
。

研
修
会
で
は
公
文
書
館
法
や
木
年
施
行
予
定
の
国

立
公
文
書
館
法
、
来
年
施
行
予
定
の
情
報
公
開
法
と

い
っ
た
基
本
的
な
法
律
の
概
要
解
説
か
ら
、
公
文
書

の
管
理
シ
ス
テ
ム
や
史
料
の
保
存
情
報
、
電
子
情
報

化
の
現
状
と
い
っ
た
日
常
の
業
務
に
関
係
す
る
情
報

の
講
義
ま
で
、
中
身
の
濃
い
講
義
が
多
か

っ
た
。

ま
た
、
東
京
都
公
文
書
館
を
見
学
し
た
り
、
埼
玉

県
立
文
書
館
に
お
け
る
文
書
等
の
収
集

・
整
理
や
神

奈
川
県
公
文
書
館
に
お
け
る
評
価

・
選
別
の
実
務
に

関
す
る
講
義
を
聴
い
た
り
し
た
こ
と
に
よ
り
、
地
方

の
公
文
書
館

の
実
状
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
点

も
良
か

っ
た
。

全
体
的
に
古
文
書
よ
り
も
公
文
書
に
関
す
る
講
義
、

特
に
評
価

・
選
別
に
関
す
る
話
題
が
大
半
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
が
五
日
間
と
い
う
短
期
間
に
も
か
か
わ
ら
ず

彙

報

効
率
よ
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
良
質
な
研
修
会
で
あ

る
と
い
え
る
。
公
文
書
館
職
員
に
限
ら
ず
、
公
文
書

と
日
常
的
に
接
し
て
い
る
職
員
に
は
、
有
意
義
な
研

修
に
な
ろ
う
と
思
う
。
　

　

　

　

（
平
田
　
有
宏
）

○
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
協
議
会

第
四
回
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
協
議
会

（
史

料
保
存
担
当
者

・
文
化
財
担
当
者
）
を
、
五
月
三

一

日

（月
）
、
当
館
を
会
場
に
開
催
し
た
。
三
二
市
町

村
か
ら
四
三
名
が
参
加
し
、
史
料
保
存
に
関
す
る
報

告
と
討
議
が
行
わ
れ
た
。

当
日
の
日
程
は
次
の
通
り
。

午
前
…
情
報
提
供

「
史
料
の
整
理
と
保
存
に
つ
い
て
」

①
秋
田
県
公
文
書
館
　
　
　
佐
藤
　
　
隆

②
秋
田
市
佐
竹
史
料
館
　
　
中
田
　
好
彦

③
能
代
市
史
編
纂
室
　
　
　
工
藤
　
英
ｒ

④
増
田
町
教
育
委
員
会
　
　
佐
藤
　
　
豊

⑤
峰
浜
村
教
育
委
員
会
　
　
進
藤
日
出
男

午
後
…
情
報
交
換

公
文
書
分
科
会

「
公
文
書
の
整
理
と
保
存
に
つ
い
て
」

古
文
書
分
科
会

「
古
文
書
の
整
理
と
保
存
に
つ
い
て
」

午
前
は

「
史
料
の
整
理
と
保
存
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
情
報
提
供
を
行

っ
た
。
当
館
か
ら
は
史
料
管
理
学

研
修
会
、
史
料
管
理
学

（記
録
史
料
学
）
の
概
要
、

史
料
整
理

・
史
料
調
査
の
方
法
等
に
つ
い
て
報
告
を

行

っ
た
。
四
市
町
村
か
ら
は
市
史
編
纂
事
業
の
進
行

状
況
、
史
料
整
理

・
史
料
保
存
の
現
況
と
課
題
等
に

つ
い
て
報
告
を
行

っ
た
。

午
後
は
公
文
書
分
科
会
と
古
文
書
分
科
会
に
分
か

れ
て
情
報
交
換
を
行

っ
た
。
書
庫
の
問
題
、
人
員
の

問
題
等
現
場
が
直
面
し
て
い
る
様
々
な
問
題
が
提
出

さ
れ
た
。
ま
た
、
当
協
議
会
の
運
営
そ
の
他
に
つ
い

て
も
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
最
後
に
施
設
見
学
、

個
別
相
談
を
行

っ
て
閉
会
し
た
。

今
回
初
め
て
分
科
会
を
設
け
た
が
、
公
文
書
分
科

会

へ
の
参
加
は
や
や
す
く
な
か
っ
た

（
一
一
名
）
。

歴
史
館
や
教
育
委
員
会
か
ら
の
参
加
が
大
部
分
で
あ

る
こ
と
、
古
文
書
に
比
べ
公
文
書
の
保
存
に
つ
い
て

は
県
内
市
町
村
段
階
で
の
認
識
と
関
心
が
低
い
こ
と

等
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

公
文
書
の
保
存
に
関
Ｌ
当
協
議
会
と
し
て
ど
う
い
う

二
と
が
出
来
る
の
か
出
来
な
い
の
か
、
分
科
会
の
も

ち
方
、
参
加
者
及
び
参
加
機
関
の
範
囲
の
再
考
等
も

含
め
今
後
の
検
討
課
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

当
協
議
会
の
目
的

・
意
義
の
周
知
を
図
る
と
と
も

に
、　
一
層
実
り
あ
る
協
議
会
に
す
る
た
め
に
各
担
当

者
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
引
き
続
き
お
願
い
し
た
い
。

（桜
庭
　
文
雄
）

四
　
県
内
古
文
書
所
在
調
査

本
調
査
は
史
料
の
所
在
確
認
を
主
目
的
と
し
て
い

る
が
、
多
く
の
市
町
村
に
お
い
て
保
存
の
必
要
性
を

九
三

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



彙
　
報

強
く
感
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
本
年
度
は

一
一

市
町
村
の
調
査
を
計
画
し
て
、　
一
一
月
ま
で
に
全
て

終
了
し
た
。
期
日
、
調
査
先
、
主
な
調
査
史
料
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

七
月
二
九
日

秋
田
市
立
佐
竹
史
料
館

九
月
七
日

八
竜
町
教
育
委
員
会

清
水
与
十
郎
氏
宅

（
八
竜
町
）

一
〇
月
八
日

大
曲
市
立
図
書
館

↓
高
階
家
文
書
、
内
小
友
村
文
書

一
〇
月

一
二
日

合
川
町
教
育
委
員
会

↓
同
委
員
会
管
理
史
料

（
工
藤
家
文
書
、
斎

藤
家
文
書
、
疋
田
家
史
料
）

金
田
京
子
氏
宅

（
合
川
町
）

一
〇
月

一
三
日

上
小
阿
仁
村
教
育
委
員
会

↓
同
委
員
会
所
蔵
史
料

一
〇
月

一
四
日

八
郎
潟
町
教
育
委
員
会

渡
部
六
右
衛
門
氏
宅

（
八
郎
潟
町
）

一
〇
月
二
〇
日

横
手
市
立
図
書
館

↓
山
崎
家
文
書
、
黒
沢
家
文
書
な
ど

秋
田
県
立
近
代
美
術
館

↓
津
村
氏
史
料
、
稲
見
家
史
料

一
〇
月
二
一

日

東
成
瀬
村
教
育
委
員
会

↓
ふ
る
里
館
公
開
史
料

（菊
地
慶
治
氏
寄
贈

史
料
、
福
地
正
蔵
氏
寄
贈
史
料
な
ど
）

一
〇
月
二
六
日

西
日
町
教
育
委
員
会

↓
町
役
場
所
蔵
史
料
、
鈴
木
家
文
書
な
ど

佐
藤
孝
夫
氏
宅

（
西
日
町
）

一
一
月
四
日

山
内
村
教
育
委
員
会

川
越
退
二
氏
宅

（
山
内
村
）

一

一
月

壬

百

南
外
村
教
育
委
員
会

↓
役
場
文
書
、
相
馬
文
書
、
平
沢
文
書
、
花

館
村
役
場
文
書

（
平
田
　
有
宏
）

五
　
図
書

○
本
館
所
蔵
資
料
の
出
版
掲
載
の
許
可
を
受
け
た
分

文
書
館
だ
よ
り

（第
二
六
号
）
栃
木
県
立
文
書
館

秋
田
市
史

（第

一
〇
巻

史
料
編
　
．近
世
下
）

岐
阜
県
史

（
史
料
編
　
古
代

・
中
世
補
遺
）

藤
岡
町
史

（資
料
編
　
古
代

・
中
世
）

ね
ぶ
た
と
七
夕

青
森
県
立
郷
土
館

「
菅
江
真
澄
展
」
図
録

豊
橋
市
美
術
博
物
館

文
部
省
科
学
研
究
費
報
告
書

・
画
像
処
理
に
よ
る

出
羽
国
絵
図
の
研
究

小
野
寺
淳

九
四

幕
府
命
令
で
作
成
さ
れ
た
嘉
永
年
間
の
沿
岸
浅
深

絵
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
村
博
忠

日
本
を
駆
け
た
世
界
を
翔
ん
だ
秋
田
の
先
人
た
ち

秋
田
蕗
ラ
イ
オ
ン
ズ
‘

フ
ブ

奇
々
怪
々
あ
き
た
伝
承
　
　
　
　
　
無
明
舎
出
版

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
羽
州
街
道
」

Ｎ
Ｔ
Ｔ
秋
田
支
店
営
業
部

マ
ル
チ

メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
推
進
室

広
報
あ
き
た

（
一
九
九
九
年
七
月
二
十
三
日
号
）

秋
田
市
役
所
広
報
課

秋
田
魁
新
報

（
二
〇
〇
〇
年

一
月

一
日
朝
刊
）

プ
レ
ジ
デ
ン
ト

（
二
〇
〇
〇
年
二
月
号
）

株
式
会
社
プ
レ
ジ
デ
ン
ト

○
各
公
文
書
館
か
ら
の
受
贈
図
書

国
立
公
文
書
館

国
立
公
文
書
館
年
報

（第

二
八
号
）

北
の
丸

（第
二

一
号
）

ア
ー
カ
イ
ブ
ス

（創
刊
号
）

外
務
省
外
交
史
料
館

外
交
史
料
館
報

（第

一
三
号
）

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館

史
料
館
研
究
紀
要

（第
三
〇
号
）

史
料
館
所
蔵
史
料
目
録

（第
六
八
集
）

町
村
制
の
発
足

（史
料
叢
書
三
）

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
部

防
衛
研
究
所
戦
史
部
年
報

（第
二
号
）

北
海
道
立
文
書
館



研
究
紀
要

（第

一
四
号
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録

（
一
四
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
公
文
書
件
名
目
録

（
一
四
）

北
海
道
立
文
書
館
史
料
集

（第

一
四
）

福
島
県
歴
史
資
料
館

福
島
県
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要

（第
二

一
号
）

歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録

（第
三
〇
集
）

茨
城
県
立
歴
史
館

茨
城
県
立
歴
史
館
報

（
二
六
）

木
内
信
基
家
文
書
目
録

（
史
料
目
録
四
三
）

茨
城
県
行
政
文
書
目
録

（行
政
資
料
目
録
三
）

茨
城
県
立
歴
史
館
史
料
叢
書

（
二
）

茨
城
県
史
研
究

（第
三
号
）

栃
木
県
立
文
書
館

栃
木
県
立
文
書
館
年
報

（第

一
三
号
）

栃
木
県
立
文
書
館
研
究
紀
要

（第
三
号
）

栃
木
県
史
料
所
在
日
録

（第
二
八
集
）

群
馬
県
立
文
書
館

群
馬
県
立
文
書
館
年
報

双
文

（第

一
六
号
）

群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（
一
七
）

ぐ
ん
ま
史
料
研
究

（第

一
三
号
）

埼
玉
県
立
文
書
館

要
覧

（第

一
七
号
）

文
書
館
紀
要

（第

一
二
号
）

収
蔵
文
書
目
録

（第
二
八
集
）

収
蔵
地
図
目
録

（第

一
～
四
集
）

埼
玉
県
史
研
究

（第
三
四
号
）

彙

報

千
葉
県
文
書
館

千
葉
県
の
文
書
館

（第
四
号
）

収
蔵
文
書
目
録

（第

一
一
～

一
二
集
）

千
葉
市
稲
毛
区
長
沼
町
島
田
家
文
書
仮
目
録

千
葉
県
行
政
資
料
増
加
目
録

（発
行
部
局

・
所
別
、

市
町
村
別
）

東
京
都
公
文
書
館

東
京
都
公
文
書
館
年
報

（第

一
八
号
）

研
究
紀
要

（第

一
号
）

東
京
都
行
政
資
料
集
録

（
平
成
九
年
度
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
年
報

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
紀
要

（第
二
号
）

新
潟
県
立
文
書
館

新
潟
県
立
文
書
館
年
報

（第
七
号
）

新
潟
県
立
文
書
館
研
究
紀
要

（第
五
号
）

富
山
県
立
公
文
書
館

富
山
県
公
文
書
館
年
報

（第

一
二
号
）

富
山
県
公
文
書
館
文
書
目
録

（
歴
史
文
書

一
五
）

長
野
県
立
歴
史
館

長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要

（第
五
号
）

諏
訪
信
仰
の
祭
り
と
文
化

岐
阜
県
歴
史
資
料
館

岐
阜
県
歴
史
資
料
館
年
報

（第
二
二
号
）

岐
阜
県
行
政
文
書
目
録

（昭
和
五
〇
年
度
編
二
）

愛
知
県
公
文
書
館

愛
知
県
公
文
書
館
年
報

（第

一
三
号
）

愛
知
県
史

（資
料
編
六
　
古
代

一
）

京
都
府
立
総
合
資
料
館

資
料
館
紀
要

（第
二
七
号
）

古
文
書
の
様
式

大
阪
府
公
文
書
館

大
阪
府
行
政
資
料

・
刊
行
物
目
録

（第
七
集
）

和
歌
山
県
立
文
書
館

和
歌
山
県
公
文
書
簿
冊
目
録

（第
二
集
）

鳥
取
県
立
公
文
書
館

鳥
取
県
立
公
文
書
館
報

広
島
県
立
文
書
館

広
島
県
立
文
書
館
事
業
年
報

（第
九
号
）

広
島
県
立
文
書
館
紀
要

（第
五
号
）

広
島
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（第
六
集
）

山
口
県
文
書
館

年
報

山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要

（第
二
六
号
）

山
口
県
文
書
館
所
蔵
行
政
資
料
目
録

（
五
）

毛
利
家
文
庫
目
録
別
冊

（
一
）

山
口
県
内
所
在
史
料
目
録

（第
二
六
集
）

香
川
県
立
文
書
館

香
川
県
立
文
書
館
紀
要

（第
三
号
）

香
川
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（第
二
集
）

香
川
県
行
政
資
料
目
録

（追
録
五
　
分
類
別
目
録
）

香
川
県
立
文
書
館
史
料
集

（
二
）

徳
島
県
立
文
書
館

徳
島
県
立
文
書
館
年
報

（第
二
号
）

沖
縄
県
公
文
書
館

公
文
書
館
資
料
に
み
る
海
外
移
民
の
軌
跡

九
五



彙
　
報

大
阪
市
公
文
書
館

大
阪
市
公
文
書
館
年
報

（第

一
一
号

大
阪
市
公
文
書
館
研
究
紀
要

（第

一

大
阪
市
行
政
刊
行
物
目
録

（平
成

一

広
島
市
公
文
書
館

広
島
市
公
文
書
館
紀
要

（第
二
二
号
）

広
島
市
公
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録

（第

二
四
、

五
集
）

藤
沢
市
文
書
館

藤
沢
市
文
書
館
紀
要

（
三
二
）

松
本
市
文
書
館

松
本
市
文
書
館
史
料
目
録

（第

一
集
）

松
本
市
文
書
館
紀
要

（第
九
号
）

九
州
歴
史
資
料
館
別
館
柳
川
古
文
書
館

柳
川
古
文
書
館
史
料
目
録

（第
九
～

一
一
集
）

○
県
内
市
町
村
史
関
連
図
書

鹿
角
市
史
資
料
編

（第
二
〇
集
）

能
代
市
史

（資
料
編
　
近
世

一
）

能
代
市
史
資
料

（第

二
七
号
）

能
代
市
史
研
究

（
六
）

峰
浜
村
の
文
化
財

（沼
田
村
文
書
　
第

一
集
）

五
城
目
町
の
文
化
財

（
図
版
　
第

二
八
集
）

男
鹿
市
文
化
財
調
査
報
告

（第

一
九
集
）

秋
田
市
史

（第

二
巻
　
通
史
編
　
中
世
）

秋
田
市
史

（第

一
〇
巻
　
史
料
編
　
近
世
下
）

秋
田
市
史
研
究

（第
八
号
）

大
曲
市
史

（第

二
巻
　
通
史
編
）

中
仙
町
の
文
化
財

横
手
市
内
文
化
財
調
査
報
告
書

（第
七
集
）

雄
物
川
町
郷
土
資
料
館
報
告
書

（第

一
六
号
）

雄
物
川
町
郷
土
史
資
料

（第
二
七
集
）

佐
竹
南
家
御
日
記

（第
三
巻
）

岩
城
町
史
料

（
四
　
わ不
教
編
二
）

西
日
町
史
研
究

（第
四
号
）

由
利
町
史
跡
探
訪

由
利
町
文
化
財
調
査
報
告
書

（第
七
～
九
集
）

○
県
外
自
治
体
史

東
京
市
史
稿

（産
業
編
　
第
四
二
）

埼
玉
県
史
料
叢
書

（
明
治
大
正
期
知
事
事
務
引
継

圭
中
一　
）

岐
阜
県
史

（史
料
編
　
古
代

・
中
世
補
遺
）

岐
阜
県
史

（史
料
編
　
現
代
）

二
重
県
史

（資
料
編
　
中
世

一
下
）

三
重
県
史

（資
料
編
　
近
世
四
下
）

福
岡
県
史

（近
世
史
料
編
　
福
岡
藩
　
浦
方
　
一
）

福
岡
県
史

（近
世
史
料
編
　
八
幡
製
鉄
所
　
一
こ

宮
崎
県
史

（別
編
、
民
俗
）

宮
崎
県
史
叢
書

（
日
向
記
）

仙
台
市
史

（通
史
編

一　

原
始
）

仙
台
市
史

（近
代
現
代

一　

交
通
建
設
）

平
田
村
史

（第

一
巻
　
通
史
編
）

高
崎
市
史

（新
編
　
資
料
編
七
　
近
世
三
）

藤
岡
町
史

（資
料
編
　
古
代

・
中
世
）

寒
河
町
史

（
六
　
通
史
編
　
原
始

・
古
代

・
中
世

・

九
六

近
世
）

板
橋
区
史

（
通
史
編
　
下
巻
）

名
古
屋
市
史

（新
修
　
第
二
～
四
巻
）

南
河
内
町
史

（通
史
編
　
近
現
代
）

○
本
館
刊
行
物

三
月

　

『
渋
江
和
光
日
記
』

（第
五
、
六
巻
）

研
究
紀
要

（第
五
号
）

所
蔵
古
文
書
目
録
第
二
集

『
絵
図
目
録
』

四
月
　
公
文
書
館
だ
よ
り

（第

一
〇
号
）

七
月
　
事
業
年
報

（第
六
号
）

八
月
　
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
県
庁
文
書
に
記
録
さ
れ

た
秋
田
の
近
代
建
築
」

十
月
　
公
文
書
館
だ
よ
り

（第

一
一
号
）

○ 一
V

年 号
度

V
版

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
　
第
六
号

平
成
十
二
年
三
月
二
十
日
発
行

獅
篠
　
秋
田
県
公
文
書
館

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三

一

郵
便
番
号
　
〇

一
〇
―
〇
九
五
二

電
話

（〇

一
八
）
八
六
六
―
八
三
〇

一

印
刷
　
株
式
会
社
塚
田
美
術
印
刷

秋
田
市
大
町

一
丁
目
六
番
六
号




